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発 刊 の 辞

発
刊
の
辞

『
古
事
記
』
の
学
際
的
・
国
際
的
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表

武

田

秀

章

『
古
事
記
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
わ
が
国
の
古
典
の
筆
頭
に
位
置
す
る
書
で
あ
り
、
古
典
中
の
古
典
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
近
年
、『
古

事
記
』
へ
の
関
心
は
、か
つ
て
な
い
高
ま
り
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
国
際
化
の
一
層
の
進
展
の
渦
中
で
、「
あ
ら
た
め
て
日
本
の
「
根

差
す
と
こ
ろ
」
を
見
つ
め
直
し
た
い
」
と
い
う
人
々
の
切
実
な
思
い
が
、
愈
々
深
ま
っ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
國
學
院
大
學
は
、「
日
本
古
典
の
学
」
で
あ
る
「
近
世
国
学
」
の
道
統
を
継
ぐ
大
学
と
し
て
建
学
さ
れ
た
。
本
学
に
お
い
て
は
、

建
学
以
来
、『
古
事
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
古
典
の
研
究
、
神
道
・
日
本
文
化
の
何
た
る
か
を
究
明
す
る
人
文
学
研
究
が
継
承
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
近
年
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
省
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
神
道
と
日
本
文
化
の
国
学
的
研
究
発
信
の
拠
点
形
成
」
に

お
い
て
、
神
道
・
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
学
際
的
な
検
討
、
そ
の
研
究
成
果
の
国
際
的
発
信
が
力
強
く
推
進
さ
れ
た
。

さ
ら
に
そ
の
継
続
事
業
で
あ
る
「
文
部
科
学
省
選
定
オ
ー
プ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
「
モ
ノ
と
心
に
学
ぶ
伝
統
の
知
恵

と
実
践
」」
に
お
い
て
も
、
三
矢
重
松
・
武
田
祐
吉
・
河
野
省
三
ら
に
よ
る
古
典
研
究
・
日
本
文
化
研
究
の
有
り
様
が
詳
し
く
検
証
さ
れ
、

皇
典
講
究
所
・
國
學
院
に
お
け
る
人
文
学
の
展
開
が
具
に
跡
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
先
行
の
研
究
事
業
を
承
け
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
、
い
よ
い
よ
『
古
事
記
』
を
対
象
と
す
る
研
究
事
業
が
推
進
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
学
の
「
二
十
一
世
紀
研
究
教
育
計
画
（
第
三
次
）」
に
基
付
き
、「
日
本
文
化
の
国
際
的
理
解
に
向
け
た
研

1

            



発 刊 の 辞

究
（
国
際
日
本
学
）
の
推
進
」
を
具
現
化
す
る
研
究
事
業
と
し
て
、「『
古
事
記
』
の
学
際
的
・
国
際
的
研
究
」
が
発
足
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

「『
古
事
記
』
の
学
際
的
・
国
際
的
研
究
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
本
学
の
研
究
成
果
の
蓄
積
を
承
け
、
具
体
的
に
は
以
下
の
視
点
か
ら
の

研
究
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

（
一
） 

現
在
望
み
得
る
最
善
の
『
古
事
記
』
の
本
文
・
訓
読
文
を
策
定
す
る
と
共
に
、
最
新
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
そ
の
注
釈
を
作

成
す
る
。

（
二
）『
古
事
記
』
の
研
究
史
・
解
釈
史
に
つ
い
て
、
特
に
近
世
・
近
代
を
主
た
る
対
象
時
期
と
し
て
、
歴
史
的
に
検
証
す
る
。

（
三
）
歴
史
学
・
民
俗
学
・
神
話
学
・
考
古
学
な
ど
の
隣
接
諸
科
学
の
見
地
か
ら
も
、『
古
事
記
』
神
話
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

（
四
） 

海
外
に
お
け
る
『
古
事
記
』
研
究
の
現
状
を
精
査
す
る
と
共
に
、『
古
事
記
』
神
話
と
海
外
諸
国
の
多
様
な
神
話
と
の
比
較
検
討

を
も
行
い
、
世
界
の
中
の
『
古
事
記
』
の
位
置
、
そ
の
価
値
を
考
え
る
。

本
書
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
設
定
の
も
と
、
平
成
二
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
六
年
に
か
け
て
推
進
さ
れ
た
研
究
の
成
果
を
集
成
し
、

研
究
叢
書
の
（
一
）
と
し
て
刊
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、今
後
十
年
を
期
し
て
継
続
す
べ
き
研
究
事
業
で
は
あ
る
が
、

今
回
は
そ
の
最
初
の
始
動
に
あ
た
る
一
年
半
の
研
究
成
果
報
告
を
上
梓
す
る
運
び
と
な
っ
た
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担
当
者
一
同
、
こ
の
研
究
事
業
の
推
進
に
よ
っ
て
、
世
界
の
中
の
『
古
事
記
』
の
意
義
に
思
い
を
ひ
そ
め
、
世
界

に
開
か
れ
た
『
古
事
記
』
学
構
築
を
目
指
し
て
い
き
た
い
も
の
と
切
に
念
願
し
て
い
る
。
各
方
面
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
、
衷
心
よ
り
お

願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
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凡例

『
古
事
記
』
注
釈

『
古
事
記
』
の
学
際
的
・
国
際
的
研
究
会

編

凡
例

一
、
本
注
釈
は
、
本
文
・
訓
読
文
・
注
釈
・
補
注
解
説
よ
り
な
る
。

一
、
本
文

 

本
文
は
、
真
福
寺
本
を
底
本
と
す
る
。
諸
本
と
の
異
同
が
あ
る
場
合
で
も
、
底
本
の
ま
ま
で
理
解
出
来
る
場
合
に
は
、
底
本
を
尊
重

し
、
特
に
諸
本
の
異
同
は
記
さ
な
い
。
異
体
字
の
類
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
真
福
寺
本
の
字
体
を
尊
重
す
る
が
、
通
常
の
字
体
に

改
め
る
場
合
も
あ
る
。
次
回
の
凡
例
に
お
い
て
一
覧
を
付
す
予
定
で
あ
る
。

底
本
の
ま
ま
で
は
文
意
が
通
ら
な
い
場
合
は
、
校
訂
を
行
い
、
そ
の
旨
を
記
し
た
。
校
訂
に
使
用
し
た
諸
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

諸
本

１
）
真
福
寺
本

影
印
『
国
宝

真
福
寺
本

古
事
記
』
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
一
月
（
小
島
憲
之
解
説
）

複
製

京
都
印
書
館
、
一
九
四
五
年
六
月
（
山
田
孝
雄
解
説
）

２
）
道
果
本

複
製
『
道
果
本
古
事
記
』
貴
重
図
書
複
製
会
、
一
九
四
三
年
三
月
（
宮
地
直
一
解
説
）

３
）
道
祥
本

3

            



凡例

複
製

古
典
保
存
会
刊
行
、
一
九
三
六
年
二
月
（
橋
本
進
吉
解
説
）

４
）
春
瑜
本 

影
印

 

神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
1
『
古
事
記
・
日
本
書
紀
上
』
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
編
集
委
員
会
編
／
解
題

鎌
田
純
一
、

他
、
初
版
発
行
：
一
九
八
二
年
四
月
（
道
祥
写
の
『
古
事
記
裏
書
』
も
載
る
）

複
製

日
本
古
典
文
学
会
刊
行
、
一
九
八
〇
年

５
）
兼
永
本

影
印
『
古
事
記  
ト
部
兼
永
筆
本
』
勉
誠
社
、
一
九
八
一
年
四
月

６
）
梵
舜
本

※
國
學
院
大
學
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
参
照

７
）
祐
範
本

影
印

尊
経
閣
善
本
影
印
集
成 
30
『
古
事
記
』、
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
、
八
木
書
店
（
二
〇
〇
三
年
二
月
）

８
）
曼
殊
院
本

９
）
猪
熊
本

複
製

古
典
保
存
会
刊
行
、
一
九
三
六
年
五
月
〜
一
九
三
七
年
五
月

10
）
寛
永
版
本

三
冊

寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
年
）
刊

11
）『
鼇
頭
古
事
記
』

三
冊

度
会
延
佳
校
訂

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
年
）
刊

12
）
春
満
書
入
本

 

影
印

新
編
荷
田
春
満
全
集
１
『
書
入
本
『
古
事
記
』』
新
編
荷
田
春
満
全
集
編
集
委
員
会
編
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年

六
月

4

            



凡例

13
）『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
三
冊

本
居
宣
長
編

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
年
）
刊

14
）『
校
訂
古
事
記
』

三
冊

田
中
頼
庸
校
訂

明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
年
）
刊

一
、
訓
読
文

 

訓
読
に
際
し
て
は
、
諸
注
釈
の
訓
読
を
参
考
と
し
つ
つ
、
本
文
に
従
っ
て
適
宜
訓
読
を
行
っ
た
。
訓
読
の
相
違
に
よ
っ
て
解
釈
が
大

き
く
分
か
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
注
釈
に
お
い
て
説
明
を
行
っ
た
。
出
来
る
だ
け
本
文
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
、
基
本
的
に
敬
語
等

の
補
読
は
行
っ
て
い
な
い
。
地
の
文
の
文
末
は
基
本
的
に
過
去
形
で
読
み
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
読
み
添
え
た
が
、
文
の
流
れ
に

よ
っ
て
は
現
在
形
で
訓
読
し
た
箇
所
も
あ
る
。
会
話
文
の
前
後
に
つ
い
て
は
、会
話
引
用
の
文
字
が
一
度
し
か
使
わ
れ
て
い
な
く
と
も
、

「
詔
り
た
ま
は
く
「
・
・
・
」
と
の
り
た
ま
ふ
。」
と
い
う
よ
う
に
会
話
文
の
あ
と
の
方
に
訓
み
そ
え
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
な

お
、
訓
読
文
に
関
し
て
は
、
本
文
の
字
体
の
う
ち
、
旧
漢
字
、
異
体
字
の
類
は
新
字
体
を
用
い
た
。
漢
字
の
読
み
、
送
り
仮
名
な
ど
に

つ
い
て
は
、
す
べ
て
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
た
。

一
、
注
釈

 

注
釈
に
つ
い
て
は
、
逐
一
語
句
の
説
明
を
細
か
く
行
う
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
訓
読
や
解
釈
に
ゆ
れ
が
あ
り
、
定
説
が
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
簡
略
に
で
は
あ
る
が
出
来
る
だ
け
諸
説
を
あ
げ
る
よ
う
に
努
め
た
。
注
釈
作
成
者
の
興
味
・
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ

に
つ
い
て
は
、
出
来
る
だ
け
説
明
を
加
え
、
説
の
提
示
も
行
う
よ
う
に
し
た
。

文
献
引
用
の
際
に
は
以
下
の
よ
う
な
略
号
を
用
い
た
場
合
が
あ
る
。

 

記
―
古
事
記

紀
―
日
本
書
紀

記
紀
―
古
事
記
・
日
本
書
紀

続
紀
―
続
日
本
紀

旧
事
紀
―
先
代
旧
事
本
紀

拾
―
古
語
拾
遺

霊
異
記
―
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記

和
名
抄
―
和
名
類
聚
抄

名
義
抄
―
類
聚
名
義
抄

古
事
記
の
諸
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
略
号
を
用
い
た
。
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凡例

・
記
伝

『
古
事
記
伝
』『
本
居
宣
長
全
集
』
九
〜
十
二
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
〜
一
九
七
四
年

・
新
講

『
古
事
記
新
講
』
次
田
潤
、
明
治
書
院
（
初
版
一
九
二
四
年
十
一
月
、
改
修
版
一
九
五
六
年
七
月
）

・
評
釈

『
古
事
記
評
釈
』
中
島
悦
次
、
山
海
堂
出
版
部
、
一
九
三
〇
年
四
月

・
講
義

『
古
事
記
上
巻
講
義
』
山
田
孝
雄
、
国
弊
中
社
志
波
彦
神
社

塩

神
社

、
一
九
四
〇
年
二
月

・
国
民
全
書

国
民
古
典
全
書
『
古
事
記
・
祝
詞
・
宣
命
』
日
本
文
学
報
国
会
編
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
五
年
一
月

・
国
史
大
系

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
古
事
記
』
黒
板
勝
美
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
七
年
九
月

・
大
成

『
古
事
記
大
成
』
第
六
巻
、
倉
野
憲
司
ほ
か
校
注
、
平
凡
社
、
一
九
五
七
年
十
月

・
大
系

日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
・
祝
詞
』
倉
野
憲
司
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
六
月

・
全
書

日
本
古
典
全
書
『
古
事
記
』
神
田
秀
夫･

太
田
善
麿
校
注
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
二
年
五
月

・
全
講

『
古
事
記
全
講
』
尾
崎
暢
殃
、
加
藤
中
道
館
、
一
九
六
六
年
四
月

・
校
註

『
校
註
古
事
記
』
鈴
木
知
太
郎
監
修
・
武
谷
久
雄
著
、
笠
間
書
院
、
一
九
六
七
年
十
月

・
新
注

『
新
注
古
事
記
』
神
田
秀
夫
、
大
修
館
書
店
、
一
九
六
八
年
四
月

・
全
注

『
全
注
古
事
記
』
尾
崎
知
光
、
桜
楓
社
、
一
九
七
二
年
五
月

・
全
集

日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
・
上
代
歌
謡
』
荻
原
浅
男
校
注
訳
、
小
学
館
、
一
九
七
三
年
十
一
月

・
全
註
釈

『
古
事
記
全
註
釈
』
一
〜
七
、
倉
野
憲
司
、
三
省
堂
、
一
九
七
三
年
十
二
月
〜
一
九
八
〇
年
十
二
月

・
注
釈

『
古
事
記
注
釈
』
一
〜
四
、
西
郷
信
綱
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
一
月
〜
一
九
八
九
年
九
月

・
角
川
新
訂

新
訂
『
古
事
記
』
武
田
祐
吉
訳
注
・
中
村
啓
信
補
訂
、
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
八
月

・
神
道

神
道
大
系
古
典
編
一
『
古
事
記
』
小
野
田
光
雄
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
七
七
年
十
二
月

6

            



凡例

・
集
成

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
西
宮
一
民
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
六
月

・
思
想

日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
二
月

・
聚
注

『
聚
注
古
事
記
』
安
津
素
彦
他
、
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
三
月

・
注
解

『
古
事
記
注
解
』
２･

４
、
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
、
一
九
九
三
年
六
月
〜
一
九
九
七
年
六
月

・
新
全
集

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
校
注
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月

・
西
宮
修
訂
『
古
事
記

修
訂
版
』
西
宮
一
民
編
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月

・
新
版

新
版
『
古
事
記
』
中
村
啓
信
編
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
九
年
九
月

一
、
現
代
語
訳
は
、
訓
読
文
を
も
と
に
し
て
、
あ
ま
り
意
訳
を
行
わ
な
い
よ
う
に
し
て
訳
し
た
。
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
訳
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
の
言
葉
を
用
い
た
場
合
と
、
本
注
釈
が
考
察
し
た
意
味
を
当
て
は
め
て
訳
し
た
場
合
と
が
あ
る
。
後
者

の
場
合
は
、
極
力
注
釈
の
中
で
説
明
を
加
え
る
よ
う
に
努
め
た
。

一
、
補
注
解
説

 

本
注
釈
は
様
々
な
学
問
分
野
の
立
場
か
ら
『
古
事
記
』
の
本
文
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
行
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
よ
っ
て
補
注

解
説
で
は
、
比
較
神
話
学
・
考
古
学
・
歴
史
学
・
国
学
等
様
々
な
専
門
分
野
の
立
場
か
ら
解
説
を
加
え
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。

加
え
て
、
注
釈
の
項
に
記
し
た
以
上
に
文
脈
理
解
や
研
究
史
の
把
握
等
に
お
い
て
分
量
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
補
注
解

説
に
加
え
た
。
今
回
は
、
比
較
神
話
学
と
、
通
常
の
注
釈
の
補
訂
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
後
、
よ
り
多
く
の
分
野
か
ら
の

解
説
を
加
え
る
予
定
で
あ
る
。

一
、
そ
の
他

 

こ
の
注
釈
は
、
平
成
二
十
五
・
二
十
六
年
度
大
学
院
の
演
習
授
業
「
日
本
上
代
文
学
研
究
２
（
日
本
上
代
文
学
特
殊
研
究
２
）」
に
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お
け
る
発
表
・
質
疑
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
授
業
参
加
者
は
以
下
の
通
り
。
鶉
橋
辰
成
・
大
塚
千
紗
子
・

小
野
諒
巳
・
大
谷
歩
・
川
島
啓
介
・
神
宮
咲
希
・
鈴
木
瑞
穂
・
高
橋
俊
之
・
中
村
尚
徳
・
松
川
蒼
・
室
屋
幸
恵
・
山
田
優
子
（
以
上

國
學
院
大
學
大
学
院
生
）
／
井
上
隼
人
・
河
原
孝
夫
（
國
學
院
大
學
大
学
院
特
別
研
究
生
）
／
加
藤
千
絵
美
・
鈴
木
道
代
（
國
學
院

大
學
兼
任
講
師
）。
な
お
、
注
釈
作
成
の
具
体
的
な
作
業
は
谷
口
雅
博
（
國
學
院
大
學
文
学
部
）・
井
上
隼
人
（
國
學
院
大
學
特
別
研

究
生
）・
小
野
諒
巳
（
國
學
院
大
學
大
学
院
生
）
が
担
当
し
た
。
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ア
ー
を
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覧
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だ
さ
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。



古事記・日本書紀にみる文章と文体、及び天照大御神と鏡

講
演
録
一

古
事
記
・
日
本
書
紀
に
み
る
文
章
と
文
体
、
及
び
天
照
大
御
神
と
鏡

毛
利

正
守

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
毛
利
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
み
る
文
章
と
文
体
、
及
び
天
照
大
御
神
と
鏡
」
と
題
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
こ
に
資
料
を

挙
げ
て
い
ま
す
が
、
順
次
、
そ
の
資
料
を
読
み
上
げ
て
い
く
よ
う
な
形
で
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
文
体
の
ほ
う
の
「
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
み
る
文
章
と
文
体
」
か
ら
始
め
ま
す
。
特
に
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
眺
め
ま
す
と
、

自
国
で
み
ず
か
ら
文
字
を
発
明
す
る
国
と
し
て
、
中
国
、
漢
族
の
中
国
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
国
か
ら
将
来
し
た
文
字
を
使

用
す
る
国
と
し
ま
し
て
、
古
代
日
本
、
古
代
朝
鮮
、
古
代
ベ
ト
ナ
ム
、
及
び
中
国
内
の
少
数
民
族
の
ナ
シ
（
納
西
）
族
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

自
国
で
文
字
が
発
明
さ
れ
る
場
合
、
お
よ
そ
そ
の
国
、
中
国
な
ら
中
国
の
言
語
構
造
に
則
っ
た
文
字
・
文
章
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
当
初
は
そ
の
国
の
小
地
域
か
ら
始
ま
り
、
ま
た
そ
の
国
自
体
で
も
創
造
的
に
変
化
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
国
か
ら
の
文
字
を
使
用
す
る
場
合
は
、
自
国
の
口
頭
言
語
（
話
し
言
葉
）
に
対
し
て
、
書
記
言
語
（
書
き

言
葉
）
が
か
け
離
れ
た
形
で
存
在
す
る
と
い
う
の
は
、
特
に
、
将
来
し
た
文
字
を
使
用
す
る
当
初
の
頃
が
顕
著
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

異
な
る
言
語
構
造
を
持
つ
国
に
他
国
の
文
字
が
伝
来
す
る
と
き
、
そ
の
文
字
、
さ
ら
に
は
文
章
に
至
る
ま
で
を
も
自
国
に
適
合
さ
せ
る
に

は
、
大
き
な
困
難
と
長
い
年
月
と
が
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

日
本
に
あ
っ
て
も
、
漢
字
が
伝
来
し
た
当
初
は
、
中
国
・
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
、
ま
た
漢
文
を
学
習
し
た
少
数
の
日
本
人
に
よ
っ
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古事記・日本書紀にみる文章と文体、及び天照大御神と鏡

て
の
み
書
記
行
為
が
あ
り
ま
し
て
、
日
本
の
こ
と
を
書
記
し
な
が
ら
も
中
国
語
文
（
漢
文
体
）
で
し
か
書
き
よ
う
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
以
降
の
書
記
言
語
が
漢
字
ば
か
り
の
奈
良
時
代
に
あ
り
ま
し
て
も
、
律
令
官
人
た
ち
が
記
す
文
章
は
漢
文
体
が
尊
重
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
我
々
が
高
校
な
ど
で
習
い
ま
す
い
わ
ゆ
る
橋
本
文
法
の
橋
本
進
吉
氏
の
『
国
語
学
概
論
』（
岩
波
書
店
）

等
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
一
方
で
、
口
頭
言
語
と
書
記
言
語
と
が
遊
離
し
た
ま
ま
で
は
極
め
て
不
自
由
・

不
便
で
あ
り
、
書
記
言
語
を
日
本
語
の
ほ
う
に
近
づ
け
る
よ
う
な
努
力
も
払
わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
は
古
代
朝
鮮
で
も
行
わ
れ
て

お
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
日
本
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
漢
字
を
駆
使
し
な
が
ら
日
本
語
を
意
図
し
て
記

す
文
章
・
文
体
の
誕
生
を
見
る
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
日
本
語
は
口
頭
言
語
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ま
で

に
は
な
か
っ
た
漢
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
新
た
な
日
本
語
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在
で
も
日
本

語
を
書
く
場
合
に
、
漢
語
を
そ
の
ま
ま
音
読
み
す
る
も
の
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
口
頭
言
語
と
書
記
言
語
の
違
い
が
不
自
由
・
不
便

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
常
に
ど
こ
に
で
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
、
結
果
的
に
そ
れ
ほ
ど
不
便
・
不

自
由
で
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
中
国
少
数
民
族
の
ナ
シ
（
納
西
）
族
等
が
そ
の
ケ
ー
ス
で

あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
漢
字
（
漢
語
）
を
現
在
も
使
用
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
中
国
の
漢
民
族
で
あ
り
ま
す
が
、
中
国
内

の
少
数
民
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
語
（
中
国
語
）
と
は
異
な
る
口
頭
言
語
を
持
ち
な
が
ら
も
書
記
言
語
は
一
般
に
漢
語
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

点
、
口
頭
言
語
と
書
記
言
語
の
違
い
に
よ
る
不
便
・
不
自
由
さ
と
い
っ
た
こ
と
が
関
わ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
に

も
少
し
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
と
言
語
構
造
（
語
順
等
々
）
が
近
似
す
る
、
大
変
似
て
い
る
言
語
と
い
う
の
は
、
朝
鮮
語
、
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、

ビ
ル
マ
語
、
及
び
中
国
少
数
民
族
の
ナ
シ
語
等
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
現
在
も
書
記
言
語
と
し
て
漢
字
（
漢
語
・
漢
文
）
を
使
用
し

て
い
る
中
に
ナ
シ
族
が
あ
り
ま
す
。
中
国
少
数
民
族
の
ナ
シ
族
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
ナ
シ
語
と
い
う
の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
派
に
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属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
京
大
の
教
授
で
あ
る
西
田
龍
雄
氏
、
も
う
亡
く
な
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、「
ナ
シ
語
」（『
言
語
学

大
辞
典  

第
２
巻
』）
と
い
う
論
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
同
じ
く
西
田
氏
は
、「
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
と
日
本
語
」（『
岩

波
講
座
12 
日
本
語
の
系
統
と
歴
史
』）
の
中
で
、
日
本
語
と
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
派
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
日
本
語
の
中
核
的
な
部
分
は
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
系
言
語
と
同
じ
祖
形
か
ら
来
源
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
に
、
私
は
立
っ
て
い
る
」

と
述
べ
ら
れ
、
日
本
語
と
こ
の
語
派
（
語
系
）
と
の
音
節
構
造
、
あ
る
い
は
形
態
素
の
語
幹
構
成
、
基
礎
的
語
彙
、
動
詞
の
形
態
及
び
活

用
形
、
形
容
詞
等
々
に
わ
た
っ
て
の
比
較
を
精
緻
に
行
い
ま
し
て
、「
私
が
考
え
て
い
る
日
本
語
系
統
論
、
つ
ま
り
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ

語
系
の
言
語
と
日
本
語
が
同
系
統
で
あ
る
と
い
う
構
想
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
述
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ナ
シ
語
は
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ

ル
マ
語
派
に
所
属
し
て
お
り
ま
し
て
、
実
際
、
日
本
語
と
ナ
シ
語
と
は
言
語
構
造
、
ま
た
文
法
構
造
に
お
い
て
、
多
く
の
面
で
そ
の
近
さ

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
回
は
両
言
語
が
同
源
と
か
、
ま
た
同
じ
祖
形
か
ら
出
る
と
い
っ
た
問
題
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
日
本
語
と
ナ
シ
語

と
は
、
自
立
語
（
い
わ
ゆ
る
名
詞
や
動
詞
な
ど
）
に
助
詞
や
助
動
詞
な
ど
の
付
属
語
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
文
法
的
機
能
を
示
す
膠
着
語

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
中
国
語
は
孤
立
語
で
あ
り
ま
す
。
膠
着
語
と
し
て
あ
る
日
本
語
及
び
ナ
シ
語
は
、
孤
立
語
で
あ
る
中

国
語
と
は
、
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
語
順
も
、
日
本
語
と
ナ
シ
語
は
「
Ｓ
＋
Ｏ
＋
Ｖ
」、
つ
ま
り
「
主
語
＋
目
的
語
＋
述
語
」（
〜
が

〜
を
〜
す
る
）、
た
と
え
ば
「
私
は
果
物
を
食
べ
る
」
と
い
う
語
順
で
あ
り
ま
し
て
、
中
国
語
の
「
Ｓ
＋
Ｖ
＋
Ｏ
」、「
主
語
＋
述
語
＋
目
的

語
」
型
の
「
私
、
食
べ
る
、
果
物
」
と
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
語
も
ナ
シ
語
も
音
節
構
造
に
お
い
て
、
開
音
節
（
一
つ
の
音

節
が
「
か
」（ka

）
や
「
す
」（su

）、「
と
」（to

）
な
ど
と
母
音
で
終
わ
る
）
で
あ
り
、
閉
音
節
を
有
す
る
中
国
語
と
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。

中
国
語

中
国
語
を
ナ
シ
語
の
語
順
に
並
べ
替
え
た
か
た
ち

老
師
教
二
学
生
漢
語
一

老
師

学
生 

漢
語

教

85

            



古事記・日本書紀にみる文章と文体、及び天照大御神と鏡

他
回
レ
頭
越
二
過
拉
都
口
一

他

頭

回

拉
都
口

越
過

来
二
到
白
沙
街
一

白
沙
街

来
到

※ 

（
ナ
シ
語
は
こ
う
い
う
語
順
に
、
結
局
、
助
詞
・
助
動
詞
が
つ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
シ
語
は
「
老
師
・
学
生
」
な
ど
の
言
い
方
、
発
音

で
は
な
い
）

中
国
語
と
ナ
シ
語
を
比
べ
て
み
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
点
で
挙
げ
て
い
ま
す
が
、中
国
語
で
は
「
老
師
教
二
学
生
漢
語
一
」

と
い
う
よ
う
に
「
学
生
に
漢
語
を
」
が
下
に
来
て
、「
教
え
る
」
が
上
に
来
ま
す
。
あ
る
い
は
「
他
回
レ
頭
越
二
過
拉
都
口
一
」
は
、
彼
は

頭
を
め
ぐ
ら
し
て
と
、
そ
こ
で
ひ
っ
く
り
返
り
、
ま
た
拉
都
口
を
越
過
す
る
、
越
え
過
ぎ
て
い
く
と
ひ
っ
く
り
返
り
、
あ
る
い
は
「
来
二

到
至
白
沙
街
一
（
白
沙
の
街
に
来
至
る
）」
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
ひ
っ
く
り
返
る
倒
置
方
式
で
あ
り
ま
す
。「
ひ
っ
く
り
返
る
・
倒

置
方
式
」
と
い
う
の
は
、
日
本
語
か
ら
見
て
の
把
握
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
の
ほ
う
で
す
が
、
中
国
語
を
ナ
シ
語
の
語
順
に
並
べ
か
え
て

み
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
結
局
ナ
シ
語
は
、「
老
師

学
生

漢
語

教
（
老
師
（
先
生
）
は
、
学
生
に
漢
語
を
教
え
る
）」
と
い
っ

た
語
順
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
他

頭

回

拉
都
口

越
過
（
彼
は
頭
を
め
ぐ
ら
し
、
拉
都
口
を
越
過
す
る
）」
と
な
り
、
次
も
「
白

沙
街

来
到
（
白
沙
街
に
来
到
る
）」
と
い
う
語
順
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ナ
シ
語
は
か
か
る
語
順
で
あ
っ
て
、
し
か
も
助
詞
や
助

動
詞
が
つ
く
と
い
う
形
を
と
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
シ
語
は
「
老
師
・
学
生
」
な
ど
の
言
い
方
や
発
音
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

そ
こ
で
次
に
、
日
本
語
、
中
国
語
、
ナ
シ
語
の
三
つ
の
言
語
を
比
較
し
て
み
ま
す
。

①
日
本
語

あ
な
た
の
家
か
ら
大
学
に
着
く
ま
で
、
ど
の
く
ら
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
か
？

②
中
国
語
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従
二
你
家
一
到
二
大
学
一
要
二
多
長
時
間
一
？

③  N
gvl

gge
yegoq

nee
dalxof

ba
ssei

feizhu
kai lei?

 
あ
な
た

 

の

 

家

か
ら

  

大
学

 

着
く

い
く
ら

  

時
間

か
か
る
？

①
日
本
語

私
は
狼
を
射
る
。

②
中
国
語

我

射

狼

③
ナ
シ
語

N
geq

nee
paqkee

dol
kail.

私

 

は

 

狼

 

を

 
射
る

ま
ず
最
初
の
例
文
の
日
本
語
か
ら
見
ま
す
と
、「
あ
な
た
の
家
か
ら
大
学
に
着
く
ま
で
、
ど
の
く
ら
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
か
？
」
と

い
う
日
本
語
に
お
き
ま
し
て
、
中
国
語
で
は
「
従
二
你
家
一
到
二
大
学
一
要
二
多
長
時
間
一
」、
あ
な
た
の
家
か
ら
と
い
う
と
き
、「
従
」
が
上

に
来
ま
し
て
、
そ
し
て
「
大
学
に
至
る
（
着
く
）」
も
「
到
」
が
ひ
っ
く
り
返
り
、
そ
の
あ
と
「
要
す
る
」
が
上
に
来
て
、「
多
く
長
い
時

間
を
」
が
下
に
来
る
と
い
う
語
順
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
ナ
シ
語
は
、発
音
を
ロ
ー
マ
字
で
書
い
て
い
ま
す
が
、「N

gvl
（
あ
な
た
）gge

（
の
）   yegoq

（
家
）nee

（
か
ら
）」

と
い
う
日
本
語
と
同
じ
語
順
で
あ
り
、助
詞
も
日
本
語
の
よ
う
に
つ
き
ま
す
。
次
は
「dalxof （
大
学
）」「ba

（
着
く
）、ssei

（
い
く
ら
）

feizhu

（
時
間
）kai lei

（
か
か
る
？
）」
と
や
は
り
日
本
語
と
同
じ
語
順
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
の
例
文
は
短
い
も
の
で
、
日
本
語
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で
は
「
私
は
狼
を
射
る
」
で
あ
り
、
中
国
語
は
「
我

射

狼
（
私
、
射
る
、
狼
）」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「N

geq

（
私
）

nee
（
は
）   paqkee 

（
狼
）   dol

（
を
）   kail

（
射
る
）」
と
、
や
は
り
日
本
語
と
同
じ
語
順
で
あ
り
、
日
本
語
に
見
合
う
助
詞
が
つ
き

ま
す
。

ナ
シ
語
は
日
本
語
と
言
語
構
造
が
近
似
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
も
ナ
シ
族
同
士
は
ナ
シ
語
を
用
い
て
話
し
、
一
方
、
日
本
人
も
日
本
語

で
話
す
の
で
す
が
、
次
の
点
で
ナ
シ
族
と
日
本
人
と
の
間
で
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
日
本
人
は
書
記
す
る
場
合
も
現
在
日
本

語
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
口
頭
言
語
と
同
じ
で
な
い
こ
と
は
、
今
、
言
っ
た
と
お
り
で
す
が
。
し
か
し
、
ナ
シ
族
は
書
記
す
る
場
合
は

ナ
シ
語
で
書
く
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
ナ
シ
語
と
は
言
語
構
造
を
異
に
す
る
漢
語
（
中
国
語
）
で
記
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

口
頭
言
語
と
書
記
言
語
と
が
遊
離
し
た
ま
ま
で
は
、
極
め
て
不
自
由
・
不
便
で
あ
る
と
先
に
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
の
不
自
由
さ
・
不
便

と
い
う
こ
と
が
常
に
ど
こ
に
で
も
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
言
い
ま
し
た
。
ナ
シ
族
の
よ
う
に
、
口
頭
言
語
と
書
記
言
語
と
が

異
な
っ
た
ま
ま
存
続
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
っ
た
現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ナ
シ
族
の
在
り
よ
う
は
、
あ
る
い
は
不

自
由
・
不
便
と
い
う
以
前
に
、
ナ
シ
族
と
い
う
少
数
民
族
が
、
中
国
国
内
で
中
国
語
を
話
す
大
多
数
の
漢
民
族
の
中
で
居
住
し
て
お
り
、

ま
ず
は
そ
の
点
が
日
本
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
周
り
が
漢
民
族
で
あ
る
と
き
、
ナ
シ
族
同
士

は
ナ
シ
語
を
話
し
て
も
、
漢
民
族
と
話
す
機
会
も
大
変
多
く
、
そ
の
場
合
は
中
国
語
で
話
す
こ
と
に
な
り
、
お
の
ず
と
ナ
シ
族
は
ナ
シ
語

と
中
国
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
実
際
確
か
に
現
在
も
ナ
シ
族
は
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
り
ま
す
。
私
の
経
験
か
ら
も
、

夏
休
み
を
利
用
し
て
調
査
に
行
き
ま
す
と
、
ナ
シ
族
の
人
が
二
、三
人
い
て
ず
っ
と
ナ
シ
語
で
話
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
後
ろ
の
ほ
う
に

漢
民
族
が
い
て
、
ひ
ょ
っ
と
後
ろ
を
見
て
、
も
う
漢
民
族
の
人
と
中
国
語
で
話
す
と
い
っ
た
こ
と
を
幾
度
も
見
ま
し
た
。

た
と
え
ば
日
本
に
お
け
る
共
通
語
と
方
言
、
ま
た
中
国
に
お
け
る
北
京
語
と
上
海
語
あ
る
い
は
他
の
方
言
と
い
っ
た
ご
と
く
、
一
般
に

そ
れ
ぞ
れ
が
二
つ
の
話
し
言
葉
（
共
通
語
と
方
言
）
を
持
っ
て
お
り
な
が
ら
、
書
記
言
語
と
し
て
は
通
常
方
言
で
書
く
こ
と
は
せ
ず
、
共
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通
語
で
書
い
て
お
り
ま
す
。
中
国
語
と
ナ
シ
語
と
は
、
し
か
し
大
き
な
差
の
あ
る
異
な
る
言
語
で
あ
っ
て
、
共
通
語
と
方
言
と
い
っ
た
ご

と
き
関
係
を
は
る
か
に
越
え
た
存
在
で
あ
り
ま
す
。
少
数
民
族
ナ
シ
族
が
そ
の
は
る
か
に
越
え
た
異
な
る
言
語
で
あ
る
中
国
語
も
話
す
と

い
っ
た
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
が
定
着
し
て
い
る
の
は
、
今
、
申
し
述
べ
ま
し
た
が
、
常
に
漢
民
族
と
接
触
し
て
い
る
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
中
国
の
教
育
の
成
果
で
も
あ
り
ま
す
。

ナ
シ
族
間
で
は
ナ
シ
語
で
話
し
ま
す
が
、
み
ず
か
ら
の
文
字
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
限
定
さ
れ
た
宗
教
で
の
ト
ン
パ
文
字
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
宗
教
に
関
わ
る
一
部
の
人
、
現
在
は
そ
の
宗
教
も
だ
ん
だ
ん
と
ト
ン
パ
な
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
、
余
り
そ

れ
も
使
わ
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
観
光
産
業
な
ど
に
こ
の
ト
ン
パ
文
字
が
使
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
み
ず
か
ら
の
文
字
を
持
た
な
い
ナ
シ
族

は
、
中
国
語
（
漢
語
）
を
も
話
す
と
い
う
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
こ
と
が
大
い
な
る
助
け
と
な
っ
て
、
中
国
語
を
そ
の
ま
ま
記
し
、
そ
れ

を
ま
た
そ
の
ま
ま
中
国
語
で
読
む
と
い
う
こ
と
が
あ
る
程
度
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
国
語
の
漢
字
に
ナ
シ
語
を
当
て
て

訓
字
、
日
本
人
の
我
々
が
普
通
に
使
っ
て
い
る
訓
字
と
し
て
用
い
た
り
、
ま
た
漢
語
文
を
ナ
シ
語
で
読
ん
で
い
く
、
ナ
シ
語
で
訓
読
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
ナ
シ
族
の
書
記
が
始
ま
っ
て
以
降
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
資
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
現
在
も
漢
字

に
ナ
シ
語
を
当
て
た
り
し
て
訓
読
す
る
な
ど
と
い
っ
た
行
為
は
、
一
般
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

今
年
も
調
査
に
行
き
、
そ
の
経
験
か
ら
の
こ
と
で
す
が
、
ナ
シ
族
の
人
た
ち
は
、
た
と
え
ば
「
山
、
川
、
谷
、
告
、
活
、
救
」
な
ど
の

漢
字
は
、
ナ
シ
語
で
は
ど
う
訓
む
の
か
と
い
う
よ
う
な
質
問
を
し
て
み
ま
す
と
、
漢
字
・
漢
語
を
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
学
ん
で
い
ま
す
の

で
、
や
さ
し
い
漢
字
に
つ
い
て
は
ナ
シ
語
で
訓
む
こ
と
が
で
き
て
も
、
多
少
難
し
い
漢
字

―
動
詞
な
ど
に
お
い
て
特
に
そ
う
な
ん
で
す

が
―
―
に
な
る
と
、
一
体
ど
う
訓
む
か
を
考
え
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
そ
の
よ
う
な
質
問
を
受
け

る
こ
と
が
一
般
に
は
な
い
と
ナ
シ
族
の
人
た
ち
は
言
い
ま
す
。
日
常
生
活
に
お
い
て
そ
う
し
た
考
え
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
発
想
を
す
る
こ

と
が
普
通
な
い
と
答
え
た
こ
と
（
ナ
シ
語
と
中
国
語
を
比
較
研
究
し
て
い
る
研
究
者
は
別
で
あ
り
ま
す
が
）、
そ
の
答
え
た
こ
と
に
は
、
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日
本
人
で
あ
る
私
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
衝
撃
的
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
人
に
と
っ
て
漢
字
の
音
、
山
な
ら
「
サ
ン
」
等
と
い
う
音
と
と

も
に
、
日
本
語
で
ど
う
訓
む
か
と
い
え
ば
、
山
は
「
や
ま
」
と
訓
む
こ
と
な
ど
、
こ
れ
は
日
常
茶
飯
事
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ナ
シ
族
の
人

た
ち
が
今
言
い
ま
し
た
よ
う
な
反
応
を
示
す
こ
と
は
極
め
て
意
外
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
一
つ
の
仮
定
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
日
本
に
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
漢
字
が
伝
来
す
る
と
同
時
に
、
日
本
の
国
土
に
大
多
数

の
中
国
人
が
渡
来
し
て
日
本
人
を
は
る
か
に
上
回
る
状
況
と
な
り
、
日
本
人
の
周
り
が
い
ず
れ
も
中
国
人
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を

仮
定
す
る
な
ら
ば
、
日
本
人
同
士
で
は
日
本
語
を
話
す
け
れ
ど
も
、
周
り
の
大
多
数
の
中
国
人
と
は
中
国
語
で
話
す
と
い
う
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
と
な
っ
て
、
そ
の
場
合
、
日
本
人
は
み
ず
か
ら
の
文
字
を
持
た
な
い
ゆ
え
に
、
書
記
す
る
中
国
語
文
（
漢
語
文
）
が
そ
の
ま
ま
行
わ
れ
、

そ
の
際
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
中
国
語
文
で
記
す
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
不
便
・
不
自
由
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
と
。
そ
の
場
合
、
漢
字
に
日
本
語
を
当
て
た
り
、
漢
語
文
を
日
本
語
で
訓
読
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
一

般
に
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
現
在
の
よ
う
な
漢
字
平
仮
名
ま
じ
り
文
で
、
お
よ
そ
口
頭
言
語
と
同
じ
よ
う
な
書
記
言
語
を
持
つ
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
生
ま
れ
ず
、あ
る
意
味
で
ナ
シ
族
と
同
じ
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
、こ
ん
な
こ
と
も
ち
ょ
っ

と
考
え
て
み
た
り
も
し
ま
す
。
た
だ
し
、
漢
字
の
伝
来
と
と
も
に
、
も
ち
ろ
ん
大
陸
の
人
た
ち
（
中
国
人
、
ま
た
朝
鮮
半
島
の
人
た
ち
）

も
渡
来
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
大
多
数
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
仮
定
の
状
況
は
な
く
、
ま
た
中
国
（
大
陸
）
か
ら
は
海
を
隔
て
た
日

本
に
あ
り
ま
し
て
は
漢
語
文
（
漢
文
体
）
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
漢
文
体
を
日
本
語
に
近
づ
け
る
努
力
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

漢
語
文
の
漢
字
に
ナ
シ
語
を
当
て
る
こ
と
を
せ
ず
、
ま
た
、
ナ
シ
語
で
訓
読
す
る
こ
と
を
し
な
い
ナ
シ
族
の
書
記
言
語
と
比
較
す
る
と

き
、
日
本
で
の
書
記
の
在
り
よ
う
と
い
う
の
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
あ
り
ま
し
て
は
、
既
に
奈
良
時
代
か
ら

―

こ
れ
は
漢
字
ば
か
り
の
時
代

―
漢
字
に
日
本
語
を
当
て
、ま
た
日
本
語
と
し
て
訓
読
す
る
と
い
っ
た
行
為
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
は
ま
さ
に
漢
字
の
み
を
使
用
し
な
が
ら
も
、
書
記
の
上
で
日
本
語
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

漢
字
ば
か
り
の
時
代
（
奈
良
時
代
）
に
お
い
て
、
漢
字
に
日
本
語
を
当
て
て
日
本
語
の
書
記
を
目
指
す
と
い
っ
て
も
、
本
来
日
本
で
は

文
字
が
な
く
、
文
章
は
漢
文
体
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
漢
文
体
が
書
記
の
全
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
そ
の
あ
り
方
が
長
く

続
い
て

│
漢
字
が
入
っ
て
あ
ま
り
年
月
が
経
た
な
い
頃
、
鉄
剣
な
ど
に
記
さ
れ
た
漢
字
は
、
た
と
え
ば
四
七
一
年
の
稲
荷
山
鉄
剣
銘
な

ど
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
も
長
く
続
い
て

│
、
先
ほ
ど
見
ま
し
た
中
国
語
独
自
の
返
読
方
式
（
倒
置
方
式
）
に
も
馴
染
ん
で
き
て
、

日
本
語
の
語
順
に
直
す
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
ひ
っ
く
り
返
っ
た
形
、
す
な
わ
ち
古
事
記
、
ま
た
萬
葉
集
と
い
う
日
本
の
和
歌
を
記
す
も
の

に
も
ひ
っ
く
り
返
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、「
埋
二
其
溝
一
（
埋
め
る

其
の
溝
を
）」（
古
事
記
上
巻
）、
あ
る
い
は
「
執
レ
梶
間
無
（
執

る

梶
を

間
無
く
）」（
萬
葉
集
、
巻
11
・
二
七
四
六
）
な
ど
の
あ
り
方
で
日
本
語
を
記
す
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
日
本
に
あ
っ
て
、
日
本
人
み
ず
か
ら
が
文
字
を
発
明
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
返
読
方
式
と
い
う
よ
う
な
書
記

の
あ
り
方
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
。
一
方
、「
種
々
味
物
取
出
而
」（
古
事
記
、上
巻
）、「
河
向
居
而
」（
萬
葉
集
、

巻
10
・
二
〇
三
〇
）
の
よ
う
に
、「
く
さ
ぐ
さ
の
う
ま
し
物
を
」、
そ
の
下
に
「
取
り
い
だ
し
て
」、「
河
に
向
き
居
て
」
と
ひ
っ
く
り
返
る

の
で
は
な
く
て
、
日
本
語
の
語
順
ど
お
り
に
漢
字
を
並
べ
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
で
書
記
す
る
こ
と

を
目
指
す
と
い
っ
て
も
、
初
め
か
ら
一
つ
の
統
一
的
な
書
き
方
・
書
記
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
統
一
さ

れ
た
書
式
で
な
く
、
ひ
っ
く
り
返
っ
た
形
の
ま
ま
で
、
そ
の
漢
字
に
日
本
語
を
当
て
る
も
の
を
も
含
め
て
、
私
は
「
書
く
こ
と
に
お
け
る

日
本
語
」「
書
記
に
お
け
る
日
本
語
」
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
と
見
て
よ
い
と
考
え
ま
す
。
先
ほ
ど
挙
げ
ま
し
た
橋
本
進
吉
氏
は
『
国
語

学
概
論
（
下
）』（
岩
波
講
座

日
本
文
学
）
の
中
で
、
奈
良
時
代
、
漢
字
ば
か
り
で
日
本
語
を
書
く
方
法
と
し
ま
し
て
、

（
一
）
全
部
萬
葉
仮
名
を
用
ゐ
る
も
の

91

            



古事記・日本書紀にみる文章と文体、及び天照大御神と鏡

之
良
受
・
美
留
比
等

（
二
）
漢
字
漢
文
の
訓
読
法
に
よ
る
も
の

不
レ
知
・
見
人

（
三
）
右
両
種
を
混
用
し
た
も
の

知
受
・
見
流
人

と
記
し
て
い
ま
す
。（
一
）
の
「
全
部
萬
葉
仮
名
を
用
い
る
も
の
」
か
ら
順
次
説
明
し
て
お
き
ま
す
と
、た
と
え
ば
「
美
留
比
等
」
は
「
美
」

が
美
し
い
と
か
、「
留
」
が
留
ま
る
、「
比
」
が
比
較
す
る
、「
等
」
が
等
し
い
な
ど
と
い
う
意
味
は
捨
象
し
て
、
今
で
言
う
平
仮
名
の
よ

う
な
「
美
留
比
等
（
み
る
ひ
と
）」
と
い
う
漢
字
（
萬
葉
仮
名
）
で
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。（
二
）
は
、
漢
字
漢
文
の
訓
読
法
に

よ
る
も
の
で
、
中
国
と
同
じ
よ
う
に
「
不
レ
知
（
知
ら
ず
）」
と
、
ひ
っ
く
り
返
る
も
の
、
ま
た
、「
見
人
（
見
る
人
）」
と
い
う
ふ
う
に

書
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。（
三
）
は
、（
一
）（
二
）
の
両
種
を
混
用
し
た
も
の
で
、「
シ
ラ
ズ
」
が
（
二
）
の
よ
う
に
ひ
っ
く
り
返
る
の
で

は
な
く
て
、「
受
（
ズ
）」
と
い
う
萬
葉
仮
名
を
用
い
た
り
、「
見
流
（
ミ
ル
）」
の
「
流
（
ル
）」
を
補
っ
て
「
見
流
人
」
と
書
い
た
り
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
橋
本
氏
は
、
文
章
に
な
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

（
甲
）
全
部
萬
葉
仮
名
で
書
い
た
萬
葉
仮
名
文

（
乙
） 

主
と
し
て
漢
文
式
に
書
い
て
、
之
を
訓
読
す
れ
ば
、
そ
の
日
本
語
と
な
る
や
う
に
書
き
な
が
ら
、
処
々
、
そ
の
語
句
を
写
す

に
適
切
な
、
誤
読
の
憂
な
き
漢
字
が
無
い
為
に
（
一
）
又
は
（
三
）
の
方
法
を
ま
じ
へ
、
又
は
漢
文
と
し
て
は
不
必
要
な
文

字
を
加
へ
た
古
事
記
の
や
う
な
文

（
丙
） 

日
本
語
の
順
序
の
ま
ゝ
に
、
各
の
語
句
を
（
三
）
の
方
法
を
主
と
し
、
時
と
し
て
（
一
）（
二
）
等
の
方
法
を
ま
じ
へ
て
写
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し
た
も
の

右
は
、
日
本
語
文
を
記
す
の
に
、
文
章
と
し
て
（
甲
）
〜
（
丙
）
の
ご
と
き
書
き
方
が
あ
り
、（
甲
）
は
萬
葉
集
の
仮
名
書
き
の
巻
々
、

（
乙
）
は
古
事
記
な
ど
、（
丙
）
は
祝
詞
や
宣
命
な
ど
が
そ
う
し
た
記
し
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

中
国
で
は
存
在
し
な
い
日
本
語
の
和
歌
の
書
記
に
お
い
て
も
、
特
に
付
属
語
は
、
日
本
語
の
語
順
で
は
あ
り
得
な
い
、
先
ほ
ど
も
少
し

挙
げ
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
「
野
守
者
不
レ
見
哉
（
の
も
り
は
み
ず
や
）」
の
打
ち
消
し
や
「
何
時
可
将
レ
示
（
い
つ
か
し
め
さ
む
）」、
示

そ
う
と
い
う
意
志
の
「
む
」、
将
来
の
「
将
」
が
ひ
っ
く
り
返
る
な
ど
と
い
っ
た
返
読
方
式
が
多
数
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
自
立
語

で
あ
っ
て
も
、「
執
レ
梶
（
と
る

か
じ
）」
と
、
前
述
の
ご
と
く
散
見
し
ま
す
。
こ
う
し
た
在
り
よ
う
で
あ
っ
て
も
し
か
し
、
こ
れ
は
日

本
語
を
目
指
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
和
歌
で
は
な
く
散
文
と
い
う
の
は
中
国
で
も
記
さ
れ
る
の
で
、
日
本
で
の
散
文
に

あ
っ
て
は
こ
う
し
た
ひ
っ
く
り
返
る
返
読
方
式
は
和
歌
な
ど
よ
り
も
多
く
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

古
事
記
は
、
漢
文
体
で
書
く
こ
と
を
目
指
す
日
本
書
紀
、
後
で
も
少
し
述
べ
ま
す
が
、
そ
の
日
本
書
紀
と
異
な
っ
て
、
日
本
語
を
書
く

こ
と
を
意
図
し
て
記
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
私
は
特
に
日
本
語
を
目
指
す
そ
の
文
章
を
「
倭
文
体
（
や
ま
と
ぶ
ん
た
い
）」

と
称
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
従
来
こ
う
し
た
古
事
記
の
文
体
は
変
体
漢
文
体
、
あ
る
い
は
和
文
体
と
称
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

は
い
か
が
か
、
そ
の
捉
え
方
は
的
を
射
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

倭
文
体
で
記
す
こ
と
を
意
図
し
な
が
ら
も
返
読
方
式
の
も
の
が
存
し
ま
す
が
、
そ
の
返
読
方
式
に
あ
っ
て
も
、
古
事
記
を
見
て
い
ま
す

と
注
と
し
て
訓
注
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
古
事
記
の
冒
頭
の
ほ
う
の
一
文
を
見
ま
す
と
、「
二
柱
神
（
イ

ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
）、
立
二
天
浮
橋
一
而
」
と
ひ
っ
く
り
返
っ
た
書
き
方
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
「
立
」
の
下
に
、「
訓
レ
立
、
云
二
多
々

志
一
（「
立
」
を
訓
み
て
タ
タ
シ
と
云
ふ
）」
と
い
う
訓
注
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
訓
注
は
、
倒
置
の
「
立
」
を
音
読
す
る
の
で
は
な
く
、「
た

ち
」
か
「
た
た
し
」
の
う
ち
、「
た
た
し
」
│
「
た
つ
」
の
未
然
形
「
た
た
」
に
尊
敬
の
助
動
詞
、
そ
の
連
用
形
が
つ
い
た
も
の
で
す
│
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と
い
う
倭
語
で
訓
む
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
訳
せ
ば
「
天
浮
橋
に
お
立
ち
に
な
っ
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
更
に
こ
の
一
文
に

は
、
続
い
て
漢
文
体
で
は
あ
り
得
な
い
音
仮
名
で
「
許
々
袁
々
呂
々
邇
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
音
仮
名
は
、
今
で
い
う
平
仮
名
の
よ
う

な
働
き
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
は
海
水
を
か
き
回
す
と
き
の
音
（
コ
ヲ
ロ
コ
ヲ
ロ
）
を
表
わ
す
擬
声
語
で
す
。
倭
語
と
し
て
の
こ

の
擬
声
語
を
知
ら
な
い
当
時
の
中
国
人
が
見
て
も
こ
れ
は
分
か
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
古
事
記
は
、
漢
文
体
で
書
こ
う
と

は
し
て
お
ら
ず
、
日
本
語
文
、
即
ち
「
倭
文
体
」
を
意
図
し
て
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
「
阿
那
邇
夜
志
、
愛

袁
登
古
袁
」（
古
事
記
、
上
巻
）、
こ
れ
は
「
何
と
ま
あ
、
立
派
な
男
性
よ
。」
の
意
で
、
イ
ザ
ナ
ギ
に
対
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
が
言
っ
た
言
葉

で
す
。
ま
た
、「
阿
二
蘇
婆
勢
其
大
御
琴
一
」（
同
、
中
巻
）
は
、「
阿
蘇
婆
勢
」
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
阿
蘇
婆
（
ア
ソ
ブ
）」

と
い
う
言
葉
は
広
い
意
味
が
あ
り
ま
し
て
、
琴
な
ど
を
弾
く
と
い
う
意
味
で
も
使
っ
て
お
り
、
こ
こ
の
場
合
は
そ
の
大
御
琴
を
弾
く
と
い

う
意
で
す
。
そ
の
「
弾
く
」
の
ほ
う
の
「
阿
蘇
婆
勢
」
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
、し
か
も
そ
こ
が
音
仮
名
な
の
で
す
。
倒
置
の
動
詞
自
体
が
、

同
じ
く
漢
文
体
で
は
あ
り
得
な
い
音
仮
名
「
阿
蘇
婆
勢
」
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
古
事
記
は
日
本
語
を
目
指
し
て

記
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
中
国
語
（
漢
文
）
に
も
敬
語
は
な
い
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
日
本
人

は
対
人
関
係
を
よ
り
尊
重
す
る
形
で
敬
語
を
多
く
使
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
敬
語
が
古
事
記
の
中
に
、
例
え
ば
「
此
二
柱
神
者
、
並
独
神

成
坐
而
（
此
の
二
柱
の
神
が
、み
な
ひ
と
り
神
に
お
成
り
に
な
っ
て
）」（
同
、上
巻
）
と
か
「
従
而
仕
奉
乎
（
従
っ
て
仕
え
申
す
か
）」（
同
、

中
巻
）
と
、謙
譲
語
の
「
奉
（
ま
つ
る
）」
な
ど
、多
数
見
ら
れ
る
こ
と
も
、古
事
記
が
倭
文
体
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

漢
文
体
を
志
向
す
る
日
本
書
紀
に
は
実
際
、
音
仮
名
で
記
す
語
は
一
般
に
な
く
、
敬
語
も
ご
く
少
数
で
あ
り
ま
す
。

更
に
日
本
書
紀
を
見
ま
す
と
、
日
本
書
紀
は
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
古
事
記
と
は
異
な
っ
て
漢
文
体
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
古
事
記
の
訓
注
に
対
し
て
、
漢
文
体
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
う
か
が
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
書
紀
の
訓
注
を
見
る
こ
と
に
し
ま

す
。
具
体
的
な
例
か
ら
見
て
お
き
ま
す
が
、
日
本
書
紀
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
訓
注
が
あ
り
ま
す
。「
濯
二
於
天
真
名
井
一
・

然
咀
嚼
」
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の
「
天
の
真
名
井
に
濯
ぎ
て
」
の
下
の
四
文
字
「

然
咀
嚼
」
に
対
し
て
、
注
が
、
こ
の
四
文
字
は
「
此
云
二
佐
我
弥
爾
加
武
一
（
此
に

は
佐
我
弥
爾
加
武
と
云
ふ
）」（
サ
ガ
ミ
ニ
カ
ム
と
は
、
か
み
に
か
む
と
い
う
意
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
注
の
「
此
（
此
に
は
）」
と
い
う

の
は
「
日
本
で
は
」
の
意
で
あ
っ
て
「
日
本
で
は
サ
ガ
ミ
ニ
カ
ム
と
云
ふ
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
書
紀
の
こ
の
注
記
は
、
古

事
記
の
注
記
の
よ
う
に
本
文
そ
の
も
の
、
先
ほ
ど
見
ま
し
た
「
立
」
な
ら
「
立
」
そ
の
も
の
、
本
文
の
中
の
「
立
」
を
倭
語
で
訓
む
こ
と

を
示
す
と
い
っ
た
、
そ
う
い
う
注
で
は
な
く
て
、
漢
文
体
と
し
て
の
本
文
か
ら
離
れ
て
「
此
（
こ
こ
）」、
す
な
わ
ち
「
日
本
で
は
サ
ガ
ミ

ニ
カ
ム
と
云
ふ
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
古
事
記
は
本
文
自
体
を
訓
で
訓
む
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
書

紀
で
は
漢
文
体
の
本
文
は
漢
文
体
と
し
て
あ
り
、
そ
の
本
文
か
ら
は
離
れ
て
、
日
本
で
は
こ
の
よ
う
に
云
う
と
い
う
こ
と
を
指
示
し
て
い

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

古
事
記
の
訓
注
は
「
訓
レ
Ａ
、
云
レ
Ｂ
」（
Ａ
は
本
文
の
語
句
、
Ｂ
は
そ
の
訓
み
。「
Ａ
を
訓
み
て
、
Ｂ
と
云
ふ
」）
と
い
う
注
で
あ
り
ま

す
が
、
日
本
書
紀
の
訓
注
は
古
事
記
と
違
っ
て
、「
Ａ
、
此
云
レ
Ｂ
（
Ａ
、
こ
こ
に
は
Ｂ
と
云
ふ
）
と
い
う
方
式
で
あ
り
ま
す
。
従
来
、

こ
れ
を
「
Ａ
、
こ
れ
を
ば
Ｂ
と
云
ふ
」
と
捉
え
て
、
本
文
の
語
句
そ
の
も
の
を
Ｂ
と
云
う
、
す
な
わ
ち
本
文
の
「

然
咀
嚼
」
を
そ
の
ま

ま
倭
語
の
「
サ
ガ
ミ
ニ
カ
ム
」
で
訓
む
の
だ
と
考
え
て
き
た
の
で
す
が
、
も
う
お
二
人
と
も
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
か
の
著
名
な

亀
井
孝
氏
は
、「
古
事
記
は
、
よ
め
る
か
」（『
古
事
記
大
成
』
３
、
平
凡
社
）
で
、
ま
た
築
島
裕
氏
は
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ

き
て
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
で
、「
Ａ
、
こ
こ
に
は
Ｂ
と
云
ふ
」
と
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
ま
し
て
、
現
在
、
こ
の
両
氏
の
考

え
が
認
め
ら
れ
定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
Ａ
、
此
云
Ｂ
」
の
方
式
は
中
国
で
の
漢
訳
仏
典
、
も
と
も
と
仏
典
は
梵
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
で
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
中
国
で
訳
し
た
と
き
に
、
注
に
「
此
」
と
い
う
字
を
使
っ
て
、「
此
」
す
な
わ
ち
中
国
で
は
こ
う

云
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
さ
き
の
お
二
人
は
説
明
し
、
日
本
書
紀
で
も
「
此
」
を
使
い
、「
日
本
」
で
は
こ
う
云
う
と
い
っ
た
注
で
あ

る
こ
と
を
論
証
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
在
り
よ
う
は
、
日
本
書
紀
の
本
文
は
漢
文
体
と
し
て
あ
り
、
そ
の
漢
文
体
で
の
Ａ
の
と
こ
ろ
は
、
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日
本
で
は
Ｂ
と
云
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
書
紀
の
本
文
そ
の
も
の
は
漢
文
体
で
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
す
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
日
本
書
紀
の
、
た
と
え
ば
冒
頭
部
分
を
見
ま
す
と
、
後
の
ほ
う
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
中
国
の
漢
籍
『
淮
南
子
』
や
『
三
五
暦

紀
』
な
ど
の
文
章
が
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
の
日
本
書
紀
の
冒
頭
部
の
本
文
と
同
じ
体
裁
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
漢
籍
の

書
名
、
こ
れ
は
『
淮
南
子
』
だ
と
か
『
三
五
暦
紀
』
だ
と
い
う
よ
う
な
書
名
を
挙
げ
て
引
用
す
る
形
で
は
な
く
て
、
日
本
書
紀
の
本
文
内

に
そ
の
ま
ま
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
漢
籍
の
利
用
の
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
漢
文
体
で
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
漢
籍
の
利
用
以
外
の
と
こ
ろ
も
漢
文
体
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
書
紀
が
漢
文
体
で
記
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
漢
籍
の
そ
の
ま
ま
の
利
用
が
可
能
で
あ
り
、
日
本
書
紀

の
本
文
と
漢
籍
の
利
用
と
は
文
体
（
漢
文
体
）
と
し
て
齟
齬
を
来
し
て
は
い
な
い
形
で
記
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。

私
は
古
事
記
な
ど
を
「
倭
文
体
」
と
捉
え
て
い
る
ん
で
す
が
、
古
事
記
は
従
来
「
和
文
体
」
と
称
さ
れ
て
も
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
は

ち
ょ
っ
と
問
題
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
和
」
と
い
う
語
自
体
は
、
奈
良
時
代
の
い
ず
れ
の
文
献
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ

の
「
和
」
は
日
本
書
紀
な
ど
に
も
あ
り
ま
す
が
、「
陽
神
後
に
和
へ
て
（
こ
た
へ
て
）
曰
く
」
の
よ
う
に
答
え
る
意
の
「
こ
た
ふ
」、
ま
た

和
ら
げ
る
意
の
「
や
は
す
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
「
和
」
に
日
本
の
「
や
ま
と
」
の
意
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
の
字
自

体
で
日
本
の
意
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
奈
良
時
代
の
末
、
そ
の
多
く
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
古
事
記

や
日
本
書
紀
が
成
立
す
る
奈
良
時
代
に
あ
っ
て
日
本
の
文
体
を
示
す
も
の
に
、「
日
本
・
や
ま
と
」
の
意
の
な
い
「
和
」
を
も
っ
て
和
文

体
と
捉
え
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
の
文
章
で
は「
和
」を
日
本
と
い
う
意
味
で
使
っ

て
い
ま
し
て
、
こ
う
し
た
平
安
時
代
以
降
の
文
章
の
体
裁
を
和
文
体
と
称
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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ま
た
次
に
、
ず
っ
と
長
い
間
、
古
事
記
な
ど
は
変
体
漢
文
体
で
あ
る
と
誤
っ
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
古
事
記
だ
け
で
な
く
、
萬
葉

集
の
和
歌
な
ど
を
も
「
い
わ
ゆ
る
」
を
添
え
て
「
い
わ
ゆ
る
変
体
漢
文
体
」
な
ど
と
唱
え
る
人
ま
で
い
ま
す
が
、
改
め
直
す
べ
き
で
し
ょ

う
。
す
な
わ
ち
、
従
来
あ
る
時
期
か
ら
古
事
記
等
の
文
章
が
こ
の
よ
う
に
変
体
漢
文
で
あ
る
と
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

し
か
し
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
訂
正
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
変
体
漢
文
と
は
、
こ

れ
を
最
初
に
提
唱
し
た
の
は
橋
本
進
吉
氏
で
あ
り
ま
し
て
、
し
か
も
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、「
正
し
い
漢
文
を
書
く
の
は
容
易

で
な
く
、
学
殖
の
無
い
も
の
は
動
も
す
れ
ば
文
字
の
用
法
を
誤
り
、
順
序
を
違
え
、
漢
文
と
し
て
は
不
要
な
文
字
を
加
え
な
ど
し
て
変
則

な
書
き
方
を
し
た
」、
そ
れ
を
「
変
体
漢
文
」
と
命
名
し
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
漢
文
体
を
書
こ
う
と
し
な
が
ら
、
間
違
っ

て
中
国
語
の
語
法
で
は
な
い
も
の
が
ま
じ
っ
て
し
ま
っ
た
ご
と
き
文
章
を
変
体
漢
文
と
称
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。「
変
体
」が
示
す
と
お
り
、

ま
さ
に
漢
文
と
し
て
変
体
で
あ
る
も
の
を
氏
は
「
変
体
漢
文
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
般
に
「
何
々
漢
文
」
と
一
番
最

後
を
漢
文
で
言
い
お
さ
め
る
の
は
、
漢
文
の
一
種
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
際
橋
本
進
吉
氏
は
、
古
事
記
な
ど
は
日
本

語
を
目
指
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
述
し
て
い
ま
す
。
氏
は
そ
れ
を
「
和
文
」
と
称
し
て
い
ま
す
。
和
文
体
で
な
く
「
倭
文
体
」

で
捉
え
る
の
が
よ
い
こ
と
を
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
橋
本
氏
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
た
変
体
漢
文
を
後
の
研
究
者
が

誤
っ
て
、
こ
れ
は
特
に
著
名
な
人
な
ん
で
す
が
、
三
人
ほ
ど
が
誤
っ
て
、
古
事
記
、
さ
ら
に
萬
葉
集
の
和
歌
の
書
記
の
よ
う
に
、
ま
さ
し

く
日
本
語
を
目
指
し
て
記
さ
れ
た
も
の
を
も
変
体
漢
文
と
称
し
て
し
ま
っ
た
。こ
う
い
う
こ
と
が
昭
和
か
ら
平
成
の
時
期
に
あ
り
ま
し
て
、

現
在
で
も
そ
れ
を
唱
え
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

誤
っ
て
捉
え
ら
れ
た
変
体
漢
文
と
い
う
称
が
相
当
長
く
行
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
今
に
な
っ
て
改
め
な
く
て
も
よ
い
で
は
な
か

ろ
う
か
、
よ
い
で
あ
ろ
う
な
ど
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
片
づ
け
て
し
ま
う
問
題
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
漢
文
を
志
向
し
な
が
ら
も
誤
っ
た
も
の
を
変
体
漢
文
と
い
う
、
道
理
に
か
な
っ
た
橋
本
進
吉
氏
の
正
統
な
把
握
に
立
ち
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返
る
の
が
、
今
、
我
々
に
問
わ
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
は
奈
良
時
代
に
お
け
る

漢
文
体
と
倭
文
体
に
つ
き
ま
し
て
、
ナ
シ
語
な
ど
と
の
比
較
を
も
交
え
な
が
ら
お
話
を
し
ま
し
た
。

次
に
、
少
し
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
内
容
に
入
っ
て
の
お
話
し
を
し
て
い
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。「
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
み
る
天

照
大
御
神
と
鏡
」
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
古
事
記
の
中
で
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
天
照
大
御
神
と
、
そ
れ
か
ら
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
に
照
準
を

合
わ
せ
ま
し
て
、
ま
た
日
本
書
紀
に
お
け
る
天
照
大
神
の
記
述
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
以
下
、
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

古
事
記
上
巻
の
著
名
な
あ
の
天
孫
降
臨
条
に
お
い
て
、天
上
界
か
ら
「
天
つ
神
御
子
」
が
降
る
前
に
、使
者
で
あ
る
建
御
雷
男
神
に
よ
っ

て
こ
の
地
上
、
葦
原
中
国

―
神
話
の
世
界
で
は
葦
原
中
国
と
言
っ
て
、
神
武
天
皇
以
下
で
は
天
下
（
あ
め
の
し
た
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
日
本
、
地
上
で
あ
り
ま
す

―
が
平
定
さ
れ
た
後
、
天
照
大
御
神
の
御
子
で
あ
り
ま
す
天
忍
穂
耳
命
が
天
降
ろ
う
と
準
備
し
て
い
る

間
に
日
子
番
能
邇
々
芸
命
が
生
ま
れ
、
結
局
こ
の
邇
々
芸
命
が
父
・
天
忍
穂
耳
命
に
か
わ
っ
て
天
上
界
か
ら
葦
原
中
国
に
天
降
る
こ
と
に

な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
天
照
大
御
神
の
お
孫
さ
ん
が
降
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
子
供
さ
ん
で
な
く
て
お
孫
さ
ん
が
降
る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
事
記
あ
る
い
は
日
本
書
紀
が
で
き
る
少
し
前
に
、
持
統
天
皇
が
自
分
の
子
供
の
草
壁
皇
子
を
天
皇
に
し
た
い

と
い
う
想
い
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
体
が
弱
く
て
早
く
亡
く
な
っ
て
、
そ
の
孫
で
あ
る
文
武
天
皇
を
実
際
に
即
位
さ
せ
た
と
い
う
歴
史
が

神
話
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
実
際
こ
れ
は
子
供
さ
ん
と
か
、
そ
れ
か
ら
お
孫
さ
ん
、
そ
の
天
照
大

御
神
の
子
供
さ
ん
以
下
の
名
前
を
見
ま
す
と
、「
穂
」
の
よ
う
に
「
天
忍
穂
耳
命
」
と
か
「
日
子
番
能
邇
々
芸
命
」
と
い
う
よ
う
に
、
穂
、

稲
穂
が
あ
っ
て
、
こ
の
稲
と
い
う
の
は
お
米
と
な
っ
て
人
間
に
食
べ
ら
れ
る
。
一
旦
そ
れ
で
終
わ
っ
て
、
そ
の
次
ま
た
新
し
い
そ
の
種
が

芽
を
出
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
ず
っ
と
永
久
に
続
く
と
い
う
こ
と
を
込
め
て
、
こ
の
お
孫
さ
ん
が
降
っ
た
と
。
特
に
農
業
国
で
あ
る
こ
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の
日
本
で
は
稲
穂
と
い
う
も
の
を
大
切
に
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
考
え
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
そ
の

お
孫
さ
ん
が
実
際
降
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ａ
、
古
事
記
、
上
巻
の
天
孫
降
臨
条

 

爾
、
日
子
番
能
邇
々
芸
命
将
二
天
降
一
之
時
、（
略
）。
故
爾
、
天
照
大
御
神
・
高
木
神
之
命
以
、（
略
）。
天
児
屋
命
・（
略
）
并
五

伴
緒
矣
支
加
而
天
降
也
。
於
是
、
副
二
賜
其
遠
岐
斯
八
尺
勾
潴
・
鏡
及
草
那
芸
剣
、
亦
、
常
世
思
金
神
（
略
）、（
イ
）
詔
者
、
此

之
鏡
者
、
専
為
二
我
御
魂
一
而
、
如
レ
拝
二
吾
前
一
、（
ロ
）
伊
都
岐
奉
、
次
、
思
金
神
者
、
取
二
持
前
事
一
為
レ
政
。（
ハ
）
此
二
柱
神
者
、

（
ニ
）
拝
二
祭
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
一
。

﹇
訓
読
文
﹈

 

爾
く
し
て
、
日
子
番
能
邇
々
芸
命
の
天
降
ら
む
と
す
る
時
に
、（
略
）。
故
爾
く
し
て
、
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
命
以
て
、（
略
）。

天
児
屋
命
・（
略
）
并
せ
て
五
り
の
伴
緒
を
支
ち
加
へ
て
天
降
し
き
。
是
に
、
其
の
を
き
し
八
尺
の
勾
潴
・
鏡
と
草
那
芸
剣
と
、
亦
、

常
世
思
金
神
（
略
）
を
副
へ
賜
ひ
て
、（
イ
）
詔
ひ
し
く
、「
此
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
、（
ロ
）

伊
都
岐
奉
れ
」
と
の
り
ま
た
ひ
、
次
に
、「
思
金
神
は
、
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
政
を
為
よ
」
と
の
り
ま
た
ひ
き
。（
ハ
）
此
の
二

柱
の
神
は
、（
ニ
）
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
をに
拝
み
祭
り
き
。

こ
こ
で
は
訓
読
文
（
読
み
下
し
文
）
の
ほ
う
で
見
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
中
の
傍
線
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
あ
た
り
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た

ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
爾
く
し
て
、
日
子
番
能
邇
々
芸
命
の
天
降
ら
む
と
す
る
時
に
」

│
こ
の
「
日
子
番
」
の
「
番
」
は
音
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

先
ほ
ど
言
っ
た
稲
穂
の
「
穂
」
と
考
え
て
よ
い

│
、
ま
さ
に
邇
々
芸
命
が
天
降
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
少
し
省
き
ま
し
て
、「
故
爾
く

し
て
、
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
命
以
て
」
と
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
少
し
省
略
し
て
、「
天
児
屋
命
」
等
々
と
、
邇
々
芸
命
を
中
心
に
大
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変
多
く
の
神
々
が
一
緒
に
古
事
記
で
は
降
っ
て
き
ま
す
。「
是
に
、
其
の
を
き
し
八
尺
の
勾

と
鏡
と
草
那
芸
剣
」、
こ
れ
も
一
緒
に
天
上

界
か
ら
お
り
て
き
ま
す
。
後
に
三
種
の
神
器
と
言
わ
れ
る
こ
の
三
つ
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
勾

は
宮
中
に
ず
っ
と
鎮
座
し
、
ま
た
鏡
は

伊
勢
神
宮
、草
那
芸
剣
は
熱
田
神
宮
に
現
在
ま
で
鎮
座
し
て
い
ま
す
。「
亦
、常
世
思
金
神
」、「
思
金
」
と
い
う
と
非
常
に
思
慮
深
い
、「
金
」

は
今
で
言
う
「
兼
ね
る
」
の
意
味
の
当
て
字
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、思
慮
深
い
神
た
ち
も
「
副
へ
賜
ひ
て
」
降
り
ま
す
。
そ
う
し
て
「
詔

ひ
し
く
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
誰
が
言
わ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
述
べ
ら
れ
た
詔
は
「
此
の
鏡
は
、
専
ら
我
が

御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
、
伊
都
岐
奉
れ
」
と
あ
り
、
次
に
「
思
金
神
は
、
前
の
事
（
今
、
言
っ
た
こ
と
）
を
取
り
持
ち
て

政
を
為
よ
」
と
、
二
つ
の
詔
と
な
っ
て
い
ま
す
。
当
時
は
祭
祀
、
お
祭
り
と
政
治
と
は
か
け
離
れ
て
い
な
い
。
今
は
政
教
分
離
で
違
い
ま

す
が
、
こ
の
「
政
」
を
「
ま
つ
り
ご
と
」
と
当
時
訓
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
此
の
二
柱
の
神
は
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
二
柱
の
神
と
は
ど
の
神
か
と
い
う
の
は
従
来
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
（
ニ
）
は
、「
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
を

拝
み
祭
り
き
」
か
、「
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
に
拝
み
祭
り
き
」
か
と
い
う
、「
を
」
か
「
に
」、
ど
ち
ら
で
訓
む
べ
き
か
と
い
う
の
は

議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
そ
の
問
題
点
で
す
が
、
こ
の
天
孫
降
臨
の
場
面
で
検
討
を
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
点
で
あ
り
ま
す
。

（
イ
）
の
「
詔
」
を
く
だ
し
た
の
は
誰
か
。

（
ロ
）
の
「
伊
都
岐
奉
る
」
意
味
と
そ
の
対
象
は
何
か
。

（
ハ
）
の
「
此
の
二
柱
の
神
」
と
は
い
ず
れ
の
神
か
。

（
ニ
） 

の
原
文
「
拝
二
祭
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
一
」
は
「
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
る
」
と
訓
む
べ
き
か
、「
さ
く
く

し
ろ
伊
須
受
能
宮
に
拝
み
祭
る
」
と
訓
む
べ
き
か
（
こ
の
（
ニ
）
の
訓
み
の
違
い
は
（
ハ
）
の
「
此
の
二
柱
の
神
」
が
い
ず

れ
の
神
で
あ
る
か
と
も
関
わ
る
こ
と
に
な
る
）。
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こ
う
し
た
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
傍
線
部
（
イ
）
に
つ
い
て
、
国
学
者
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
で
、「
上
に
天
照
大
御
神
高
木
神
」
と
述
べ
、
こ
の
高
木
神

と
い
う
の
は
、
古
事
記
の
冒
頭
に
生
成
さ
れ
る
高
御
産
巣
日
神
と
神
産
巣
日
神
の
う
ち
、
高
御
産
巣
日
神
の
亦
の
名
で
あ
り
ま
す
。
高
木

神
と
い
う
形
で
こ
こ
で
は
出
て
き
ま
す

│
、
こ
の
「
上
に
天
照
大
御
神
高
木
神
の
命
以
て
（
仰
せ
で
も
っ
て
）、
其
よ
り
下
に
何
と
も

見
え
ざ
れ
ば
、
是
も
其
二
柱
の
詔
ふ
と
も
す
べ
け
れ
ど
、
我
が
御
魂
と
し
て
と
あ
る
に
依
る
に
、
こ
は
唯
天
照
大
御
神
の
詔
ふ
な
り
」
と
、

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
し
て
、
二
神
（
天
照
大
御
神
と
高
木
神
）
が
主
語
の
よ
う
な
形
で
前
に
来
て
い
ま
す
が
、
詔
の
中
で
は
、「
此

の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
の
詔
を
下
し
た
の
は

天
照
大
御
神
だ
と
す
る
宣
長
の
捉
え
方
は
穏
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
結
局
、
詔
は
二
つ
く
だ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
天
照
大
御
神
は

ま
ず
邇
々
芸
命
に
「
此
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
伊
都
岐
奉
れ
」
と
詔
り
し
、
次
に
思
金
神
に
、「
前

の
事
」、
今
、
言
っ
た
こ
と
を
取
り
持
っ
て
、
言
っ
た
こ
と
を
受
け
持
っ
て
政
を
し
っ
か
り
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

従
来
は
こ
こ
が
一
続
き
の
詔
、
一
つ
の
詔
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
二
つ
と
考
え
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

（
ロ
）
の
と
こ
ろ
の
「
伊
都
岐
奉
れ
」
と
い
う
「
伊
都
岐
」
は
ど
う
い
う
意
味
か
で
あ
り
ま
す
が
、神
聖
な
も
の
と
し
て
祭
る
意
で
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
「
祭
ら
れ
る
」
対
象
は
「
鏡
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
詔
」
は
、
天
照
大
御
神
が
邇
々
芸
命
に
対
し
て
、
結
局
「
此
の
鏡
は

専
ら
我
が
御
魂
と
し
て
」、
即
ち
こ
の
鏡
は
ひ
た
す
ら
私
の
魂
（
天
照
大
御
神
の
御
魂
）
と
し
て
、
私
（
天
照
大
御
神
）
を
（
天
上
界
で
）

祭
っ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
下
へ
降
ろ
し
た
後
、
地
上
に
お
い
て
も
し
っ
か
り
と
祭
り
仕
え
な
さ
い
、
と
邇
々
芸
命
に
伝
え
た
詔
で

あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
詔
の
中
で
は
「
祭
ら
れ
る
対
象
」
が
鏡
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
祭
る
場
所
」
は
こ
こ
で
は
記

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
「
祭
る
場
所
」
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
は
、
次
の
（
ハ
）
の
と
こ
ろ
の
「
此
の
二
柱
の
神
」
が
い

ず
れ
の
神
で
あ
る
か
を
ま
ず
定
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
、
次
の
二
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
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思
い
ま
す
。
一
つ
目
は
、
二
つ
の
「
詔
」
が
下
さ
れ
た
後
、「
此
の
二
柱
の
神
は
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
る
」
と
い
う
「
此
」

と
い
っ
た
近
称
で
受
け
て
お
り
ま
す
。
二
柱
の
神
は
、
文
脈
上
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
神
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
二
つ
目
は

（
ニ
）
の
「
拝
み
祭
る
」
を
、
先
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
い
ま
す
「
〜
を
拝
み
祭
り
」
と
対
格
で
訓
む
べ
き
か
、「
〜
に
拝
み
祭
り
き
」
と
所
格

ニ
で
訓
む
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
訓
み
方
に
よ
っ
て
（
ハ
）
の
「
此
の
二
柱
の
神
」
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
こ

の
あ
た
り
に
つ
き
ま
し
て
、
宣
長
は
、「
此
の
二
柱
の
神
は
、
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
に
拝
き
祭
る
」（
宣
長
は
、「
拝
き
祭
る
」（
い
つ

き
ま
つ
る
）
と
読
ん
で
い
ま
す
が
、「
拝
み
祭
る
」（
を
ろ
が
み
ま
つ
る
）
と
読
む
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
）
と
、「
に
」
で
読
み
ま
し
た
。

所
格
で
訓
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
訓
み
と
と
も
に
、「
此
の
二
柱
の
神
は
」
の
二
柱
と
い
う
の
は
、「
大
御
神
の
御
魂
実
（
ミ
タ
マ
シ
ロ
）
の

御
鏡
と
、
思
金

ノ
神
の
御
魂
実
と
を
指

シ
申
せ
り
」
と
捉
え
、
結
局
こ
の
二
柱
の
鏡
と
思
金
神
が
伊
須
受
能
宮
に
祭
ら
れ
て
い
る
と
把
握

し
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
を
「
に
」
で
訓
ん
だ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。「
天
照
大
御
神
の
御
魂
鏡
は
、
此
の
詔
旨
の
如
く
、

御
代
々
皇
御
孫
の
命
の
同
じ
大
殿
の
内
に
拝
祭
賜
来
に
し
」
と
、
こ
れ
も
宣
長
の
言
葉
で
す
が
、
伊
須
受
能
宮
（
伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
こ

と
、
後
述
）
に
祭
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
鏡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
そ
の
と
お
り
な
の
で
す
が
、
果
し
て
「
に
」

と
訓
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
、
問
題
で
あ
り
ま
す
。

宣
長
の
よ
う
に
「
に
」
と
読
め
ば
、
こ
の
（
ハ
）
の
二
柱
の
神
は
、
今
、
見
ま
し
た
よ
う
に
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
と
思
金

神
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。「
に
」
と
訓
む
べ
き
か
ど
う
か
、
で
あ
り
ま
す
。
古
事
記
の
中
に
は
こ
の
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
を

拝
み
祭
る
と
い
う
「
拝
祭
」
の
言
葉
が
同
じ
構
文
の
中
に
幾
つ
か
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
Ｂ
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
。

Ｂ
、
古
事
記
の
中
に
は
、（
ニ
）
の
「
拝
ニ 

祭

│ 

一 

」
と
同
じ
語
句
・
構
文
を
も
つ
箇
所
が
ほ
か
に
も
あ
る
。

①

妹
豊
鉏
比
売
命
、〈
拝
二
祭
伊
勢
大
神
之
宮
一
也
。〉

﹇
訓
読
文
﹈
妹
豊
鉏
比
売
命
は
、〈
伊
勢
大
神
の
宮
を
拝
み
祭
り
き
。〉（
中
巻
、
崇
神
天
皇
条
）
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②

倭
比
売
命
者
、〈
拝
二
祭
伊
勢
大
神
之
宮
一
也
。〉

﹇
訓
読
文
﹈
倭
比
売
命
は
、〈
伊
勢
大
神
の
宮
を
拝
み
祭
り
き
。〉（
中
巻
、
垂
仁
天
皇
条
）

③

佐
々
宜
王
者
、〈
拝
二
伊
勢
神
宮
一
也
。〉

﹇
訓
読
文
﹈
佐
々
宜
王
は
、〈
伊
勢
神
宮
を
拝
み
き
。〉（
下
巻
、
継
体
天
皇
条
）

三
つ
ほ
ど
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
訓
読
文
の
と
こ
ろ
で
①
を
見
ま
す
と
「
妹
豊
鉏
比
売
命
は
、
伊
勢
大
神
の
宮
を
拝
み
祭
り
き
」。
こ
れ

は
豊
鉏
比
売
命
は
、
こ
の
伊
勢
神
宮
に
祭
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
を
し
っ
か
り
と
お
守
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
、「
伊

勢
大
神
の
宮
を
拝
み
祭
り
き
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
②
、
あ
の
倭
比
売
命
、
倭
健
命
の
お
ば
さ
ん
も
斎
宮
で
こ
の
伊
勢

神
宮
を
お
守
り
し
ま
す
。
こ
の
場
合
も
「
倭
比
売
命
は
、
伊
勢
大
神
の
宮
を
拝
み
祭
り
き
」、
倭
比
売
が
祭
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
〜
を
し
っ
か
り
と
お
守
り
し
、
お
祭
り
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
「
拝
む
（
お
ろ
が
む
）」
だ
け
を
見
ま
し
て

も
、
③
で
す
が
「
佐
々
宜
王
は
、
伊
勢
神
宮
を
拝
み
き
」
と
い
う
よ
う
に
「
を
」
で
訓
む
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
①
と
②
、
③

も
含
め
て
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
を
」
と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
で
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
豊
鉏
比
売
命
や
倭
比
売
命
等
は
、

伊
勢
大
神
宮
に
祭
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
伊
勢
大
神
宮
を
お
守
り
し
、
奉
仕
す
る
、
お
祭
り
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た

①
か
ら
③
と
い
っ
た
も
の
を
古
事
記
の
中
で
見
て
い
き
ま
す
と
、
こ
れ
と
同
様
に
、
今
、
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
（
ニ
）
も
、「
此

の
二
柱
の
神
は
、
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
り
き
」
と
「
を
」
で
訓
む
べ
き
で
、
二
柱
の
神
は
伊
須
受
能
宮
に
祭
ら
れ
る
神
で

は
な
く
、
伊
須
受
能
宮
を
し
っ
か
り
お
守
り
す
る
神
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、「
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
る
」「
此
の
二
柱
の
神
」
と
は
、
ど
の
神
と
ど
の
神
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、「
此
の
」
と

い
う
近
称
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
詔
が
下
さ
れ
た
一
番
近
い
邇
々
芸
命
と
、
そ
れ
か
ら
思
金
神
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
鏡
を
伊
都
岐
奉
れ
」、
お
祭
り
し
な
さ
い
と
詔
が
下
り
、
そ
の
祭
ら
れ
る
対
象
は
鏡
、
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
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て
の
鏡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
確
で
あ
り
ま
す
。
続
い
て
、
邇
々
芸
命
が
お
祭
り
す
る
（
お
守
り
し
、
奉
仕
す
る
）
場
所
が
伊
須
受
能

宮
（
伊
勢
神
宮
）
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
の
で
、
す
な
わ
ち
結
局
の
と
こ
ろ
「
鏡
を
祭
る
」
こ
と
と
そ
の
「
伊

須
受
能
宮
を
お
祭
り
す
る
」
こ
と
と
が
同
じ
邇
々
芸
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
ま
し
て
、「
鏡
は
こ
の
伊
須
受
能
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
」
こ

と
は
了
解
さ
れ
ま
す
。「
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
る
」
と
「
を
」
で
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
を
宣
長
は
「
に
」
と
訓
み
ま
し
た
。
が
、宣
長
自
身
、

鏡
が
伊
須
受
能
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
て
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
文
脈
と
し
て
は
「
を
」
と
訓
む
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、「
二
柱
の
神
」
も
結
局
は
鏡
で
は
な
く
て
、
お
祭
り
す
る
ほ
う
、
邇
々
芸
命
と
そ
し
て
思
金
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
実
際
、
伊
勢
神
宮
は
今
で
も
邇
々
芸
命
と
思
金
神
は
祭
ら
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
伊
須
受
能
宮
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
が
、
宣
長
が
伊
須
受
能
宮
は
「
こ
れ
伊
勢
の
大
御
神
の
宮
な
り
」
と
述
べ
、「
書
紀

ノ
神
功

ノ
巻
に
、
五
十
鈴
と
書
か
れ
た
り
」、「
此
は

地
ノ

名
に
て
、
五
十
鈴

ノ
川
五
十
鈴

ノ
原
な
ど
と
も
云
り
」
と
言
っ
て
い
ま
し
て
古
事
記
中
巻
以
降
に
「
伊
勢
大
神
宮
」
と
記
さ
れ
る
伊
勢

神
宮
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
と
は
、
こ
の
伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

古
事
記
に
あ
っ
て
、
鏡
（
天
照
大
御
神
の
御
魂
）
が
伊
須
受
能
宮
に
祀
ら
れ
る
の
は
、
上
巻
の
神
話
の
世
界
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
古
事
記
と
い
う
一
つ
の
作
品
の
構
想
の
中
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

日
本
書
紀
と
比
較
す
る
と
き
、
古
事
記
で
の
天
孫
降
臨
は
、
こ
の
邇
々
芸
命
と
と
も
に
「
天
の
石
屋
」
の
条
で
活
躍
し
た
神
々
、
そ
の

中
に
は
中
臣
鎌
足
の
先
祖
に
当
た
る
天
児
矢
命
、
あ
る
い
は
斎
部
広
成
一
族
の
奈
良
時
代
に
祭
祀
に
携
わ
る
人
た
ち
の
祖
先
の
布
刀
玉
命

な
ど
、「
天
の
石
屋
」
に
天
照
大
御
神
が
こ
も
っ
て
し
ま
わ
れ
た
と
き
に
一
生
懸
命
大
き
な
お
祭
り
を
し
て
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
た
、
そ

う
い
う
神
た
ち
も
一
緒
に
降
り
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
古
事
記
は
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
古
事
記
で
の
天
孫
降
臨
は
こ
の
よ
う

に
邇
々
芸
命
と
と
も
に
「
天
の
石
屋
」
の
条
で
活
躍
し
た
神
々
と
、
そ
れ
か
ら
ま
た
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
、
そ
れ
か
ら
勾
玉
、

104

            



古事記・日本書紀にみる文章と文体、及び天照大御神と鏡

草
薙
芸
剣
な
ど
と
も
一
緒
に
天
降
っ
て
く
る
の
に
対
し
て
、
日
本
書
紀
の
記
述
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
書
紀
で
は
そ
の
あ
た
り
は
ど

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
日
本
書
紀
の
皇
孫
降
臨
│
古
事
記
で
は
天
孫
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
日
本
書
紀
で
は
皇
孫
と
記

し
て
お
り
、
皇
孫
降
臨
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｃ
、
日
本
書
紀
の
皇
孫
降
臨
条

 

天
照
大
神
之
子
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
、
娶
二
高
皇
産
霊
尊
之
女
栲
幡
千
千
姫
一
、
生
二
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
一
。（
略
）

于
レ
時
高
皇
産
霊
尊
以
二
真
床
追
衾
一
、覆
二
於
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
一
使
レ
降
之
。（
略
）
天
二
降
於
日
向
襲
之
高
千
穂
峰
一
矣
。

﹇
訓
読
文
﹈

 

天
照
大
神
の
子
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
、
高
皇
産
霊
尊
の
女
栲
幡
千
千
姫
を
娶
り
、
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
生
み
た
ま

ふ
。（
略
）
時
に
高
皇
産
霊
尊
、
真
床
追
衾
を
以
ち
て
、
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
覆
ひ
て
降
り
ま
さ
し
む
。（
略
）
日
向
の

襲
の
高
千
穂
峰
に
天
降
り
ま
す
。（
日
本
書
紀
、
神
代
下
、
第
九
段
正
文
）

「
天
照
大
神
」

―
日
本
書
紀
に
は
「
御み

」
は
な
い
ん
で
す
が
、
従
来
「
あ
ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み
」
と
読
み
な
ら
わ
し
て
き
て
い
ま

す

―
「
天
照
大
神
の
子
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
」。
長
い
名
を
も
つ
天
忍
穂
耳
尊
で
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
修
飾
の
言
葉
が
つ

い
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
ま
す
と
、
古
事
記
も
同
じ
よ
う
な
内
容
で
す
が
、
天
照
大
神
が
天
上
界
に
い
る
と
き
に
、
弟

の
素
戔
嗚
尊
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
泣
い
て
ば
か
り
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
父
で
あ
る
伊
奘
諾
尊
に
、
お
ま
え
は
こ
の
葦
原
中
国
か

ら
去
れ
と
言
わ
れ
根
之
堅
洲
国
へ
行
こ
う
と
す
る
わ
け
で
す
が
、
一
度
お
姉
さ
ん
に
会
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
で
天
上
界
に
昇
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
素
戔
嗚
尊
が
天
に
昇
っ
て
行
く
さ
ま
が
余
り
に
も
す
さ
ま
じ
い
昇
り
方
を
し
ま
し
て
、
天
照
大
神
は
自
分
の
こ
の
天
上
界
を

奪
い
に
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
男
装
し
ま
す
。
そ
し
て
弟
を
詰
問
す
る
と
、
素
戔
嗚
尊
は
、「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
奪
お
う
な
ど
と
思
っ
て
昇
っ
て
き
た
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
を
如
何
に
し
て
証
明
す
る
か
と
い
う
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こ
と
で
、
結
局
二
柱
の
神
は
誓ウ

ケ
ヒ約

（
占
い
）
を
し
、
子
供
を
生
み
ま
す
。
男
子
を
生
む
か
、
女
子
を
生
む
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
あ
た
り
も
大
変
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
結
局
、
男
子
は
最
終
的
に
は
天
照
大
神
の
子
と
な
り
、
女
子
の
ほ
う
が
素
戔
嗚
尊
の
子

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
天
照
大
神
の
長
男
で
あ
る
天
忍
穂
耳
尊
に
「
正
に
勝
っ
た
。
私
が
勝
っ
た
。
素
早
く
勝
っ
た
。」
と
い

う
修
飾
の
言
葉
が
つ
い
て
い
る
の
で
す
。
実
は
ウ
ケ
ヒ
の
あ
と
も
素
戔
嗚
尊
は
暴
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
天
照
大
神
は
怒
り
、
天あ

ま
の

石い
は
や窟

に
籠
も
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
籠
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
世
界
は
真
っ
暗
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
天
照
大
神
が
太
陽
を
表
象
し

て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
話
し
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
天
石
窟
の
あ
と
の
皇
孫
降
臨
に
話
し
を
戻
し
ま
す
と
、
天
忍
穂
耳
尊
が
、
高
皇
産
霊
尊
の
娘
で
あ
り
ま
す
栲
幡
千
千
姫
を
娶
っ

て
結
婚
し
、「
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
生
み
た
ま
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
を
少
し
省
略
し
て
い
ま
す
が
、「
高
皇
産
霊
尊
、

真
床
追
衾
を
以
ち
て
」
の
「
真
床
追
衾
」
は
夜
具
の
こ
と
で
、
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
を
衣
で
包
み
降
ろ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
て
降
っ
た

と
こ
ろ
が
、「
日
向
の
襲
の
高
千
穂
峰
」
に
天
降
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
天
照
大
神
の
孫
で
あ
る
瓊
瓊
杵
尊
が
天
降
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
は
日
本
書
紀
の
正
文
（
本
文
）
の
所
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
正
文
に
お
い
て
鏡
の
話
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
省

略
し
た
と
こ
ろ
も
別
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
鏡
の
こ
と
は
出
て
こ
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

古
事
記
は
「
一
書
に
曰
く
」
と
い
う
別
伝
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
本
文
を
記
し
て
い
く
の
で
す
が
、
日
本
書
紀
の
特

に
巻
一
・
二
の
神
代
上
下
の
と
こ
ろ
は
別
伝
が
多
く
存
在
し
ま
す
。
本
文
が
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
別
伝
と
し
て
「
一
書
に
曰
く
」
と
い
う

形
で
別
の
伝
え
を
記
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
あ
と
別
伝
を
見
る
こ
と
に
し
ま
す
。
鏡
の
こ
と
が
記
さ
れ
は
し
ま
す
が
、
天
照
大
神
の
魂
と

し
て
の
鏡
と
い
う
こ
と
は
一
切
記
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

Ｄ
、
日
本
書
紀
の
一
書

 

是
時
天
照
大
神
手
持
二
宝
鏡
一
、
授
二
天
忍
穂
耳
尊
一
、
而
祝
之
曰
、
吾
児
、
視
二
此
宝
鏡
一
、
当
レ
猶
レ
視
レ
吾
。
可
二
与
同
レ
床
共
レ
殿
、
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以
為
二
斎
鏡
一
。

﹇
訓
読
文
﹈

 
是
の
時
に
天
照
大
神
、
手
に
宝
鏡
を
持
ち
、
天
忍
穂
耳
尊
に
授
け
て
、
祝
き
て
曰
は
く
、「
吾
が
児
、
此
の
宝
鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、

吾
を
視
る
が
猶
く
す
べ
し
。
与
に
床
を
同
じ
く
し
殿
を
共
に
し
て
、
斎
鏡
と
為
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。（
日
本
書
紀
、
神
代
下
、

第
九
段
一
書
第
二
）

こ
れ
が
先
ほ
ど
読
ん
だ
と
こ
ろ
の
本
文
（
Ｃ
）
の
別
伝
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
読
み
下
し
の
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、「
是
の
時
に
天
照

大
神
、
手
に
宝
鏡
を
持
ち
、
天
忍
穂
耳
尊
に
授
け
て
、
祝
き
て
曰
は
く
、『
吾
が
児
、
此
の
宝
鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、
吾
を
視
る
が
猶
く

す
べ
し
』」、
こ
こ
に
「
宝
鏡
」
の
こ
と
が
出
て
き
ま
す
が
、「『
与
に
床
を
同
じ
く
し
殿
を
共
に
し
て
、
斎
鏡
と
為
す
べ
し
』
と
の
た
ま
ふ
」

と
あ
り
ま
す
。

こ
の
Ｄ
は
い
わ
ゆ
る
「
同
床
共
殿
」
と
そ
れ
か
ら
「
宝
鏡
親
授
」
の
神
勅
が
下
さ
れ
る
と
い
う
別
伝
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
別

伝
で
は
、
鏡
が
天
照
大
神
の
御
子
で
あ
り
瓊
瓊
杵
尊
の
父
で
あ
る
天
忍
穂
耳
尊
に
授
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
こ
の
別
伝
で
も
降
臨

中
に
瓊
瓊
杵
尊
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
、
誕
生
し
た
の
で
天
忍
穂
耳
尊
は
天
に
戻
っ
て
し
ま
い
、
代
わ
っ
て
こ
の
瓊
瓊
杵
尊
が
同
じ
く

日
向
の

日
の
高
千
穂
峰
に
天
降
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
「
一
書
第
二
」
の
別
伝
に
お
い
て
、「
同
床
共
殿
」
及
び
「
宝

鏡
親
授
」
は
天
忍
穂
耳
尊
に
対
し
て
の
神
勅
で
あ
り
、
実
際
に
天
降
っ
た
瓊
瓊
杵
尊
と
そ
の
こ
と
と
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か

定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
降
っ
て
は
い
な
い
天
忍
穂
耳
尊
に
鏡
が
授
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、「
宝
鏡
」
が
「
天
照
大
神
の
御
魂
」

で
あ
る
と
い
う
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
本
書
紀
で
は
正
文
（
本
文
）
及
び
「
一
書
第
二
」
と
と
も
に
、
古
事
記
の
よ

う
な
「
天
照
大
御
神
の
御
魂
」
と
し
て
の
鏡
が
邇
々
芸
命
と
と
も
に
天
降
る
と
い
っ
た
形
は
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
第
九
段
の

「
一
書
第
一
」
も
あ
り
、
こ
れ
は
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
が
下
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
瓊
瓊
杵
尊
に
八
坂
瓊
曲
玉
・
草
薙
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剣
と
と
も
に
八
咫
鏡
を
授
け
て
天
降
す
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
天
照
大
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
の
こ
と
は
一
切
語
ら
れ
ず
、
ま
た
こ
の

一
書
の
鏡
も
、
鏡
の
こ
と
を
語
ら
な
い
正
文
と
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

古
事
記
は
天
照
大
御
神
み
ず
か
ら
は
天
降
ら
ず
、
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
が
天
降
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
書
紀
は
、

天
照
大
神
の
魂
と
し
て
の
鏡
を
降
す
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
違
い
が
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
次
の
展
開
に
ま
た
大
き
く
作

用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

古
事
記
で
は
日
本
書
紀
と
違
っ
て
、
今
、
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
天
照
大
御
神
は
高
天
原
を
治
め
る
こ
と
に
な
っ
て
以
降
、
葦
原
中
国

（
天
の
下
）
に
天
降
る
と
い
う
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
そ
の
前
に
、
天
照
大
御
神
が
誕
生
す
る
と
こ
ろ
か
ら
少
し
見
て
お

く
こ
と
に
し
ま
す
。
古
事
記
上
巻
の
国
生
み
・
神
生
み
の
段
で
伊
耶
那
美
神
が
亡
く
な
っ
て
黄
泉
国
に
去
っ
た
あ
と
、
夫
の
伊
耶
那
岐
神

が
会
い
に
き
ま
す
。
国
・
神
生
み
の
途
中
で
火
の
神
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
、
妻
伊
耶
那
美
神
は
陰
部
を
や
け
ど
し
、
そ
う
し
て
神

去
り
、
人
間
で
言
う
死
で
あ
り
ま
す
が
、
黄
泉
国
へ
行
き
ま
す
。
が
、
ま
だ
国
・
神
生
み
が
途
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
夫
の
伊
耶
那

岐
神
が
会
い
に
行
き
一
緒
に
葦
原
中
国
に
戻
ろ
う
と
言
う
の
で
す
が
、
亡
く
な
っ
た
妻
の
あ
ま
り
の
変
り
果
て
た
姿
に
、
伊
耶
那
岐
神
は

一
人
で
逃
げ
帰
り
ま
す
。
妻
の
体
は
「
蛆
た
か
れ
こ
ろ
ろ
き
て
」
と
い
う
表
現
で
す
が
、
体
中
に
蛆
が
わ
い
て
い
て
、
そ
し
て
雷
も
頭
の

上
か
ら
足
の
先
に
ま
で
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
余
り
の
恐
ろ
し
さ
に
一
人
で
逃
げ
帰
る
の
で
す
。
そ
の
後
、
黄
泉
国
の
け
が
れ
、
死

者
に
会
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
体
を
清
め
禊
を
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
、
天
照
大
御
神
と
月
読
命
と
須
佐
之
男
命

の
三
貴
子
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
伊
耶
那
岐
神
は
天
照
大
御
神
に
「
汝
が
命
は
、
高
天
原
を
知
ら
せ
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
す
。
天
照
大

御
神
は
天
上
界
の
高
天
原
を
治
め
な
さ
い
と
。「
知
ら
せ
」
と
い
う
「
知
る
」
と
い
っ
た
言
葉
は
お
も
し
ろ
く
、
現
在
の
よ
う
に
知
る
と

い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
古
語
で
特
に
治
め
る
と
か
統
治
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
月
読
命
に
は
夜
の
国
を
治
め
よ
。
そ
れ
か

ら
、
須
佐
之
男
命
に
は
海
原
、
海
を
治
め
よ
と
。
そ
の
中
の
須
佐
之
男
命
だ
け
が
治
め
よ
う
と
し
な
い
で
泣
い
て
ば
か
り
い
た
と
い
う
、
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あ
の
と
こ
ろ
に
続
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
天
照
大
御
神
に
父
が
高
天
原
統
治
を
委
任
し
ま
す
。
高
天
原
に
君
臨
し
た
天
照
大

御
神
が
天
の
石
屋
に
こ
も
る
と
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
高
天
原
も
葦
原
中
国
も
こ
と
こ
と
ご
と
く
暗
く
な
る
。
そ
し
て
そ
の
石
屋

を
出
ま
す
と
、「
高
天
原
と
葦
原
中
国
と
、
自
ら
照
り
明
る
こ
と
得
た
り
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
よ
う
に
、
天
照
大
御
神

は
高
天
原
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
地
上
を
も
貫
く
秩
序
を
保
持
し
続
け
、
地
上
に
は
天
降
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

一
体
古
事
記
の
中
に
天
照
大
御
神
は
何
回
ほ
ど
出
て
く
る
の
か
を
見
ま
す
と
、
大
体
、
天
照
大
御
神
と
い
う
呼
称
は
二
十
四
回
あ
ら
わ

れ
ま
す
。
下
巻
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
上
、
中
巻
に
出
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
高
天
原
、
ま
た
二
回
ほ
ど
夢
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
古
事

記
で
は
、
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
が
降
り
、
そ
の
鏡
は
伊
須
受
能
宮
で
祀
ら
れ
る

と
記
述
さ
れ
、
天
照
大
御
神
自
身
は
天
降
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
地
上
（
天
の
下
）
に
天
降
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

古
事
記
と
日
本
書
紀
の
天
孫
（
皇
孫
）
降
臨
の
場
面
で
の
相
違
、
す
な
わ
ち
鏡
、
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
が
降
る
か
否
か
と

い
う
違
い

―
日
本
書
紀
で
は
天
照
大
神
の
魂
と
し
て
の
鏡
が
降
る
記
述
は
、
先
ほ
ど
見
ま
し
た
よ
う
に
正
文
・
一
書
と
も
に
あ
り
ま
せ

ん

―
は
、
そ
の
後
の
両
書
（
古
事
記
と
日
本
書
紀
）
の
記
述
の
あ
り
方
を
大
き
く
左
右
し
て
い
き
ま
す
。
言
い
か
え
ま
す
と
、
天
孫
降

臨
の
場
面
で
、「
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
鏡
が
天
降
る
」
と
い
う
記
述
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
は
、
天
照
大
御
神
の
こ
と
を
古
事
記

と
日
本
書
紀
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
語
っ
て
い
く
中
で
、
両
書
の
独
自
性
と
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま

す
。
そ
の
起
点
に
も
な
っ
て
い
る
箇
所
が
、
こ
の
天
孫
（
皇
孫
）
降
臨
の
古
事
記
と
日
本
書
紀
の
記
述
で
あ
る
、
こ
こ
は
重
要
な
意
味
を

有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
書
紀
は
古
事
記
と
違
っ
て
、
天
照
大
神
が
天
降
る
と
い
う
こ
と
が
後
の
巻
の
ほ
う
に
出

て
き
ま
す
。
そ
こ
を
見
ま
す
と
、
日
本
書
紀
に
あ
っ
て
は
、
実
際
、
天
照
大
神
み
ず
か
ら
が
天
降
っ
て
い
ま
す
。
巻
六
の
垂
仁
天
皇
の
段

で
あ
り
ま
す
。
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
条
に
、
日
本
書
紀
で
は
、「
天
照
大
神
始
自
レ
天
降
之
処
也
（
天
照
大
神
の
始
め
て
天
よ
り
降
り
ま

す
処
な
り
）」
と
記
し
て
い
ま
す
。
天
上
界
か
ら
地
上
に
降
り
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
と
記
さ
れ
る
の
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
を
示
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し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
前
の
巻
五
の
崇
神
天
皇
六
年
条
で
、
次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
ま
す
。「
天
照
大
神
・
倭
大
国
魂
二

神
並
祭
二
於
天
皇
大
殿
之
内
一
（
天
照
大
神
・
倭
大
国
魂
二
神
を
並
び
に
天
皇
の
大
殿
の
内
に
祭
る
）」
と
、
天
照
大
神
自
身
と
倭
大
国
魂
、

天
つ
神
と
国
つ
神
を
宮
中
に
一
緒
に
祭
っ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
祭
っ
て
い
ま
す
と
、
二
柱
の
神
の
力
が
拮

抗
し
ま
し
て
、
一
緒
に
鎮
座
す
る
よ
り
も
別
々
に
鎮
座
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
次
の
と
こ
ろ
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。

天
照
大
神
が
倭
大
国
魂
と
と
も
に
宮
中
で
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、「
離
二
天
照
大
神
於
豊
耜
入
姫
命
一
、
託
二
于
倭
姫
命
一
。
爰
倭

姫
命
求
下
鎮
二
坐
大
神
一
之
処
上
、（
天
照
大
神
を
豊
耜
入
姫
命
よ
り
離
ち
ま
つ
り
、
倭
姫
命
に
託
け
た
ま
ふ
。
爰
に
倭
姫
命
、
大
神
を
鎮
め

坐
さ
せ
む
処
を
求
め
て
）」（
巻
六
）
と
あ
り
、
倭
か
ら
滋
賀
県
近
江
、
そ
れ
か
ら
岐
阜
県
美
濃
を
経
て
、
今
の
三
重
県
伊
勢
の
国
に
至
り
、

大
変
美
し
い
よ
い
国
で
あ
る
、
こ
こ
に
居
た
い
と
天
照
大
神
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
祠や

し
ろ

を
建
て
た
と
あ
り
ま
す
。
日
本
書
紀
は
こ
の
よ
う

に
倭
姫
命
が
天
照
大
神
の
鎮
座
地
を
求
め
て
伊
勢
国
に
至
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
日
本
書
紀

で
は
天
照
大
神
の
呼
称
で
地
上
に
天
降
り
、
地
上
で
祀
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
古
事
記
は
、「
天
照
大
御
神

の
御
魂
」
と
し
て
の
鏡
を
天
降
し
、
天
照
大
御
神
自
身
は
天
降
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
繰
り
返
し
ま
す
が
、
日
本
書
紀
で
は
「
天
照
大
神

の
御
魂
」
と
し
て
鏡
を
降
す
記
述
は
な
く
、
そ
の
こ
と
と
右
に
見
る
天
照
大
神
自
身
が
天
降
る
と
い
う
記
述
と
は
通
底
し
て
い
る
、
通
じ

合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
見
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

関
連
し
て
、
日
本
書
紀
を
見
て
い
き
ま
す
と
、「
伊
勢
神
宮
（
い
せ
の
か
み
の
み
や
）」（
巻
七
な
ど
）
と
い
う
言
い
方
、
あ
る
い
は
「
伊

勢
大
神
祠
（
い
せ
の
お
ほ
か
み
の
や
し
ろ
）」（
巻
十
四
な
ど
）
も
あ
り
ま
す
が
、
天
照
大
神
が
実
際
に
地
上
で
祀
ら
れ
る
と
い
う
記
述
が

認
め
ら
れ
ま
す
。
巻
七
の
景
行
天
皇
二
十
年
条
に
、
景
行
天
皇
の
娘
で
あ
る
「
遣
二
五
百
野
皇
女
一
、
令
レ
祭
二
天
照
大
神
一
。（
五
百
野
皇

女
を
遣
し
て
、天
照
大
神
を
祭
ら
し
め
た
ま
ふ
）」と
あ
り
ま
す
。未
婚
の
五
百
野
皇
女
が
斎い

つ
き
の
み
や宮

と
な
っ
て
伊
勢
神
宮
で
天
照
大
神
を
し
っ

か
り
と
お
祭
り
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
巻
二
十
八
の
天
武
天
皇
元
年
条
で
も
、「
旦
於
二
朝
明
郡
迹
太
川
辺
一
、
望
二
拝
天
照
太
神
一
。
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（
旦
に
、
朝
明
郡
の
迹
太
川
辺
に
、
天
照
太
神
を
望
拝
み
た
ま
ふ
。）」
と
、
今
の
四
日
市
の
あ
た
り
か
ら
地
上
の
天
照
大
神
を
望
拝
さ
れ

た
と
あ
り
ま
す
し
、
巻
二
十
九
の
同
じ
天
武
天
皇
二
年
条
で
、
天
武
天
皇
の
娘
で
あ
り
、
大
津
皇
女
の
姉
で
あ
り
ま
す
大
来
皇
女
に
対
し

て
、「
欲
レ
遣
二
侍
大
来
皇
女
于
天
照
大
神
宮
一
、（
大
来
皇
女
を
天
照
大
神
宮
に
遣
侍
め
む
と
欲
し
、）」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
伊

勢
大
神
」
や
「
伊
勢
大
神
祠
」
で
は
な
く
て
、「
天
照
大
神
」、
あ
る
い
は
「
天
照
大
神
宮
」
と
記
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
書
紀
で

は
天
上
界
か
ら
地
上
に
天
降
り
、
地
上
で
祀
ら
れ
る
ゆ
え
に
、「
伊
勢
大
神
（
祠
）」
が
あ
る
一
方
で
、
古
事
記
と
は
違
っ
て
地
上
で
祀
ら

れ
る
「
天
照
大
神
（
宮
）」
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
古
事
記
で
は
常
に
「
伊
勢
大
神
」
と
い
う
言
い
方
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
最
後
に
ま
と
め
と
し
、
後
半
の
ほ
う
を
中
心
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。
古
事
記
に
お
い
て
は
、
先
に
眺
め
ま
し
た
よ
う

に
、天
照
大
御
神
が
天
降
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
、豊
鉏
比
売
命
及
び
倭
比
売
命
が
伊
勢
大
神
宮
を
拝
み
祭
っ
た
等
々

と
「
伊
勢
大
神
」
あ
る
い
は
「
伊
勢
大
神
（
之
）
宮
」
と
記
さ
れ
て
、「
天
照
大
神
」
や
「
天
照
大
御
神
宮
」
を
拝
み
祭
っ
た
と
は
記
さ

れ
ま
せ
ん
。
天
降
る
の
は
、「
天
照
大
御
神
の
御
魂
」
で
あ
る
鏡
で
あ
り
、「
伊
須
受
能
宮
」
に
祀
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
書
紀
と
の
違
い
は

顕
著
で
あ
り
ま
す
。

古
事
記
及
び
日
本
書
紀
に
お
い
て
、
神
話
か
ら
歴
史
へ
、
ま
た
神
話
か
ら
天
皇
・
人
の
代
へ
と
い
う
の
は
、
断
絶
す
る
こ
と
な
く
遊
離

す
る
こ
と
な
く
語
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
鈴
木
先
生
の
お
話
の
よ
う
に
、
神
話
と
い
っ
て
も
作
り
話
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

何
か
を
も
と
に
し
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
遊
離
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
神
話
か
ら
歴
史
へ
と
い
う

か
た
ち
で
継
続
し
、
連
続
す
る
形
で
語
ら
れ
る
の
で
す
。

古
事
記
に
あ
っ
て
「
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
」
が
「
伊
須
受
能
宮
」
に
祀
ら
れ
る
の
は
神
話
の
世
界
に
お
い
て
で
あ
り
、
天

照
大
御
神
自
身
が
天
上
界
に
君
臨
し
、
同
時
に
御
魂
と
し
て
の
鏡
は
天
降
っ
て
「
伊
須
受
能
宮
」、
す
な
わ
ち
「
伊
勢
大
御
神
宮
（
内
宮
）」

に
祀
ら
れ
る
と
い
う
、
こ
れ
は
実
は
一
神
の
中
に
大
き
く
二
つ
の
流
れ
・
在
り
よ
う
が
古
事
記
の
中
に
は
付
与
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
の
よ
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う
な
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
古
事
記
の
中
で
他
の
神
々
に
は
存
在
し
な
い
二
重
の
構
造
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
須
佐
之
男
命
等
々
、
ほ
か
の
い
ず
れ
の
神
々
も
そ
の
神
自
身
が
他
の
国
へ
移
動
し
た
り
す
る
の
に
対
し

て
、
天
照
大
御
神
は
際
立
っ
た
特
徴
と
し
て
高
天
原
に
と
ど
ま
り
、
と
ど
ま
る
ま
ま
に
地
上
に
も
天
降
る
と
い
う
二
重
の
構
造
が
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
構
造
は
、
最
高
神
と
し
て
存
在
す
る
天
照
大
御
神
以
外
の
神
に
は
与
え
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
を
見
届
け
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
も
古
事
記
は
、「
天
照
大
御
神
の
御
魂
」
と
し
て
の
鏡
を
祀
る
「
伊
勢
大
御
神
宮
」
の
起
源
を
、
天
皇
の
御
代
よ
り
も
さ
か
の
ぼ

る
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
て
い
て
、
そ
の
悠
久
さ
を
主
張
し
て
い
る
作
品
で
も
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

古
事
記
は
古
事
記
な
り
に
日
本
書
紀
と
は
異
な
っ
て
、
天
照
大
御
神
と
鏡
と
の
二
重
の
構
造
を
作
品
と
し
て
深
め
て
お
り
、
そ
れ
が
ま

た
古
事
記
の
構
造
及
び
構
想
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
古
事
記
と
日

本
書
紀
に
お
い
て
、
天
照
大
神
自
身
が
天
降
る
か
否
か
、
そ
の
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
、
天
照
大
御
神
の
御
魂
と
し
て
の
鏡
の
あ
り
方
と
、

そ
の
鏡
が
天
降
る
か
否
か
と
い
う
違
い
が
、
こ
の
両
書
間
に
お
け
る
そ
の
後
の
展
開
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し
て
、
古
事

記
と
日
本
書
紀
で
の
構
想
の
違
い
と
し
て
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
届
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
。

前
半
の
ほ
う
は
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
文
章
・
文
体
、
私
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
も
あ
る
そ
の
文
体
の
ほ
う
の
問
題
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。
後
半
で
は
、
今
度
は
そ
の
作
品
の
内
容
に
入
り
ま
し
て
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
見
る
天
照
大
御
神
と
鏡
の
在
り
よ
う
の
問
題
を
取

り
上
げ
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〔
付
記
〕 

本
講
演
に
際
し
て
、
國
學
院
大
學
の
嵐
義
人
氏
、
谷
口
雅
博
氏
、
渡
邉
卓
氏
に
お
世
話
に
な
り
、
貴
重
な
ご
教
示
を
得
ま
し
た
。
ま
た
、
ナ
シ
語
に
つ
い

て
も
國
學
院
大
學
の
黒
澤
直
道
氏
に
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。 
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講
演
録
二

創
世
神
話
と
王
権
神
話

―
ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
―

鈴
木

正
崇

は
じ
め
に

ア
ジ
ア
の
視
野
に
た
っ
て
『
古
事
記
』（
七
一
二
年
）
を
見
て
い
く
方
法
と
視
点
を
考
え
て
み
た
。
第
一
に
は
神
話
伝
承
を
伝
播
や
起

源
で
は
な
く
、
要
素
に
分
解
せ
ず
文
脈
に
こ
だ
わ
り
「
地
域
性
」
を
重
視
す
る
。
第
二
は
『
古
事
記
』
の
中
核
に
は
創
世
神
話
、
始
祖
神

話
、
王
権
神
話
が
あ
る
と
暫
定
的
に
規
定
し
、
一
般
化
し
た
上
で
神
話
の
在
り
方
を
考
察
す
る
。
第
三
は
神
話
と
現
代
と
い
う
視
点
を
導

入
し
、
古
代
の
神
話
が
「
生
き
た
神
話
」
と
し
て
現
代
と
交
錯
す
る
諸
相
を
探
求
す
る
。
第
四
は
東
ア
ジ
ア
と
の
関
連
だ
け
で
な
く
、
広

く
ア
ジ
ア
の
視
野
の
中
に
位
置
付
け
て
、
共
通
性
と
差
異
性
を
考
察
す
る
。
第
五
は
総
合
的
な
主
題
と
し
て
、
神
話
語
り
と
歴
史
叙
述
の

在
り
方
、『
正
史
』
と
は
何
か
、
伝
承
の
連
続
と
非
連
続
、
口
頭
伝
承
と
文
字
記
録
、
神
話
・
伝
説
・
史
実
と
の
相
互
連
関
な
ど
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

東
ア
ジ
ア
で
は
「
創
世
神
話
」
の
事
例
と
し
て
中
国
の
ミ
ャ
オ
族
を
取
り
上
げ
、
口
頭
伝
承
の
在
り
方
、
神
話
と
儀
礼
の
関
係
性
、
神

話
の
歴
史
化
、
史
実
の
神
話
化
の
動
態
を
考
察
す
る
。
引
き
続
き
古
代
か
ら
の
連
続
性
を
辿
れ
る
ヤ
オ
族
の
「
始
祖
神
話
」
の
事
例
を
検

討
す
る
。
次
に
南
ア
ジ
ア
で
は
「
王
権
神
話
」
と
し
て
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
統
史
を
読
み
解
い
て
王
権
と
は
何
か
を
考
察
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
話
は
本
来
は
口
頭
伝
承
で
あ
り
文
字
テ
ク
ス
ト
に
移
さ
れ
た
時
の
変
容
の
在
り
方
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

口
頭
伝
承
と
文
字
テ
ク
ス
ト
は
二
律
背
反
で
あ
り
、
常
に
誤
読
と
創
造
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
に
あ
る
。
今
回
の
考
察
対
象
と
す
る
文
字
テ
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ク
ス
ト
は
、
中
国
の
場
合
は
、『
史
記
』
以
後
の
正
史
、
特
に
『
後
漢
書
』（
五
世
紀
）
で
あ
り
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
場
合
は
『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ

ン
サ
』（
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
初
頭
）
と
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』（
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
期
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
古
事
記
』

を
や
や
遡
る
年
代
の
文
字
テ
ク
ス
ト
の
神
話
や
伝
承
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
部 

創
世
神
話
―
ミ
ャ
オ
族
の
場
合
―

一
、
ミ
ャ
オ
族
の
創
世
神
話

ミ
ャ
オ
族
（
苗
族
）
は
中
国
の
五
五
の
少
数
民
族
の
一
つ
で
、
人
口
は
八
九
四
万
一
一
六
人
（
二
〇
〇
〇
年
）、
壮
族
、
満
族
、
回
族

に
次
ぐ
人
口
で
、
貴
州
、
湖
南
、
雲
南
、
重
慶
、
広
西
、
湖
北
、
四
川
、
広
東
、
海
南
、
浙
江
、
江
蘇
、
福
建
な
ど
に
住
み
、
最
も
多
い

の
は
貴
州
で
あ
る）

1
（

。
国
外
で
は
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
に
同
系
統
の
人
々
が
居
住
す
る
。
ミ
ャ
オ
は
総
称
で
、
自
称
は
コ
ー
・
シ
ョ

ン
（
湖
南
）、
ム
ー
（
貴
州
東
南
部
）、
モ
ン
（
貴
州
西
部
・
雲
南
東
南
部
）
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
、
言
語
も
異
な
る
。
元
々
は
山
地
民
で

焼
畑
耕
作
に
よ
る
移
動
を
繰
り
返
し
て
き
た
が
、
現
在
は
政
府
の
施
策
で
定
住
し
て
い
る
。
鮮
や
か
な
刺
繍
、
豪
華
な
銀
飾
り
、
華
麗
な

蝋
纈
染
で
知
ら
れ
る
。
文
字
は
持
た
ず
口
頭
伝
承
で
神
話
や
歴
史
を
伝
え
て
き
た
。

ミ
ャ
オ
族
の
創
世
神
話
は
様
々
で
あ
る
が
、
貴
州
省
黔
東
南
の
台
江
県
で
の
調
査
に
基
づ
い
て
伝
承
を
テ
ク
ス
ト
化
し
た
代
表
的
な
文

献
と
し
て
『
苗
族
史
詩
』﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三
﹈
が
あ
る
。
元
々
は
朗
誦
に
よ
る
歌
で
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
韻
を
踏
ん
で
唱

え
ら
れ
た
。
場
所
は
祭
場
に
限
ら
れ
、
時
に
は
橋
の
袂
で
唱
え
ら
れ
た
。
苗
語
の
題
名
は
シ
ャ
ー
ム
ー
（hxak hm

ub

）、
つ
ま
り
「
苗

の
歌
」
で
、
英
訳
も
完
成
し
﹇Bender 2006

﹈、
神
話
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
本
書
の
基
礎
資
料
は
今
旦
が
台タ
イ
チ
ャ
ン江
県

で
一
九
五
二
年
に
作
業
を
開
始
し
、
神
話
の
伝
承
者
（
歌
い
手
）
か
ら
収
集
し
て
記
録
し
た
も
の
で）

2
（

、
一
九
七
〇
年
代
と
一
九
八
〇
年
代
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の
初
期
に
再
度
調
査
し
て
注
釈
を
施
し
た
。
漢
文
と
苗
文
で
記
し
て
い
る
。
伝
承
者
の
資
料
を
「
金
銀
歌
」「
古
楓
歌
」「
蝴
蝶
歌
」「
洪

水
滔
天
」「
遡
河
西
遷
」
の
五
つ
に
整
理
し
、
ミ
ャ
オ
族
の
神
話
世
界
の
概
要
を
提
示
し
た
。
以
下
が
そ
の
一
部
の
要
約
で
あ
る
。

●
創
世
神
話
―
楓
香
樹
の
生
成 

樹
の
種
は
天
上
に
あ
っ
た
。
東
方
に
い
た
ゲ
ル
ー
（Ghed lul

土
地
神
）
の
天
上
の
家
で
、
フ
ー
フ
ァ
ン
（Fux Fang

大
地
）
が
生

み
だ
し
て
立
派
に
育
て
た
。
ニ
ュ
ウ
シ
ャ
ン
（N

iu X
ang

婆
神
）
が
種
の
家
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
。
火
は
「
古
代
の
書
」
を
焼
き
、
古

い
三
つ
の
儀
礼
と
大
事
な
規
則
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
種
は
東
か
ら
川
を
辿
っ
て
や
っ
て
き
た
。
シ
ャ
ン
リ
ャ
ン
（X

ang 

Liang

女
神
）
が
種
を
探
し
あ
て
西
方
の
土
地
で
大
地
を
清
め
て
ま
き
、
犂
や
鍬
を
使
っ
て
水
牛
の
シ
ィ
ウ
ニ
ュ
ウ
（H

xub N
iux

）
と

共
に
田
畑
を
耕
し
た
。
シ
ャ
ン
リ
ャ
ン
が
耕
作
を
終
え
る
と
、
農
作
業
に
使
っ
た
道
具
の
鋤
の
刃
は
山
上
に
置
い
て
い
た
が
祖
先
へ
の
供

犠
に
つ
い
て
語
る
歌
手
と
な
り
、
他
の
道
具
は
森
の
裾
、
崖
の
下
、
水
田
に
置
か
れ
、
蛇
、
鳥
、
泥
鰌
に
変
わ
っ
た
。
耕
牛
の
シ
ィ
ウ
ニ
ュ

ウ
は
大
岩
に
変
じ
た
。
そ
の
上
で
麻
を
打
っ
て
紙
を
作
る
作
業
が
行
わ
れ
、
岩
は
何
度
も
打
た
れ
て
疲
れ
た
の
で
、
本
と
紙
を
飲
み
込
ん

で
し
ま
っ
た
。
シ
ャ
ン
リ
ャ
ン
は
木
々
を
山
裾
に
植
え
、
池
の
脇
に
も
植
え
て
魚
（nail

）
が
育
つ
よ
う
に
し
た
。
木
々
の
中
か
ら
巨
大

な
楓
香
樹
が
現
れ
る
。
楓
香
樹
の
下
に
は
動
物
た
ち
が
集
い
あ
っ
て
恋
愛
し
て
い
た
が
、
池
の
魚
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
シ
ャ
ン
リ
ャ
ン

は
楓
香
樹
が
魚
を
盗
ん
で
食
べ
た
と
非
難
し
、
賢
者
が
招
か
れ
て
擁
護
し
た
が
、
楓
香
樹
は
盗
賊
の
棲
家
と
さ
れ
て
伐
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

伐
採
時
に
出
た
大
き
な
鋸
屑
は
魚
、
木
屑
は
蜜
蜂
、
樹
芯
は
蝶
々
、
芽
は
蛾
、
瘤
は
木み
み

菟ず
く

（ghob w
eb sox

猫
頭
鷹
）、
葉
は
燕
や
鷹
、

梢
は
二
股
に
分
か
れ
て
風
に
そ
よ
い
で
ジ
ー
ウ
ィ
と
い
う
鶺せ
き

鴒れ
い

（ji w
i.

継
尾
鳥
、
鶺
宇
鳥
）
に
な
っ
た）

3
（

。

●
卵
生
神
話
―
十
二
の
卵
と
人
間
の
誕
生

楓
香
樹
は
再
び
蘇
っ
た
。
蝶
々
の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
が
樹
芯
に
あ
っ
た
。
蛾
の
王
が
つ
つ
い
て
開
け
た
。
蝶
々
は
生
ま
れ
て
三
日

目
で
バ
ン
シ
ャ
ン（Bang X

ang

女
神
）の
処
へ
行
き
、そ
こ
で
魚
を
与
え
ら
れ
て
育
て
ら
れ
、銀
の
飾
り
を
身
に
つ
け
て
成
長
す
る
。
蝶
々
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は
水
辺
に
行
っ
て
水
泡
と
恋
愛
し
て
ユ
ー
フ
ァ
ン
（yex fangb

游
方
。
歌
掛
け
）
を
行
っ
て
、
十
二
個
の
卵
を
産
ん
だ）

4
（

。
ジ
ー
ウ
ィ
鳥

は
三
年
半
、
卵
を
温
め
て
孵
し
た
。
初
め
に
人
類
の
始
祖
の
チ
ャ
ン
ヤ
ン
（Jangd Y

angb

姜
央
）
が
出
て
き
て
、
雷
公
、
龍
、
虎
、
蛇
、

象
が
生
ま
れ
た）

5
（

。
チ
ャ
ン
ヤ
ン
の
殻
は
厚
い
の
で
神
刀
で
割
る
。
臍
の
緒
は
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
竹
で
切
っ
た
が
（
通
常
の
出
産
時
の
方
法
）、

雷
公
は
松
明
、
龍
は
銅
（
こ
の
た
め
龍
は
今
も
銅
を
恐
れ
る
）、
虎
は
野
生
草
、
蛇
は
石
、
象
は
茅
草
で
切
っ
た
。
臍
の
緒
は
そ
れ
ぞ
れ

変
形
し
、
龍
は
鼈
に
、
雷
公
は
土
地
に
、
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
稲
と
山
中
の
蕨
に
、
虎
は
野
猫
・
狸
・
狐
に
、
象
は
リ
ャ
ン
グ 

（dliangb 

gel

）
と
い
う 

醸
鬼
に
変
化
し
た）

6
（

。
蛇
の
臍
の
緒
は
水
底
に
潜
み
水
汲
み
の
少
女
の
天
秤
棒
に
つ
い
て
家
に
入
っ
た
の
で
、
父
は
醸
鬼
と

な
っ
て
、母
は
の
ろ
い
を
か
け
る
「
蠱
」
の
薬
で
あ
る
ジ
ャ
（jab

）
を
手
に
入
れ
た）

7
（

。
残
り
の
卵
の
殻
は
暗
雲
、卵
の
膜
は
晴
天
に
な
る
。

悪
い
卵
は
一
年
か
け
て
老
雌
豚
を
食
べ
る
魔
物
の
グ
ー
ワ
ン
と
な
り）

8
（

、
別
の
残
り
の
卵
の
殻
は
供
犠
用
の
祭
椀
と
な
っ
て
、
儀
礼
の
間
は

太
鼓
を
安
置
す
る
特
別
の
小
屋
の
中
に
収
め
ら
れ
る
。
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
山
々
を
切
り
開
き
田
畑
を
耕
作
し
て
農
作
物
を
熱
心
に
作
っ
た
。

祖
先
祭
祀
の
た
め
の
木
鼓
作
り
を
覚
え
、
供
犠
す
る
水
牛
を
尋
ね
あ
て
る
。

●
洪
水
神
話
―
人
間
の
社
会
の
生
成

チ
ャ
ン
ヤ
ン
と
雷
公
は
兄
弟
だ
が
祖
先
の
家
の
所
有
物
に
関
し
て
争
い
、
雷
公
は
チ
ャ
ン
ヤ
ン
に
与
え
ら
れ
た
土
地
を
承
諾
せ
ず
、
天

上
に
行
っ
て
雹
と
雨
を
降
ら
し
て
溺
れ
さ
せ
よ
う
と
図
る
。
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
洪
水
を
怖
れ
て
水
田
を
耕
そ
う
と
す
る
が
牡
の
水
牛
を
持
っ

て
い
な
い
の
で
、
雷
公
か
ら
水
牛
を
借
り
て
耕
し
た
。
そ
の
後
で
殺
し
て
祖
先
を
祀
っ
て
、
水
牛
は
食
べ
て
し
ま
っ
た）

9
（

。
二
人
の
間
は
険

悪
に
な
り
、
雷
公
は
洪
水
を
起
こ
す
と
い
っ
て
脅
す
。
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
三
日
三
晩
待
っ
て
く
れ
と
申
し
入
れ
て
、
急
い
で
瓢
箪
を
植
え
た
。

三
日
経
つ
と
瓢
箪
は
巨
大
化
し
、
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
瓢
箪
に
の
っ
て
雷
公
が
引
き
起
こ
し
九
日
九
夜
に
わ
た
っ
て
続
い
た
洪
水
を
乗
り
越
え

た
。
洪
水
が
引
い
た
後
、
チ
ャ
ン
ヤ
ン
と
そ
の
妹
の
ニ
ャ
ン
ニ
（N

iang N
i

）
だ
け
が
生
き
残
っ
た）
10
（

。
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
一
体
誰
と
結
婚
し

た
ら
よ
い
の
か
迷
う
が
、
竹
の
助
言
を
得
て
妹
と
一
緒
に
な
る
決
意
を
固
め
た
。
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
中
々
応
じ
よ
う
と
し
な
い
妹
の
ニ
ャ
ン
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ニ
に
結
婚
を
申
し
込
む
と
、
二
つ
の
臼
を
別
々
の
山
か
ら
転
が
し
て
二
つ
が
一
緒
に
な
っ
た
ら
結
婚
す
る
と
誓
う
の
で
試
み
る
と
合
体
し

た
。
し
か
し
、
妹
は
応
じ
な
い
。
こ
う
し
た
幾
つ
か
の
難
題
を
乗
り
越
え
て
兄
と
妹
は
一
緒
に
な
る
。
し
か
し
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た

子
供
は
肉
塊
（daib ghot dol

）
だ
っ
た
の
で
、
切
り
刻
ん
で
九
つ
の
肥
桶
に
入
れ
て
九
つ
の
山
に
撒
い
た
。
す
る
と
そ
の
肉
片
は
人
間

に
変
わ
り
沢
山
の
人
々
が
現
れ
出
た
。
人
々
は
太
鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
足
を
踏
み
鳴
ら
し
喜
び
の
舞
を
ま
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
ま
だ

言
葉
を
発
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
土
地
公
を
天
上
に
派
遣
し
て
秘
策
を
得
た
。
松
明
を
点
し
て
五
つ
六
つ
の
山
を
焼
い
て
竹
を
燃
や
す
と

弾
け
て
音
が
す
る
。
そ
れ
を
真
似
て
人
々
は
言
葉
を
話
し
始
め
た
。
人
々
は
違
っ
た
言
葉
を
話
し
始
め
て
、
苗ミ
ャ
オ

と
客ハ
ッ
カ家
と
侗ト
ン

に
な
っ
た
。

人
々
は
一
緒
に
住
み
、
七
人
の

さ
ん
は
牛
殺
し
の
刀
を
、
七
人
の
婆
さ
ん
は
紡
車
を
管
理
し
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
各

人
は
自
分
達
の
独
自
の
暮
ら
し
を
見
つ
け
る
た
め
に
西
方
へ
と
旅
立
つ
。

二
、
神
話
の
特
徴

神
話
の
特
徴
に
つ
い
て
何
点
か
指
摘
し
、
現
代
の
儀
礼
や
伝
承
と
照
応
さ
せ
て
み
た
。

①

い
の
ち
の
発
生

神
話
で
は
様
々
な
「
い
の
ち
の
発
生
」
が
語
ら
れ
る
。
植
物
の
種
と
大
地
か
ら
生
ま
れ
た
樹
木
の
「
自
然
発
生
」、樹
木
の
中
か
ら
蝶
々

の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
が
誕
生
す
る
「
単
性
生
殖
」、
樹
木
と
水
の
精
の
恋
愛
に
よ
る
卵
の
誕
生
と
い
う
「
双
性
生
殖
」、
そ
し
て
十
二

個
の
卵
の
孵
化
と
い
う
「
卵
生
生
殖
」
に
よ
っ
て
人
間
を
初
め
と
す
る
生
物
の
誕
生
が
語
ら
れ
る
。
次
い
で
男
女
の
性
交
に
よ
る
「
胎
生

生
殖
」
で
の
人
類
社
会
の
生
成
、
胎
児
の
切
り
刻
み
と
い
う
「
人
工
生
殖
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
蝶
々
の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
は
女

性
始
祖
の
如
く
観
念
さ
れ）
11
（

、
根
源
に
「
母
性
原
理
」
を
宿
す
。
大
地
も
ま
た
生
命
の
源
泉
で
も
あ
る
。
臍
の
緒
も
変
化
し
、
岩
や
道
具
も

「
い
の
ち
」
を
持
っ
て
変
化
す
る
。
女
神
の
導
き
に
よ
っ
て
「
い
の
ち
」
の
発
生
・
誕
生
・
生
殖
が
生
じ
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
よ
っ
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て
流
転
と
生
成
を
繰
り
返
し
て
き
た
世
界
の
有
様
が
語
ら
れ
る
。
一
方
、の
ろ
い
や
鬼
や
魔
物
と
い
う
負
性
を
宿
す
も
の
も
生
み
だ
し
て
、

人
間
に
対
す
る
警
告
を
発
す
る
。
自
然
も
人
間
も
全
て
の
万
物
が
照
応
し
変
形
し
あ
う
世
界
が
広
が
る
。
根
源
に
あ
る
の
は
大
地
の
生
命

力
で
あ
る
。
循
環
と
連
鎖
に
よ
る
豊
饒
の
満
ち
溢
れ
る
世
界
の
実
現
へ
の
願
い
が
託
さ
れ
る
。

②

生
活
世
界
の
源
郷
と
移
住

第
二
に
神
話
で
は
「
生
活
世
界
の
源
郷
と
移
住
」
が
描
か
れ
る
。
種
が
も
た
ら
さ
れ
る
源
郷
は
東
方
に
あ
り
、
水
辺
の
地
で
あ
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
、
東
方
か
ら
西
方
へ
と
川
に
沿
っ
て
移
住
し
、
現
在
の
場
所
に
た
ど
り
つ
く
。
歴
史
的
背
景
と
し
て
は
狩
猟
と
焼
畑
を
生
業

の
基
盤
と
し
て
移
動
が
常
態
の
時
代
が
あ
る
。
そ
の
後
に
定
住
し
て
、
水
田
耕
作
に
従
事
し
、
棚
田
で
稲
や
麦
な
ど
の
穀
物
を
収
穫
し
て
、

生
活
を
再
構
築
し
た
が
、
そ
の
事
情
は
神
話
で
は
語
ら
れ
な
い
。
ミ
ャ
オ
族
は
清
水
江
と
都
柳
江
の
間
に
広
が
る
苗
嶺
山
脈
の
森
林
を
切

り
開
い
て
村
を
作
っ
た
。
黔
東
南
で
は
山
間
部
へ
の
定
着
性
が
高
く
、
伝
承
で
は
三
百
年
か
ら
四
百
年
も
移
動
せ
ず
に
暮
ら
し
を
維
持
し

て
き
た
と
さ
れ
る
村
々
も
あ
っ
て
定
住
の
歴
史
は
長
い
。
た
だ
し
、
黔
東
南
の
伝
承
は
「
江
西
」
か
ら
来
た
と
か
、
東
方
の
故
郷
を
ザ
ガ

ン
ナ
（Zab gangx nal

）、「
水
辺
の
土
地
」
と
い
い
、
海
辺
や
川
辺
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。
死
者
は
最
後
は
祖
先
が
住
ん
で
い
た

源
郷
に
還
る
。
葬
式
の
時
に
は
麻
を
使
用
し
な
い
と
あ
の
世
に
行
け
な
い
と
信
じ
、
祖
先
の
古
い
着
物
で
あ
る
麻
で
死
体
を
包
む
。
故
郷

の
道
に
は
恐
ろ
し
い
猛
獣
が
い
て
麻
を
ま
と
っ
て
い
な
い
と
故
郷
に
辿
り
つ
け
な
い
。
麻
が
頼
り
で
あ
る
。

③

森
と
樹
木
の
世
界

第
三
は
山
地
民
と
し
て
「
森
と
樹
木
の
世
界
」
に
生
き
る
ミ
ャ
オ
族
の
世
界
観
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
先
祖
の
蝶
々
は
「
生
命
樹
」
と

し
て
の
楓
香
樹）
12
（

か
ら
生
ま
れ
た
。
楓
香
樹
↓
蝶
々
↓
人
間
と
展
開
し
、
洪
水
が
起
こ
り
生
き
残
っ
た
兄
妹
に
よ
る
近
親
相
姦
で
子
孫
が
生

ま
れ
現
在
に
至
る
。
ミ
ャ
オ
族
の
村
々
で
は
大
き
な
楓
香
樹
、つ
ま
り
「
母
な
る
樹
」（det m

angx

ト
ゥ
マ
ン）
13
（

）
が
、村
の
後
方
や
前
方
、

あ
る
い
は
中
央
の
広
場
に
生
え
て
い
る
光
景
に
出
会
う
こ
と
が
多
い
。
大
き
な
楓
香
樹
の
下
、
特
に
中
央
の
祭
場
や
山
の
上
に
は
「
蘆
笙
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坪
」
が
あ
っ
た
。
村
人
は
「
楓
香
樹
が
元
気
な
ら
村
は
栄
え
る
。
楓
香
樹
が
枯
れ
る
と
村
は
衰
え
る
」
と
い
い
、
暮
ら
し
の
支
え
や
心
の

拠
り
所
に
な
っ
て
い
る
。
楓
香
樹
は
「
母
な
る
樹
」
と
し
て
原
初
の
母
性
原
理
が
凝
結
し
て
い
る
。
子
授
け
を
願
う
と
き
は
楓
香
樹
に
祈

願
す
る
。
正
月
の
餅
を
つ
く
臼
や
杵
は
楓
香
樹
を
使
う
。
家
の
中
柱（dongt

ト
ン
）も
楓
香
樹
で「
保
命
竹
」（det xix nang

デ
シ
ニ
ャ

ン
）を
立
て
て
家
族
を
守
護
す
る
。
祖
先
祭
祀
で
の
水
牛
の
供
犠
に
際
し
て
水
牛
を
固
定
す
る
枠
も
楓
香
樹
で
造
る
。
楓
香
樹
で
橋
を
作
っ

て
子
授
け
を
願
う
。
焼
畑
の
移
動
生
活
の
時
は
、
次
の
移
転
地
に
楓
香
樹
の
苗
を
植
え
て
根
づ
い
た
後
に
移
動
し
た
。
村
の
繁
栄
が
保
証

さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
楓
香
樹
は
「
生
命
樹
」
で
あ
り
「
宇
宙
樹
」
で
も
あ
る
。
広
西
の
融
水
ミ
ャ
オ
族
は
広
場
の
中
央
に
楓
香
樹
の

柱
を
た
て
、
上
部
に
鳥
（
神
話
の
ジ
ー
ウ
ィ
鳥
）
を
造
形
し
、
柱
は
昇
り
龍
、
下
り
龍
に
譬
え
、
中
間
に
水
牛
の
角
を
象
る
。
天
地
を
結

ぶ
柱
で
男
女
合
体
も
意
味
す
る
。
大
地
は
人
体
に
譬
え
ら
れ
、
広
場
の
中
央
を
タ
ウ
ト
ウ
（
臍
）
と
い
う
。
男
性
の
蘆
笙
の
音
に
合
わ
せ

女
性
が
舞
う
。
蘆
笙
の
鳴
動
部
は
瓢
箪
、
全
体
は
稲
穂
に
譬
え
ら
れ
、
豊
饒
多
産
を
祈
願
す
る
。

④

洪
水
と
兄
妹
相
姦

第
四
は
原
初
の
語
り
と
し
て
の
「
洪
水
と
兄
妹
相
姦
」
で
あ
る
。
危
機
か
ら
の
再
生
に
よ
る
人
間
界
の
秩
序
の
生
成
で
、
原
初
に
人
類

の
始
祖
の
男
女
を
想
定
す
れ
ば
兄
妹
に
比
定
さ
れ
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
ミ
ャ
オ
族
の
居
住
地
で
最
も
怖
い
の
は
大
量
の
降
雨
に
よ
る
洪

水
（
鉄
砲
水
）
で
あ
り
、
雷
公
や
雷
神
と
の
争
い
は
生
活
体
験
に
基
づ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
日
照
り
の
時
は
降
雨
を
雷
神
に
祈
願
す

る
。
雷
山
県
の
中
央
に
聖
地
の
雷
公
山
が
あ
る）
14
（

。
ま
た
、
祭
祀
で
使
う
よ
く
使
う
銅
鼓
の
音
は
雷
音
を
模
す
と
い
わ
れ
、
銅
鼓
上
に
造
形

さ
れ
る
蛙
は
雷
神
の
息
子
と
い
う
。
兄
妹
婚
は
近
親
相
姦
（incest
）
で
現
実
の
社
会
で
は
禁
忌
だ
が
、
非
日
常
的
な
神
話
世
界
で
は
婚

姻
の
始
ま
り
と
し
て
聖
婚
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
る
。
た
だ
し
、
日
常
で
の
禁
忌
侵
犯
の
意
識
が
神
話
世
界
に
投
影
し
、
初
子
の
異
常
出
生

の
語
り
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
。
神
話
世
界
と
現
実
世
界
の
連
続
性
は
、
近
親
相
姦
の
許
容
と
い
う
現
実
の
反
転
か
ら
禁
忌
へ
と
い
う
規

範
を
織
り
込
ん
で
成
立
し
た
。
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神
話
で
は
不
幸
を
も
た
ら
す
醸
鬼
や
蠱
な
ど
、
魔
物
・
の
ろ
い
の
発
生
の
根
源
も
語

ら
れ
、
危
機
へ
の
自
覚
を
う
な
が
し
て
社
会
の
秩
序
の
安
定
を
画
策
す
る
。

⑤

祖
先
と
の
つ
な
が
り

第
五
は
「
祖
先
と
の
つ
な
が
り
」
を
確
認
す
る
。
創
世
神
話
で
は
木
鼓
を
伐
り
出
し
、

供
犠
す
る

牛
を
求
め
歩
き
、
祭
服
を
調
え
て
祖
先
を
祀
り
（
祭
祖
）、
鼓
を
山
に
送

る
様
相
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
。貴
州
省
黔
東
南
で
は
十
三
年
に
一
回（
実
質
十
二
年
）、

大
規
模
な
祖
先
祭
祀
、
ノ
ン
ニ
ウ
（nongx niel

鼓
蔵
節
、
鼓
社
節
、
吃
鼓
蔵
）
を
行

い
、
神
話
の
一
部
を
儀
礼
で
再
現
し
た）
15
（

。
五
十
頭
か
ら
二
百
頭
に
も
及
ぶ
水
牛
の
大
量

の
供
犠
を
行
う
（
図
１
）。
祖
先
は
蝶
々
の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
、人
類
始
祖
の
チ
ャ

ン
ヤ
ン
、
源
郷
に
帰
っ
て
行
っ
た
祖
先
、
父
系
親
族
集
団
の
先
祖
、
最
近
亡
く
な
っ
た

死
者
た
ち
な
ど
で
多
義
的
で
あ
る
。
祖
先
が
仮
装
し
て
村
落
を
訪
れ
る
場
合
も
あ
る）
16
（

。

ノ
ン
ニ
ウ
と
は
「
鼓
を
食
べ
る
」
と
言
う
意
味
で
、
祖
先
を
招
い
て
水
牛
を
供
犠
し
て

共
食
す
る
と
共
に
、
水
牛
を
祖
先
の
も
と
に
贈
物
と
し
て
送
り
届
け
る
。
祖
先
の
い
る

場
所
は
現
世
と
相
似
の
世
界
で
、
祖
先
は
現
世
と
同
じ
よ
う
に
、
水
牛
の
助
け
を
得
て
営
々
と
田
畑
を
耕
し
平
穏
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
水
牛
は
昔
か
ら
人
間
の
友
で
あ
り
耕
作
に
も
欠
か
せ
な
い
。

メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
は
死
後
に
楓
香
樹
に
戻
っ
た
と
さ
れ
、
祭
祀
ご
と
に
楓
香
樹
を
伐
っ
て
樹
を
刳
り
ぬ
い
て
両
端
を
牛
皮
で
封
じ

て
木
鼓
を
作
り
、
叩
い
て
霊
を
呼
び
出
す
。
木
鼓
の
中
空
に
は
祖
先
の
霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
祖
先
の
霊
を
村
に
運
び
こ
み
、

蘆
笙
（gix

キ
ー
）
の
音
色
に
合
わ
せ
て
村
に
運
び
降
ろ
す
。
木
鼓
は
村
の
上
方
や
中
央
の
蘆
笙
坪
に
備
え
て
叩
く
。
蘆
笙
が
奏
で
ら
れ
、 図１ 祖先祭祀の水牛の供犠
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若
い
娘
た
ち
は
輻
輳
す
る
音
色
に
合
わ
せ
て
舞
踊
す
る
。
傘
を
さ
し
て
仮
装
し
た
祖
先
が
訪
れ
て
生
者
と
交
流
す
る
所
も
あ
る
。
舞
は
祖

先
を
迎
え
送
る
所
作
を
表
す
と
い
う
。
儀
礼
が
終
了
す
る
と
、
祖
先
の
霊
魂
に
宿
る
木
鼓
を
山
中
の
洞
窟
の
鼓
石
窟
（khangd zat niel

カ
ー
ン
ツ
ァ
ニ
ウ
）
に
安
置
す
る
。
霊
魂
は
山
に
送
り
返
す
。
祖
先
の
住
む
他
界
は
、
鼓
石
窟
を
介
し
て
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
洞
窟

は
通
常
は
訪
問
出
来
な
い
禁
忌
の
場
所
で
、
祖
先
の
霊
魂
が
滞
留
す
る
と
も
観
念
さ
れ
る
。
か
つ
て
の
祖
先
の
暮
ら
し
を
想
起
さ
せ
る
場

で
、
安
置
し
た
木
鼓
を
叩
く
こ
と
は
禁
忌
で
あ
っ
た
。
解
放
前
は
、
神
送
り
の
後
に
木
鼓
を
叩
く
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
子
供
が
鼓
の
音
を

真
似
る
こ
と
も
禁
忌
で
、
音
が
聞
こ
え
れ
ば
祖
先
は
帰
っ
て
く
る
の
で
供
犠
を
再
度
行

う
必
要
が
あ
っ
た
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三
：
三
〇
二
﹈｡

神
話
で
語
ら
れ

る
洪
水
神
話
を
兄
と
妹
が
生
き
残
っ
た
時
に
の
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
瓢
箪
（K

hangb

）

は
、
岩
洞
（khangd

）
と
音
が
類
似
し
て
お
り
、
始
祖
を
想
起
す
る
場
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
。
地
域
は
異
な
る
が
、
施
洞
近
郊
の
偏
寨
の
銅
鼓
山
に
あ
る
鼓
石
窟
に
は
、

一
九
八
五
年
の
訪
問
時
に
は
木
鼓
が
三
つ
と
人
類
始
祖
の
女
性
像
（
史
婆
）
が
残
っ
て

い
た
（
図
２
）。
酒
素
（
ミ
ャ
オ
族
）
に
よ
れ
ば
木
鼓
は
五
〇
年
前
の
も
の
と
い
う
。

洞
窟
は
神
話
と
結
び
つ
く
原
初
の
地
で
あ
る
。

一
方
、
鳥
も
重
視
さ
れ
た
。
黔
東
南
の
月
亮
山
地
区
の
八
開
附
近
で
は
十
二
の
卵
を

温
め
た
と
い
う
ジ
ー
ウ
ィ
鳥
を
神
聖
視
し
、
祖
先
祭
祀
の
ノ
ン
ニ
ウ
に
は
鳥
を
描
い
た

旗
が
登
場
し
、
供
犠
獣
を
殺
害
す
る
巫
師
も
頭
の
上
に
鳥
を
か
た
ど
る
綿
の
飾
り
物
を

付
け
、
殺
害
す
る
刀
に
も
同
様
の
飾
り
を
し
て
鳥
の
羽
を
か
た
ど
る
。
鳥
は
霊
魂
を
運

ぶ
も
の
と
し
て
儀
礼
の
各
場
面
に
登
場
す
る
。
ミ
ャ
オ
族
に
と
っ
て
祖
先
は
、
神
話
と

図２ 人類始祖像と木鼓
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儀
礼
を
結
合
さ
せ
る
究
極
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
。
祖
先
を
通
し
て
死
後
の
世
界
の
実
在
性
を
確
認
し
、
生
活
の
安
定
と
保
障
を
得
た
。
祖

先
祭
祀
は
膨
大
な
富
の
蕩
尽
を
も
た
ら
し
一
挙
に
貧
乏
の
ど
ん
底
に
落
ち
、
再
び
富
を
蓄
積
し
て
十
三
年
の
後
に
祖
先
祭
祀
を
行
う
。
こ

の
巨
大
な
振
幅
に
よ
っ
て
死
者
や
祖
先
と
の
強
い
精
神
的
絆
を
結
び
直
す
。

⑥

神
話
の
日
常
化

第
六
は
「
神
話
の
日
常
化
」
で
神
話
や
祖
先
と
の
結
び
付
き
は
、
ノ
ン
ニ
ウ
の
よ
う
な
大
き
な
循
環
の
祭
祀
だ
け
で
な
く
、
日
常
的
に

維
持
さ
れ
て
い
た
。
朝
昼
晩
の
食
事
の
前
に
は
リ
ャ
ン
ダ
（liangb dab

）
と
称
し
て
、
ご
飯
と
肉
を
少
し
地
面
に
置
き
、
線
香
を
点
し

紙
銭
を
燃
や
し
て
大
地
に
い
る
祖
先
に
先
に
召
し
上
が
る
よ
う
に
勧
め
て
祖
先
へ
の
敬
意
を
表
す）
17
（

。
糯
米
酒
は
必
ず
一
滴
か
二
滴
を
地
面

に
垂
ら
し
て
祖
先
に
感
謝
す
る
。
祖
先
は
大
地
に
い
る
と
い
う
感
覚
は
強
い
。
広
西
の
融
水
で
は
囲
炉
裏
の
火
所
に
祖
先
が
宿
る
と
し
て

供
物
を
捧
げ
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
。
村
の
中
に
は
「
祖
先
の
故
地
」
に
通
じ
る
一
筋
の
「
霊
魂
の
通
り
道
」
が
あ
る
と
さ
れ
、
祭
り
の
時

に
は
祖
先
の
霊
魂
が
行
き
来
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
道
の
上
に
家
を
建
て
る
こ
と
は
禁
忌
で
あ
る
。
死
者
の
魂
は
必
ず
祖
先
の
住
む

東
方
の
故
郷
に
帰
る
。
日
常
生
活
で
問
題
が
あ
っ
た
り
、病
気
に
な
っ
た
り
、不
幸
が
続
く
と
、家
の
中
の
楓
香
樹
の
中
柱
の
神
樹
を
祀
っ

て
、
屋
外
の
大
き
な
岩
や
楓
香
樹
に
祈
願
し
て
願
を
か
け
る
。
祖
先
は
家
の
中
の
囲
炉
裏
や
正
面
の
祭
壇
な
ど
に
祀
ら
れ
て
日
常
的
に
繋

が
り
が
維
持
さ
れ
た
。
祖
先
は
い
つ
も
身
近
に
い
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
年
間
の
数
多
く
の
年
中
行
事
ご
と
に
祖
先
を
祀
る
。
丹
寨
県

の
ミ
ャ
オ
族
は
祖
先
を
表
す
蝶
を
日
常
着
の
衣
裳
に
刺
繍
し
て
一
体
感
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。衣
服
の
刺
繍
に
は
神
話
に
登
場
す
る
鶏
、

雷
公
、
龍
、
虎
、
蛇
、
象
、
魚
、
蝦
、
蜈
蜙
、
花
、
草
、
チ
ャ
ン
ヤ
ン
な
ど
が
造
形
さ
れ
て
お
り
、
祭
祀
で
は
盛
装
し
た
衣
服
を
ま
と
い

水
牛
や
龍
や
鳳
凰
を
か
た
ど
る
銀
飾
を
頭
に
つ
け
る
こ
と
で
神
話
世
界
と
一
体
化
し
た
（
図
３
）。
衣
服
は
実
用
性
を
超
え
て
神
話
世
界

の
表
現
媒
体
と
な
る
。
儀
礼
の
実
践
に
よ
っ
て
神
話
を
呼
び
覚
ま
し
て
社
会
を
再
生
さ
せ
、
動
植
物
の
生
命
力
を
身
体
の
中
に
体
現
さ
せ

る
こ
と
を
意
図
す
る
。
人
間
は
動
物
や
植
物
な
ど
自
然
の
様
々
な
生
命
力
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
、自
然
の
一
部
に
な
る
。
農
耕
儀
礼
や
橋
・
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村
を
巡
る
祭
祀
は
神
話
と
の
繋
が
り
を
意
識
化
さ
せ
る
機
会
で
あ
り
、
ミ
ャ
オ
族
の
日
常
生
活
は
「
儀
礼
の
日
常
化
」
を
通
し
て
神
話
世

界
と
の
連
続
性
を
保
っ
て
い
た
。

ミ
ャ
オ
族
の
家
の
床
に
は
木
橋
が
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
橋
を
祀
っ
て
家
族
の
安
寧
子
授
け
を
祈
り
家
族
の
安
全
を
願
う
「
敬
橋
」

（diangb jux
）
の
儀
礼
は
頻
繁
に
行
わ
れ
る
。
屋
外
に
は
父
系
親
族
ご
と
の
橋
が
あ
っ
て
家
族
の
祖
先
や
父
系
の
祖
先
が
祀
ら
れ
る
。

橋
は
現
世
と
他
界
を
結
ぶ
境
界
で
あ
り
、
子
授
け
や
病
気
治
し
な
ど
、
神
霊
や
祖
先
へ
の
様
々
な
願
い
が
こ
の
地
点
に
託
さ
れ
、
神
話
の

語
り
も
橋
の
畔
で
唱
え
る
こ
と
が
あ
る
。
祖
先
は
神
話
で
語
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
常
に
生
き
て
い
る
人
々
の
身
近
に
あ
っ
て
守
護
し
て

く
れ
る
と
い
う
感
覚
が
強
い
。
そ
の
由
来
を
語
る
古
歌
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

日
常
の
農
作
業
で
は
糯
米
飯（gad nef

）は
祭
り
の
日
の
た
め
に
、そ
し
て
家
族
の
者
の
結
婚
な
ど
の
祝
事
に
必
ず
供
え
る
こ
と
に
な
っ

て
い
て
、
普
段
か
ら
特
別
に
手
間
を
か
け
て
栽
培
す
る
。
い
ず
れ
の
祖
先
祭
祀
に
も
餅
、
糯
米
飯
、
糯
米
酒
が
捧
げ
ら
れ
、
祖
先
伝
来
の

飲
食
物
で
あ
る
こ
と
を
髣
髴
さ
せ
る
。

「
神
話
の
日
常
化
」
の
極
に
稲
の
刈
入
れ
の
収
穫
祭
に
あ
た
る

旧
十
月
頃
の
年
越
し
行
事
「
苗
年
」、
ノ
ン
ニ
ャ
ン
（nongx 

niangx

）
が
行
わ
れ
「
神
話
の
日
常
化
」
を
反
転
さ
せ
る）
18
（

。
こ

の
日
、
楓
香
樹
に
は
正
月

さ
ん
の
ニ
ャ
ン
コ
ン
（
仰
公
）
が
収

穫
を
祝
い
に
降
り
て
く
る
と
さ
れ
る
。
ニ
ャ
ン
は

さ
ん
（
祖
先

の
意
味
も
あ
る
）、
ノ
ン
は
食
べ
る
、
ニ
ャ
ン
は

さ
ん
で
化
身

の
餅
を
食
べ
る
﹇
鈴
木

二
〇
〇
八
：
一
六
二
﹈。
苗
年
で
は
楓

香
樹
で
作
っ
た
臼
と
杵
を
用
意
し
、
杵
で
搗
い
て
作
っ
た
糯
米
飯

図３ 祭場での盛装したミャオ族の
女性
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と
糯
米
餅
を
ご
馳
走
と
し
て
、
糯
米
酒
と
共
に
家
の
内
部
の
楓
香
樹
で
作
っ
た
中
柱
に
供
え
て
紙
銭
を
焼
い
て
祖
先
に
祈
念
す
る
。
か
つ

て
東
方
の
海
辺
や
河
辺
に
住
ん
で
い
た
時
の
常
食
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
魚
（nail

）
を
供
物
と
し
て
捧
げ
る
。
家
で
の
祈
願
の
後
、
若
い

娘
た
ち
は
屋
外
の
蘆
笙
坪
や
草
分
け
筋
の
田
圃
に
行
っ
て
蘆
笙
舞
を
舞
う
。
こ
の
時
、
大
地
を
踏
み
し
め
る
の
は
、
大
地
の
祖
先
の
霊
と

の
交
感
が
目
的
で
、
祖
先
と
の
繋
が
り
を
確
認
す
る
意
図
が
あ
る
。
銅
鼓
舞
も
同
様
で
あ
る
。
大
地
と
祖
先
と
の
結
び
つ
き
は
日
常
と
非

日
常
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
る
。

⑦

神
話
と
社
会
の
つ
な
が
り

第
七
は
「
神
話
と
社
会
と
の
つ
な
が
り
」
で
あ
る
。
ミ
ャ
オ
族
の
社
会
は
父
系
血
縁
集
団
の
チ
ャ
ン
ニ
ウ
（jangd niel,

鼓
社
）
を
基

礎
単
位
と
す
る
。
チ
ャ
ン
ニ
ウ
、い
わ
ゆ
る
「
鼓
社
」
は
日
常
生
活
を
統
御
す
る
社
会
組
織
の
基
盤
と
言
え
る
。
こ
の
中
か
ら
世
襲
の
「
鼓

蔵
頭
」（ghab niel,hfud niel

ガ
ニ
ウ
）
が
選
ば
れ
、
宗
教
的
職
能
者
（
巫
師
）
の
ア
シ
ャ
ン
と
共
に
、
祖
先
祭
祀
の
ノ
ン
ユ
ウ
を
行
い

神
話
を
一
部
再
現
す
る
。「
鼓
社
」
の
有
力
者
た
ち
は
ゴ
ゥ
ラ
ン
（gheud hlangb

、
議
榔
）
と
い
う
会
議
を
大
き
な
岩
の
前
で
合
同
で

開
催
す
る
。
掟
を
定
め
、
重
要
な
意
志
決
定
を
行
う
会
議
で
、
決
定
事
項
を
神
聖
な
岩
の
前
で
誓
っ
た
。
主
宰
者
は
ル
ー
（lul,hfud 

lul

）、
通
称
「
理
老
」
と
呼
ば
れ
て
公
明
正
大
で
あ
っ
た
。「
鼓
社
」「
議
榔
」「
理
老
」
は
社
会
の
基
本
を
形
成
す
る
三
本
柱
と
さ
れ
﹇
李

廷
貴
・
酒
素

一
九
八
一
﹈、
人
類
始
祖
の
チ
ャ
ン
ヤ
ン
が
こ
の
制
度
を
創
始
し
た
と
す
る
伝
承
も
あ
り
、
神
話
と
社
会
は
結
合
し
て
い
た
。

⑧

生
き
て
い
る
神
話

第
八
は
「
生
き
て
い
る
神
話
」
で
、
解
放
前
の
伝
承
で
あ
る
が
、
多
数
あ
る
神
話
の
歌
の
う
ち
「
蝴
蝶
歌
」（
蝶
母
誕
生
、
十
二
箇
蛋
、

兄
弟
分
居
、
打
殺
蜈
蜙
、
尋
找
木
鼓
、
追
尋

牛
、
尋
找
祭
服
、
打
猟
祭
祖
）
と
い
う
蝶
々
の
誕
生
、
十
二
の
卵
の
生
成
、
祭
祖
の
供
犠

の
準
備
、
供
犠
に
よ
る
祖
先
祭
祀
を
語
る
部
分
は
ノ
ン
ニ
ウ
の
儀
礼
の
場
で
し
か
歌
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）

一
九
八
三:

一
一
﹈。
ま
た
、
洪
水
神
話
の
「
洪
水
滔
天
」
は
簡
単
に
は
歌
わ
ず
、
歌
う
時
は
必
ず
屋
外
に
行
っ
て
ア
ヒ
ル
か
ニ
ワ
ト
リ
を
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供
犠
し
て
祖
先
を
和
め
て
か
ら
歌
っ
た
と
い
う
。
兄
妹
結
の
伝
承
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
祖
先
を
あ
ざ
け
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
し
て
屋
外
で
歌
い
、家
の
中
で
は
歌
わ
な
い
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三:

三
〇
二
﹈。
ま
さ
し
く
「
生
き
て
い
る
神
話
」

と
し
て
歌
い
語
ら
れ
た
。
神
話
は
時
を
隔
て
て
も
儀
礼
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
て

り
を
果
た
し
た
。
ミ
ャ
オ
族
は
日
常
生
活
や
儀
式
と
神

話
と
の
結
び
付
き
が
顕
著
で
、
常
に
祖
先
と
の
絆
を
維
持
し
、
繰
り
返
し
原
初
に
立
ち
戻
っ
て
自
己
の
あ
り
方
を
位
置
付
け
直
し
集
団
や

社
会
の
結
束
を
高
め
て
き
た）
19
（

。
祭
祀
に
は
欠
か
せ
な
い
蘆
笙
も
天
上
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
伝
説
を
伝
え
る）
20
（

（
図
４
）。
吹
く
季
節

も
収
穫
後
か
ら
春
節
終
了
ま
で
限
定
さ
れ
て
い
て
、
禁
忌
を
破
っ
て
吹
く
と
大
雨
や
山

崩
れ
が
起
こ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
蘆
笙
は
神
聖
性
を
持
つ
が
、
村
と
村
、
人
と
人

を
結
び
つ
け
る
社
交
性
に
富
む
楽
器
で
も
あ
る
。

⑨

隣
接
す
る
諸
集
団
と
の
関
係
性

第
九
は
「
隣
接
す
る
諸
集
団
と
の
関
係
性
」
で
あ
る
。
神
話
に
よ
る
と
言
葉
を
話
せ

な
か
っ
た
人
々
が
、
竹
が
焼
け
て
は
ぜ
る
音
を
真
似
し
て
、
ミ
ャ
オ
と
客
家
と
ト
ン

（
侗ト
ン

）
の
三
つ
の
集
団
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
、
こ
の
三
つ
な
の
か
。
お
そ
ら
く
は

伝
承
を
保
持
し
て
い
た
話
者
の
生
き
方
と
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
口
頭
伝
承

に
は
話
者
に
生
き
た
時
代
の
記
憶
も
混
入
す
る
。
ま
た
、漢
族
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、

「
文
字
を
持
っ
て
い
た
の
に
喪
失
し
た
」と
い
う
語
り
が
注
目
さ
れ
る
。『
苗
族
史
詩
』「
犂

耙
大
地
」
は
ミ
ャ
オ
族
は
な
ぜ
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
の
か
を
告
げ
る
。
楓
香
樹
の
種

を
植
え
る
時
に
使
っ
た
鋤
が
牡
牛
に
、
そ
し
て
岩
に
変
じ
て
、
紙
と
本
を
飲
み
込
ん
で

し
ま
っ
た
と
い
う
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三:

一
五
〇
﹈。
こ
の
テ
ク
ス
ト

図４ 蘆笙を吹く人々
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の
話
者
の
い
た
台
江
県
の
村
と
漢
族
の
駐
屯
軍
の
根
拠
地
が
あ
っ
た
鎮
遠
は
、
さ
ほ
ど
離
れ
て
お
ら
ず
ミ
ャ
オ
族
と
漢
族
の
交
渉
が
密
で

あ
っ
た
。
漢
族
へ
の
対
抗
と
し
て
文
字
喪
失
の
伝
承
を
生
み
出
す
状
況
が
あ
っ
た
。
李
廷
貴
は
一
九
五
六
年
に
黔
東
南
の
雷
山
県
で
別
の

言
い
伝
え
を
聞
き
取
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
漢
族
と
ミ
ャ
オ
族
は
兄
弟
で
共
に
南
方
に
向
か
っ
た
時
に
河
を
渡
る
こ
と
に
な
り
、
漢
族
は

漢
字
の
本
を
頭
に
載
せ
て
い
た
が
、
ミ
ャ
オ
族
は
口
に
咥
え
て
い
て
深
み
に
差
し
掛
か
っ
た
時
に
あ
わ
て
て
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ

れ
以
来
ミ
ャ
オ
族
は
歴
史
を
頭
の
中
に
記
憶
し
て
説
明
す
る
よ
う
に
な
り
、
漢
族
は
書
か
れ
た
も
の
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う

﹇Schein 2000:42~43
﹈。
ミ
ャ
オ
族
が
な
ぜ
文
字
を
持
た
な
い
の
か
を
正
当
化
す
る
言
説
は
、
漢
族
へ
の
対
抗
言
説
で
あ
る
。
文
字
喪

失
の
伝
承
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
威
寧
県
石
門
坎
の
「
花
苗
」（
モ
ン
）
の
間
で
も
語
ら
れ
﹇
吉
開

二
〇
一
〇
：
一
一
六
﹈。
同
系
統
の

モ
ン
の
難
民
の
間
で
も
同
様
の
伝
承
が
あ
る
と
い
う
。

神
話
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
「
蠱
」（
漢
語
は
グguk

）
は
女
性
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
毒
物
と
さ
れ
、
意
図
的
に
相
手
に
の
ろ
い
を

か
け
る
邪
術
（sorcery

）
に
あ
た
る
。
毒
物
は
、
蛇
、
毛
虫
、
蛙
、
蛭
な
ど
か
ら
作
ら
れ
、
食
物
か
ら
感
染
し
て
体
内
で
生
育
し
て
害

を
及
ぼ
す
と
さ
れ
、
特
に
母
か
ら
娘
に
う
つ
る
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三
：
二
九
八
﹈。
ミ
ャ
オ
族
だ
け
で
な
く
他
の
民
族
や

漢
族
に
も
見
ら
れ
る
。
ミ
ャ
オ
族
の
居
住
地
で
「
蠱
」
が
台
江
県
に
多
い
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
地
で
は
ミ
ャ
オ
族
と
漢
族
が
混
住
し
て

通
婚
し
て
お
り
、
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
た
時
に
生
じ
た
格
差
に
嫉
妬
の
感
情
が
生
ま
れ
て
、
の
ろ
い
発
生
に
向
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、

「
地
域
性
」
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
口
頭
伝
承
と
「
地
域
性
」
は
深
く
連
関
し
て
い
る
。

⑩

ノ
ン
ニ
ウ
の
実
態

筆
者
が
貴
州
を
最
初
に
訪
問
し
た
の
は
一
九
八
三
年
で
、
再
訪
し
た
一
九
八
五
年
は
改
革
解
放
後
の
初
め
て
の
丑
年
で
あ
っ
た
。
各
地

で
ノ
ン
ニ
ウ
が
復
活
し
た
と
い
う
情
報
が
あ
っ
た
が
、外
国
人
へ
の
未
開
放
地
で
様
々
な
障
害
が
あ
っ
て
自
由
な
調
査
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
十
一
月
に
ミ
ャ
オ
族
の
正
月
に
あ
た
る
苗
年
に
黔
東
南
を
訪
れ
て
凱
里
県
・
剣
河
県
・
雷
山
県
の
ノ
ン
ニ
ウ
に
つ
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い
て
聞
書
を
と
っ
た
﹇
鈴
木

一
九
九
二 

﹈。
更
に
丑
年
の
一
九
九
七
年
に
は
黔
東
南
の
雷
山
県
報
徳
郷
烏
流
寨
の
ノ
ン
ニ
ウ
に
参
加
し

﹇
鈴
木

一
九
九
九
﹈、
卯
年
の
一
九
九
九
年
に
黔
南
の
都
江
鎮
小
脳
村
で
ノ
ン
ニ
ウ
を
見
学
し
て
概
要
を
報
告
し
た
﹇
鈴
木 

二
〇
〇
二

ａ
﹈。
そ
の
結
果
、各
地
に
は
断
片
的
だ
が
始
祖
伝
承
が
伝
え
ら
れ
、究
極
の
祖
先
は
楓
香
樹
か
ら
生
ま
れ
た
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
だ
が
、

男
女
の
兄
妹
の
人
類
始
祖
を
祀
る
、
女
性
の
始
祖
の
祭
祀
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
系
譜
上
で
父
系
血
縁
の
始
祖
や
祖
先
も
祀
る
、
あ
る
い

は
前
回
と
の
十
二
年
の
間
の
死
者
を
供
養
す
る
な
ど
、
多
重
的
で
重
層
的
な
祖
先
観
が
認
め
ら
れ
た
﹇
鈴
木

二
〇
〇
二
ａ
：
五
八
﹈。

烏
流
寨
の
場
合
は
木
鼓
は
か
つ
て
は
対
岸
の
洞
窟
に
安
置
し
て
神
聖
視
さ
れ
、
祭
祀
の
時
の
持
ち
運
び
や
木
鼓
を
叩
く
こ
と
に
は
特
別

の
禁
忌
が
伴
っ
て
い
た
。
今
回
は
水
牛
の
供
犠
は
丹
念
に
育
て
た
一
頭
だ
け
で
あ
っ
た
。
人
間
の
祖
先
は
木
鼓
（
ニ
ウ
）
を
作
る
楓
香
樹

か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
承
は
あ
っ
た
。
ノ
ン
ニ
ウ
は
か
つ
て
は
厳
格
な
祖
先
祭
祀
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
ノ
ン
ニ
ウ
の
原
義
で

あ
る
「
鼓
を
食
べ
る
」
の
通
り
、
祭
祀
で
は
楓
香
樹
（
時
に
は
楠
木
）
の
皮
を
は
い
で
食
べ
る
習
俗
も
あ
っ
た
と
い
う
。
樹
木
を
食
べ
て

祖
先
と
一
体
に
な
る
。
樹
木
を
食
べ
て
祖
先
を
体
内
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
神
話
が
連
続
性
を
持
ち
、
実
践
と
し
て
機
能
し
て
い
た

と
言
え
る
。
烏
流
寨
で
は
木
鼓
だ
け
で
な
く
銅
鼓
も
使
わ
れ
、神
霊
を
呼
び
覚
ま
す
祭
具
と
し
て
厳
重
な
禁
忌
の
も
と
で
管
理
し
て
い
た
。

銅
鼓
そ
の
も
の
が
祖
先
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た）
21
（

。

小
脳
村
の
場
合
は
女
性
の
始
祖
を
祀
る
意
識
が
強
く
、
初
日
に
各
家
で
女
性
の
衣
装
に
供
物
を
捧
げ
て
祭
り
の
場
に
招
い
た
。
供
物
に

は
祖
先
の
源
郷
に
行
く
た
め
に
必
要
な
麻
と
故
地
で
の
食
べ
物
で
あ
っ
た
魚
を
供
え
る
。
男
女
共
に
神
話
の
「
祭
祖
衣
」
を
つ
け
、
女
性

の
被
り
物
を
つ
け
た
仮
装
の
祖
先
が
各
房
族
（lineage

）
の
代
表
の
家
か
ら
出
て
、
村
の
中
央
の
聖
な
る
大
岩
の
下
で
祈
願
し
た
後
に
、

水
牛
を
引
き
回
す「
牛
塘
場
」に
出
現
し
た
。
傘
を
か
た
ど
る
姿
は
か
つ
て
の
祖
先
が
故
郷
か
ら
辿
っ
て
き
た
姿
を
現
す
の
だ
と
い
う（
図

４
）。
夜
半
に
五
十
頭
に
達
す
る
水
牛
の
大
量
の
供
犠
が
祈
り
を
籠
め
て
行
わ
れ
他
界
に
送
ら
れ
た
。
水
牛
は
神
話
の
中
で
は
人
類
と
共

に
出
現
し
た
兄
弟
と
さ
れ
、
死
後
の
世
界
で
も
生
活
を
共
に
す
る
の
で
、
供
犠
に
よ
っ
て
水
牛
を
祖
先
の
霊
と
共
に
他
界
に
送
る
こ
と
で
、
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死
後
の
世
界
の
安
寧
が
保
た
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
二
年
後
の
二
〇
一
一
年
は
ノ
ン
ニ
ウ
執
行
の
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
に

は
祭
祀
を
行
う
か
否
か
賛
否
を
問
う
投
票
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
反
対
派
が
多
数
を
占
め
た
。
し
か
し
、
多
数
決
で
は
負
け
た
賛
成
派

が
十
二
年
間
の
死
者
供
養
の
た
め
に
絶
対
行
う
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
多
数
決
は
ひ
っ
く
り
返
っ
て
祭
祀
を
行
い
二
百
十
頭
に
達
す

る
水
牛
が
供
犠
さ
れ
た
と
い
う
。
伝
承
の
根
強
さ
が
強
い
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
た
。

し
か
し
、
時
代
は
大
き
く
変
わ
り
、
神
話
は
語
り
か
ら
文
字
テ
ク
ス
ト
に
移
行
し
、
儀
礼
も
宗
教
性
を
薄
め
て
華
美
に
演
出
さ
れ
た
舞

踊
を
主
体
と
す
る
傾
向
が
強
ま
り
、
神
話
と
儀
礼
の
連
続
性
は
崩
壊
し
た
。
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
伝
承
は
「
死
ん
だ
神
話
」
と
な
っ
て
、

民
族
に
関
わ
る
出
版
物
や
写
真
集
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
に
様
々
な
言
説
や
表
象
と
な
っ
て
流
用
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ン
ニ
ウ
に
つ
い
て
の
故
老
か

ら
の
聞
書
や
研
究
報
告
も
蓄
積
さ
れ
出
版
物
も
増
え
た
が）
22
（

、
既
に
過
去
の
出
来
事
で
あ
り
、
文
化
資
源
と
し
て
の
利
用
が
画
策
さ
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
か
つ
て
の
「
迷
信
活
動
」
は
現
在
で
は
「
非
物
質
文
化
遺
産
」、
い
わ
ゆ
る
「
無
形
文
化
遺
産
」（intangible 

cultural heritage

）
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
23
（

。
二
〇
〇
六
年
に
ノ
ン
ニ
ウ
は
「
苗
族
鼓
蔵
節
」
と
し
て
「
第
一
批

国
家

級
非
物
質
文
化
遺
産
」
に
登
録
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動
き
に
は
ユ
ネ
ス
コ
（U

N
ESCO

）
が
進
め
る
世
界
遺
産
の
登
録
の
影
響
が
大
き

い）
24
（

。
特
に
二
〇
〇
九
年
か
ら
は
各
国
の
申
告
に
よ
る
無
形
文
化
遺
産
を
代
表
一
覧
表
へ
登
録
す
る
作
業
が
始
ま
っ
て
活
発
化
し
た
。
現
地

で
は
観
光
化
が
急
速
に
進
展
し
、
村
々
で
の
口
頭
伝
承
の
継
続
は
危
機
的
な
状
態
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
に
黔
東
南
の
雷
山
県
の
苗
年
の

時
に
幾
つ
か
の
村
々
を
訪
れ
た
が
、
急
激
な
変
化
は
村
人
の
生
活
を
攪
乱
し
伝
統
の
存
続
は
危
う
い
。

三
、
神
話
の
読
み
替
え
と
民
族
の
再
構
築

中
国
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
神
話
の
読
み
替
え
が
始
ま
っ
た
。
他
者
表
象
を
脱
却
し
て
、自
己
表
象
を
主
張
す
る
動
き
の
中
で
、

神
話
は
少
数
民
族
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
の
源
泉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ミ
ャ
オ
族
の
起
原
と
し
て
注
目
さ
れ
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て
き
た
の
は
春
秋
戦
国
期
の
「
三
苗
」
で
あ
る
。「
三
苗
」
源
流
説
は
文
献
上
の
「
苗
」
と
い
う
文
字
の
共
通
性
を
最
大
の
根
拠
と
し
て
、

南
宋
の
朱
子
以
来
、
明
代
を
経
て
清
代
の
考
証
家
に
引
き
継
が
れ
た
﹇
伍
新
福
一
九
九
九:

七
﹈。
鳥
居
龍
蔵
の
『
苗
族
調
査
報
告
』﹇
鳥

居

一
九
〇
七
（
一
九
七
六
）﹈
も
「
三
苗
」
起
原
説
を
踏
襲
し
た
。
し
か
し
、「
三
苗
」
の
年
代
は
四
千
年
か
ら
五
千
前
と
推
定
さ
れ
る

堯
・
舜
・
禹
の
時
代
で
あ
り
反
論
も
多
い）
25
（

。
同
じ
文
字
表
記
を
根
拠
と
し
て
時
空
を
越
え
て
結
び
つ
け
る
漢
族
の
知
識
人
の
発
想
で
あ
る
。

『
苗
族
簡
史
』
は
、
古
代
の
『
国
語
』「
楚
語
」
の
注
記
の
「
三
苗
九
黎
、
蚩
尤
之
徒
也
」
や
「
三
苗
復
九
黎
之
徳
」
な
ど
を
引
き
、『
呂

氏
春
秋
』「
蕩
兵
」
や
『
戦
国
策
』「
秦
」
の
高
誘
注
な
ど
を
併
せ
て
、蚩
尤
は
「
九
黎
之
君
」（
首
長
）
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。『
書
経
』

（
尚
書
）「
呂
刑
」
の
釈
文）
26
（

、『
禮
記
』「
衣
疏
」
が
引
く
鄭
注
『
甫
刑）
27
（

』
の
記
述
を
援
用
し
、
九
黎
の
首
領
で
あ
っ
た
蚩
尤
が
黄
帝
に
敗
れ
、

共
に
戦
っ
た
九
黎
の
子
孫
が
、
北
方
か
ら
南
方
に
逃
れ
て
堯
・
舜
・
禹
の
時
代
に
「
三
苗
」
を
形
成
し
た
。
商
代
・
周
代
に
は
長
江
中
流

域
は
「
荊
楚
」「
南
蛮
」
と
呼
ば
れ
、「
楚
国
」
の
民
と
な
っ
た
と
推
定
し
、
現
在
の
ミ
ャ
オ
族
の
起
源
と
古
代
の
「
九
黎
」「
三
苗
」「
南

蛮
」「
楚
」
に
は
密
接
な
関
係
が
推
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
﹇＜

苗
族
簡
史＞

編
写
組

一
九
八
五:

一
〜
二）
28
（

﹈。『
書
経
』
以
後
、
春
秋

戦
国
期
か
ら
秦
漢
時
代
の
史
書
に
、「
三
苗
」「
苗
民
」「
苗
氏
」
の
記
載
が
あ
り
、『
戦
国
策
』「
魏
策
」
は
「
昔
者
三
苗
之
居
、
左
彭
蠡

之
波
、
右
洞
庭
之
水
、
汶
山
在
其
南
、
衡
山
在
其
北
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ミ
ャ
オ
族
の
故
地
を
長
江
中
流
域
（
江
西
・
湖
北
・

湖
南
）
に
比
定
す
る
推
論
の
根
拠
と
す
る
。
彭
蠡
は
現
在
の
鄱
陽
湖
で
、
洞
庭
湖
と
の
位
置
関
係
は
現
状
と
一
致
す
る
。「
三
苗
」
は
北

方
の
勢
力
に
押
さ
れ
て
南
方
へ
、
黄
河
流
域
か
ら
長
江
中
下
流
域
に
移
動
し
て
勢
力
を
立
て
直
し
た
集
団
と
解
釈
し
て
﹇≪

苗
族
簡
史≫

編
写
組
（
編
）
一
九
八
五
：
七）
29
（

﹈、
こ
の
説
が
利
用
さ
れ
た
。

一
九
九
〇
年
代
に
は
「
三
苗
」
か
ら
さ
ら
に
時
代
を
上
げ
て
蚩
尤
に
遡
及
す
る
説
が
登
場
す
る
。
黄
帝
に
対
抗
し
涿
鹿
の
野
で
戦
っ
て

敗
北
し
た
蚩
尤
を
ミ
ャ
オ
族
の
究
極
の
始
祖
と
す
る
の
で
あ
る
。
清
代
末
期
に
登
場
し
た
黄
帝
を
漢
族
の
祖
と
す
る
説
に
対
し
、
蚩
尤
を

ミ
ャ
オ
族
の
祖
と
し
て
、
漢
族
対
非
漢
族
の
図
式
を
古
代
に
投
影
し
た
。
そ
し
て
、『
後
漢
書
』「
南
蛮
西
南
夷
列
伝
」（
五
世
紀
）
が
記
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す
「
長
沙
・
武
陵
蛮
」
が
そ
の
後
裔
で
あ
る
と
考
え
る
。
史
実
と
想
像
と
虚
構
を
な
い
交
ぜ
に
し
た
歴
史
の
創
出
で
あ
る
。

歴
史
記
述
と
し
て
は
、
古
代
の
中
国
の
史
書
の
う
ち
、
南
方
の
民
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
は
『
史
記
』
西
南
夷
伝
（
紀
元
前
一
世
紀
）

が
初
出
で
あ
る
﹇
竹
村

一
九
八
一:

二
二
九
﹈。
そ
の
後
は
「
正
史
」
が
辺
境
の
民
を
「
蛮
」
と
し
て
記
述
す
る
慣
行
が
出
来
た
。
大
き

な
表
記
の
転
換
は
宋
代
以
降
に
起
こ
る
。『
渓
蠻
叢
笑
』（
一
二
世
紀
末
）
は
、
長
江
中
流
域
に
「
五
渓
蛮
」
が
い
て
、「
皆
盤
瓠
種
也
」

と
記
し
、

、

、

、

、

の
五
種
の
集
団
名
称
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ
が
現
在
に
繋
が
る
個
別
名
称
で
あ
る
﹇
竹
村

一
九
八
一:

二
四
五
〜
二
四
六）
30
（

﹈。
た
だ
し
、「
苗
」
は
「

」
と
表
記
さ
れ
、
漢
字
に
「
豸
」
を
付
け
て
人
間
で
は
な
く
動
物
に
近
い
と

い
う
蔑
称
で
、
漢
族
か
ら
見
た
偏
見
を
含
む
。
五
渓
と
は
沅
江
の
五
つ
の
支
流
の
こ
と
で
、
貴
州
に
源
を
発
し
、
洞
庭
湖
に
注
ぐ
。
こ
の

記
述
は
宋
代
の
漢
族
の
南
方
進
出
で
原
住
民
が
沅
江
流
域
に
追
い
や
ら
れ
た
状
況
で
あ
る
。
な
お
、
現
代
と
の
連
続
性
を
考
慮
す
れ
ば
、

「
苗
」
の
記
述
を
文
献
上
で
確
定
で
き
る
の
は
、
宋
代
の
紹
煕
五
年
（
一
一
九
四
）
に
朱
子
が
潭
州
（
現
在
の
長
沙
）
に
役
人
と
し
て
赴

任
し
た
時
に
、「
苗
」
を
「
渓
峒
蛮
」
の
一
つ
の
「
最
軽
捷
者
」
と
し
た
記
録
（『
朱
子
公
集
』
巻
七
一
）
で
あ
る）
31
（

。「
長
沙
・
武
陵
蛮
」

以
後
の
長
期
の
空
白
を
経
て
、
盤
瓠
の
末
裔
と
い
う
宋
代
の
「
五
渓
蛮
」
に
直
結
し
た
。
現
在
の
貴
州
省
の
ミ
ャ
オ
族
の
間
で
は
、
漢
代

に
長
江
中
流
域
に
居
住
し
て
い
た
「
長
沙
・
武
陵
蛮
」
に
遡
る
こ
と
は
定
説
と
な
り
、
ミ
ャ
オ
族
の
村
々
で
頻
繁
に
聞
か
れ
る
祖
先
の
故

郷
が
大
河
の
流
域
や
海
に
近
い
所
に
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
こ
の
主
張
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
と
め
る
と
、「
苗
」
は
、
①
春
秋
戦
国
期
の
「
三
苗
」「
苗
民
」「
有
苗
」、
②
司
馬
遷
『
史
記
』（
紀
元
前
一
世
紀
）「
五
帝
本
紀
」
の

「
三
苗
」、
③
宋
代
の
朱
子
（
朱
熹
）
や
朱
輔
の
記
述
に
よ
る
「

」「
猫
」、
④
元
・
明
代
の
正
史
や
地
方
志
な
ど
の
「

」「
猫
」「
苗）
32
（

」、

⑤
明
・
清
時
代
に
確
立
し
た
他
称
と
し
て
の
「
苗
」、
⑥
清
代
の
正
史
や
地
方
志
、『
苗
蛮
図
冊
』『
黔
苗
図
説
』『
苗
蛮
図
』『
番
苗
画
冊
』

な
ど
「
苗
冊
」
の
中
の
「
苗
」、
⑦
中
華
民
国
時
代
に
先
住
民
と
し
て
再
構
築
さ
れ
た
「
苗
」、
⑧
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
の
民
族
識
別

で
確
定
さ
れ
た
「
苗
族
」、
と
い
う
八
つ
の
時
代
に
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
画
期
的
な
変
化
は
、
中
華
人
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民
共
和
国
に
よ
る
民
族
識
別
以
降
で
あ
り
、
近
代
概
念
の
「
苗
族
」
は
「
民
族
」
の
帰
属
を
意
識
化
さ
せ
、
全
く
異
な
る
状
況
を
生
み
出

し
た
。

蚩
尤
を
ミ
ャ
オ
族
の
祖
と
す
る
説
が
提
唱
さ
れ
た
発
端
は
、
一
九
九
二
年
に
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
「
炎
黄
二
帝
」
や
そ
の
後
の
「
炎
黄

ブ
ー
ム
」
に
対
し
て
、
大
長
征
に
参
加
し
た
軍
人
政
治
家
の
陳
靖
が
、
蚩
尤
の
描
き
方
へ
の
異
議
申
し
立
て
の
上
申
書
を
一
九
九
五
年
に

提
出
し
て
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
に
共
産
党
中
央
が
唱
え
た
「
愛
国
主
義
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン）
33
（

は
、
中
国
の
漢
族
主
体
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
（nationalism
民
族
主
義
）
を
促
進
し）
34
（

、
自
ら
の
歴
史
に
正
統
性
を
確
立
す
る
た
め
に
、
古
代
史
の
再
構
築
に
向
か
っ
た
。
そ
の

結
果
、
中
国
古
代
の
伝
説
的
な
帝
王
で
あ
る
黄
帝
と
炎
帝
を
共
に
漢
族
の
始
祖
と
し
、
漢
族
を
中
核
と
す
る
「
中
華
民
族
」
は
そ
の
子
孫

で
あ
る
と
す
る
「
炎
黄
子
孫
」
の
言
説
が
広
ま
っ
た
﹇
楊
志
強
二
〇
〇
七）
35
（

﹈。「
蚩
尤
始
祖
」
は
こ
れ
に
対
す
る
ミ
ャ
オ
族
の
対
抗
言
説

（counter discourse

）
で
あ
る）
36
（

。
一
九
九
五
年
ま
で
は
ミ
ャ
オ
族
に
関
す
る
地
元
の
学
会
「
貴
州
省
苗
学
研
究
会
」
の
機
関
誌
『
苗
学

研
究
』
で
も
、
蚩
尤
に
触
れ
た
も
の
は
皆
無
に
近
か
っ
た
と
い
う
﹇
楊
志
強

二
〇
〇
七:

一
二
七）
37
（

﹈。
し
か
し
、
一
九
九
六
年
に
ミ
ャ
オ

族
の
通
史
と
し
て
中
央
民
族
大
学
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
苗
族
歴
史
与
文
化
』
で
は
、「『
蚩
尤
九
黎
』
是
苗
族
最
早
的
先
民
」「
苗
族
長
期

以
来
尊
蚩
尤
為
始
祖
」
と
あ
り
、
蚩
尤
が
ミ
ャ
オ
族
の
祖
先
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
﹇
李
廷
貴
・
張
山
・
周
光
大
（
編
）

一
九
九
六:

一
八）
38
（

﹈。
ミ
ャ
オ
族
知
識
人
の
素
早
い
反
応
が
「
蚩
尤
始
祖
」
の
伝
説
を
急
速
に
普
及
さ
せ
た
。
現
在
、
地
元
で
は
ミ
ャ
オ
族

の
起
源
を
「
三
苗
」
か
ら
遡
ら
せ
て
「
蚩
尤
」
へ
と
辿
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
く
、
黔
東
南
の
村
々
の
案
内
に
も
自
ら
を
「
蚩
尤
の
末

裔
」
と
称
す
る
記
述
が
溢
れ
て
い
る
﹇
岑
慶
奎
・
唐
千
武
（
編
）
二
〇
〇
五
﹈。
ミ
ャ
オ
族
の
知
識
人
は
民
族
の
歴
史
を
断
片
的
な
文
献

を
辿
っ
て
遡
及
し
、
古
代
に
お
け
る
原
型
を
設
定
し
て
、
現
代
の
ミ
ャ
オ
族
を
そ
の
子
孫
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
中
国
語
は
「
認

同
」）
を
作
り
上
げ
、
一
体
性
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
。
極
め
て
政
治
性
が
強
い
民
族
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
反
論
の
余
地
は
な
い
。

「
蚩
尤
始
祖
」
の
典
拠
は
、
文
献
だ
け
で
な
く
ミ
ャ
オ
族
が
自
ら
の
口
頭
伝
承
の
中
に
探
ろ
う
と
し
た
。
第
一
は
、
楊
漢
先
が
貴
州
省
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西
北
部
の
威
寧
の
伝
説
上
の
領
袖
の
一
人
を
「
格
蚩
元
老
」
と
訳
し
て
紹
介
し
た
報
告
で
あ
る
﹇
楊
漢
先
一
九
八
〇）
39
（

﹈。
し
か
し
、
口
頭

伝
承
の
中
に
登
場
す
る
現
地
の
人
名
の
発
音
の
一
部
を
「
蚩
」
に
あ
て
た
に
す
ぎ
ず
、
資
料
の
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二

は
潘
定
衡
・
楊
朝
文
主
編
『
蚩
尤
的
伝
説
』﹇
安
順
地
区
民
族
事
務
委
員
会
古
籍
整
理
辦
公
室
（
編
）
一
九
八
九
﹈
の
刊
行
で
あ
る）
40
（

。
現

在
で
も
原
文
の
苗
語
の
報
告
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
報
告
書
で
、民
間
伝
承
の
「
蚩
尤
始
祖
」
の
話
を
収
録
し
た
最
初
の
著
作
で
あ
る
が
、

不
安
定
な
位
置
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
資
料
は
い
ず
れ
も
黔
西
方
言
の
自
称
ア
・
マ
オ
や
モ
ン
の
人
々
の
伝
承
で
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ

て
き
た
黔
東
南
の
ム
ウ
の
人
々
と
は
異
な
る
。
特
に
後
者
の
伝
承
地
は
南
京
か
ら
来
て
定
住
し
た
と
さ
れ
る
老
漢
族
（
屯
堡
人
）
が
多
く

住
む
安
順
に
近
接
し
、
漢
族
文
化
の
影
響
を
受
け
て
文
献
の
知
識
が
混
入
し
や
す
い
地
域
で
あ
る
。
内
容
を
見
て
も
、
黄
河
流
域
の
村
に

生
ま
れ
た
蚩
尤
の
活
躍
を
描
く
話
で
民
間
伝
承
と
し
て
は
異
質
で
、
資
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。『
蚩
尤
的
伝
説
』
の
序
文
に
は
、
ミ
ャ

オ
族
の
正
史
『
苗
族
簡
史
』（
一
九
八
五）
41
（

）
が
古
代
文
献
に
登
場
す
る
蚩
尤
を
ミ
ャ
オ
族
の
「
先
民
首
領
」
と
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
民

間
伝
説
を
収
集
し
た
と
あ
る
。

現
在
で
は「
蚩
尤
始
祖
」は
地
元
で
は
定
説
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
明
確
で
あ
る
。
黔
東
南
の
ミ
ャ
オ
族
の
創
世
神
話
は
蝶
々
の
ト
ー

テ
ミ
ズ
ム
（totem

ism

）
の
語
り
で
あ
り
、
現
在
の
中
国
国
内
の
学
界
で
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
は
未
開
社
会
の
遅
れ
た
段
階
に
お
け
る

文
化
表
象
で
、克
服
し
唾
棄
す
べ
き
言
説
で
あ
る
。
従
っ
て
、古
代
の
史
書
に
登
場
す
る
特
定
人
物
の
蚩
尤
を
祖
先
と
す
る
こ
と
は
、ミ
ャ

オ
族
に
と
っ
て
は
漢
族
か
ら
の
偏
見
を
払
拭
し
て
、
今
後
の
自
立
し
た
生
き
方
を
構
築
し
て
、
自
己
主
張
を
す
る
上
で
必
須
の
表
明
手
段

と
な
る
。
ミ
ャ
オ
族
は
文
字
を
持
た
ず
口
頭
伝
承
の
世
界
に
生
き
て
き
た
の
で
、「
過
去
を
時
間
的
に
隔
た
っ
た
も
の
」と
し
て
で
は
な
く
、

「
現
在
の
中
に
過
去
を
み
る
」
と
い
う
歴
史
認
識
を
持
っ
て
神
話
を
柔
軟
に
解
釈
で
き
る
。
こ
う
し
た
歴
史
観
を
ミ
ャ
オ
族
の
知
識
人
の

雷
秀
武
（
黔
東
南
民
族
研
究
所
所
長
）
は
、「
心
史
」
と
表
現
し
、
独
自
の
歴
史
の
表
象
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
「
蚩
尤

始
祖
」
の
主
張
は
、
現
代
に
お
い
て
再
構
築
さ
れ
た
「
神
話
の
近
代
化
」
に
よ
る
文
化
表
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
新
し
い
現
象
も
お
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こ
り
つ
つ
あ
る
。

四
、
可
視
化
さ
れ
る
神
話
と
「
神
話
の
歴
史
化
」

神
話
の
現
代
的
展
開
は
顕
彰
碑
や
記
念
碑
、
人
物
像
の
建
造
な
ど
目
に
見
え
る
形
で
可
視
化
す
る
運
動
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
ミ
ャ
オ

族
の
間
で
は
、
清
代
に
漢
族
に
抵
抗
し
て
敗
れ
た
張チ
ャ
ン

秀シ
ュ
ウ

眉メ
イ

は）
42
（

民
族
英
雄
と
し
て
人
気
が
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
彫
像
や
肖
像

（
台
江
県
城
に
て
二
〇
〇
〇
年
四
月
十
八
日
に
塑
像
掲
幕
慶
典
開
催
）
が
「
貴
州
省
苗
族
研
究
会
」
の
働
き
掛
け
で
作
ら
れ
、
ミ
ャ
オ
族

の
自
己
表
象
と
し
て
機
能
し
て
き
た
﹇
曽
士
才

二
〇
〇
五
﹈。
蚩
尤
も
ミ
ャ
オ
族
の
「
民
族
始
祖
英
雄
」
に
祀
り
上
げ
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。

蚩
尤
像
は
現
在
、
中
国
で
は
二
箇
所
あ
り
、
一
つ
は
河
北
省
涿
鹿
県
の
黄
帝
陵
園
内
の
三
祖
堂
に
あ
る
蚩
尤
像
で
、
蚩
尤
は
炎
帝
や
黄

帝
と
共
に
中
華
民
族
の
三
始
祖
で
あ
る
と
し
、
三
祖
像
を
新
た
な
国
家
統
合
の
象
徴
と
し
た）
43
（

。
一
九
九
七
年
十
月
四
日
の
落
成
掲
幕
式
で

は
、
貴
州
省
苗
学
研
究
会
会
長
の
王
朝
文
（
元
貴
州
省
長
。
全
国
人
民
代
表
大
会
委
員
）
か
ら
委
託
さ
れ
た
祝
辞
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
三

祖
堂
を
「
中
華
民
族
の
発
祥
地
」
と
し
、
三
祖
を
中
華
民
族
の
始
祖
と
し
て
讃
え
、
祖
国
統
一
、
民
族
団
結
を
強
調
し
て
い
る
﹇
呉
世
華

一
九
九
八:

一
四
三
〜
一
四
四
﹈。
一
九
九
八
年
七
月
二
十
五
日
に
は
三
祖
堂
落
成
慶
典
が
開
催
さ
れ
、
国
内
の
学
術
団
体
や
学
者
を
は

じ
め
、
ア
メ
リ
カ
の
モ
ン
族
や
ラ
オ
ス
の
華
人
な
ど
を
含
む
三
百
名
が
出
席
し
、
中
華
民
族
の
発
祥
の
地
を
海
外
に
宣
伝
し
た
。
蚩
尤
は
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」（globalization

）
の
表
象
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る）
44
（

。
近
年
で
は
、海
外
に
移
住
し
た
モ
ン
族
の
間
で
も
「
蚩
尤
始
祖
」

の
言
説
は
広
が
り
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
九
年
八
月
八
日
に
は
台
湾
新
党
の
主
席
の
郁
慕
明
や
海
峡
両
岸
関
係
協
会
副
会
長
の

王
在
希
が
参
拝
に
訪
れ
る
な
ど
急
速
に
政
治
色
も
強
め
て
い
る）
45
（

。
現
在
、
涿
鹿
県
に
は
蚩
尤
寨
遺
址
、
蚩
尤
泉
、
蚩
尤
松
、
蚩
尤
北
寨
の

史
跡
が
あ
り
、
史
実
と
し
て
由
緒
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
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他
の
一
つ
は
江
蘇
省
無
錫
市
に
あ
る
呉
文
化
公
園
入
口
の
蚩
尤
像
で
あ
る
。「
貴
州
省
苗
学
研
究
会
」
の
副
会
長
を
務
め
た
楊
培
徳
が

蚩
尤
像
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
と
さ
れ
、毛
沢
東
の
大
長
征
に
参
加
し
た
ミ
ャ
オ
族
の
将
校
で
あ
っ
た
陳
靖
の
尽
力
で
建
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

黔
東
南
苗
族
侗
族
自
治
州
の
州
都
、
凱
里
市
の
郊
外
に
あ
っ
て
旧
暦
六
月
十
九
日
の
爬パ
ー
ポ
ー
チ
エ

坡
節
（jit bil

若
い
男
女
の
歌
掛
け
の
祭
）
で
名

高
い
聖
地
の
香
炉
山
（Bob Bil Jel

標
高
一
二
三
三
メ
ー
ト
ル
）
の
中
腹
に
蚩
尤
陵
園
を
建
設
す
る
土
地
が
確
保
さ
れ
た
。
蚩
尤
は
「
民

族
始
祖
英
雄
」
と
し
て
顕
彰
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
古
代
の
神
話
的
人
物
を
歴
史
上
の
始
祖
と
し
て
可
視
化
し
、
顕
彰
し

記
念
す
る
行
為
は
、「
神
話
の
歴
史
化
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
で
あ
る
。
し
か
も
、
蚩
尤
を
漢
族
の
祖
先
と
さ
れ
る
黄
帝
と
同
格
の
始

祖
と
す
る
こ
と
で
、
漢
族
か
ら
「
遅
れ
た
」「
後
進
の
」「
辺
境
」
に
生
き
る
人
々
と
見
ら
れ
て
い
る
ミ
ャ
オ
族
の
劣
勢
を
跳
ね
返
す
「
正

統
性
」
を
獲
得
す
る
言
説
に
な
る
。
政
治
的
に
劣
位
に
置
か
れ
、
中
国
国
内
で
は
相
対
的
少
数
者
で
、
し
か
も
文
字
を
持
た
な
い
ミ
ャ
オ

族
を
漢
族
と
同
等
の
地
位
に
引
き
上
げ
る
に
は
、
古
代
の
神
話
の
再
解
釈
は
恰
好
の
言
説
で
あ
っ
た）
46
（

。
し
か
し
、
そ
の
時
に
究
極
の
拠
り

所
に
使
わ
れ
る
の
は
口
頭
伝
承
で
は
な
く）
47
（

、
文
献
史
料
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
話
の
中
で
重
層
的
に
多
義
的
に
語
ら
れ
て
い
た
ミ
ャ

オ
族
の
祖
先
は
蚩
尤
と
い
う
単
一
の
始
祖
に
一
元
化
さ
れ
、
民
衆
の
中
に
可
視
化
さ
れ
て
浸
透
し
、
ノ
ン
ニ
ウ
の
祭
祀
の
解
釈
も

一
九
八
〇
年
代
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
き
て
い
る
。
改
革
開
放
後
、
三
度
目
の
丑
年
に
あ
た
る
二
〇
〇
九
年
の
前
後
、
あ
る
い
は
そ
の
後

数
年
続
く
各
地
の
ノ
ン
ニ
ウ
で
は
祖
先
は
再
び
新
た
な
言
説
化
と
可
視
化
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
可
視
化
さ
れ
る
神
話
」
は
、世
界
各
地
で
民
族
の
表
象
、ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
、エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
表
出
な
ど
に
展
開
し
て
き
た
。

こ
の
現
象
は
国
民
国
家
全
体
に
お
い
て
は
時
に
は
政
治
運
動
と
結
び
付
き
、
宗
教
運
動
・
社
会
運
動
に
も
展
開
す
る
。
一
方
、
無
文
字
社

会
は
圧
倒
的
に
文
字
優
位
の
現
代
に
お
い
て
、
完
全
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、「
周
縁
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
彼
ら
の
生

活
し
て
い
る
地
域
の
多
く
は
国
家
の
「
辺
境
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、「
周
縁
」
や
「
辺
境
」
か
ら
中
心
に
対
し
て
生
み
出

さ
れ
た
対
抗
言
説
（counter discourse

）
は
、
自
ら
の
起
源
を
語
る
神
話
の
正
統
性
（orthodoxy

）
や
正
当
性
（legitim

acy

）
を
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創
出
す
る
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
最
大
限
の
効
果
を
発
揮
し
、
歴
史
意
識
が
変
容
し
て
政
治
性
を
帯
び
る）
48
（

。「
民
族
伝
統
文
化
」

と
い
う
用
語
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
、
民
族
の
風
俗
習
慣
を
表
す
も
の
と
し
て
登
場
し
た
。
し
か
し
、「
伝
統
文
化
」
は
こ
う
し

た
国
民
国
家
や
民
族
の
動
態
の
中
で
再
び
新
た
な
相
貌
を
持
っ
て
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
衰
退
へ
の
道
を
辿
ろ
う
と
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
未
だ
に
状
況
は
混
沌
と
し
て
い
る
が
、
神
話
が
新
た
な
様
相
を
帯
び
て
現
代
と
切
り
結
ぶ
伝
承
と
し
て

り
、
想

像
力
を
活
性
化
さ
せ
て
、
文
化
の
表
象
や
言
説
と
し
て
社
会
の
動
き
に
影
響
を
与
え
、
民
族
の
再
構
築
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
確

か
な
の
で
あ
る
。

第
二
部 

始
祖
神
話
―
ヤ
オ
族
の
場
合
―

一
、
神
話
の
連
続
と
非
連
続
―
西
南
夷
の
世
界
―

古
代
中
国
の
文
献
で
は
神
話
は
断
片
的
で
総
合
化
は
難
し
い
。
し
か
し
、
中
国
南
部
の
諸
集
団
、「
西
南
夷
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
な

始
祖
神
話
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
文
献
を
時
代
的
に
た
ど
っ
て
後
世
へ
の
変
化
を
た
ど
れ
る
も
の
が
あ
る
。
本
章
で
は
西
南
夷
の
始
祖
神

話
を
中
心
に
そ
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

中
国
南
部
の
情
報
が
具
体
性
を
帯
び
て
漢
族
の
正
史
に
登
場
す
る
の
は
司
馬
遷
の
『
史
記
』（
紀
元
前
一
世
紀
）
以
後
で
、班
固
の
『
前

漢
書
』（
紀
元
後
一
世
紀
）
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
西
暦
紀
元
前
後
の
西
南
中
国
に
関
し
て
地
理
的
位
置
と
漢
族
側
か
ら
見
た
歴
史
的
事
件
が

叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、第
三
の
正
史
で
あ
る
范
嘩
の
『
後
漢
書
』（
五
世
紀
）
の
記
述
で
は
様
相
が
大
き
く
変
化
す
る
。『
後
漢
書
』

「
南
蛮
・
西
南
夷
列
伝
」（
巻
一
一
六
列
伝
第
七
六
）
に
は
、
史
実
の
記
録
に
先
立
っ
て
各
集
団
の
起
源
を
語
る
神
話
や
伝
説
が
記
さ
れ
て

い
る
。『
前
漢
書
』
か
ら
『
後
漢
書
』
ま
で
の
約
四
百
年
の
間
は
華
南
の
情
報
は
空
白
で
あ
っ
た
が
、
五
世
紀
の
時
点
で
各
部
族
の
始
祖
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神
話
が
正
史
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
正
史
に「
辺
境
」の
情
報
を
盛
り
込
む
こ
と
で
自
己
と
異
な
る
集
団
の「
野
蛮
」「
未

開
」
の
状
況
を
記
述
し
て
対
比
し
、
中
央
の
権
威
を
示
す
意
図
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

西
南
夷
の
う
ち
記
録
が
残
る
の
は
「
長
沙
・
武
陵
蛮
」「
夜
郎
」「
哀
牢
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
当
時
の
部
族
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う）
49
（

。
こ

の
う
ち
、「
長
沙
・
武
陵
蛮
」
は
犬
祖
神
話
を
伝
え
、
変
形
や
脚
色
を
加
え
ら
れ
た
が
文
献
上
は
命
脈
を
保
ち
、「
生
き
た
伝
承
」
と
し
て

現
在
で
も
広
西
・
湖
南
・
貴
州
な
ど
に
住
む
ヤ
オ
族
（
瑤
族
）
の
始
祖
神
話
と
し
て
語
り
継
が
れ
、『
過
山
榜
』
と
い
う
文
書
に
記
さ
れ

て
い
る
。
浙
江
や
福
建
に
住
む
シ
ョ
オ
族
（
畬
族
）
の
『
祖
図
』
も
同
系
統
で
神
話
の
内
容
を
図
化
し
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
湖
南

の
ミ
ャ
オ
族
（
苗
族
）
の
一
部
に
は
口
頭
伝
承
と
し
て
犬
祖
神
話
は
伝
え
ら
れ
、
村
の
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「
夜
郎
」「
哀
牢
」
は
王
権
の
始
祖
に
つ
い
て
の
伝
承
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
記
録
は
な
い
。
貴
州
・
雲
南
の
一
部
で
は
口
頭
伝
承
と
し
て

は
残
る
が
歴
史
的
連
続
性
は
保
証
さ
れ
ず
、「
生
き
た
神
話
」
と
し
て
連
続
性
を
た
ど
る
の
は
難
し
い
。

二
、
哀
牢
蛮
と
夜
郎
蛮

『
後
漢
書
』
に
記
さ
れ
た
古
代
の
神
話
の
う
ち
「
哀
牢
」
と
「
夜
郎
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
い
ず
れ
も
当
時
の
中
国
西
南
部
の
有
力

な
部
族
の
王
権
神
話
で
、
神
話
と
史
実
を
結
合
す
る
記
述
で
あ
る
。

①

哀
牢
の
「
龍
子
生
誕
譚
」（
雲
南
西
南
部
）

哀
牢
夷
の
沙
壹
と
い
う
女
性
が
哀
牢
山
に
住
ん
で
い
た
。
水
中
で
魚
を
獲
っ
て
い
た
ら
沈
木
に
触
れ
て
妊
娠
し
男
子
十
人
を
生
ん
だ
。

沈
木
は
龍
と
化
し
て
水
面
に
現
れ
自
分
の
子
供
を
求
め
た
。
九
人
は
逃
げ
去
り
末
っ
子
は
逃
げ
ず
龍
に
背
を
向
け
て
坐
し
た
。
龍
は
背
中

を
舐
め
る
。
母
親
の
言
葉
は
「
鳥
語
」
で
背
中
を
「
九チ
ュ
ウ

」、
坐
る
こ
と
を
「
隆ロ
ン

」
と
言
っ
た
の
で
子
供
を
「
九
隆
」
と
名
付
け
た
。
成
長

す
る
に
及
び
九
隆
が
龍
に
舐
め
ら
れ
才
智
に
優
れ
て
い
た
の
で
王
に
推
戴
さ
れ
た
。
哀
牢
山
の
麓
に
夫
婦
が
い
て
十
人
の
女
子
を
生
み
、
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九
隆
の
兄
弟
は
こ
れ
を
娶
っ
て
妻
と
し
て
繁
栄
し
た
。
こ
の
子
孫
は
身
体
に
龍
文
を
刻
画
し
衣
服
に
は
尾
を
付
着
さ
せ
て
い
る
。
九
隆
の

死
後
代
々
世
継
ぎ
を
た
て
諸
方
に
小
王
を
分
置
し
た
。
村
落
は
渓
谷
に
散
在
し
て
、
孤
立
し
て
、
山
川
で
隔
て
て
い
て
、
長
い
間
中
原
と

の
つ
き
あ
い
は
な
か
っ
た
。
建
武
二
四
年
（
紀
元
後
四
七
年
）
に
蛮
夷
の
間
の
争
い
が
あ
り
、
そ
の
後
は
後
漢
の
王
朝
に
征
服
さ
れ
た
。

②

夜
郎
の
「
竹
中
生
誕
譚
」（
貴
州
西
部
）

夜
郎
に
は
最
初
に
一
人
の
女
子
が
い
て
、
あ
る
時
、
遯
水
と
い
う
河
で
沐
浴
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
三
節
の
大
き
さ
の
竹
が
足
の
間
に
流

入
し
た
。
中
に
人
間
の
声
が
し
た
の
で
割
っ
て
み
る
と
、
男
子
が
い
た
の
で
連
れ
帰
っ
て
養
育
し
た
。
長
じ
て
才
智
と
武
芸
に
優
れ
て
い

た
の
で
、
自
ら
夜
郎
侯
と
な
っ
て
、
竹
を
姓
と
し
た
。

「
竹
中
生
誕
譚
」
や
「
龍
子
生
誕
譚
」
は
、
当
時
の
西
南
夷
の
非
漢
族
の
有
力
者
た
ち
の
始
祖
神
話
で
王
権
神
話
の
性
格
も
あ
る）
50
（

。
優

れ
た
才
能
を
発
揮
す
る
始
祖
と
し
て
の
王
が
、
空
ろ
な
容
器
か
ら
生
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
龍
に
よ
る
水
中
で
の
感
精
と
い
う
霊
性
を
帯
び

た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
。
王
権
と
い
う
権
力
の
正
統
性
を
保
証
す
る
権
威
の
源
泉
を
霊
的
な
力
や
自
然
力
に
求
め
る
。
し
か
し
、「
生

き
た
神
話
」
と
し
て
は
継
続
し
な
か
っ
た
。
竹
王
始
祖
は
ヤ
オ
族
の
犬
祖
神
話
と
は
異
な
り
、
古
代
か
ら
の
連
続
性
は
文
献
で
は
た
ど
れ

な
い
。
漢
族
と
の
交
渉
が
雲
南
・
貴
州
は
疎
遠
で
、
文
字
と
し
て
書
き
残
さ
な
か
っ
た
か
ら
か）
51
（

、
知
識
人
が
歴
史
の
記
述
に
は
適
さ
な
い

と
み
な
し
た
か
ら
か
、
様
々
な
解
釈
が
あ
る
。

「
竹
中
生
誕
譚
」
を
伝
え
る
夜
郎
は
西
南
の
有
力
な
国
で
、『
華
陽
国
史
』「
南
中
伝
」（
四
世
紀
）
に
「
因
新
竹
王
、
置
牒
牁
郡
」
と
あ

り
、『
史
記
』
西
南
夷
列
伝
に
は
、
戦
国
時
代
の
六
世
紀
の
建
国
と
あ
る
。『
史
記
』
の
後
は
『
前
漢
書
』
の
西
南
夷
伝
に
登
場
す
る
。
戦

国
時
代
か
ら
前
漢
末
期
（
紀
元
前
二
七
年
）
ま
で
続
き
、
貴
州
省
西
部
の
赫
章
県
の
可
楽
遺
跡
付
近
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
発
掘
も
行

わ
れ
て
い
る
﹇
貴
州
省
畢
節
地
区
社
会
科
学
聯
合
会
（
編
）
二
〇
〇
三
﹈。
武
帝
が
南
越
国
討
伐
に
唐
蒙
を
派
遣
し
、
蜀
で
産
出
さ
れ
た

枸
醬
が）
52
（

夜
郎
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
南
越
国
を
牽
制
す
る
た
め
に
そ
の
地
に
郡
県
を
設
置
し
、
夜
郎
王
族
を
県
令
に
任
じ
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た
。
漢
の
使
者
と
面
会
し
た
夜
郎
王
が
漢
の
強
大
さ
を
知
ら
ず
に「
漢
孰
與
我
大
」（
漢
と
我
と
ど
ち
ら
が
大
き
い
か
）と
尋
ね
た
と
い
う
。

夜
郎
は
漢
へ
入
朝
し
、
武
帝
は
夜
郎
王
に
封
じ
た
。
河
平
二
年
（
前
二
七
年
）、
夜
郎
王
興
は
反
乱
を
起
こ
す
が
、
漢
の

柯
郡）
53
（

太
守
の

陳
立
に
撃
破
さ
れ
斬
首
さ
れ
て
滅
亡
し
た
。
こ
の
後
、
文
献
上
は
空
白
と
な
り
、「
夜
郎
自
大
」（
夜
郎
自
ら
を
大
な
り
と
い
う
）
と
い
う

「
世
間
知
ら
ず
、
自
信
過
剰
」
を
表
す
故
事
熟
語
が
伝
わ
る
。
た
だ
し
、
地
名
は
宋
代
ま
で
残
る）
54
（

。

竹
王
の
神
話
は
五
世
紀
以
後
、記
録
上
は
一
七
世
紀
ま
で
一
二
〇
〇
年
空
白
が
続
く
。『
黔
游
記
』（
康
熙
一
〇
年
・
一
六
七
一
）
は
、『
後

漢
書
』
を
引
用
し
つ
つ
、
清
平
県
の
県
城
か
ら
一
六
里
の
楊
老
駅
（
現
在
の
福
泉
県
東
部
鳳
山
・
興
隆
街
）
に
竹
王
祠
、
黄
絲
駅
（
現
在

の
福
泉
県
西
南
部
）
に
竹
王
廟
が
あ
る
と
伝
え
、
双
方
の
祠
は
現
存
す
る
﹇
尤
中

一
九
八
三
：
一
四
二
〜
一
四
三
﹈。
解
放
後
の
調
査

で
各
地
に
竹
を
祖
先
と
す
る
習
俗
や
儀
礼
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
伝
説
で
あ
り
、
そ
れ

を
記
念
碑
や
族
譜
で
史
実
に
し
よ
う
と
す
る
力
も
働
い
て
い
る
。
一
方
で
、
実
証
は
で
き
な
い
が
、
伝
承
の
連
続
性
を
伝
え
る
の
で
は
な

い
か
と
み
ら
れ
る
習
俗
も
あ
る
。
貴
州
西
北
の
威
寧
県
龍
街
区
の
馬
街
村
で
は
森
の
中
に
竹
筒
を
三
本
置
い
て
祀
り
、
先
祖
を
竹
の
出
生

と
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
（
二
〇
〇
六
年
三
月
一
三
日
調
査
）。
こ
こ
の
イ
族
（
彝
族
）
は
竹
を
先
祖
と
す
る
。
竹
王
伝
説
は
現
在
も
貴
州

の
西
南
部
鎮
寧
県
革
邦
村
の
金
姓
は
夜
郎
王
「
多タ
ー
ト
ン同
」
の
子
孫
と
伝
え
る
﹇
百
田

二
〇
〇
四
：
六
〇
〜
六
四
﹈。
夜
郎
王
の
末
裔
と
称

す
る
人
々
は
、貴
州
の
貴
陽
市
金
竹
鎮
の
プ
イ
族
（
石
依
族
）
の
金
氏
、長
順
県
広
順
鎮
の
プ
イ
族
の
金
氏
な
ど
多
く
い
て
、「
竹
王
送
子
」

と
い
う
儀
礼
を
執
行
し
て
い
る
と
い
う
﹇
弋
良
俊

二
〇
〇
一
﹈。
湖
南
の
場
合
、
劭
陽
地
区
新
寧
県
の
八
峒
瑤
山
の
阿
黎
人
（
ヤ
オ
族

の
一
支
系
）
で
は
祖
先
を
祀
る
竹
王
祭
が
行
わ
れ
、
巫
師
が
天
地
開
闢
・
人
類
起
源
・
遷
徙
の
歴
史
に
つ
い
て
語
り
先
祖
を
祀
る
。
竹
根

の
面
具
の
仮
装
が
出
て
巫
師
は
竹
王
や
盤
王
に
扮
し
て
魔
物
を
村
境
に
送
り
、
そ
の
後
に
盤
古
大
王
を
祀
る
﹇
林
河

一
九
九
七
：

四
九
四
〜
五
〇
四
﹈。
各
地
か
ら
の
断
片
的
な
報
告
は
あ
る
が
、古
代
と
の
時
間
的
隔
た
り
が
大
き
く
、歴
史
的
連
続
性
は
確
証
で
き
な
い
。
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三
、
長
沙
・
武
陵
蛮

『
後
漢
書
』
の
「
長
沙
・
武
陵
蛮
」
の
内
容
は
始
祖
神
話
、
具
体
的
に
は
犬
祖
神
話
で
、
現
在
の
ヤ
オ
族
の
神
話
と
連
続
性
が
あ
る
。

当
時
の
居
住
地
は
湖
南
の
西
部
の
長
江
（
揚
子
江
）
中
流
域
で
、「
荊
楚
」
と
も
い
い
、
住
民
は
「
荊
蛮
」
と
呼
ば
れ
た
。「
荊
」
と
は
紀

元
前
三
世
紀
に
秦
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
楚
に
対
し
て
秦
が
つ
け
た
呼
称
で
あ
る
。
中
原
か
ら
は
未
開
野
蛮
な
人
の
住
む
土
地
と
さ
れ
て

い
た
が
、「
夜
郎
」（
貴
州
）
や
「
哀
牢
」（
雲
南
）
の
居
住
地
に
比
べ
る
と
漢
族
と
非
漢
族
と
の
接
触
・
交
渉
は
は
る
か
に
密
な
地
域
と

推
定
さ
れ
る
。
概
略
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。「
昔
、
高
辛
帝）
55
（

の
時
に
、
犬
戎）
56
（

が
中
原
に
侵
攻
し
て
き
た
。
帝
は
討
伐
に
あ
た
っ
た
が
撃

破
で
き
ず
、
天
下
に
布
令
を
発
し
て
犬
戎
の
大
将
・
呉
将
軍
の
首
を
獲
っ
た
も
の
に
は
、
幾
千
両
も
の
黄
金
と
一
万
の
采
邑
と
と
も
に
、

年
少
の
公
主
を
妻
と
し
て
与
え
よ
う
と
公
約
し
た
。
こ
れ
を
高
辛
帝
が
飼
っ
て
い
た
五
色
の
体
毛
を
持
つ
犬
の
盤
瓠
が
聞
い
て
お
り
、
敵

方
へ
忍
び
込
み
見
事
に
呉
将
軍
の
首
を
取
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
ま
さ
か
畜
生
に
公
主
を
め
あ
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
封
地
や
爵
位
を

下
賜
で
き
な
い
と
し
て
協
議
し
た
が
ま
と
ま
ら
ず
、
逆
に
公
主
は
一
旦
公
に
し
た
布
令
に
違
背
し
て
は
い
け
な
い
と
し
て
犬
に
随
行
す
る

こ
と
を
懇
請
し
た
。
そ
こ
で
公
主
は
盤
瓠
に
嫁
し
た
。
盤
瓠
は
公
主
を
背
に
乗
せ
て
疾
駆
し
て
南
山
に
赴
き
、
人
跡
未
踏
の
峻
嶮
な
絶
壁

の
中
の
石
室
に
新
居
を
構
え
た
。
公
主
は
髪
型
も
衣
服
も
変
え
た
。
高
辛
帝
は
皇
女
の
境
遇
を
悲
し
み
、使
臣
を
遣
わ
し
て
捜
索
し
た
が
、

風
雨
地
震
に
遭
遇
し
て
暗
闇
と
な
り
行
く
手
を
阻
ま
れ
た
。
三
年
の
後
、二
人
の
間
に
は
六
男
六
女
併
せ
て
十
二
人
の
子
供
が
生
ま
れ
た
。

盤
瓠
の
死
後
は
お
互
い
に
婚
を
結
ん
だ
。
彼
ら
は
樹
皮
を
織
り
紡
ぎ
、
草
の
実
で
染
色
し
、
盤
瓠
の
体
毛
に
因
ん
で
五
色
の
衣
服
を
着
用

し
、
犬
の
尾
の
形
状
を
施
し
た
。
後
に
公
主
は
故
郷
に
戻
っ
て
帝
に
子
供
た
ち
を
引
見
さ
せ
た
が
、
着
衣
は
け
ば
け
ば
し
く
（
斑
蘭
）、

言
語
の
意
味
が
通
じ
な
か
っ
た
（
侏し
ゅ
り離
）。
山
や
谷
で
生
活
す
る
こ
と
を
好
み
、
平
地
の
生
活
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
皇
帝
は
由

緒
あ
る
山
岳
と
豊
か
な
沼
沢
を
下
賜
し
た
。
彼
ら
は
『
蛮
夷
』
と
称
し
た
。
外
面
は
痴
呆
を
装
い
内
実
は

知
に
た
け
て
い
る
。
そ
の
地

に
安
住
し
て
旧
慣
を
順
守
す
る
。
父
祖
の
勲
功
と
公
主
出
自
の
お
か
げ
で
、
田
畑
の
耕
作
や
、
商
業
を
営
む
に
あ
た
っ
て
も
、
通
関
手
形
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や
営
業
手
形
の
必
要
が
な
く
、
租
税
の
義
務
も
免
除
さ
れ
た
。
蛮
夷
の
村
邑
に
は
、
君
長
が
居
て
、
朝
廷
か
ら
印
綬
を
賜
り
、
獺
の
皮
の

冠
を
被
っ
て
い
る
。
そ
の
頭
目
を
『
精
夫
』
と
い
い
、
仲
間
内
で
は
互
い
に

徒
と
呼
び
合
っ
て
い
る
。
今
日
の
長
沙
・
武
陵
蛮
が
こ
れ

で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
犬
祖
神
話
で
、
子
ど
も
六
人
ず
つ
の
兄
妹
に
よ
る
近
親
相
姦
に
よ
る
始
祖
神
話
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
し
た
十
二
姓
が

現
在
の
ヤ
オ
族
の
始
ま
り
を
説
く
。
兄
妹
婚
は
神
婚
の
様
相
が
色
濃
い
。
神
話
は
山
中
で
暮
ら
し
て
い
る
が
、
朝
廷
の
血
筋
の
貴
種
を
説

い
て
、
平
地
民
に
対
す
る
山
地
民
の
優
越
を
説
く
。
た
だ
し
、
朝
廷
側
か
ら
見
る
と
衣
装
も
言
葉
も
異
な
り
、
独
自
の
慣
習
を
維
持
し
て

い
た
と
当
時
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
て
、
明
ら
か
に
蛮
族
と
し
て
見
下
す
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
皇
帝
に
よ
っ
て
山
中
往

来
の
特
権
や
山
中
で
の
生
活
の
保
証
を
得
て
、
租
税
も
免
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
山
中
で
の
生
活
を
正
統
化
す
る
言
説
が
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
、
後
世
に
は
こ
の
由
来
を
文
書
に
し
て
『
過
山
榜
』
と
い
う
証
書
を
作
り
出
し
て
持
ち
伝
え
て
き
た
。
皇
帝
か
ら
の
権
利
の
保
障

を
核
に
し
て
、
最
近
ま
で
「
生
き
た
神
話
」
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
言
え
る
。

盤
瓠
神
話
に
は
異
伝
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
よ
り
一
世
紀
遡
る
干
寶
撰
『
捜
神
記
』（
四
世
紀
。
二
〇
巻
本
の
巻
一
四
「
蛮
夷
」
の
条
）

の
記
述
は
犬
祖
神
話
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
『
後
漢
書
』
と
変
わ
ら
な
い
が
、
冒
頭
で
盤
瓠
の
出
生
譚
や
盤
瓠
の
名
称
の
謂
れ
を
述
べ
て
い

て
神
話
の
性
格
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
既
に
散
逸
し
た
魚
豢
の
『
魏
略
』（
三
世
紀
）
が
『
後
漢
書
』
南
蛮
伝
の
注
に
引
か
れ
て

い
る
部
分
と
一
致
し
、
年
代
は
更
に
古
く
な
る
。『
捜
神
記
』
に
よ
る
と
、
盤
瓠
の
由
来
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
高
辛
氏
に
年
老
い
た

婦
人
が
い
た
。
王
宮
に
住
ん
で
い
た
が
、
耳
の
病
気
に
か
か
っ
て
長
い
間
苦
し
ん
だ
の
を
、
医
者
が
治
療
し
て
、
繭
ほ
ど
の
大
き
さ
の
虫

を
ほ
じ
り
出
し
た
。
婦
人
が
帰
っ
た
あ
と
、
そ
の
虫
を
瓠
の
種
子
を
収
め
る
ざ
る
の
中
に
い
れ
、
盤
を
か
ぶ
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
た
ち

ま
ち
犬
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
毛
並
み
に
は
五
色
の
色
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
盤
瓠
と
名
づ
け
て
飼
っ
て
お
い
た
の
で
あ
る
」。
犬

祖
神
話
の
部
分
は
『
後
漢
書
』
と
同
一
だ
が
、『
捜
神
記
』
の
最
後
で
は
生
活
状
況
の
記
述
が
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
村
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の
酋
長
が
あ
り
、
全
て
朝
廷
の
綬
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
冠
に
は
獺
の
皮
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
獣
が
水
を
泳
い
で
食
べ
物
を

取
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
い
ま
梁
漢
、
巴
蜀
、
武
陵
、
長
沙
、
廬
江
の
諸
郡
に
住
む
蛮
族
が
そ
れ
で
あ
る
。
米
の
粉
の
あ
つ
も
の
に
魚

や
肉
を
ま
ぜ
、
樋
を
叩
い
て
呼
び
な
が
ら
盤
瓠
を
祭
る
。
そ
の
風
習
は
今
で
も
続
い
て
い
る
。
だ
か
ら
世
の
こ
と
わ
ざ
に
、『
赤
髀
横
裙
、

盤
瓠
子
孫
』
と
い
う
」
と
記
す
る
。
盤
瓠
は
「
虫
が
犬
に
変
わ
っ
た
」、「
獺
に
た
と
え
る
」、
冠
に
は
「
獺
の
皮
を
用
い
る
」
な
ど
、
盤

瓠
は
昆
虫
や
魚
類
な
ど
自
然
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
る
。
盤
瓠
神
話
は
奥
が
深
い
の
で
あ
る
。

盤
瓠
神
話
の
特
徴
を
ヤ
オ
族
研
究
者
の
竹
村
卓
二
は
六
点
に
ま
と
め
た
﹇
竹
村

一
九
八
一
：
二
三
八
﹈ 

。
そ
れ
は
、（
一
）
蛮
夷
の

始
祖
と
な
る
べ
き
異
類
（
虫
↓
犬
）
の
異
常
な
出
生
の
顛
末
と
隷
属
的
な
地
位
（
中
国
帝
王
の
畜
犬
）、（
二
）
政
治
的
主
権
者
へ
の
勲
功

（
中
国
の
権
威
を
脅
か
す
有
力
な
外
敵
の
将
軍
の
首
級
の
獲
得
）
に
対
す
る
代
償
（
公
主
の
降
嫁
）
と
に
基
づ
く
異
な
る
社
会
体
系
の
間

の
縁
組
関
係
の
成
立
、（
三
）
蛮
夷
の
各
ク
ラ
ン
の
鼻
祖
（
六
男
六
女
）
の
誕
生
と
種
族
内
婚
、（
四
）＜

漢＞

と＜

夷＞

と
の
文
化
的
境

界
の
画
定
（
特
異
な
言
語
・
習
俗
）、（
五
）
居
住
環
境
（
山
地
）
の
限
定
（
棲
み
分
け
の
原
則
）、（
六
）
政
治
的
主
権
者
（
漢
族
）
か
ら

の
身
分
と
特
権
（
山
地
の
自
由
な
用
益
権
、
諸
種
の
租
税
の
免
除
）
の
保
障
と
す
る
。
ヤ
オ
の
存
立
に
関
わ
る
地
位
や
権
利
を
漢
族
の
支

配
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
秩
序
付
け
、
正
当
化
す
る
。
要
を
得
た
ま
と
め
で
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
盤
瓠
神
話
は
、
移
動
を
常
態

と
す
る
人
々
の
存
在
理
由
の
根
拠
を
説
く
言
説
と
な
り
、最
近
ま
で
生
業
形
態
と
適
合
し
て
「
生
き
た
神
話
」
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。

四
、『
後
漢
書
』
以
後
―
莫
徭
と
五
渓
蛮
―

『
後
漢
書
』
以
後
の
西
南
夷
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
姚
思
廉
撰
『
梁
書
』（
六
二
九
年
）
に
洞
庭
湖
付
近
に
住
ん
で
い
た
「
莫モ
ウ
ヤ
オ徭
」
の
記

録
が
残
り
、
原
文
で
は
「
零
陵
・
衡
陽
等
郡
、
有
莫
徭
蛮
者
、
依
山
険
為
居
、
歴
政
不
窰
服
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
唐
代
の
正
史
『
隋
書
』

巻
一
三
一
志
二
六
（
唐
・
魏
徴
等
勅
撰
、
六
三
六
年
）
は
具
体
的
に
「
莫
徭
」
を
記
述
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
諸
蛮
は
み
な
盤
瓠
の
子
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孫
で
衣
服
を
斑
紋
様
の
布
で
飾
る
。
長
沙
に
は
雑
多
の
「
夷
蜓
」
が
い
て
「
莫
徭
」
と
い
う
。
こ
れ
は
先
祖
に
手
柄
が
あ
っ
た
の
で
、
常

に
故
事
に
因
ん
で
徭
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
原
文
は
「
諸
蛮
本
其
所
承
盤
瓠
之
後
、
故
郷
章
多
以
班
布
為
飾
。
…
長
沙
郡
又

雑
有
夷
蜓
、
名
曰
莫
徭
。
自
云
。
其
先
祖
有
功
、
常
免
徭
役
、
故
以
為
名
…
武
陵
、
巴
陵
、
零
陵
、
桂
陽
、
澧
陽
、
衝
山
、
熙
平
皆
同
」

で
あ
る
。
当
時
の
湖
南
の
地
に
は
漢
族
側
か
ら
の
他
称
と
し
て
「
莫
徭
」
と
呼
ば
れ
る
蛮
が
い
た
の
で
あ
る
。
他
称
で
あ
る
が
、
多
く
の

学
者
は
後
代
の
「
徭
」、
現
在
の
「
瑤
」
の
語
源
だ
と
す
る
﹇
竹
村

一
九
八
一
：
二
四
四
。
姚

一
九
九
一
：
四
﹈。
し
か
し
、
徭
役
を

免
除
さ
れ
た
人
々
と
い
う
一
般
化
し
た
内
容
を
「
瑤
族
」
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹇
岡
田

一
九
九
三
：
四
一
四
〜

四
一
五
﹈。
集
団
の
機
能
の
記
録
と
し
て
読
む
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。『
隋
書
』
以
後
、
南
方
の
蛮
に
つ
い
て
の
記
述
は
四
〇
〇
年
の
長
い
空

白
が
あ
る
。

文
献
上
で
、「

」
と
い
う
特
定
の
集
団
の
記
述
が
現
わ
れ
る
の
は
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
宋
代
の
朱
輔
『
渓
蠻
叢
笑
』（
一
二

世
紀
末
）
は
、
長
江
中
流
域
に
五
渓
蛮
が
い
て
、「
皆
盤
瓠
種
也
」
と
記
し
、

、

、

、

、

の
五
種
の
集
団
名
称
が
明
記
さ

れ
た
。
原
文
は
「
五
渓
之
蛮
、
皆
盤
瓠
種
也
。
聚
落
区
分
、
名
亦
随
異
。
沅
其
故
壌
、
環
四
封
而
居
者
、
今
有
五
、
曰

、
曰

、
曰

、

曰

、
風
声
気
習
大
約
相
似
、
不
巾
不
履
、
語
言
服
飾
率
異
乎
人
」
と
記
し
、『
後
漢
書
』
の
犬
祖
の
盤
瓠
の
末
裔
と
す
る
。
五
渓

の
名
称
は
、
沅
江
が
五
つ
の
支
流
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
沅
江
は
貴
州
に
源
を
発
し
、
洞
庭
湖
に
注
ぐ
長
江
の
支
流
で
、

貴
州
か
ら
湖
南
へ
と
貫
流
す
る
。
宋
代
、
特
に
十
二
〜
十
三
世
紀
の
南
宋
時
代
以
後
の
大
き
な
変
化
は
、
こ
の
時
代
を
境
に
し
て
集
団
の

表
記
名
が
「
地
名
と
蛮
の
組
み
合
わ
せ
」
か
ら
「
個
別
名
」
に
変
化
し
て
現
代
と
の
連
続
性
が
顕
在
化
す
る
﹇
竹
村

一
九
八
一
：

二
四
五
﹈。
た
だ
し
、
当
時
の
記
述
は
ケ
モ
ノ
偏
が
つ
く
蔑
称
の
表
記
で
、「
蛮
」
の
下
位
集
団
の
位
置
付
け
で
あ
っ
た
。
十
二
〜
十
三
世

紀
は
漢
族
に
よ
る
辺
境
の
民
へ
の
認
識
が
大
き
く
転
換
し
た
時
代
で
あ
る
。

北
宋
（
九
六
〇
〜
一
一
二
七
）
か
ら
南
宋
（
一
一
二
七
〜
一
二
七
九
）
に
か
け
て
の
漢
族
の
南
下
政
策
に
よ
っ
て
、
南
方
の
民
の
詳
細
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な
情
報
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
南
宋
時
代
の
蛮
族
討
伐
を
名
目
と
す
る
漢
族
の
南
方
へ
の
進
出
が
顕
著
に
な
る
と
共
に
、
非

漢
族
の
山
地
へ
の
移
動
が
促
進
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
山
わ
た
ら
い
を
保
証
し
た
文
書
の
『
過
山
榜
』
の
年
代
も
、
宋
代
の
景
定
元
年

（
一
二
六
〇
）
が
多
い
の
は
時
代
状
況
が
あ
る
程
度
は
反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
実
年
代
と
は
言
い
難
い
が
宋
代
に
大
き
な
転
換
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ヤ
オ
族
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
民
間
道
教
の
梅
山
教
の
成
立
も
ほ
ぼ
同
年
代
で）
57
（

、
ヤ
オ
族
の
祖
型
の
形
成
が
宋

代
に
な
さ
れ
、
そ
れ
以
後
の
連
続
性
の
中
に
現
在
の
ヤ
オ
族
が
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
に
集
団
へ
の
分
化
と
儀
礼
の
確
立
が
同
時

並
行
で
生
じ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

五
、
口
頭
伝
承
か
ら
文
字
記
録
へ
、
絵
画
へ
―
『
過
山
榜
』
以
後
―

ヤ
オ
族
の
犬
祖
神
話
は
文
書
に
書
き
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
焼
畑
に
よ
る
移
動
を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
て
き
た
過
山
瑤
は
『
評
皇
巻

牒
』
俗
称
『
過
山
榜
』
に
由
緒
を
記
し
た
文
書
を
伝
え
て
き
た
﹇
黄
鈺

一
九
八
八
：
四
六）
58
（

﹈。
皇
帝
が
与
え
た
契
約
書
の
意
味
で
、
ヤ

オ
族
の
身
分
保
証
書
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
﹇
竹
村

一
九
八
一
：
二
六
〇
﹈。
所
有
者
は
ほ
ぼ
盤
瑤
、つ
ま
り
ミ
エ
ン
（
ユ
ー
ミ
エ
ン
）

の
有
力
者
に
限
ら
れ
外
部
の
者
に
は
見
せ
な
い）
59
（

。
内
容
は
ヤ
オ
族
の
始
祖
は
犬
の
盤
瓠
（
盤
護
）
で
皇
族
の
娘
を
娶
っ
て
山
中
で
生
活
し

た
が
、
高
貴
の
血
筋
で
あ
り
、
か
つ
て
夷
族
を
討
伐
し
た
功
績
で
、
時
の
権
力
者
か
ら
山
地
を
居
住
地
と
し
て
渡
り
歩
く
特
権
を
保
障
さ

れ
、
山
林
開
拓
の
自
由
と
租
税
の
免
除
の
特
権
を
保
証
し
た
証
書
で
あ
る
。
内
容
は
具
体
的
で
、
租
税
を
納
め
な
い
で
田
を
耕
作
し
て
よ

い
、
川
を
渡
る
時
に
お
金
を
払
わ
な
く
て
も
よ
い
、
役
人
に
会
っ
て
も
跪
か
な
く
て
も
よ
い
、
田
か
ら
三
尺
以
上
離
れ
て
水
を
引
い
て
い

な
い
所
は
自
由
に
耕
し
て
よ
い
な
ど
の
規
定
が
あ
り
、
非
現
実
的
な
事
項
も
多
く
含
ま
れ
る
。
ヤ
オ
族
の
女
性
が
漢
族
に
嫁
ぐ
こ
と
を
禁

じ
る
規
定
を
記
す
証
書
も
あ
る
。中
国
国
内
だ
け
で
な
く
ベ
ト
ナ
ム）
60
（

や
タ
イ
の
ミ
エ
ン
系
統
の
人
々
も
所
持
し
、特
に
北
タ
イ
に
住
む
ユ
ー

ミ
エ
ン
に
つ
い
て
は
詳
細
な
報
告
が
あ
る
﹇
白
鳥
（
編
）
一
九
七
五
、
白
鳥
（
編
）
一
九
七
八）
61
（

﹈。
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『
評
皇
巻
牒
』
は
、
漢
族
が
平
地
に
居
住
し
ヤ
オ
族
が
山
地
に
居
住
す
る
「
棲
み
分
け
」
を
正
統
化
し
、
相
互
の
境
界
を
設
定
す
る
と

い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
垣
間
見
せ
る
。
文
書
に
記
さ
れ
る
最
古
の
年
号
は
唐
の
貞
観
二
年
（
六
二
八
）
で
あ
る
が
史
実
と
は
言
え
な
い
。

最
も
多
い
年
号
は
正
忠
景
定
元
年
（
一
二
六
〇
）
で
、
南
宋
の
理
宗
元
年
に
あ
た
る）
62
（

。
清
の
康
煕
五
三
年
（
一
七
一
四
）
正
月
重
修
な
ど

の
表
記
も
あ
る
﹇《
過
山
榜
》
編
輯
組

一
九
八
四）
63
（

﹈。
文
書
の
奥
書
の
年
号
は
宋
代
が
多
い
が
、
大
半
は
清
朝
以
後
の
文
書
で
あ
る
。
漢

族
の
支
配
者
、
つ
ま
り
皇
帝
か
ら
賜
与
さ
れ
る
証
明
書
類
と
目
さ
れ
て
き
た
が
、
実
際
は
ヤ
オ
側
が
作
成
し
た
偽
文
書
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
。
景
定
元
年
と
い
う
年
号
の
由
来
は
、
南
宋
の
後
期
に
あ
た
り
中
国
南
方
へ
の
漢
族
の
展
開
に
伴
っ
て
、
ヤ
オ
族
が
大
挙
し
て
移
動

を
開
始
し
た
時
期
か
も
し
れ
な
い
が
﹇
饒
宗
頤

一
九
八
七
：
一
五
八
﹈、
史
料
上
で
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
皇
帝
の
交
代
に
合

わ
せ
て
の
賜
与
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

日
付
は
中
国
の
事
例
は
同
年
十
月
二
十
一
日
が
多
く
、
現
行
の
盤
王
節
の
祭
日
は
こ
れ
に
近
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
四
月
八

日
、
十
一
月
十
一
日
、
十
二
月
十
二
日
な
ど
も
あ
る
。『
過
山
榜
』
は
、
日
本
の
山
地
に
住
み
轆
轤
を
使
用
し
て
木
工
製
品
を
作
っ
て
き

た
木
地
屋
の
持
つ
文
書
（
惟
喬
親
王
を
祖
先
と
し
、
自
ら
の
山
地
で
の
生
業
の
由
来
を
権
威
付
け
て
平
地
民
に
対
し
て
の
優
越
を
説
く
文

書
）
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
竹
村

一
九
八
一
：
一
二
五
﹈。
偽
文
書
で
あ
る
が
自
ら
血
筋
の
高
貴
さ
の
権
威
を
説
き
、
課

税
を
さ
れ
な
い
特
権
を
主
張
す
る
点
で
も
共
通
す
る
。
過
山
榜
は
平
地
民
か
ら
蔑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
ヤ
オ
族
が
山
地
で
の
生
活
を
維

持
し
て
繁
栄
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
自
ら
の
生
活
様
式
を
正
当
化
し
て
権
利
を
確
保
し
、
漢
族
へ
の
対
抗
と
し
て
「
文
字
」
と
い
う
媒
体

を
逆
利
用
し
て
後
世
に
受
け
継
ぐ
こ
と
で
、
民
族
と
し
て
の
矜
持
を
支
え
る
精
神
的
支
柱
と
し
た
。

『
過
山
榜
』
は
ヤ
オ
族
の
独
自
性
が
強
い
が
、
類
似
し
て
い
る
の
は
シ
ョ
オ
族
（
畬
族
）
の
『
祖
図
』
で
あ
る
。
シ
ョ
オ
族
は
湖
南
・

貴
州
の
山
地
か
ら
広
東
へ
、そ
し
て
福
建
や
浙
江
へ
と
焼
畑
耕
作
を
行
い
つ
つ
移
動
し
た
。
元
々
漢
語
の
「
畬
」
は
焼
畑
耕
作
の
意
味
で
、

自
称
は
シ
ャ
ン
ハ
ー
（
山
哈
）
と
い
い
、
ハ
ー
（
哈
）
の
原
語
の
意
味
は
「
客
人
」
で
、「
山
に
居
る
よ
そ
者
」
の
こ
と
で
あ
る
﹇≪

畬
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族
簡
史
編
写
組≫

一
九
八
〇
：
七
﹈。
焼
畑
と
狩
猟
を
生
業
と
し
、
山
わ
た
ら
い
を
常
態
と
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

『
過
山
榜
』
に
よ
れ
ば
、
盤
瑤
の
先
祖
は
南
京
の
十
宝
殿
か
ら
海
を
わ
た
り）
64
（

、
広
東
の
韶
州
府
楽
昌
県
に
移
動
し
て
、
そ
の
後
に
湖
南

の
千
家
峒
へ
移
り
、
そ
こ
で
漢
族
に
追
わ
れ
て
散
り
散
り
に
な
っ
て
、
今
か
ら
四
百
年
前
の
明
代
に
こ
の
地
に
至
っ
た
と
い
う
。
盤
瑤
は
、

そ
の
由
来
を
系
譜
上
に
位
置
付
け
、
盤
瓠
に
由
来
す
る
十
二
姓
が
あ
り
、
盤
・
黄
・
趙
・
李
・
馮
・
鄧
・
胡
・
龐
・
包
・
瀋
・
周
・
雷
な

ど
は
そ
れ
に
あ
た
る
と
主
張
す
る
。
毎
年
三
月
三
日
に
黄
花
、
紅
藍
、
楓
葉
、
石
榴
で
染
め
た
黄
・
藍
・
黒
・
紅
の
米
と
白
米
か
ら
な
る

五
色
の
糯
米
飯
を
食
べ
る
の
は
、
十
二
姓
の
う
ち
の
有
力
な
五
大
姓
の
団
結
を
表
す
た
め
だ
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
こ
れ
は
海
南
島
の

「
ミ
ャ
オ
族
（
苗
族
）」（
元
来
は
広
西
の
百
色
か
ら
移
住
さ
せ
ら
れ
た
ヤ
オ
族
）
の
伝
承
と
も
共
通
す
る
﹇
鈴
木

一
九
八
五
：
三
九
〜

四
〇
﹈。

『
過
山
榜
』
は
口
頭
伝
承
の
文
字
化
と
い
う
以
上
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
通
常
は
非
漢
族
に
関
す
る
記
述
は
漢
族
が
文
字
で
書
き
記

す
の
で
偏
見
や
差
別
も
多
く
含
ま
れ
る
の
に
対
し
、『
過
山
榜
』
は
ヤ
オ
族
が
漢
字
を
使
っ
て
自
己
の
主
張
を
行
い
し
か
も
皇
帝
の
証
書

と
い
う
権
威
性
を
帯
び
て
い
る
。
抵
抗
文
書
で
も
あ
り
、
自
ら
の
「
移
動
生
活
」
の
正
統
性
を
主
張
し
権
威
の
維
持
に
つ
な
が
っ
た
。

六
、「
瑤
族
」
へ
の
道

時
代
は
下
る
が
、
清
代
の
『
皇
清
職
貢
図
』（
乾
隆
二
六
年
・
一
七
六
一
）
巻
四
「
広
東
省
」
と
「
広
西
省
」
の
条
に
は
県
ご
と
に
「

人
」
が
共
に
八
集
団
ず
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
近
代
以
前
の
広
西
で
の
ヤ
オ
族
の
名
称
は
、
集
落
の
立
地
（
山
地
・
高
山

）、
服
飾
（
白

）、
結
髪
・
頭
飾
（
狗
頭
・
紅
頭

）、
信
仰
（
盤
古
・
狗

）、
生
産
（
藍

）
65
（

）
な
ど
文
化
的
特
質
で
識
別
し
よ
う
と
し
た
﹇
劉

錫
蕃

一
九
三
四
：
二
﹈。「

」
と
ケ
モ
ノ
偏
が
つ
く
よ
う
に
、
漢
族
か
ら
は
人
間
よ
り
は
動
物
に
近
い
と
蔑
ま
れ
て
い
た
。
一
九
四
九

年
の
解
放
後
、
ヤ
オ
族
、
一
九
五
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
民
族
識
別
に
よ
っ
て
漢
字
表
記
を
「
瑤
族
」
に
統
一
し
総
称
と
し
て
確
定
さ
れ
た
。
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彼
ら
は
漢
族
に
吸
収
・
同
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
ら
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
し
、外
部
と
の
文
化
的
境
界
を
維
持
し
て
き
た﹇
竹

村

一
九
八
一
：
六
〜
七
﹈。
中
国
の
ヤ
オ
族
の
人
口
は
、

一
九
九
〇
年
の
統
計
で
は
二
一
三
万
四
〇
一
三
人
で
、
そ
の
う
ち
約

六
二
・
一
％
が
広
西
壮
族
自
治
区
、
湖
南
省
に
二
一
・
五
％
が
住
み
、

そ
の
他
は
雲
南
、
広
東
、
貴
州
に
居
住
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部

で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
ラ
オ
ス
の
山
岳
地
帯
に
も
同
系
統
の
民

が
い
る）
66
（

。
ヤ
オ
族
の
伝
承
の
多
く
は
故
地
を
長
江
（
揚
子
江
）
流
域

に
求
め
、
漢
族
の
南
下
の
圧
迫
を
受
け
て
、
平
地
部
か
ら
山
間
部
へ

移
動
し
て
、
各
地
に
散
ら
ば
っ
た
と
伝
え
る
。
ミ
ャ
オ
族
が
焼
畑
耕
作
と
水
田
農
耕
を
併
用
し
、
貴
州
な
ど
内
陸
部
の
石
灰
岩
地
帯
に
多

く
居
住
し
て
漢
族
と
対
立
す
る
傾
向
を
帯
び
た
の
に
対
し
、
ヤ
オ
族
は
広
西
・
広
東
・
湖
南
な
ど
沿
岸
部
に
近
い
海
洋
モ
ン
ス
ー
ン
の
影

響
を
受
け
る
地
域
を
中
心
に
居
住
し
、
豊
富
な
森
林
地
帯
で
狩
猟
・
焼
畑
に
林
業
を
合
わ
せ
営
み
、
か
つ
て
は
移
動
性
が
高
か
っ
た
。
一

方
、
ヤ
オ
族
の
中
に
も
天
水
に
よ
る
棚
田
で
の
稲
作
栽
培
や
田
畑
で
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
栽
培
を
主
と
し
て
生
活
す
る
人
々
も
い
る
。
竹
村
卓

二
は
、
ヤ
オ
族
は
平
地
の
漢
族
と
生
態
系
を
異
に
す
る
こ
と
で
、
生
産
物
の
交
換
に
よ
る
共
生
関
係
を
確
立
し
、「
客
民
」
と
し
て
、「
主

民
」
た
る
漢
族
か
ら
保
護
さ
れ
て
生
き
延
び
た
と
い
う
﹇
竹
村

一
九
八
一
：
八
四
﹈。
犬
祖
神
話
は
姿
を
変
え
つ
つ
も
口
頭
伝
承
と
し
て
、

古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
命
脈
を
保
ち
、
ヤ
オ
族
の
系
統
の
人
々
の
間
で
は
「
生
き
た
神
話
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
ヤ
オ
族
は
固
有

の
文
字
は
持
た
ず
、
基
本
は
口
頭
伝
承
で
歴
史
を
伝
え
て
き
た
。
た
だ
し
、
漢
字
に
習
熟
し
て
お
り
、
道
教
の
影
響
を
受
け
た
複
雑
な
儀

礼
を
頻
繁
に
行
い
、
膨
大
な
漢
字
文
書
を
駆
使
す
る
（
図
５
）。
そ
の
意
味
で
は
漢
族
か
ら
保
護
さ
れ
て
き
た
と
い
う
よ
り
も
相
互
に
変 図５ ヤオ族の祭司
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容
し
つ
つ
共
存
し
て
き
た
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

七
、
ヤ
オ
族
と
ミ
ャ
オ
族

元
々
ヤ
オ
族
と
ミ
ャ
オ
族
と
は
同
系
統
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
ミ
ャ
オ
族
の
一
部
に
も
犬
祖
神
話
を
伝
え
る
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
湖
南

省
麻
陽
の
ミ
ャ
オ
族
で
、
湖
南
省
麻
陽
県
高
村
郷
の
錦
江
流
域
に
は
十
八
ケ
所
の
盤
瓠
廟
が
あ
る
と
い
う
。
ミ
ャ
オ
族
が
す
む
漫
水
村
に

は
明
代
の
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）
建
立
と
伝
え
る
盤
瓠
廟
が
あ
り
、
陰
暦
五
月
十
一
日
の
龍
船
節
に
は
盤
瓠
を
祀
っ
て
、
舳
先
に
犬
頭

を
頂
く
龍
船
を
出
し
、
接
龍
歌
、
謁
見
歌
、
根
源
歌
、
謝
茶
歌
、
送
神
歌
を
歌
っ
て
祭
祀
す
る
﹇
譚
子
美
・
李
宜
仁

一
九
九
一
：
五
三

〜
五
六
﹈。
一
九
九
八
年
八
月
二
十
九
日
に
筆
者
が
現
地
の
盤
瓠
廟
を
訪
問
し
た
時
に
は
、
祭
壇
正
面
に
「
本
祭
盤
瓠
大
王
位
」、
左
右
に

「
本
新
息
大
王
位
」
と
「
本
祭
四
官
大
王
位
」
の
三
人
兄
弟
の
位
牌
が
据
え
ら
れ
て
い
た
。
祭
日
で
は
な
か
っ
た
が
、
我
々
の
訪
問
の
為

に
供
物
を
供
え
て
飾
っ
た
。
三
十
六
個
の
盃
を
天
神
地
神
と
観
音
に
捧
げ
、
三
人
兄
弟
に
は
豚
が
一
頭
と
粽
が
あ
げ
ら
れ
て
「
接
龍
歌
」

が
歌
わ
れ
た
。
田
連
炎
（
支
部
書
記
）
が
話
し
た
由
来
譚
で
は
「
高
辛
王
は
娘
を
龍
犬
に
与
え
る
と
、
娘
と
婿
を
湘
西
地
方
に
住
ま
わ
せ

た
。
夫
婦
は
こ
こ
に
き
て
三
男
三
女
に
恵
ま
れ
た
。
長
男
が
盤パ
ン
フ
ー瓠
、
次
男
が
新シ
ン
イ
ー意
、
三
男
が
四ス
ー
ク
ワ
ン官
と
い
う
。
後
に
沅
江
一
帯
で
戦
闘
が

あ
り
、
三
兄
弟
は
雄
々
し
く
闘
っ
た
が
戦
死
し
た
。
彼
ら
の
子
供
た
ち
が
父
親
を
偲
ん
で
龍
船
祭
祀
を
は
じ
め
、
一
代
一
代
と
受
け
継
が

れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
。
三
つ
の
位
牌
は
三
人
兄
弟
で
あ
っ
た
。
皇
帝
の
娘
を
め
と
っ
た
の
は
龍
犬
で
、
子
供
の
三
人
兄
弟
の
長
男
が
盤

瓠
と
さ
れ
て
い
た
。
五
月
十
一
日
が
盤
瓠
の
誕
生
日
で
祭
祀
の
日
、
龍
船
を
水
上
に
浮
か
べ
て
ゆ
っ
く
り
往
来
す
る
「
試
船
」
を

十
一
、十
二
、十
三
日
に
行
う
。
十
四
日
か
ら
十
六
日
が
競
渡
の
日
で
あ
る
と
い
う
。
漕
ぎ
手
は
四
十
八
人
、
太
鼓
打
ち
・
銅
鑼
打
ち
・
指

揮
官
、
舵
取
り
が
一
人
ず
つ
、
喇
叭
二
人
が
乗
り
、
総
勢
五
十
四
人
が
乗
る
。
錦
江
の
沿
岸
に
は
十
五
の
郷
が
あ
り
百
艘
余
り
の
龍
船
を

保
持
し
、
高
村
鎮
は
八
艘
を
所
持
し
て
い
る
。
龍
船
は
山
神
を
祀
っ
て
か
ら
杉
木
で
作
る
と
い
い
、
祭
祀
に
は
色
々
な
神
々
が
混
淆
し
て
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い
る
よ
う
だ）
67
（

。

犬
と
の
関
係
で
は
貴
州
省
黔
東
南
雷
山
県
の
ミ
ャ
オ
族
の
一
部
で
は
自
ら
の
先
祖
は
犬
で
あ
り
、
解
放
前
ま
で
は
犬
の
尻
尾
を
か
た

ど
っ
た
紐
を
つ
け
て
い
た
が
、
解
放
後
は
周
囲
の
他
の
民
族
か
ら
侮
辱
さ
れ
た
の
で
つ
け
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
始
祖
と
は
逆
に
、
犬
の

磔
刑
に
よ
る
供
犠
の
話
は
台
江
県
施
洞
で
聞
い
た
が
、
こ
れ
は
漢
族
の
慣
習
で
魔
除
け
の
機
能
が
あ
る
と
い
う
。
施
洞
は
近
く
に
漢
族
の

軍
事
拠
点
の
鎮
遠
が
あ
り
、こ
の
習
俗
は
漢
族
の
兵
士
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。漢
族
の
流
入
と
習
俗
の
広
が
り
に
伴
っ

て
、
ミ
ャ
オ
族
の
犬
に
対
す
る
意
味
づ
け
は
大
き
く
変
化
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

八
、
現
代
の
ヤ
オ
族
―
広
西
の
大
瑤
山
―

広
西
の
金
秀
瑤
族
自
治
県
は
ヤ
オ
族
の
集
住
地
と
し
て
名
高
く
、
大
瑤
山
と
呼
ば
れ
る
。
一
九
八
八
年
三
月
に
行
っ
た
調
査
に
基
づ
い

て
現
代
の
ヤ
オ
族
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。
金
秀
に
住
む
盤
瑤
は
、
犬
祖
で
あ
る
盤
瓠
の
子
孫
で
あ
る
と
自
称
し
て
、
盤
瓠
の
子
供
の
六

男
六
女
に
因
む
十
二
姓
の
う
ち
、
現
在
で
も
六
姓
が
残
る
と
い
う）
68
（

。『
後
漢
書
』
以
来
の
犬
祖
神
話
が
現
代
で
も
継
続
し
て
き
た
。
金
秀

で
の
聞
書
き
で
は
、
盤
、
黄
、
趙
、
李
、
馮
、
鄧
、
胡
、
包
、
周
、
雷
、
瀋
、
唐
が
十
二
姓
で
、
盤
、
黄
、
趙
、
李
、
馮
、
鄧
が
金
秀
に

住
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
鄭
と
龐
が
加
わ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
漢
族
が
ヤ
オ
族
の
女
性
と
結
婚
し
て
で
き
た
姓
で
あ
る
。
人
数

は
盤
、
黄
、
趙
、
馮
が
多
い
が
、
盤
と
趙
が
優
勢
で
古
い
と
い
う
。
た
だ
し
、『
過
山
榜
』
に
は
、
盤
・
黄
・
趙
・
李
・
馮
・
鄧
・
胡
・
龐
・

包
・
瀋
・
周
・
雷
を
十
二
姓
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
地
方
に
よ
っ
て
は
鳳
や
奉
が
あ
り
、
こ
れ
は
類
似
音
の
馮
が
変
化
し
た
と
い
う
。
独

自
の
文
字
を
持
た
な
い
人
々
な
の
で
、融
通
無
碍
に
漢
字
を
活
用
す
る
。
瀋
が
現
在
は
い
な
い
理
由
と
し
て
は
、移
住
の
途
中
、船
に
乗
っ

て
川
を
渡
っ
て
い
た
時
に
遭
難
し
て
沈
ん
だ
の
で
消
滅
し
た
と
い
う
説
明
が
聞
か
れ
る
。
瀋
と
沈
は
同
音
（shen

）
な
の
で
関
連
付
け

た
と
推
定
さ
れ
る
。
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金
秀
の
ヤ
オ
族
は
五
種
に
分
か
れ
、
盤
瑤
、
山
子
瑤
、
拗
瑤
、
花
藍
瑤
、
茶
山
瑤
で
あ
る
。
各
々
の
自
称
は
、
盤
瑤
は
ミ
エ
ン
（m

jen

、

あ
る
い
は
ユ
ー
ミ
エ
ンiu-m

ien

）
で
「
人）
69
（

」、
山
子
瑤
は
ケ
ム
テ
ィ
ム
ン
（kem
 di m

un

、
あ
る
い
は
ム
ンm

un

）
で
「
山
里
の
人）
70
（

」

で
あ
る）
71
（

。
拗
瑤
は
ピ
ャ
オ
ム
ン
（bjau m

un

）
で
「
山
の
中
の
人
」、
花
藍
瑤
は
キ
ャ
ン
ネ
ィ
（kiong  nai

）
で
「
山
に
住
む
人
」、
茶

山
瑤
は
ラ
キ
ア
（lak kja 

）
で
「
山
に
住
む
人
」
の
意
味
だ
と
い
う
。
自
称
か
ら
判
断
す
る
と
、
総
じ
て
山
の
民
の
意
識
が
共
有
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

吉
野
晃
が
二
〇
〇
二
年
以
後
断
続
的
に
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
の
漢
族
は
カ
ン
（kan

）
と
称
し
、
茶
山
瑤
は
カ
ン
に
属

す
る
と
さ
れ
、
壮
族
も
カ
ン
チ
ア
ン
（kan-tsoang

）
と
呼
ば
れ
る
。
金
秀
で
の
民
族
構
成
は
、
こ
れ
に
対
し
拗
瑤
、
山
子
瑤
、
花
藍
瑤

は
カ
ン
（kan

）
を
つ
け
ず
、
ユ
ー
（iu

）
を
つ
け
る
﹇
吉
野

二
〇
〇
五
：
四
九
﹈。
従
っ
て
、「
漢
族
」
と
、
三
つ
の
集
団
「
茶
山
瑤
・

壮
族
」「
拗
瑤
・
花
藍
瑤
・
山
子
瑤
」「
盤
瑤
」
か
ら
成
り
立
つ
。
言
語
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
漢
族
か
ら
最
も
遠
い
の
が
ユ
ー
ミ
エ
ン

（iu-m
ien

）
の
盤
瑤
と
な
る
（
図
６
）。

言
語
系
統
は
漢
チ
ベ
ッ
ト
語
族
で
あ
る
が
、
盤
瑤
、
山
子
瑤
、
拗

瑤
は
苗
瑤
派
の
瑤
語
支
で
ヤ
オ
語
で
あ
る
が
、
花
藍
瑤
は
苗
瑤
語
派

の
苗
語
支
で
ミ
ャ
オ
語
、
茶
山
瑤
は
壮
侗
語
派
の
侗
水
語
支
で
ト
ン

語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
時
期
や
経
路
を
違
え
て
大
瑶
山
に
き

た
と
推
定
さ
れ
、
族
譜
や
口
頭
伝
承
に
基
づ
い
て
茶
山
瑤
が
約
六
百

年
前
、
拗
瑤
と
花
藍
瑤
が
約
四
百
年
前
、
盤
瑤
が
約
三
百
年
前
、
山

子
瑤
が
約
二
百
年
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
確
定
的
で
は
な
い
。
花

藍
瑤
の
伝
承
で
は
、大
瑤
山
へ
の
入
山
は
明
代
初
頭
（
一
四
世
紀
末
）

図６ 盤瑤の人々
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と
い
う
説
も
あ
る
﹇
王
同
恵

一
九
三
六
：
二
七
﹈。

各
ヤ
オ
の
う
ち
、
拗
瑤
、
花
藍
瑤
、
茶
山
瑤
は
地
主
で
、
川
の
畔
や
狭
い
平
地
を
利

用
し
た
り
、
棚
田
を
作
っ
て
水
稲
耕
作
を
営
み
、
山
林
・
田
畑
・
河
川
流
域
な
ど
を
所

有
す
る
地
主
で
「
山
主
」
と
い
う
。
特
に
茶
山
瑤
は
漢
族
と
の
商
品
作
物
の
交
易
で
利

益
を
得
て
社
会
階
層
の
最
上
位
を
占
め
た
。
こ
の
三
種
の
瑤
族
は
男
性
が
頭
髪
を
長
く

伸
ば
し
て
頭
の
上
で
束
ね
て
髷
に
し
て
い
た
の
で
「
長
毛
瑤
」
と
も
呼
ば
れ
る）
72
（

。
灌
漑

に
よ
る
棚
田
（
梯
田
）
の
水
田
耕
作
を
主
体
と
し
て
土
地
の
所
有
権
を
確
立
し
、
大
規

模
な
集
村
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
盤
瑤
と
山
子
瑤
は
「
長
毛
瑤
」
の
土

地
を
小
作
し
て
焼
畑
と
狩
猟
を
営
み
移
動
が
前
提
で
、「
過
山
瑤
」
と
も
い
う
（
図
７
）。

一
定
の
土
地
を
耕
作
す
る
と
三
〜
五
年
で
別
の
場
所
に
移
動
す
る
生
活
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
遅
れ
て
大
瑤
山
に
移
住
し
て
き
た
の
で
、
土
地
を
余
り
所
有
せ
ず
、
田
畑
や
山
林

を
「
山
主
」
か
ら
借
り
受
け
て
税
を
支
払
い
小
作
と
し
て
生
活
し
「
山
丁
」（
山
民
）

と
呼
ば
れ
た
。
耕
作
だ
け
で
な
く
山
菜
の
採
集
に
も
課
税
さ
れ
た
と
い
う
。「
過
山
瑤
」

は
焼
畑
へ
の
依
存
度
が
高
く
村
落
は
分
散
的
で
、戸
数
も
二
〇
戸
以
下
で
規
模
は
小
さ
い
。「
過
山
瑤
」
は
「
山
丁
」
か
ら
高
額
の
「
山
租
」

を
取
り
立
て
ら
れ
て
「
種
木
還
山
」
と
呼
ば
れ
る
請
負
作
業
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
戦
前
の
報
告
に
は
「
過
山
瑤
」
が
「
長
毛
瑤
」
に
隷

属
し
て
苦
し
い
生
活
を
し
い
ら
れ
た
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
﹇
王
同
恵

一
九
三
六
：
四
六
﹈。
漢
族
商
人
か
ら
も
略
奪
に
近
い
扱
い
を

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
﹇
唐
兆
民

一
九
四
八
：
一
〇
一
〜
一
〇
六
﹈。
現
在
の
盤
瑤
の
生
活
を
見
て
み
る
と
、住
居
は
竹
や
木
で
作
り
、

簡
単
に
移
動
で
き
る
よ
う
な
暮
ら
し
で
か
つ
て
の
面
影
を
濃
厚
に
留
め
て
い
る
。「
過
山
瑤
」
は
現
在
で
は
政
府
の
定
住
化
推
進
政
策
が 図７ 山子瑤の人々
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進
め
ら
れ
、
高
度
の
低
い
所
に
移
住
さ
せ
ら
れ
て
、
棚
田
で
水
稲
耕
作
を
営
み
常
畑
で
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
栽
培
し
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ

た
。
経
済
的
に
困
窮
し
た
場
合
は
政
府
か
ら
穀
物
の
援
助
が
届
け
ら
れ
る
な
ど
優
遇
措
置
が
与
え
ら
れ
る
。
歴
史
的
に
は
、
大
瑤
山
の
ヤ

オ
族
は
定
着
型
の
「
長
毛
瑤
」
と
移
動
型
の
「
過
山
瑤
」
に
分
か
れ
、前
者
は
低
地
の
「
水
村
」、後
者
は
高
地
の
「
山
村
」
と
棲
み
分
け
、

相
互
は
支
配
・
従
属
関
係
に
基
づ
く
階
層
分
化
を
な
し
て
い
て
、
優
位
劣
位
、
地
位
の
上
下
が
明
確
で
あ
っ
た
が
社
会
主
義
政
権
下
で
は

大
き
な
転
換
が
生
じ
た
。
漢
族
と
の
社
会
的
経
済
的
関
係
が
濃
い
か
薄
い
か
に
よ
っ
て
、個
々
の
瑤
族
の
状
況
が
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
を
社
会
的
地
位
、
言
語
系
統
、
漢
族
と
の
距
離
の
三
つ
の
観
点
か
ら
ま
と
め
て
お
く
。

「
過
山
瑤
（
山
丁
）
＝
盤
瑤
＋
山
子
瑤
」⇔

「
長
毛
瑤
（
山
主
）
＝
拗
瑤
＋
茶
山
瑤
＋
花
藍
瑤
」

「
瑤
語
支
＝
盤
瑤
＋
山
子
瑤
＋
拗
瑤
」⇔

「
苗
語
支
＝
花
藍
瑤
、
侗
水
語
支
＝
茶
山
瑤
」

「
ユ
ー
ミ
エ
ン
＝
盤
瑤
」「
ユ
ー
＝
拗
瑤
・
山
子
瑤
・
花
藍
瑤
」⇔

「
カ
ン
＝
漢≒

茶
山
瑤
・
壮
族
」

大
瑤
山
の
ヤ
オ
の
内
実
は
複
雑
で
あ
り
、
多
く
の
移
住
の
波
の
重
層
的
な
累
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
在
で

は
、
定
住
を
移
動
よ
り
優
れ
て
い
る
と
み
な
す
潜
在
意
識
が
横
溢
す
る
。
こ
れ
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
移
動
す
る
ヤ
オ
族
、
特
に
『
過

山
榜
』
を
携
え
て
、
盤
瓠
か
ら
の
出
自
を
誇
り
、
皇
族
の
子
孫
と
し
て
の
矜
持
を
維
持
し
て
き
た
盤
瑤
は
本
質
的
に
移
動
す
る
民
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
政
府
は
焼
畑
耕
作
を
禁
じ
、
定
住
化
を
促
進
さ
せ
て
き
た
。
現
代
に
生
き
る
戦
略
と
し
て
定
住
の
重
視
へ
と
価
値
観
を
転

換
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
総
称
と
し
て
ヤ
オ
族
と
名
付
け
ら
れ
た
集
団
は
決
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
流
動
性
の

中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
。
現
在
の
状
況
は
解
放
後
の
民
族
政
策
、
特
に
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
五
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
民
族
識
別
工

作
に
よ
っ
て
一
元
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
て
き
た
結
果
の
到
達
点
で
あ
る
。
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九
、
始
祖
の
祭
り
―
盤
王
節
―

大
瑤
山
で
は
始
祖
を
祀
る
盤
王
節
は
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
大
き
く
変
質
し
た
。
元
々
始
祖
の
盤
瓠
は
古
代

の
帝
王
と
同
格
と
さ
れ
尊
称
で
「
盤
王
」
と
よ
ば
れ
て
、
始
祖
を
祀
る
盤
王
節
を
毎
年
十
月
頃
の
収
穫
終
了
後
に
執
行
し
て
き
た
。
祭
日

は
吉
日
を
師
公
（
法
師
）
に
占
っ
て
い
た
の
で
固
定
し
た
日
付
は
な
か
っ
た
。
ま
た
祭
祀
の
単
位
も
、
盤
瑤
は
一
軒
ご
と
に
家
の
祭
り
、

拗
瑤
は
一
村
か
数
村
が
中
心
で
、
山
子
瑤
は
他
の
神
々
の
祭
り
と
合
わ
せ
て
盤
王
を
祀
っ
た
。
伝
説
に
よ
れ
ば
瑤
族
の
先
祖
が
離
散
し
て

旅
を
続
け
て
海
を
渡
っ
て
い
た
時
に
、
大
嵐
に
遭
遇
し
、
盤
王
（
盤
護
）
に
願
を
か
け
て
天
候
の
回
復
と
航
海
の
無
事
を
祈
っ
た
と
こ
ろ
、

願
い
事
が
通
じ
て
穏
や
か
に
な
り
、
海
を
無
事
に
越
え
て
現
在
地
に
た
ど
り
つ
い
た
と
い
う
。
そ
の
御
礼
と
し
て
盤
王
を
祀
る
。「
盤
王

大
歌
」
が
う
た
わ
れ
て
﹇
湖
南
少
数
民
族
古
籍
辨
公
室
（
主
編
）
一
九
八
八
﹈、
天
地
開
闢
や
盤
王
の
事
績
、
先
祖
の
移
動
の
歴
史
が
語

ら
れ
た
。
数
年
に
一
度
大
き
な
「
還
盤
王
願
」
を
行
う
。
基
本
は
盤
瑤
、
ミ
エ
ン
の
祭
り
で
あ
る
。
花
藍
瑤
と
茶
山
瑤
は
盤
王
を
祀
ら
な

い
。し

か
し
、
一
九
八
四
年
以
降
は
国
家
民
族
委
員
会
か
ら
の
指
令
で
陰
暦
十
月
十
六
日
に
統
一
さ
れ
、
民
族
団
結
の
祭
典
と
し
て
祝
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た）
73
（

。
祭
日
の
固
定
化
に
あ
た
っ
て
は
、
広
東
省
の
連
南
排
ヤ
オ
族）
74
（

の
「
要
歌
堂
」
の
祭
り
、
湖
南
の
ヤ
オ
族
の
祭
り
な
ど

過
山
瑤
系
の
人
々
の
日
付
を
考
慮
し
た
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
は
盤
王
節
は
盤
瑤
の
始
祖
神
を
祀
る
重
要
な
儀
礼
で
あ
り
、
盤
瑤
を
主
体

と
し
、
山
子
瑤
・
拗
瑤
の
祭
り
で
あ
っ
た
が
﹇
張

一
九
八
六
：
九
三
﹈、
現
在
で
は
大
瑤
山
に
住
む
五
種
類
の
ヤ
オ
族
が
共
同
で
祭
り

を
行
な
う
。
大
瑤
山
に
居
住
し
て
民
族
識
別
で
ヤ
オ
族
と
認
定
さ
れ
た
人
々
は
、
政
治
的
に
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
に
も
「
瑤
族
」
と
し

て
纏
ま
り
を
持
た
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
内
部
に
ト
ン
族
（
侗
族
）
や
ミ
ャ
オ
族
（
苗
族
）
に
近
い
者
を
含
む
に
も
拘
わ
ら
ず
、

民
衆
側
も
大
瑤
山
に
住
む
限
り
は
お
互
い
が
ヤ
オ
族
と
し
て
協
力
し
あ
う
こ
と
が
好
ま
し
い
と
判
断
し
て
、
あ
え
て
民
族
帰
属
の
変
更
を

す
る
動
き
は
見
せ
な
い
。
む
し
ろ
、
上
か
ら
の
政
治
的
意
図
を
意
識
的
に
利
用
し
な
が
ら
「
ヤ
オ
族
に
な
る
」
こ
と
で
団
結
を
誇
示
し
、
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自
ら
の
主
張
を
行
な
う
。
こ
の
よ
う
な
経
過
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
創
ら
れ
た
民
族
」
が
、
新
た
に
自
ら
を
形
成
し
直
す
動
き
が
中
国

各
地
に
起
こ
っ
て
き
て
い
る
﹇
鈴
木

一
九
九
三
﹈。「
生
き
た
神
話
」
に
基
づ
く
盤
王
の
祭
り
も
行
政
の
関
与
に
よ
っ
て
大
き
く
変
質
し
、

民
族
識
別
以
後
に
人
工
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
ヤ
オ
族
像
に
合
わ
せ
ら
れ
て
再
構
築
さ
れ
て
き
た
。
上
か
ら
の
力
学
と
下
か
ら
の
力
学
の

境
界
面
に
お
い
て
新
た
に
生
じ
て
く
る
葛
藤
や
対
立
、
変
容
と
創
造
、
そ
し
て
想
像
力
の
今
後
は
ど
う
な
る
の
か
、
予
測
を
許
さ
な
い
状

況
が
続
い
て
い
る
。

一
〇
、
故
郷
の
創
出
―
千
家
峒
―

『
過
山
榜
』
に
記
さ
れ
た
千
家
峒
に
つ
い
て
は
各
地
に
様
々
な
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
湖
南
省
江
永
県
の
上
江
墟
鎮
の
西
方
に
は
集

住
地
「
千
家
峒
」
が
あ
り
、
伝
説
で
は
ヤ
オ
族
は
長
江
（
揚
子
江
）
中
流
域
か
ら
移
住
し
て
こ
の
地
に
留
ま
っ
た
。
ヤ
オ
族
の
始
祖
は
犬

の
盤
瓠
で
、
そ
の
子
孫
の
十
二
姓
が
住
み
、
唐
代
に
は
漢
族
と
対
抗
す
る
勢
力
が
あ
っ
た
が
、
元
の
大
徳
九
年
（
一
三
〇
五
）
に
大
軍
が

押
し
寄
せ
て
た
。
千
家
峒
に
集
結
し
て
平
和
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
ヤ
オ
族
は
、
突
然
に
襲
撃
し
て
き
た
元
の
大
軍
に
敗
れ
再
会
を
期
し

て
散
り
散
り
に
な
っ
た
と
い
う
。
上
江
墟
と
そ
の
周
辺
の
村
々
で
は
漢
族
、
ヤ
オ
族
を
問
わ
ず
、
収
穫
期
の
十
月
に
は
盤
瓠
を
祀
る
盤
王

節
を
行
う
村
が
多
く
、
ヤ
オ
族
の
文
化
的
影
響
が
今
で
も
強
い
。
ヤ
オ
族
は
明
代
の
石
碑
に
は
扶
雲

、
清
渓

、
古
調

、
勾
蘭

と

あ
り
、
清
代
以
降
は
平
地
の
ヤ
オ
族
は
民

、
熟

、
平
地

と
表
記
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
山
地
の
ヤ
オ
族
は
現
在
の
通
称
は
高
山
瑤
、

自
称
ミ
エ
ン
（
勉m

ien

）
の
盤
瑤
が
主
流
で
、
森
林
を
焼
畑
で
開
い
て
耕
地
を
作
り
、
陸
稲
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
（
玉
蜀
黍
）
を
栽
培
し

て
山
々
を
移
動
す
る
「
過
山
瑤
」
で
あ
り
、
龍
犬
の
盤
瓠
の
直
系
と
い
う
。
他
方
、
上
江
墟
の
漢
族
は
山
西
、
山
東
、
江
西
、
浙
江
か
ら

移
住
し
た
役
人
や
兵
士
の
末
裔
に
、
広
西
、
広
東
、
四
川
か
ら
の
移
住
者
も
混
ざ
る
複
雑
な
構
成
を
持
つ
。
先
住
民
文
化
の
上
に
、
ヤ
オ

族
と
漢
族
な
ど
の
融
合
が
重
な
り
、
変
容
と
創
造
の
過
程
が
継
続
し
て
き
た
。
江
永
県
の
ヤ
オ
族
の
人
口
は
一
九
四
九
年
の
解
放
時
に
は
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十
万
人
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
一
年
現
在
で
は
三
万
四
九
五
〇
人
で
、
県
内
の
四
七
・
二
％
を
占
め
て
い
た
。
千
家
峒
は
ヤ
オ

族
の
集
住
率
が
高
く
、
解
放
時
は
五
千
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
一
年
現
在
で
は
七
千
八
七
九
人
で
地
域
の
九
七
・
三
％
が
ヤ
オ
族
で
あ
っ

た）
75
（

。ヤ
オ
族
の
原
郷
は
『
評
皇
券
牒
』
や
『
過
山
榜
』
で
は
浙
江
の
会
稽
山
が
多
い
が
、
後
世
の
付
会
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
古
記
録
で
は
南

京
十
宝
殿
（
十
宝
店
）
を
故
地
と
す
る
文
献
も
あ
る
﹇≪

過
山
榜≫

編
輯
組

一
九
八
四
：
一
〇
八
〜
一
一
六
﹈。
湖
南
ヤ
オ
族
の
古
歌
『
盤

王
大
歌
』
は
武
昌
府
か
ら
移
動
し
て
景
定
元
年
に
海
辺
に
達
し
海
を
渡
っ
て
千
家
峒
に
至
っ
た
と
い
い
﹇
少
数
民
族
古
籍
辨
公
室
（
主
編
）

一
九
八
八
：
一
六
二
、二
一
七
﹈、
同
様
の
伝
承
は
寧
遠
県
﹇
宮
哲
兵

一
九
八
六
：
二
六
五
﹈、
江
華
県
、
藍
山
県
に
あ
る
﹇
広
西
壮
族

自
治
区
編
輯
組

一
九
八
六
：
一
﹈。
広
西
、
広
東
、
雲
南
の
ヤ
オ
族
に
も
千
家
峒
伝
説
は
広
が
る
。
ヤ
オ
族
は
原
郷
と
し
て
の
千
家
峒

に
愛
着
を
持
ち
各
地
で
故
地
回
復
の
動
き
を
起
こ
し
、
一
八
四
四
年
に
雲
南
蒙
自
県
、
一
九
三
三
年
に
湖
南
紅
華
県
、
一
九
四
一
年
に
広

西
金
秀
大
瑤
山
、一
九
五
七
年
に
広
西
恭
城
県
の
ヤ
オ
族
が
千
家
峒
の
発
見
を
試
み
た
。
千
家
峒
伝
説
の
記
録
は
江
永
県
で
は
手
稿
本『
千

家
峒
』（
大
遠
郷
趙
徳
彪
宅
蔵
）、『
千
家
洞
源
流
記
』（
橋
頭
舗
郷
瑤
族
蔵
）、『
千
家
洞
源
流
記
』（
界
牌
瑤
族
郷
水
口
営
村
李
姓
蔵
）
が

残
る
が
年
代
の
確
定
は
難
し
い﹇
宮
哲
兵

一
九
八
六
。
宮
哲
兵

二
〇
〇
一
：
一
八
四
﹈。
千
家
峒
候
補
地
は
湖
南
の
江
永
県
以
外
で
は
、

道
県
、
江
華
県
、
零
陵
県
に
あ
る
。
千
家
峒
は
実
在
す
る
の
か
、
架
空
の
土
地
な
の
か
、
長
期
の
議
論
が
続
い
て
い
た
。

大
遠
郷
を
千
家
峒
に
同
定
し
た
の
は
宮
哲
兵
で
、
一
九
八
二
年
か
ら
八
五
年
ま
で
調
査
し
て
結
論
を
出
し
た
。
一
九
八
六
年
五
月
十
八

日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
江
永
県
で
「
瑤
族
千
家
峒
故
地
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ
、
各
地
か
ら
四
三
名
の
ヤ
オ
族
研
究
者
が
集

ま
り
現
地
踏
査
と
討
論
を
重
ね
て
決
定
事
項
と
な
る
。
こ
の
知
ら
せ
は
東
南
ア
ジ
ア
（
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
）
の
ヤ
オ
族
に
広
ま

り
、
ア
メ
リ
カ
の
ヤ
オ
族
（
ラ
オ
ス
難
民
）
も
一
九
九
六
年
に
千
家
峒
を
訪
問
し
た
。
一
九
七
五
年
に
ラ
オ
ス
で
パ
テ
ト
ラ
オ
政
権
が
成

立
し
た
こ
と
で
、
共
産
主
義
の
政
権
下
で
の
生
活
を
望
ま
な
い
ヤ
オ
族
は
、
タ
イ
に
逃
れ
て
政
治
難
民
と
な
り
、
そ
れ
以
後
、
ア
メ
リ
カ

154

            



創世神話と王権神話

を
初
め
世
界
の
各
地
に
散
っ
た
。
そ
の
子
孫
が
現
地
で
適
応
し
て
豊
か
に
な
り
、
故
地
を
求
め
て
戻
っ
て
き
た
。
一
九
八
六
年
に
江
永
県

大
遠
郷
は
ヤ
オ
族
の
故
地
と
し
て
「
発
見
」
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
徐
々
に
既
定
事
実
と
し
て
か
た
ま
り
、
ヤ
オ
族
に
と
っ
て
は
有
名
な
場

所
に
な
っ
た
。

千
家
峒
伝
説
は
シ
ェ
族
や
客
家
や
広
東
の
漢
族
に
伝
わ
る
移
住
伝
説
と
共
通
し
た
枠
組
み
を
持
ち
、
移
動
と
い
う
行
動
形
態
を
正
当
化

す
る
論
理
を
基
軸
に
、
漢
族
と
の
関
係
の
中
で
生
成
さ
れ
た
伝
説
と
も
考
え
ら
れ
る
。
牧
野
巽
は
「
祖
先
同
郷
伝
説
」
と
し
て
、「
広
汎

な
地
方
の
住
民
の
な
か
に
、
そ
の
祖
先
が
元
来
、
同
一
の
地
方
か
ら
移
住
し
て
来
た
と
い
う
伝
説
」﹇
牧
野

一
九
八
五
：
四
﹈
が
同
じ

言
語
集
団
（
客
家
、
広
東
人
、
閩
南
人
）
に
伝
わ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
こ
の
伝
説
は
移
住
「
過
去
に
お
い
て
祖
先
が
同
じ
故
郷
か
ら
移

住
し
て
き
た
と
い
う
、
共
通
の
歴
史
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
重
の
同
郷
観
念
」﹇
同
：
一
六
二
﹈
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
史

実
と
い
う
よ
り
も
、
過
去
に
遡
及
し
て
作
り
出
さ
れ
た
伝
承
だ
と
考
え
る
（
二
重
と
は
現
在
の
定
住
地
と
過
去
の
故
地
）。
瀬
川
昌
久
も

客
家
の
族
譜
に
記
さ
れ
た
、
祖
先
を
同
郷
と
す
る
移
住
伝
説
を
検
討
し
、
共
通
の
災
厄
を
生
き
延
び
た
子
孫
と
語
る
こ
と
で
連
帯
意
識
を

作
り
出
す
働
き
が
あ
り
、
故
地
は
「
漢
族
世
界
の
周
縁
に
位
置
す
る
最
前
線
の
場
」﹇
瀬
川

一
九
九
六
：
二
二
八
﹈
と
い
う
境
界
上
の

地
点
（
客
家
の
福
建
省
寧
化
県
石
壁
、
広
東
人
の
南
雄
珠
璣
巷
な
ど
）
で
あ
る
と
い
う
。
千
家
峒
も
類
似
す
る
場
所
で
あ
る
。
恐
ら
く
、

同
類
型
の
こ
れ
ら
の
移
住
伝
説
は
、
実
際
の
移
動
の
記
憶
を
基
盤
に
置
き
な
が
ら
も
、
漢
族
を
焦
点
と
し
て
中
原
と
周
縁
の
差
異
を
際
立

た
せ
る
、
或
い
は
結
び
付
け
る
こ
と
で
正
当
性
を
主
張
し
、
自
ら
の
社
会
的
紐
帯
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
伝
承
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
研

究
と
調
査
の
結
果
、
江
永
の
千
家
峒
は
ヤ
オ
族
の
故
地
と
し
て
「
発
見
」
さ
れ
、
実
在
化
さ
れ
て
、
定
説
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
千
家

峒
は
ヤ
オ
族
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
史
料
上
か
ら
は
確
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
焼
畑
が
主
体
で
あ
れ
ば
千
家
峒
の
よ
う
な

定
住
地
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
族
へ
の
対
抗
言
説
と
し
て
ヤ
オ
族
の
民
族
意
識
を
高
め
る
効
果
を
持
つ
。

現
在
の
土
地
の
伝
承
で
は
、
ヤ
オ
族
は
中
原
で
黄
帝
と
戦
っ
て
敗
れ
た
蚩
尤
の
子
孫
で
、
洞
庭
湖
付
近
に
落
ち
の
び
て
長
沙
武
陵
蛮
と
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な
り
、
南
方
に
移
動
し
て
千
家
峒
の
ヤ
オ
族
に
な
っ
た
と
い
う
。『
後
漢
書
』
の
長
沙
・
武
陵
蛮
の
記
述
を
現
代
の
視
点
か
ら
恣
意
的
に

解
釈
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ヤ
オ
族
の
先
祖
は
黄
帝
と
並
ぶ
中
国
の
創
始
者
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
劣
位
性
を
覆
す
根
拠
と
な
る
。
し
か

し
、
古
代
と
の
連
続
性
は
実
証
出
来
ず
、
蚩
尤
の
伝
承
は
漢
族
の
「
黄
帝
の
子
孫
」
と
い
う
伝
承
へ
の
対
抗
伝
説
で
あ
り
、
後
世
の
文
献

の
知
識
に
よ
る
補
強
が
あ
る
。
ミ
ャ
オ
族
も
こ
れ
と
同
じ
く
、
一
九
九
五
年
以
降
、
蚩
尤
を
民
族
の
始
祖
と
す
る
伝
承
が
急
速
に
普
及
し

た
。
貴
州
の
ミ
ャ
オ
族
は
蚩
尤
に
類
似
し
た
名
称
の
始
祖
伝
説
（
格
蚩
元
老
）
が
黔
西
北
に
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
現
在
の
ミ
ャ
オ
族
は

蚩
尤
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
る
﹇
鈴
木

二
〇
一
二
：
八
一
〜
九
七
﹈。
現
在
は
こ
れ
を
否
定
す
る
主
張
を
ミ
ャ
オ
族

の
知
識
人
が
繰
り
広
げ
れ
ば
、袋
叩
き
に
あ
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ミ
ャ
オ
族
に
し
て
も
ヤ
オ
族
に
し
て
も
、先
祖
は
長
江
（
揚

子
江
）
中
流
域
で
生
活
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
が
、
北
中
国
、
特
に
中
原
に
い
た
文
献
記
録
は
な
い
。
現
代
の
伝
承
は
様
々
な
知
識
で

過
去
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
。
神
話
か
ら
伝
説
へ
、
そ
し
て
史
実
へ
と
い
う
各
地
に
み
ら
れ
る
現
象
は
、
ヤ
オ
族
に
お
い
て
は
古
代
と

現
代
を
結
び
つ
け
る
力
と
し
て
巨
大
な
力
を
発
揮
し
て
き
た
。
始
祖
神
話
は
口
頭
伝
承
か
ら
文
字
テ
ク
ス
ト
と
な
り
、
複
雑
に
変
化
し
つ

つ
も
歴
史
化
す
る
こ
と
で
伝
承
の
連
続
性
を
維
持
し
て
き
た
と
言
え
る
。

第
三
部

王
権
神
話
―
ス
リ
ラ
ン
カ
の
場
合
―

は
じ
め
に

南
ア
ジ
ア
の
神
話
と
し
て
古
層
に
属
す
る
の
は
イ
ン
ド
の
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
内
容
は
創
世
神
話
を
主
体
と
す
る
。
紀
元
前

一
二
〇
〇
年
か
ら
一
〇
〇
〇
年
の
間
に
成
立
し
た
古
代
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
聖
典
で
、
祭
官
が
祭
場
で
神
々
を
招
き
讃
え
る
韻
文
賛

歌
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
は
更
に
、『
サ
ー
マ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』『
ヤ
ジ
ュ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』『
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』（
紀
元
前
一
〇
〇
〇
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年
か
ら
六
〇
〇
年
）
と
続
き
、
内
容
は
祭
儀
・
詠
歌
・
祭
文
・
呪
文
な
ど
多
岐
に
亘
る
。
し
か
し
、
歴
史
性
に
は
乏
し
い
。
イ
ン
ド
の
古

代
叙
事
詩
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
と
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
は
、
紀
元
後
三
世
紀
や
四
世
紀
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
を
探
る

手
が
か
り
は
少
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
統
史
の
『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』（D

īpavam

4 sa

島
史
）
と
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ

ン
サ
』（M

ahāvam
4 sa

大
史
）
は
歴
史
書
と
し
て
も
よ
め
、
神
話
や
伝
説
が
含
ま
れ
る
が
、
時
代
背
景
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は

四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
初
頭
、
後
者
は
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ン
サ
と
は
歴
史
の
意
味
で
、

神
話
・
伝
説
・
史
実
の
交
錯
が
み
ら
れ
る
。
第
三
部
で
は
そ
の
中
の
王
権
神
話
の
生
成
と
展
開
に
注
目
し
て
、
歴
史
的
経
過
を
踏
ま
え
て
、

想
像
力
の
構
築
過
程
を
探
り
、
神
話
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』

最
初
の
整
っ
た
王
統
史
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ）
76
（

』
は
、
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
仏
教
的
脚
色
が
施
さ
れ
て
い
る
が）
77
（

、

王
統
に
関
わ
る
伝
承
類
を
広
く
蒐
集
し
て
集
成
し
、
五
世
紀
初
頭
に
は
編
纂
を
完
了
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
古
シ
ン
ハ
ラ
語

で
著
さ
れ
た
『
ア
ッ
タ
カ
タ
ー
』（A

tthakathā

）
78
（

）
を
基
礎
と
し
て
パ
ー
リ
語
に
翻
案
し
、
併
せ
て
伝
承
を
取
り
込
ん
で
編
集
さ
れ
た
。

王
都
の
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
に
あ
っ
た
上
座
部
仏
教
の
牙
城
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（M

ahā V
ihāra

）
に
伝
わ
る
縁
起
・
伝
承
も
含
む
。

編
者
は
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
所
属
の
数
人
の
比
丘
尼
と
い
う
説
が
あ
り
、
仏
教
色
が
強
く
て
も
女
性
の
口
頭
伝
承
が
生
か
さ
れ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
文
法
に
間
違
い
が
あ
り
文
体
も
不
備
な
ど
難
点
が
あ
る
と
い
う
。
編
年
形
式
で
王
の
事
績
を
中
心
に
記
録
し
、

経
典
言
語
の
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
民
衆
で
パ
ー
リ
語
を
読
解
し
て
書
く
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
僧
侶
を
中
心
と
し
た
知

識
人
階
層
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
記
録
は
仏
教
を
精
神
的
紐
帯
の
核
と
し
て
王
権
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う
明
確
な
意
図
を
持
っ
て
書

か
れ
、
鎮
護
国
家
の
役
割
が
仏
教
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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王
統
史
編
纂
の
契
機
は
王
権
を
担
う
人
々
が
集
団
意
識
に
目
覚
め
、
自
ら
の
歴
史
を
記
録
し
て
、
他
の
王
朝
に
対
抗
し
て
由
緒
や
出
自
、

変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
に
次
々
と
興
隆
し
て
は
没
落
す
る
各
王
朝
の
様
相
を
見
て
、
自
ら
の
在
り
方
を
自
省
す

る
危
機
意
識
に
捉
え
ら
れ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二
、
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ

『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
成
立
後
、
百
年
か
ら
百
五
十
年
後
の
成
立
で
あ
る
。
整
っ
た
編
年
王
統
史
で
、

編
者
は
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
の
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（
大
寺
）
所
属
の
学
僧
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
大
長
老
（M

ahānām
a M
āha T

hero

）、
執

筆
は
ダ
ー
ト
ゥ
セ
ー
ナ
王
（D

hātusena,

四
六
〇
〜
四
七
八
）
の
叔
父
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（D

harm
akirti

）
と
さ
れ
、
五
世
紀
後

半
か
ら
六
世
紀
初
頭
の
編
纂
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
同
様
に
、『
ア
ッ
タ
カ
タ
ー
』
に
基
づ
い
た
こ
と
が
前
文

で
書
か
れ
て
お
り
、
伝
承
や
注
釈
を
参
照
し
て
再
編
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
パ
ー
リ

語
の
文
体
は
優
雅
で
学
識
者
の
執
筆
と
さ
れ
る
。
文
中
の
記
述
に
は
島
内
で
発
見
さ
れ
た
碑
文
と
照
合
可
能
な
史
実
が
多
く
あ
り
、
イ
ン

ド
の
歴
史
を
含
め
て
年
代
確
定
が
で
き
る
史
書
で
あ
る）
79
（

。
マ
ハ
ー
セ
ー
ナ
王（M

ahāsena,

二
七
四
〜
三
〇
一
）の
治
世
の
記
述
ま
で（
第

三
七
章
ま
で
）
を
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
呼
ぶ
。
そ
の
後
も
書
き
継
が
れ
て
、
マ
ハ
ー
セ
ー
ナ
王
以
後
の
事
績
は
『
チ
ュ
ー
ラ
ヴ
ァ
ン

サ
』（Cūlavam

4 sa

小
史
）
と
称
さ
れ
て
一
八
一
五
年
の
ウ
ダ
ラ
タ
王
国
の
崩
壊
ま
で
続
く
。
世
界
最
長
の
史
書
と
も
言
わ
れ
る
。

   

編
集
の
意
図
は
、
王
権
が
社
会
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
仏
教
を
精
神
的
支
柱
と
し
て
、
国
家
の
安
定
と
繁
栄
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
世
俗
者
の
頂
点
に
立
っ
て
サ
ン
ガ
（
僧
侶
集
団
）
を
支
え
る
王
が
、
権
威
確
立
の
た
め
に
王
権
の
歴
史
録
を
残
そ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
そ
の
後
の
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も
権
力
者
が
参
照
し
解
釈
す
る
テ
ク
ス
ト
と
な
り
、
王
権
の
正

統
性
を
主
張
す
る
根
拠
、
権
力
の
由
来
を
語
る
典
拠
と
な
っ
た
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
以
後
も
『
チ
ュ
ー
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
し
て
書
き
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継
ぐ
こ
と
で
、
王
統
の
連
続
性
を
保
証
す
る
効
果
も
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
古
代
で
は
文
字
を
知
ら
な
い
多
く

の
民
衆
と
は
縁
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
政
治
状
況
が
変
わ
る
こ
と
で
見
い
出
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
植

民
地
統
治
下
で
の
シ
ン
ハ
ラ
仏
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
の
過
程
で
再
解
釈
が
施
さ
れ
、
学
校
教
育
を
通
し
て
知
識
人
エ
リ
ー
ト
か
ら

民
衆
の
間
に
広
が
っ
た
。
一
九
四
八
年
に
セ
イ
ロ
ン
と
し
て
独
立
後
、
一
九
五
六
年
の
ブ
ッ
ダ
ジ
ャ
ヤ
ン
テ
ィ
（
入
滅
二
千
五
百
年
祭
）

以
後
に
顕
在
化
し
た
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ
ル
人
の
民
族
紛
争
で
は
、
さ
ら
に
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
大
き
な
政
治
的
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。

三
、
歴
史
的
背
景

ス
リ
ラ
ン
カ
の
最
古
の
史
料
は
紀
元
前
三
世
紀
に
遡
る
岩
壁
の
刻
文
で
﹇Paranavitana 1970

﹈、南
イ
ン
ド
と
共
通
の
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー

文
字
が
使
用
さ
れ
、
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
文
化
の
影
響
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
内
容
は
断
片
的
で
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ

ン
サ
』
や
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
王
統
史
の
記
述
に
従
え
ば
、
紀
元
前
六
世
紀
に
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
（V

ijaya

）
が
イ
ン
ド
か
ら
来
島
し
て

王
権
を
樹
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
考
古
学
上
で
は
シ
ン
ハ
ラ
人
の
定
住
の
可
能
性
は
、
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
周
辺
の
発
掘
状
況
か
ら
紀
元
前

五
世
紀
頃
ま
で
は
遡
れ
る
と
い
う
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
来
島
は
仏
陀
の
入
滅
の
年
に
設
定
さ
れ
て
い
て
、
南
伝
仏
教
の
仏
陀
の
入
滅
年
に
従

え
ば
紀
元
前
六
世
紀
で
あ
る
。来
島
年
と
入
滅
年
を
同
年
に
し
た
の
は
意
図
的
で
仏
陀
と
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
入
れ
替
わ
っ
た
と
さ
え
見
え
る
。

紀
元
前
五
世
紀
頃
に
ラ
ン
カ
ー
島
の
最
初
の
王
権
が
北
部
の
乾
燥
地
帯
に
建
国
さ
れ
、
北
部
は
ラ
ー
ジ
ャ
ラ
タ
（rājarata

王
の
土
地
）

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
﹇de Siva K

.M
.1981:1-12

﹈。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
に
よ
れ
ば
、
正
式
に
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
を
王
都
と
し
た

の
は
パ
ン
ド
ゥ
ー
カ
ー
バ
ヤ
王
（Pandūkābhaya 

紀
元
前
三
九
四
〜
三
〇
七
）
で
紀
元
前
四
世
紀
初
頭
に
な
る
。
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
時

代
は
長
期
に
亘
り
、
一
〇
一
七
年
に
チ
ョ
ー
ラ
朝
の
侵
入
で
崩
壊
す
る
ま
で
続
い
た
。
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一
方
、
仏
教
伝
来
は
紀
元
前
三
世
紀
と
伝
え
る
。
仏
陀
入
滅
後
の
一
〇
〇
年
後
に
仏
教
教
団
は
上
座
部
と
大
衆
部
に
分
裂
し
、
上
座
部

の
う
ち
の
分
別
説
部
の
教
え
が
紀
元
前
三
世
紀
頃
に
ラ
ン
カ
ー
島
に
伝
来
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。仏
教
伝
来
時
の
王
は
、デ
ー
ヴ
ァ
ー

ナ
ン
ピ
ヤ
テ
ィ
ッ
サ
（D

evānam
piya T

issa,

紀
元
前
二
五
〇
〜
二
一
〇
）
で
、王
自
ら
が
王
都
の
東
の
ミ
ヒ
ン
タ
レ
ー
山
で
、ア
シ
ョ
ー

カ
王
の
息
子
の
マ
ヒ
ン
ダ
と
出
会
っ
て
仏
教
に
帰
依
し
た
と
さ
れ
、
紀
元
前
二
四
七
年
の
出
来
事
と
い
う）
80
（

。
王
は
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
寺

院
を
建
立
し
、
仏
教
の
教
え
が
人
々
の
間
に
広
ま
り
、
国
家
の
統
合
に
寄
与
し
た
。
鎮
護
国
家
の
仏
教
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。
ミ
ヒ
ン

タ
レ
ー
は
平
野
か
ら
聳
え
た
ち
、
山
頂
に
巨
岩
が
あ
る
岩
山
で
聖
地
の
雰
囲
気
が
濃
厚
で
あ
る
。
初
期
仏
教
は
山
岳
の
洞
窟
が
修
行
場
と

な
る
こ
と
が
多
く
、
仏
教
受
容
の
基
盤
に
山
岳
信
仰
が
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
で
は
当
時
は
マ
ウ
リ
ヤ
朝
（
紀
元
前
三
一
七
〜
紀
元
前

一
八
〇
）
が
版
図
を
拡
大
し
て
い
た
時
代
で
、ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
紀
元
前
二
六
八
頃
〜
紀
元
前
二
三
二
）
が
仏
教
の
興
隆
に
努
め
て
お
り
、

ラ
ン
カ
ー
島
へ
の
仏
教
伝
来
は
こ
の
動
き
の
一
環
で
あ
っ
た
。

紀
元
前
二
世
紀
か
ら
紀
元
後
二
世
紀
は
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
を
中
心
と
す
る
北
部
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
の
基
礎
が
固
ま
っ
た
時
代
で
あ

る
。
生
産
力
の
基
盤
を
灌
漑
農
業
に
よ
る
稲
作
に
置
き
、
進
ん
だ
土
木
技
術
に
よ
っ
て
貯
水
池
を
造
り
、
分
水
堰
を
整
備
し
て
灌
漑
用
地

を
拡
大
し
、
豊
か
な
生
産
を
確
保
し
た
。
海
外
と
の
交
易
も
盛
ん
で
、
イ
ン
ド
や
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
、
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
と
交
渉
を
持

ち
、
宝
石
・
真
珠
・
香
料
・
象
牙
な
ど
を
輸
出
し
、
金
・
ガ
ラ
ス
・
牛
・
酒
類
・
赤
珊
瑚
な
ど
を
輸
入
し
た
。
精
神
的
に
は
仏
教
を
中
核

の
統
合
力
と
し
て
強
固
な
政
治
権
力
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
王
統
史
の
作
成
は
そ
の
後
で
あ
る
。
紀
元
前
一
世
紀
か
ら
仏
教
経
典

が
文
字
に
記
さ
れ
て
、
王
権
と
僧
侶
と
仏
教
が
相
ま
っ
て
王
国
を
支
え
る
体
制
が
徐
々
に
整
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
代
の
仏
教
の
中
心
は
上

座
部
の
拠
点
の
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（
大
寺
）
で
あ
っ
た
が
、
三
世
紀
の
マ
ハ
ー
セ
ー
ナ
王
の
時
代
に
、
ジ
ェ
ー
タ
ヴ
ァ
ナ
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ

（
祇
陀
林
寺）
81
（

）
が
独
立
し
、
大
乗
仏
教
系
の
ア
バ
ヤ
ギ
リ
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（
無
畏
山
寺
）
も
台
頭
し
た
。
王
国
と
仏
教
は
四
世
紀
か
ら
繁
栄

の
時
代
を
迎
え
た
。『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
や
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
が
書
か
れ
た
時
代
は
王
権
の
安
定
期
で
、
王
統
史
編
纂
は
王
や
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僧
侶
が
過
去
の
栄
光
を
文
字
で
書
留
め
て
、王
統
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
て
支
配
の
正
統
性
を
示
し
、王
は
仏
教
の
保
護
者
、ダ
ル
マ
ラ
ー

ジ
ャ
（dharm

arāja

）
の
役
割
を
誇
示
し
た
。
王
統
史
は
そ
の
後
も
『
チ
ュ
ー
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
し
て
長
く
書
き
継
が
れ
る
こ
と
で
、

繰
り
返
し
参
照
さ
れ
る
憲
章
（charter

）
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
の
状
況
は
イ
ン
ド
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
に
渡
っ
た
法
顕
の
旅
行
記
『
仏
国
記
』（
四
一
六
年
）﹇『
法
顕
伝
』（
長
沢
訳
）﹈
に
よ
っ
て

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
法
顕
は
東
晋
の
時
代
に
西
域
へ
赴
い
た
求
法
僧
で
、
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
王
（
四
一
〇
〜
四
三
二
）
の
時
代
に
二
年
間
ア

バ
ヤ
ギ
リ
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（
無
畏
山
寺
）
に
滞
在
し
、
三
千
人
の
僧
侶
が
居
住
し
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
当
時
五
千
人
の
僧
侶
が
マ
ハ
ー

ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（
大
寺
）
に
い
た
と
い
う
。
国
家
が
巨
大
な
富
を
仏
教
の
庇
護
に
費
や
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
七
世
紀
に
入
っ
て
、

六
二
〇
年
か
ら
六
十
年
間
は
内
乱
が
続
い
た
。
た
だ
し
、
七
世
紀
前
半
に
は
乾
燥
地
帯
の
二
大
河
川
（
マ
ハ
ー
ウ
ェ
リ
川
と
カ
ラ
ー
川
）

の
貯
水
体
系
が
完
成
し
て
経
済
的
基
盤
は
強
化
さ
れ
た
。南
イ
ン
ド
と
の
関
係
が
八
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
深
ま
る
。九
世
紀
に
入
っ

て
王
国
は
衰
え
、
マ
ヒ
ン
ダ
五
世
（
九
八
二
〜
一
〇
二
九
）
の
時
代
、
九
九
三
年
に
は
南
イ
ン
ド
か
ら
チ
ョ
ー
ラ
朝
が
侵
入
し
略
奪
や
破

壊
を
し
て
、
王
都
は
廃
墟
と
な
っ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
シ
ヴ
ァ
派
の
影
響
が
徐
々
に
強
ま
っ
た
。
一
〇
一
七
年
に
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
は

放
棄
さ
れ
、
千
年
以
上
に
わ
た
っ
た
王
国
は
滅
亡
し
た
。
そ
の
後
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
バ
ー
フ
一
世
（
一
〇
五
五
〜
一
一
一
〇
）
は
、
外
敵
を

一
〇
七
〇
年
に
駆
逐
し
王
都
を
ポ
ロ
ン
ナ
ル
ワ
に
移
し
て
仏
教
を
再
興
し
た
。
パ
ラ
ー
ク
ラ
マ
バ
ー
フ
一
世
（
一
一
五
三
〜
一
一
八
六
）

の
時
代
は
繁
栄
の
頂
点
で
、
灌
漑
施
設
の
整
備
に
努
め
る
と
共
に
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
派
、
ア
バ
ヤ
ギ
リ
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
派
、
ジ
ェ
ー
タ

ヴ
ァ
ナ
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
派
を
統
合
し
て
僧
侶
集
団
を
強
化
し
た
。
破
戒
僧
の
還
俗
に
も
取
り
組
み
、
サ
ン
ガ
の
浄
化
に
乗
り
出
し
た
。
シ
ン

ハ
ラ
王
権
は
安
定
的
に
維
持
さ
れ
水
力
社
会
は
継
続
す
る
。
そ
の
後
、
南
イ
ン
ド
の
パ
ー
ン
デ
ィ
ヤ
朝
の
勢
力
が
拡
大
し
、
一
二
五
五
年

に
王
都
は
放
棄
さ
れ
、
以
後
し
ば
ら
く
は
移
動
が
続
く
。
し
か
し
、
王
権
の
権
威
の
保
持
は
仏
歯
の
保
有
で
誇
示
さ
れ
、
王
都
が
変
わ
っ

て
も
「
仏
歯
寺
」（
ダ
ラ
ダ
ー
・
マ
ー
リ
ガ
ー
ワ
）
が
王
宮
の
近
く
に
建
立
さ
れ
て
き
た
。
現
在
は
、
最
後
の
シ
ン
ハ
ラ
王
国
で
あ
っ
た

161

            



創世神話と王権神話

ウ
ダ
ラ
タ
王
国
の
王
都
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
の
「
仏
歯
寺
」
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ン
カ
ー
島
で
は
仏
教
は
王
権
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、

国
家
の
庇
護
の
下
で
発
展
し
て
き
た
。
仏
歯
の
維
持
と
『
チ
ュ
ー
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
し
て
記
録
を
継
続
し
た
こ
と
が
王
権
の
正
統
性
を
保

証
し
て
き
た
と
言
え
る
。

四
、
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
と
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ

『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
違
い
に
つ
い
て
は
以
下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

① 

『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
冒
頭
で
、
仏
陀
の
数
回
の
来
島
、
僧
侶
の
渡
来
、
仏
歯
と
菩
提
樹
の
請
来
、
仏
教
の
興
隆
、
ヴ
ィ
ジ
ャ

ヤ
の
来
島
に
つ
い
て
語
る
と
、
意
図
を
明
確
に
述
べ
る
。
地
元
の
ヤ
ッ
カ
（
夜

）
の
撲
滅
の
経
緯
を
中
心
に
仏
陀
の
働
き
を
正
面
に

押
し
出
す
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
に
く
ら
べ
る
と
分
量
は
少
な
い
が
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

② 

『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
で
は
仏
陀
の
来
島
の
時
の
訪
問
地
は
、
ケ
ラ
ニ
ヤ
、
デ
ィ
ー
ガ
ヴ
ァ
ー
ピ
、
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
の
マ
ハ
ー

メ
ウ
ナ
ウ
ヤ
ナ
の
三
ヶ
所
で
あ
る
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
マ
ハ
ー
ナ
ー
ガ
（
マ
ヒ
ヤ
ン
ガ
ナ
）、ナ
ー
ガ
デ
ィ
ー
パ
、カ
ル
ヤ
ー
ニ
ー

（
ケ
ラ
ニ
ヤ
）、
そ
し
て
ス
マ
ナ
ク
ー
タ
山
（
ス
リ
ー
・
パ
ー
ダ
）
で
あ
る
。
各
々
が
ウ
ェ
ッ
ダ
ー
、
タ
ミ
ル
、
シ
ン
ハ
ラ
の
在
地
勢
力

と
の
出
会
い
に
対
応
す
る
と
見
ら
れ
、
最
初
と
最
後
に
在
地
の
聖
地
の
ス
マ
ナ
ク
ー
タ
、
現
在
の
ス
リ
ー
・
パ
ー
ダ
山
が
言
及
さ
れ
る
。

③ 

ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
神
話
の
初
代
の
王
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
に
関
し
て
は
『
マ
リ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
に
比
べ
る
と
、
超
人
的
な
内
容
に
な
っ
て

い
る
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
に
対
す
る
地
元
の
抵
抗
は
詳
し
く
は
描
か
な
い
。

④ 

ダ
ー
ト
ゥ
セ
ー
ナ
王
の
治
世
（
四
世
紀
）
に
、
王
都
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
で
毎
年
開
か
れ
る
マ
ヒ
ン
ダ
祭
で
『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』

を
読
む
よ
う
に
定
め
た
と
あ
る
。

⑤ 

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
娘
の
サ
ン
ガ
ミ
ッ
タ
ー
が
来
島
し
、
仏
陀
が
ボ
ー
ド
ガ
ヤ
ー
で
成
道
し
た
時
の
金
剛
座
の
背
後
の
菩
提
樹
に
あ
っ
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た
小
枝
を
瓶
に
入
れ
て
当
地
に
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
。『
マ
リ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

⑥ 
タ
ミ
ル
人
を
撃
破
し
た
と
さ
れ
る
ド
ゥ
ッ
タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
王
（
ド
ゥ
ト
ゥ
ゲ
ム
ヌ
）
に
つ
い
て
は
、
十
連
ほ
ど
で
量
的
に
少
な
い
。

一
方
、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
十
章
を
あ
て
る
。

⑦ 

『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
文
法
や
用
語
に
間
違
い
や
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
整
理
さ
れ
た
叙
述
で

文
体
も
洗
練
さ
れ
丹
念
な
編
纂
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
マ
ウ
リ
ヤ
朝
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
を
偉
大
な
王
と
意
識
し
て
王
統
史
を
書
い
て
い
る
。
建
国
の
王
、
ヴ
ィ
ジ
ャ

ヤ
が
ラ
ン
カ
ー
島
に
来
た
年
を
、仏
陀
の
入
滅
（
南
伝
仏
教
説
は
紀
元
前
五
四
四
）
に
合
わ
せ
意
図
的
に
仏
教
と
王
権
を
重
ね
合
わ
せ
た
。

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
息
子
の
マ
ヒ
ン
ダ
の
来
島
で
王
を
仏
教
に
帰
依
さ
せ
た
と
伝
え
る
。
仏
教
の
正
典
で
は
な
い
が
、
初
期
仏
教
の
実
態
や

イ
ン
ド
の
仏
教
の
動
き
に
関
す
る
史
料
と
な
る
。
各
章
の
末
尾
で
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
歴
代
の
王
を
讃
え
る
。
叙

事
詩
の
様
相
も
あ
り
、
戦
争
、
調
停
、
仏
塔
や
貯
水
池
の
建
築
、
民
衆
の
生
活
、
軍
隊
へ
の
登
用
や
、
農
耕
の
実
態
を
伝
え
る
。
在
地
の

ナ
ー
ガ
や
ヤ
ッ
カ
ー
の
記
述
が
詳
細
で
あ
る
。

『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
複
合
的
で
、
仏
陀
の
三
度
の
来
島
と
、
最
後
に
足
跡
を
残
し
て
去
っ
た
経
緯
を
複
雑
に
え
が
く
。
ヴ
ィ
ジ
ャ

ヤ
の
建
国
神
話
、
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
（
ク
ヴ
ァ
ン
ナ
ーK

uva
ā

）
に
代
表
さ
れ
る
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
（
女
夜

yakkhini

）
の
懐
柔
、
ド
ゥ
ッ

タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
王
に
よ
る
反
対
勢
力
の
打
破
、
と
い
う
三
つ
の
出
来
事
を
柱
に
据
え
て
、
様
々
な
場
面
で
仏
教
の
加
護
を
説
く
。
ド
ゥ
ッ

タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
王
の
記
載
が
詳
細
で
、
仏
陀
に
帰
依
し
た
王
が
そ
の
守
護
に
よ
り
敵
対
す
る
勢
力
を
打
ち
滅
ぼ
し
た
様
相
が
生
き
生
き
と

描
か
れ
る
。
こ
の
部
分
が
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
事
績
を
強
調
す
る
編
者
の
意
図
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
当
時
の
敵
対

勢
力
は
ダ
ミ
ラ
と
呼
ば
れ
、
後
に
タ
ル
ミ
人
と
解
釈
さ
れ
た
。
相
互
の
違
い
は
強
調
さ
れ
な
い
が
、
仏
陀
に
帰
依
し
た
王
の
勝
利
は
明
確
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に
描
か
れ
る
。
し
か
し
、敵
の
エ
ラ
ー
ラ
（Elāra

）
も
良
い
統
治
を
行
っ
て
民
衆
か
ら
慕
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、南
部
の
ロ
ー

ハ
ナ
地
方
の
豪
族
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
は
一
九
二
〇
年
代
頃
か
ら
再
解
釈
さ
れ
て
﹇Gunaw

ardana 1984:40

﹈、
ド
ゥ
ッ

タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
王
を
民
族
英
雄
と
し
て
シ
ン
ハ
ラ
人
仏
教
徒
の
代
表
と
し
、
対
抗
す
る
エ
ラ
ー
ラ
を
タ
ミ
ル
人
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
代
表

と
し
、
宗
教
の
違
い
と
民
族
抗
争
を
関
連
付
け
て
、
対
立
の
原
型
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ
ル
人
の
二
大
民

族
が
長
い
間
、
争
い
を
続
け
て
来
た
と
し
て
対
立
を
強
調
す
る
根
拠
に
歴
史
的
叙
述
の
再
解
釈
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
で
の
注
目
さ
れ
る
記
述
と
し
て
は
、
島
の
名
称
が
タ
ン
バ
パ
ン
ニ
と
呼
ば
れ
る
由
来
（
ギ
リ
シ
ャ
に
も
伝
わ
っ

た
名
称
）、
島
を
統
括
す
る
人
々
が
シ
ン
ハ
ラ
（
原
語
シ
ー
ハ
）
と
称
さ
れ
る
理
由
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
と
そ
の
従
者
た
ち
が
幾
つ
か
の
町
を

建
設
し
て
統
治
を
始
め
た
伝
承
な
ど
、
名
称
の
由
来
や
王
朝
の
継
承
、
王
国
と
そ
の
中
心
た
る
王
都
の
建
設
な
ど
国
家
成
立
の
状
況
が
明

示
さ
れ
る
。『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
比
べ
る
と
、
先
住
民
と
の
対
立
、
内
部
勢
力
相
互
の
葛
藤
、
そ
れ
を
克
服
す
る
精
神
的
拠
り
所

と
し
て
の
仏
教
な
ど
を
鮮
明
に
描
い
て
お
り
、
記
述
の
明
確
さ
が
後
世
に
与
え
る
影
響
の
度
合
い
を
強
め
た
よ
う
に
思
え
る
。

五
、
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
の
構
成

『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
王
権
神
話
の
あ
り
か
た
を
検
討
す
る
。『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
も
参
考
に
す
る
が
、
主
た

る
対
象
は
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
は
以
下
の
四
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

①

第
一
章
「
如
来
の
来
臨
」
以
下
第
五
章
「
第
三
結
集
」
ま
で

仏
陀
の
本
生
譚
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）
に
現
れ
る
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
仏
陀
（
燃
燈
仏
）
か
ら
説
き
起
こ
す
。
仏
陀
は
生
涯
の
間
、
三
度
に
わ

た
っ
て
ラ
ン
カ
ー
島
を
訪
れ
て
法
を
説
い
た
と
さ
れ
る
。
第
一
回
目
は
成
道
後
の
九
ケ
月
目
の
プ
ッ
サ
月
（phussa

）
の
満
月
の
日
で
、

こ
の
地
が
法
が
栄
え
る
場
所
と
知
っ
て
や
っ
て
き
た
が
、ヤ
ッ
カ
ー（yakkhā

）が
蔓
延
し
て
い
た
。
島
の
中
央
の
河
の
畔
の
マ
ハ
ー
ナ
ー
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ガ
（m

ahānaga

）
の
園
が
ヤ
ッ
カ
ー
の
集
会
場
と
知
っ
て
、
全
島
か
ら
集
ま
っ
て
い
る
所
に
空
中
か
ら
訪
れ
て
駆
逐
し
た
（
こ
こ
に
は

後
世
に
な
っ
て
マ
ヒ
ヤ
ン
ガ
ナ
仏
塔
が
立
つ
）。
こ
の
時
に
ス
マ
ナ
ク
ー
タ
（Sum
anakūta

）
の
山
の
神
、
マ
ハ
ー
ス
マ
ナ
が
訪
れ
て

仏
陀
に
帰
依
し
た
。
五
年
目
は
チ
ッ
タ
月
（citta

）
の
黒
分
の
ウ
ポ
ー
サ
タ
の
日
（
布
薩
）
の
訪
問
で
、ナ
ー
ガ
が
集
ま
る
ナ
ー
ガ
デ
ィ
ー

パ
に
来
て
ナ
ー
ガ
を
帰
依
さ
せ
た
。
八
年
目
は
ウ
エ
ー
サ
カ
月
（vesakha

）
の
二
日
目
に
カ
ル
ヤ
ー
ニ
ィ
（K

alyānai

）
を
訪
問
し
て

多
く
の
信
徒
を
得
た
。
こ
の
時
、
ス
マ
ナ
ク
ー
タ
山）
82
（

に
飛
ん
で
足
跡
を
記
し
て
か
え
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ヤ
ー
ク
シ
ャ
（
夜

）
や
ナ
ー

ガ
（
龍
）
に
満
ち
た
島
は
教
化
さ
れ
た
。
ス
マ
ナ
ク
ー
タ
の
山
頂
に
は
今
も
足
跡
が
残
る
。

次
い
で
最
初
の
王
、
マ
ハ
ー
サ
ン
マ
タ
か
ら
仏
陀
に
至
る
イ
ン
ド
の
王
統
譜
が
記
さ
れ
る
。
仏
陀
の
家
系
と
そ
の
生
涯
、
仏
典
の
第
一

次
結け
つ
じ
ゅ
う集
か
ら
第
三
次
結
集
に
至
る
経
過
、教
義
の
確
立
の
様
相
、ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
よ
る
各
地
へ
の
使
節
の
派
遣
に
よ
る
布
教
が
記
さ
れ
、

ラ
ン
カ
ー
島
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
仏
陀
来
訪
の
神
話
的
叙
述
、
仏
陀
に
始
ま
る
仏
教
史
の
記
述
に
よ
っ
て
、

ラ
ン
カ
ー
島
で
は
仏
教
が
重
要
な
精
神
的
支
柱
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
地
が
仏
陀
の
在
世
中
か
ら
教
化
の
対
象
と
さ

れ
、
将
来
も
仏
教
の
栄
え
る
地
と
し
て
選
ば
れ
て
い
た
と
い
う
主
旨
を
述
べ
る
。

②

第
六
章
「
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
来
島
」
以
下
、
第
十
章
「
パ
ー
ン
ド
ゥ
カ
ー
パ
ヤ
の
即
位
」
ま
で

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
イ
ン
ド
か
ら
の
追
放
、
放
浪
の
後
に
ラ
ン
カ
ー
島
に
至
っ
て
王
国
を
開
く
経
過
が
語
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
ン
ガ
国
の
王
は
、

カ
リ
ン
ガ
国
王
家
出
身
の
妃
と
の
間
に
一
人
の
王
女
を
も
う
け
た
。
占
い
師
は
、こ
の
子
が
後
に
獣
の
王
と
同
棲
す
る
こ
と
を
予
言
す
る
。

王
女
は
成
人
し
て
美
女
と
な
っ
た
が
性
欲
が
強
く
、
父
か
ら
も
母
か
ら
も
恥
と
さ
れ
て
嫌
わ
れ
た
。
王
女
は
あ
る
日
、
マ
ガ
ダ
国
へ
行
く

隊
商
に
加
わ
っ
て
都
を
出
て
い
く
。
マ
ガ
ダ
国
へ
赴
く
途
中
、
ラ
ー
ラ
国
の
森
林
で
、
オ
ス
の
ラ
イ
オ
ン
（
パ
ー
リ
語
シ
ー
ハ
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
シ
ン
ハ
）
に
襲
わ
れ
て
他
の
者
は
逃
れ
た
が
、
王
妃
は
逆
に
ラ
イ
オ
ン
の
や
っ
て
来
た
方
へ
向
か
っ
て
い
っ
た
。
占
い
師
の

言
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ラ
イ
オ
ン
と
同
棲
し
た
。
王
女
は
ラ
イ
オ
ン
の
子
を
孕
ん
で
双
子
の
兄
妹
を
生
ん
だ
。
男
子
の
手
足
は
ラ
イ
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オ
ン
に
似
て
い
た
の
で
、
ラ
イ
オ
ン
の
腕
を
意
味
す
る
シ
ー
ハ
バ
ー
フ
、
女
子
は
シ
ー
ハ
シ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
と
名
付
け
た
。
森
の
中
の
洞
窟

に
住
ん
で
成
長
す
る
。
ラ
イ
オ
ン
を
父
に
人
間
を
母
に
持
つ
シ
ー
ハ
バ
ー
フ
は
十
六
歳
の
時
に
、
自
分
の
父
と
母
が
似
て
い
な
い
こ
と
を

不
審
に
思
い
、
そ
の
理
由
を
母
に
尋
ね
て
事
の
次
第
を
知
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
オ
ン
の
留
守
に
、
母
と
妹
を
連
れ
だ
し
て
逃
走
し
、
国
境
の

森
に
た
ど
り
つ
い
た
。
そ
こ
で
王
女
の
叔
父
の
息
子
の
ヴ
ァ
ン
ガ
国
の
軍
師
に
会
っ
て
助
け
ら
れ
、
王
女
は
ヴ
ァ
ン
ガ
国
へ
軍
師
と
一
緒

に
戻
っ
て
都
で
同
棲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。シ
ー
ハ
シ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
は
追
い
か
け
て
来
た
父
親
の
ラ
イ
オ
ン
と
対
決
し
て
殺
害
し
た
。シ
ー

ハ
バ
ー
ブ
は
ヴ
ァ
ン
ガ
国
へ
戻
っ
て
み
る
と
、
王
が
亡
く
な
っ
て
ち
ょ
う
ど
七
日
目
に
あ
た
り
、
王
に
子
供
が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
王

位
に
就
く
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
が
、
結
局
は
自
分
の
母
の
新
し
い
夫
（
軍
師
）
に
王
位
を
譲
っ
て
都
を
去
る
。
シ
ー
ハ
バ
ー
フ
は
故
郷
の

ラ
ー
ラ
国
に
帰
っ
て
王
に
な
り
、
森
林
を
切
り
開
い
て
ラ
イ
オ
ン
の
都
を
意
味
す
る
シ
ー
ハ
プ
ラ
（Sīhapura

）
と
名
付
け
た
町
を
建
設

し
、
妹
の
シ
ー
ハ
シ
ィ
ヴ
ァ
リ
ー
を
妃
と
し
て
娶
っ
て
統
治
し
た
。
二
人
の
間
に
は
男
女
の
双
子
が
十
六
回
生
ま
れ
て
、
三
一
二
人
の
子

供
が
で
き
た
。
そ
の
長
子
を
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
、
第
二
子
を
ス
ミ
ッ
タ
（Sm

itta

）
と
い
い
、
王
は
し
ば
ら
く
し
て
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
を
副
王
の
地

位
に
つ
け
た
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
乱
暴
者
で
領
民
か
ら
嫌
わ
れ
、
殺
害
を
迫
ら
れ
た
の
で
、
シ
ー
ハ
バ
ー
フ
は
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
に

七
〇
〇
人
の
従
者
を
託
し
、
頭
を
半
禿
頭
に
し
て
船
に
乗
せ
て
海
の
か
な
た
に
追
放
し
た
。

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
一
行
は
西
イ
ン
ド
の
海
岸
に
あ
る
港
、
ス
ッ
パ
ー
ラ
カ
に
立
ち
寄
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
従
者
が
乱
暴
の
限
り
を
尽
く
し

た
の
で
立
ち
去
ら
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
再
び
船
に
乗
り
、
ラ
ン
カ
ー
島
に
漂
着
し
て
上
陸
し
た
。
こ
れ
は
仏
陀
入
滅
の
年

に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
（
南
伝
説
は
紀
元
前
五
四
四
年
、
北
伝
『
衆
聖
点
記
』
四
八
六
年
、
中
村
元
説
三
八
三
年
）。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は

上
陸
に
際
し
て
、
仏
陀
が
ラ
ン
カ
ー
の
守
護
を
委
ね
た
サ
ッ
ク
ラ
神
（sakra,sakka,

イ
ン
ド
ラindra

）
か
ら
依
頼
さ
れ
た
ウ
プ
ル
ワ
ン

（U
pulvan

）
が
案
内
に
立
ち
、
水
瓶
か
ら
水
を
与
え
ら
れ
、
手
に
呪
い
の
糸
を
結
ん
で
も
ら
っ
た）
83
（

。

従
者
の
一
人
は
雌
犬
に
導
か
れ
て
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
と
い
う
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
（
女
夜

）
が
坐
っ
て
い
る
樹
下
へ
連
れ
て
い
か
れ
て
食
べ
ら
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れ
そ
う
に
な
る
が
、
結
ん
で
も
ら
っ
た
糸
の
呪
力
で
助
か
る
。
し
か
し
、
結
局
は
洞
窟
に
と
じ
こ
め
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
沢
山
の
従

者
を
こ
の
よ
う
に
し
て
誘
拐
さ
れ
た
。最
後
に
は
自
分
が
出
か
け
て
行
っ
て
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
を
捕
ま
え
て
従
わ
せ
よ
う
と
し
た
。ヤ
ッ
キ
ニ
ー

は
、
十
六
歳
の
少
女
に
変
じ
、
心
変
わ
り
し
て
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
と
同
棲
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
は
や
が
て
婚
礼
の
式
を
挙
げ
、
こ
の
後
は

ヤ
ッ
キ
ニ
ー
の
助
け
を
得
て
、
シ
ュ
リ
ー
サ
ウ
ァ
ッ
ト
と
い
う
ヤ
ー
ク
シ
ャ
（
夜

）
の
都
を
陥
れ
て
ま
つ
ろ
わ
ぬ
も
の
を
征
伐
し
た
。

こ
の
後
は
タ
ン
バ
パ
ン
ニ
国
へ
行
き
、
そ
こ
に
城
を
築
い
て
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
と
一
緒
に
住
ん
で
統
治
し
た
。
タ
ン
バ
パ
ン
ニ
と
は
銅
色
の
意

味
で
、島
へ
上
陸
し
た
時
に
地
面
の
赤
土
に
ふ
れ
て
腕
が
銅
色
に
な
っ
た
の
で
、そ
の
地
の
名
称
と
し
た
と
い
う）
84
（

。
他
の
従
者
た
ち
は
各
々

ア
ヌ
ラ
ー
ダ
ガ
マ
、
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
ガ
マ
、
ウ
ジ
ェ
ニ
ィ
、
ウ
ル
ウ
ェ
ラ
ー
、
ウ
ィ
ジ
ィ
タ
プ
ラ
の
五
つ
の
村
に
住
ん
だ）
85
（

。
彼
ら
は
シ
ー

ハ
バ
ー
フ
の
子
供
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
従
者
で
、
シ
ー
ハ
ラ
、「
ラ
イ
オ
ン
を
殺
し
た
も
の
」
と
呼
ば
れ
た
。

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
王
と
し
て
即
位
し
よ
う
と
し
た
が
、
正
式
に
王
に
な
る
に
は
、
高
貴
な
王
族
た
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
（k

atriya

）
の
階

層
の
処
女
を
王
妃
と
し
て
迎
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、家
来
に
珍
宝
を
持
た
せ
て
南
イ
ン
ド
の
マ
ド
ゥ
ラ
ー
（
現
在
の
マ
ド
ゥ
ラ
イ
）

へ
派
遣
し
、
パ
ー
ン
ド
ゥ
（
パ
ー
ン
デ
ィ
ヤ
）
朝
の
王
女
を
譲
り
受
け
る
約
束
を
と
り
つ
け
た
。
王
妃
と
共
に
百
名
の
処
女
を
譲
り
受
け

る
こ
と
に
な
り
、同
時
に
十
八
の
職
人
集
団
の
千
人
の
家
来
の
来
島
も
決
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
人
々
は
船
に
乗
り
、ラ
ン
カ
ー
島
の
マ
ハ
ー

テ
ィ
ッ
タ
ー
に
上
陸
し
て
都
へ
向
か
っ
た
。
一
方
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
と
の
間
に
一
男
一
女
を
も
う
け
て
い
た
が
、
パ
ー
ン

ド
ゥ
か
ら
王
妃
を
迎
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
報
が
く
る
と
、
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
に
対
し
て
、
お
ま
え
は
人
間
で
は
な
い
の
で
二
人
の

子
供
を
置
い
て
去
る
よ
う
に
と
命
じ
た
。
結
局
、
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
は
子
ど
も
を
連
れ
て
都
を
去
り
、
ヤ
ッ
カ
ー
の
都
の
ラ
ン
カ
ー
プ
ラ
に

た
ど
り
つ
き
、
子
供
を
外
に
置
い
て
中
に
入
っ
た
が
、
ス
パ
イ
と
見
な
さ
れ
て
殺
害
さ
れ
た
。
二
人
の
兄
妹
は
オ
ジ
の
忠
告
に
よ
っ
て
逃

れ
て
ス
マ
ナ
ク
ー
タ
山
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
後
に
二
人
は
同
棲
し
て
、
マ
ラ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
ラ
ン
カ
ー
島
の
中
央
部
へ
行
き
、
そ

こ
で
プ
リ
ン
ダ
ー
族
の
祖
と
な
る）
86
（

。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
正
式
に
王
妃
を
迎
え
て
即
位
し
、
従
者
も
マ
ド
ゥ
ラ
イ
か
ら
来
た
処
女
た
ち
と
結
婚
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し
た
。
王
は
そ
れ
ま
で
の
非
行
や
残
忍
な
行
為
を
改
め
て
、
タ
ン
バ
パ
ン
ニ
（T

am
bapa

i nagara

）
で
立
派
な
統
治
を
お
こ
な
い
、

毎
年
真
珠
な
ど
の
珍
宝
を
マ
ド
ゥ
ラ
ー
の
王
に
送
っ
て
親
交
を
温
め
あ
っ
た
。
三
十
八
年
の
統
治
の
後
、ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
亡
く
な
っ
た
が
、

王
妃
と
の
間
に
子
供
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
弟
で
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
ー
ガ
マ
に
住
む
ス
ミ
ッ
タ
が
跡
を
継
い
だ
。
イ
ン
ド
の
故
郷
、
シ
ー

ハ
プ
ラ
か
ら
ス
ミ
ッ
タ
の
末
子
、
パ
ン
ド
ゥ
ヴ
ァ
ー
ス
・
デ
ー
ヴ
ァ
が
王
と
し
て
来
島
し
た
。
彼
は
大
臣
の
子
供
ら
三
十
二
人
と
一
緒
に

遊
行
の
沙
門
（
シ
ュ
ラ
マ
ナ
）
の
姿
に
な
っ
て
ラ
ン
カ
ー
島
へ
き
て
、マ
ハ
ー
カ
ン
ダ
ラ）
87
（

河
の
河
口
に
着
い
た
。
ほ
ぼ
同
じ
頃
、パ
ン
ド
ゥ

ヴ
ァ
ー
ス
・
デ
ー
ヴ
ァ
は
王
妃
を
求
め
、
仏
陀
の
叔
父
に
あ
た
る
シ
ャ
ー
キ
ヤ
（
釈
迦
）
族
の
ア
ミ
ト
ー
ダ
ナ
（A

m
itodana

）
の
孫
娘
、

バ
ッ
ダ
カ
ッ
チ
ャ
ー
ナ
ー
（Bhaddakaccānāa

）
が
王
妃
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
や
は
り
三
十
二
人
の
女
と
共
に
船
に
乗
り
、
ラ

ン
カ
ー
島
の
ゴ
ナ
ー
ガ
マ
カ
に
着
き
、
出
家
者
の
装
い
を
し
て
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
ー
ガ
マ
へ
赴
い
た
。
こ
こ
で
、
パ
ン
ド
ゥ
ヴ
ァ
ー
ス
・
デ
ー

ヴ
ァ
は
バ
ッ
ダ
カ
ッ
チ
ャ
ー
ナ
ー
と
結
ば
れ
て
即
位
し
た
。
二
人
の
間
に
は
ア
バ
ヤ
が
生
ま
れ
、
こ
れ
以
後
の
王
統
は
そ
の
子
孫
た
ち
に

よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
バ
ヤ
の
後
を
つ
い
だ
パ
ン
ド
ゥ
カ
ー
バ
ヤ
は
、
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
に
遷
都
し
て
王
国
は

繁
栄
し
た
。
仏
陀
の
叔
父
の
ア
ミ
ト
ー
ダ
ナ
の
子
孫
と
し
て
仏
教
の
系
譜
を
伝
え
る）
88
（

。

③

第
十
一
章
「
デ
ー
ヴ
ァ
ー
ナ
ン
ピ
ヤ
テ
ッ
サ
王
の
即
位
」
以
下
、
第
二
十
一
章
「
五
人
の
王
」
ま
で

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
仏
教
公
布
に
始
ま
り
、
そ
の
王
子
の
マ
ヒ
ン
ダ）
89
（

が
イ
ン
ド
か
ら
派
遣
さ
れ
た
事
績
を
述
べ
る
。
デ
ー
ヴ
ァ
ー
ナ
ン
ピ

ヤ
テ
ッ
サ
王
が
ミ
ッ
サ
カ
山
（M

issaka

）
90
（

）
に
登
り
、
山
の
神
が
雄
鹿
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
導
き
マ
ヒ
ン
ダ
と
出
会
い
、
仏
教
に
帰

依
し
た
由
来
を
語
る
。
仏
教
伝
来
は
紀
元
前
二
四
七
年
ジ
ェ
ッ
タ
月（Jettha

）の
ウ
ポ
ー
サ
タ
の
日
と
さ
れ
る）
91
（

。
王
は
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー

ラ
を
マ
ヒ
ン
ダ
の
た
め
に
建
立
す
る
。
そ
の
後
に
、
マ
ヒ
ン
ダ
の
妹
の
サ
ン
ガ
ミ
ッ
タ
ー
が
、
仏
陀
成
道
の
地
で
あ
る
ボ
ー
ド
ガ
ヤ
ー
の

菩
提
樹
を
ウ
ェ
ー
サ
カ
月
の
満
月
の
日
に
齎
し
た
と
さ
れ
る）
92
（

。
菩
提
樹
だ
け
で
な
く
、
比
丘
尼
、 

王
族
、
家
臣
、
バ
ラ
モ
ン
、
庶
民
、
牧

牛
者
、
貴
金
属
工
、
織
工
、
陶
工
、
軍
兵
な
ど
が
移
住
し
て
き
た
。
仏
教
に
伴
い
イ
ン
ド
の
優
れ
た
文
物
・
技
術
・
制
度
を
導
入
し
た
。
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菩
提
樹
は
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
に
あ
っ
て
仏
陀
の
成
道
の
象
徴
と
さ
れ
た
が
、
後
に
根
分
け
さ
れ
て
全
土
の
仏
教
寺
院
に
広
ま
っ
た
。

④

第
二
二
章
「
ガ
ー
マ
ニ
ー
王
子
誕
生
」
以
下
、
第
三
七
章
「
マ
ハ
ー
セ
ー
ナ
王
」
ま
で

タ
ミ
ル
人
の
エ
ラ
ー
ラ
に
よ
り
シ
ン
ハ
ラ
王
朝
が
危
機
に
瀕
し
、王
都
は
し
ば
ら
く
南
方
に
移
る
が
、そ
の
地
を
根
拠
地
と
し
た
ド
ゥ
ッ

タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
王
が
勢
力
を
盛
り
返
し
、
仏
陀
の
加
護
で
仏
舎
利
を
護
符
と
し
て
戦
っ
た
。
様
々
な
勢
力
の
協
力
に
よ
り
エ
ラ
ー
ラ
を
打

ち
破
っ
て
、
王
国
を
再
興
し
て
全
土
を
統
一
し
た
と
い
う
。
闘
い
の
後
、
贖
罪
の
た
め
に
王
都
に
大
塔
を
建
立
し
て
仏
舎
利
を
納
め
る
こ

と
に
し
た
が
、
完
成
を
待
た
ず
に
死
亡
し
て
、
兜
率
天
に
再
生
す
る
こ
と
で
終
わ
る
。

ド
ゥ
ッ
タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
王
は
南
部
の
ロ
ー
ハ
ナ
地
方
を
基
盤
と
し
た
勢
力
を
持
っ
た
王
と
推
定
さ
れ
る
。
エ
ラ
ー
ラ
は
後
世
の
タ
ミ
ル

人
と
同
一
と
は
断
定
で
き
ず
、
仏
教
徒
か
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
い
う
違
い
も
明
確
で
は
な
い
。
シ
ン
ハ
ラ
人
同
士
の
覇
権
争
の
可
能
性
も

あ
る
。

⑤
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
基
本
主
題

そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
の
主
役
を
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

Ａ
，仏
陀
と
ア
シ
ョ
ー
カ
、Ｂ
，ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
と
パ
ン
ド
ゥ
ー
カ
ー
バ
ヤ
、Ｃ
，マ
ヒ
ン
ダ
と
デ
ー
ヴ
ァ
ナ
ン
ピ
ヤ
テ
ィ
ッ
サ
、Ｄ
，ド
ゥ
ッ

タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
で
あ
る
。
各
人
物
の
業
績
や
活
躍
は
、
仏
教
の
興
隆
、
王
権
の
確
立
、
仏
教
の
伝
来
と
受
容
、
英
雄
に
よ
る
秩
序
の
再
構

築
と
な
る
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』の
全
体
は
王
権
や
国
家
の
成
立
と
、そ
れ
に
対
抗
す
る
悪
や
暴
力
と
の
相
互
作
用
を
中
核
に
し
て
い
る
。

そ
の
核
心
部
は
王
権
神
話
と
し
て
整
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
考
察
す
る
。

六
、
王
権
神
話
の
通
時
論
的
考
察

シ
ン
ハ
ラ
人
の
建
国
神
話
と
言
え
る
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
、
当
時
の
商
業
・
交
易
に
従
事
し
た
人
々
の
活
動
を
主
体
に
し
た
様
々
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な
出
来
事
が
素
材
と
な
り
、『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』（
本
生
譚
）
や
経
典
、
注
釈
な
ど
を
下
敷
き
に
し
て
形
成
さ
れ
た
﹇M

endis 1965:264

﹈。

こ
の
物
語
は
筋
が
明
確
で
史
実
を
含
み
込
ん
だ
神
話
的
叙
述
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
容
を
通
時
論
的
に
検
討
す
る
前
に
他
の
資
料
と
比
較
し
て
異
な
る
部
分
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』
と

の
大
き
な
違
い
と
し
て
は
移
住
経
路
が
挙
げ
ら
れ
る
。
バ
シ
ャ
ン
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
﹇Basham

 1952:163-171

﹈、『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ

ン
サ
』
第
九
章
に
よ
れ
ば
、
ラ
ー
ラ
国
は
西
イ
ン
ド
に
あ
り
、
ラ
ー
ラ
↓
バ
ー
ル
カ
ッ
チ
ャ
↓
ス
ッ
パ
ー
ラ
と
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
一
行
は

西
イ
ン
ド
の
港
に
立
ち
寄
り
つ
つ
ラ
ン
カ
ー
島
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
ヴ
ァ
ン
ガ
、
カ
リ
ン
ガ
、

マ
ガ
ダ
、ス
ッ
パ
ー
ラ
カ
、マ
ド
ゥ
ラ
ー
の
地
名
を
挙
げ
、あ
た
か
も
東
イ
ン
ド
経
由
で
き
た
か
の
よ
う
に
記
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
マ

ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
が
仏
教
の
発
祥
地
に
近
い
マ
ガ
ダ
国）
93
（

周
辺
を
舞
台
と
し
て
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
仏
教
僧

に
よ
る
強
い
脚
色
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
れ
る
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
来
島
日
を
仏
陀
の
入
滅
の
年
と
重
ね
合
わ
せ
た
こ
と
、
仏
陀

の
生
前
に
お
け
る
三
回
の
来
島
を
記
し
て
ラ
ン
カ
ー
の
守
護
を
死
の
床
で
サ
ッ
ク
ラ
に
託
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
来
島
時

に
仏
教
儀
礼
の
ピ
リ
ッ
ト
に
類
似
し
た
作
法
で
守
護
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヤ
ッ
カ
ー
（
夜

）
か
ら
守
ら
れ
た
こ
と
な
ど
仏
教

的
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
カ
ー
島
の
上
陸
に
あ
た
っ
て
出
家
や
沙
門
の
姿
を
と
っ
た
こ
と
も
出
世
間
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
。山

崎
元
一
は
西
イ
ン
ド
と
東
イ
ン
ド
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
ラ
ン
カ
ー
島
の
人
々
の
地
理
的
知
識
が
変
化
し
た
こ
と
、
第
二
に

ラ
ン
カ
ー
島
の
仏
教
徒
が
自
ら
の
故
郷
を
西
イ
ン
ド
よ
り
も
、
仏
教
発
祥
の
地
の
東
イ
ン
ド
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
仏
陀
生
誕
の
地
（
東
イ
ン
ド
）
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
結
果
だ
と
述
べ
て
い
る
﹇
山
崎

一
九
八
二:

一
六
八
﹈。
上
座
部
仏
教
の

経
典
語
と
な
っ
た
パ
ー
リ
語）
94
（

は
、
元
々
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語）
95
（

に
対
し
て
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
と
総
称
さ
れ
る
俗
語
の
一
つ
で
、
西
イ
ン
ド

で
話
さ
れ
て
い
た
方
言
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
歴
史
的
に
は
西
イ
ン
ド
経
由
で
の
ラ
ン
カ
ー
島
へ
の
伝
播
が
有
力
で
あ
る
。
西
イ
ン
ド
は
ラ
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イ
オ
ン
の
主
要
な
生
息
地
で
あ
り
、神
話
の
舞
台
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
。シ
ン
ハ
ラ
人
の
源
郷
は
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
カ
ー
テ
ィ
ヤ
ワ
ー

ル
半
島
付
近
と
す
る
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

シ
ン
ハ
ラ
人
は
西
イ
ン
ド
だ
け
で
な
く
、
南
イ
ン
ド
と
の
関
係
も
深
い
こ
と
が
別
の
神
話
的
叙
述
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
玄
奘
の
『
大

唐
西
域
記
』（
七
世
紀
初
期
）﹇
水
谷
（
訳
）
三
三
九
〜
三
四
八
﹈
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
物
語
は
ヴ
ァ
ン
ガ
か
ら
で
は
な
く
南
イ

ン
ド
で
起
こ
っ
た
出
来
事
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
ラ
イ
オ
ン
の
子
の
男
子
は
父
殺
し
の
ゆ
え
に
追
放
さ
れ
て
、
島
に
つ
い
て
居

を
定
め
て
王
国
を
創
始
し
、
ラ
イ
オ
ン
を
「
捕
ま
え
た
」
こ
と
に
因
ん
で
「
執
師
子
国
」
を
国
名
と
し
た
。
一
方
、
女
子
は
ペ
ル
シ
ャ
に

到
達
し
て
神
鬼
と
の
間
に
多
く
の
女
子
を
も
う
け
て
「
西
大
女
國
」
と
な
っ
た
と
述
べ
る
。「
執
師
子
国
」
の
人
々
は
容
貌
が
黒
く
て
小

さ
い
と
あ
り
、ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
の
人
々
を
彷
彿
さ
せ
る
。
こ
の
伝
承
は
基
本
的
に
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
と
同
系
統
で
あ
る
。
し
か
し
、『
大

唐
西
域
記
』
は
別
伝
を
記
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
イ
ン
ド
（
閻
浮
提
州Jam

budvīpa

）
に
シ
ン
ガ
（
僧
伽
）
と
呼
ぶ
商
人
が
お
り
、
そ
の

子
の
シ
ン
ガ
ラ
（
僧
伽
羅
）
が
宝
を
求
め
て
五
百
人
の
商
人
と
共
に
海
に
出
た
が
、風
波
に
流
さ
れ
て
漂
着
し
た
。
こ
こ
が
宝
州
（
ラ
ト
ゥ

ナ
・
ド
ヴ
ィ
ー
パRatnadvīpa

）
で
、
地
元
の
女
達
と
出
会
っ
て
い
い
仲
に
な
っ
て
子
供
を
も
う
け
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
人
間
を
く

ら
う
羅
刹
女
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
天
馬
の
助
け
を
得
て
脱
出
し
た
。
遠
征
隊
を
率
い
て
再
び
島
に
戻
り
、
羅
刹
女
を
滅
ぼ
し
、
そ
の

功
績
で
選
ば
れ
て
王
と
な
っ
た
。
王
の
名
前
を
と
っ
て
国
名
を
シ
ン
ガ
ラ
と
し
た
。
シ
ン
ガ
ラ
と
は
仏
陀
の
前
世
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
。

『
デ
ィ
ヴ
ヤ
ワ
ー
ダ
ナ
』（D

ivyavādana

六
世
紀
）
も
こ
の
別
伝
と
同
じ
話
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
﹇Gunaw

ardana 1984:10

﹈。
こ

の
二
つ
の
話
は
偉
大
な
商
人
の
息
子
が
新
し
い
王
国
を
作
り
、
王
の
名
に
因
ん
で
シ
ン
ハ
ラ
と
名
付
け
た
と
い
う
説
で
、
仏
陀
と
は
関
わ

り
が
な
い
世
俗
的
な
話
を
伝
え
、
商
人
た
ち
の
交
易
の
様
相
を
描
い
て
い
て
、
南
イ
ン
ド
と
の
関
連
を
伝
え
る
。
古
代
ス
リ
ラ
ン
カ
の
北

部
は
、
南
イ
ン
ド
の
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
と
同
様
の
形
態
の
灌
漑
設
備
（
特
に
分
水
路
の
ビ
ソ
ー
コ
ト
ゥ
ワ
）
を
持
ち
、
双
方
は
頻
繁
に

交
流
し
共
通
の
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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西
イ
ン
ド
、
南
イ
ン
ド
だ
け
で
な
く
、
東
イ
ン
ド
と
の
結
び
つ
き
も
あ
る
。『
増
壱
阿
含
経
』
第
四
一
巻
に
北
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス
河

岸
の
聖
地
、
ワ
ー
ラ
ー
ナ
ス
ィ
ー
の
商
人
が
ラ
ン
カ
ー
に
航
海
し
た
話
が
載
っ
て
い
て
、
五
百
人
の
商
人
の
船
が
難
破
し
て
羅
刹
の
い
る

所
に
至
っ
た
と
い
う
﹇
中
村

一
九
六
三
：
三
〇
二
﹈。
イ
ン
ド
各
地
か
ら
の
来
住
者
と
在
地
の
民
が
多
様
な
交
渉
を
繰
り
広
げ
て
い
た

状
況
が
推
定
さ
れ
る
。
様
々
な
地
域
の
人
々
が
集
ま
っ
た
吹
き
溜
ま
り
が
ラ
ン
カ
ー
島
で
あ
っ
た
。
在
地
の
人
々
は
、
仏
教
の
立
場
か
ら

は
ヤ
ー
ク
シ
ャ
、
ラ
ー
ク
シ
ャ
サ
、
ナ
ー
ガ
な
ど
動
物
や
悪
霊
の
た
ぐ
い
に
み
な
さ
れ
た
。
仏
教
が
王
権
を
支
え
る
思
想
と
な
り
、
地
元

の
人
々
や
土
地
の
神
々
は
反
仏
教
の
行
い
を
な
す
ヤ
カ
ー
と
み
な
さ
れ
て
負
性
を
帯
び
る
。
現
在
で
も
南
西
部
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ゴ
ダ
か
ら

南
部
の
マ
ー
タ
ラ
に
掛
け
て
行
わ
れ
て
い
る
悪
霊
祓
い
の
ト
ウ
ィ
ル
で
は
、
悪
の
権
化
の
悪
霊
の
ヤ
カ
ー
の
起
源
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は

北
イ
ン
ド
の
王
子
や
王
妃
と
い
う
高
貴
の
血
筋
の
者
が
禁
忌
を
犯
し
て
追
放
さ
れ
て
悪
霊
に
な
っ
た
と
語
る
﹇K

apferer 

1983:111~124

﹈。
そ
の
舞
台
も
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
（
現
在
の
ビ
ハ
ー
ル
州
）
や
マ
ガ
ダ
国
な
ど
に
設
定
さ
れ
仏
陀
の
故
地
に
近
い
。
仏

教
と
民
間
信
仰
は
入
り
組
ん
だ
交
渉
の
歴
史
を
展
開
し
た

王
権
神
話
に
は
数
多
く
の
歴
史
的
記
憶
が
沈
殿
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
社
会
の
秩
序
の
確
立
、
政
治
権
力
の
正
統
性
の
確
立
な
ど
政

治
的
意
図
が
強
い
。
灌
漑
農
耕
と
海
外
貿
易
に
よ
り
経
済
的
基
盤
が
安
定
す
る
と
、
仏
教
を
中
心
と
し
た
王
権
の
安
定
化
を
求
め
て
、
精

神
的
秩
序
に
よ
る
裏
付
け
を
め
ざ
し
、
神
話
が
次
第
に
体
系
化
さ
れ
、
そ
れ
を
共
通
の
言
語
と
文
字
に
よ
っ
て
記
録
す
る
動
き
が
高
ま
っ

た
。

七
、
王
権
の
共
時
論
的
考
察

王
統
譜
の
記
述
を
王
権
神
話
と
し
て
国
家
や
権
力
の
生
成
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
も
出
来
る
。
そ
れ
が
現
代
の
状
況

で
新
た
な
意
味
付
け
と
解
釈
を
施
さ
れ
て
蘇
生
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
繋
が
る
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
を
大
別
し
、
舞
台
と
な
る
地
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域
ご
と
に
、（
Ａ
）
イ
ン
ド
、（
Ｂ
）
イ
ン
ド
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
へ
、（
Ｃ
）
ス
リ
ラ
ン
カ
に
分
け
、
各
々
の
基
本
的
主
題
を
示
す
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

（
Ａ
）
イ
ン
ド

 

①

異
類
婚
姻
（
ラ
イ
オ
ン
と
人
間
の
同
棲
）
↓
②

母
子
の
脱
出
（
子
供
た
ち
と
母
の
逃
走
）
↓
③

父
親
の
殺
害
（
息
子
の
父
殺

し
）
↓
④

近
親
相
姦
（
兄
妹
の
婚
姻
）
↓
⑤

王
権
樹
立

（
Ｂ
）
イ
ン
ド
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
へ

 

①

異
常
の
追
放
（
乱
暴
者
を
海
へ
送
り
出
す
）
↓
②

王
子
の
受
難
（
高
貴
な
者
の
試
練
）
↓
③

貴
種
流
離
（
王
子
が
各
地
を
放

浪
）
↓
④

異
類
婚
姻
（
在
地
の
女
夜

と
の
同
棲
）
↓
⑤

外
来
の
土
着
化
（
夜

を
平
定
し
て
統
治
）

（
Ｃ
）
ス
リ
ラ
ン
カ

 

①

王
妃
の
招
請
（
南
イ
ン
ド
か
ら
）
↓
②

王
権
樹
立
（
王
子
と
王
女
の
婚
姻
。
北
イ
ン
ド
と
南
イ
ン
ド
）
↓
③

王
子
の
招
請
（
西

イ
ン
ド
よ
り
）
↓
④

王
女
の
到
来
（
北
イ
ン
ド
よ
り
）
↓
⑤

王
位
継
承

以
上
に
関
し
て
説
明
を
加
え
て
み
た
い
。

（
Ａ
） 

ヴ
ァ
ン
ガ
な
い
し
は
カ
リ
ン
ガ
と
い
う
東
イ
ン
ド
の
ベ
ン
ガ
ル
や
オ
リ
ッ
サ
に
比
定
さ
れ
る
海
岸
部
か
ら
始
ま
る
。
仏
教
文
化
の

周
縁
に
位
置
付
け
ら
れ
る
土
地
か
ら
、
王
女
は
仏
教
の
栄
え
る
マ
ガ
ダ
国
へ
と
向
か
う
。
仏
教
に
文
化
的
優
越
性
を
求
め
る
発
想
が

示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
途
中
で
獣
の
王
の
ラ
イ
オ
ン
に
出
会
い
、
王
女
が
同
棲
し
、
様
々
な
禁
忌
違
反
（
異
類
婚
姻
、
父

親
の
殺
害
、
近
親
相
姦
）
が
生
じ
る
。
こ
の
結
果
、
マ
ガ
ダ
国
に
は
到
達
せ
ず
、
森
を
切
り
開
い
て
シ
ー
ハ
プ
ラ
（
ラ
イ
オ
ン
の
都
）

が
新
た
に
建
設
さ
れ
て
王
権
が
樹
立
さ
れ
、
ラ
ー
ラ
国
が
成
立
す
る
。

（
Ｂ
） 

ラ
ー
ラ
国
の
王
統
は
双
子
（nim

bulu

）
の
出
生
が
十
六
回
続
い
て
三
十
二
人
の
男
女
の
子
供
が
生
ま
れ
る
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
王
子
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は
長
子
で
、
悪
業
や
暴
力
を
働
く
乱
暴
者
と
い
う
逸
脱
し
た
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
人
々
は
こ
の
王
子
を
追
放
す
る
。
半
禿
頭
と

い
う
罪
人
の
姿
と
さ
れ
る
か
ら
、
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
（scape goat

）
と
も
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
物
語
は
や
や
性
格
を
変
え
、
ヴ
ィ

ジ
ャ
ヤ
の
行
動
は
王
子
の
受
難
の
色
彩
を
帯
び
、
放
浪
の
長
い
旅
が
始
ま
る
。
王
権
か
ら
疎
外
さ
れ
て
辺
境
を
流
離
す
る
貴
種
で
あ

る
。
貴
種
流
離
譚
は
さ
ほ
ど
悲
壮
で
は
な
い
。
最
終
的
に
は
ラ
ン
カ
ー
島
に
た
ど
り
着
く
。
そ
こ
で
土
地
の
女
夜

で
異
類
で
あ
る

ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
と
関
係
を
持
ち
、
そ
の
導
き
で
土
地
の
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
を
滅
ぼ
す
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
「
外
来
王
」
の
性
格
を
帯
び
、

外
来
の
土
着
化
の
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
と
は
「
勝
利
」
の
意
味
で
魔
性
に
打
ち
勝
っ
て
強
い
力
を
発
揮
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
と
み
ら
れ
る
。

（
Ｃ
） 

ラ
ン
カ
ー
島
で
の
王
権
樹
立
の
た
め
に
は
、
王
妃
は
南
イ
ン
ド
か
ら
王
族
出
身
で
処
女
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ

り
南
イ
ン
ド
の
王
族
を
招
請
す
る
。
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
階
層
（
ヴ
ァ
ル
ナ
）
の
血
縁
の
者
が
王
で
あ
る
と
い
う
イ
ン
ド
の
規
範
が
導

入
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
マ
ド
ゥ
ラ
イ
出
身
の
王
女
を
王
妃
を
迎
え
て
王
位
に
つ
く
。
都
は
上
陸
地
点
の
タ
ン
バ
パ
ン
ニ
に
置
く
。

一
方
、
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
は
追
放
さ
れ
て
故
郷
に
戻
る
が
殺
害
さ
れ
る
。
子
供
た
ち
の
兄
妹
は
山
中
に
籠
り
、
二
人
は
結
婚
し
、
兄
妹
相

姦
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
孫
は
山
中
に
住
ん
で
プ
リ
ン
ダ
ー
族
と
な
り
山
中
で
生
活
を
お
く
る
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
新
し
く
迎
え
た
王

妃
と
の
間
に
は
子
供
が
な
く
、
次
の
王
位
継
承
者
は
故
国
か
ら
血
縁
者
を
招
き
、
王
妃
も
仏
陀
の
出
身
部
族
の
シ
ャ
ー
キ
ヤ
族
（
釈

迦
族
）
の
血
縁
者
を
招
き
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
来
島
の
再
来
の
よ
う
な
言
説
に
な
る
。
両
養
子
の
後
、
新
た
な
王
子
と
王
女
の
結
婚
、

そ
し
て
即
位
と
続
く
。
こ
こ
に
は
王
権
と
仏
教
の
結
合
と
王
族
出
自
の
純
粋
化
と
い
う
主
題
が
示
さ
れ
る
。
外
来
者
を
迎
え
入
れ
て
、

王
権
の
存
続
が
図
ら
れ
た
。
王
都
も
内
陸
の
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
に
固
定
し
、
王
権
は
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

最
終
的
に
は
、
北
イ
ン
ド
、
南
イ
ン
ド
、
西
イ
ン
ド
と
い
っ
た
イ
ン
ド
各
地
か
ら
人
々
が
招
か
れ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
凝
結
し
て
王
権
が

形
成
さ
れ
る
。
各
々
の
上
陸
地
も
東
海
岸
や
西
海
岸
な
ど
と
異
な
っ
て
い
て
、
王
族
だ
け
で
な
く
出
自
も
階
層
も
異
な
る
人
々
が
大
量
に
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や
っ
て
き
た
と
い
う
描
写
は
、
イ
ン
ド
か
ら
の
数
次
に
わ
た
る
移
住
の
波
と
い
う
歴
史
的
状
況
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
地

域
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
都
市
民
と
村
落
民
、
商
業
民
と
農
業
民
、
定
住
民
と
移
動
民
な
ど
多
様
な
「
文
明
」
が
齎
さ
れ
た
。
言
語
、

階
層
、
地
域
を
異
に
す
る
人
々
の
複
合
体
が
王
権
の
基
本
的
性
格
を
表
わ
し
て
い
る
。
文
化
の
吹
き
溜
ま
り
で
、
移
住
者
の
土
着
化
を
繰

り
返
し
、
重
層
的
に
社
会
と
文
化
を
形
成
し
て
き
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
国
家
形
成
の
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
。

八
、
王
権
神
話
の
基
本
的
主
題

王
権
神
話
の
基
本
的
主
題
を
幾
つ
か
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①  

中
心
と
周
縁

イ
ン
ド
で
は
仏
教
の
中
心
地
で
あ
る
マ
ガ
ダ
国
へ
向
か
う
「
周
縁
か
ら
中
心
へ
」
の
動
き
で
始
ま
る
。
た
だ
し
、
中
心
へ
到
達
す
る
前

の
中
間
部
の
境
界
地
点
に
シ
ー
ハ
バ
ー
フ
は
ラ
ー
ラ
国
を
建
設
す
る
。
次
に
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
イ
ン
ド
か
ら
ラ
ン
カ
ー
島
へ
向
か
う
経
緯
は

「
中
心
か
ら
周
縁
へ
」と
い
う
動
き
で
あ
る
。
夜

の
島
の
イ
メ
ー
ジ
が
ラ
ン
カ
ー
島
に
は
付
与
さ
れ
て
い
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
上
陸
後
は「
周

縁
か
ら
中
心
」
に
向
か
う
動
き
が
生
じ
、
地
元
の
夜

の
手
引
き
で
、
そ
の
棲
み
か
の
中
心
の
シ
ュ
リ
ー
サ
ウ
ッ
ト
を
陥
れ
る
。
こ
こ
は

ラ
ン
カ
ー
島
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
そ
こ
を
陥
落
さ
せ
て
、
教
化
・
馴
化
・
開
化
を
達
成
す
る
。
そ
し
て
、
再
び
上
陸
地

点
に
引
き
返
し
て
都
を
作
る
「
中
心
か
ら
周
縁
へ
」
と
回
帰
す
る
。
最
終
的
に
は
内
陸
へ
移
動
し
て
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
を
建
設
す
る
と
い

う
「
周
縁
か
ら
中
心
へ
」
の
動
き
で
王
権
が
安
定
す
る
。
こ
こ
に
も
ラ
ー
ラ
国
と
同
様
に
周
縁
と
中
心
の
境
界
地
点
に
王
国
が
樹
立
さ
れ
、

中
心
と
周
縁
の
往
復
運
動
を
繰
り
返
し
つ
つ
秩
序
の
確
立
へ
と
向
か
う
。
中
心
と
周
縁
の
価
値
づ
け
は
イ
ン
ド
と
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
逆
転

し
、追
放
さ
れ
た
も
の
が
教
化
す
る
も
の
に
転
換
す
る
（
図
８
）。
現
代
風
に
表
現
す
れ
ば
未
開
と
文
明
の
せ
め
ぎ
合
い
が
「
中
心
と
周
縁
」

の
往
復
運
動
と
価
値
付
け
を
巡
っ
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
周
縁
は
常
に
中
心
に
対
す
る
「
逆
定
言
」
を
行
う
こ
と
で
中
心
を
活
性
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化
す
る
こ
と
に
な
る
。

②

外
部
性

新
た
な
秩
序
を
作
り
出
す
の
は
外
来
者
で
あ
り
、
常
に
外
部
性
が

意
識
さ
れ
る
。
外
来
者
が
王
権
を
樹
立
す
る
と
い
う
主
題
が
繰
り
返

し
語
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
の
ラ
ー
ラ
国
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ヤ

に
よ
る
建
国
が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
王
権
の
樹
立
、
王
位
継
承
に
あ

た
っ
て
は
外
来
者
が
迎
え
入
れ
ら
れ
る
。
特
に
イ
ン
ド
が
関
連
す
る

場
合
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
と
い
う
王
族
の
階
層
が
ス
リ
ラ
ン
カ
に
は
い

な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
外
来
者
の
導
入
は
必
須
の
条
件
に
な

る
。
権
威
あ
る
階
層
の
上
部
の
出
自
の
も
の
が
権
力
の
正
統
性
を
維
持
で
き
る
。
王
都
を
キ
ャ
ン
デ
ィ
に
お
い
た
ウ
ダ
ラ
タ
王
国

（
一
四
七
四
〜
一
八
一
五
）に
あ
っ
て
も
古
代
の
栄
光
を
追
い
求
め
て
、王
妃
は
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
出
身
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
か
ら
、

南
イ
ン
ド
の
マ
ド
ゥ
ラ
イ
の
ナ
ー
ヤ
ッ
カ
ー
ル
家
か
ら
王
妃
を
迎
え
る
慣
行
が
定
着
し
、
一
七
三
九
年
に
ナ
ー
レ
ン
ド
ラ
シ
ン
ハ
王
に
正

統
な
後
継
者
が
な
く
て
死
亡
し
た
時
、
南
イ
ン
ド
出
身
の
王
妃
の
弟
で
あ
る
ラ
ー
ジ
ャ
シ
ン
ハ
が
即
位
し
て
、
一
八
一
五
年
の
王
国
滅
亡

に
至
る
ま
で
王
は
事
実
上
タ
ミ
ル
系
（
実
際
は
テ
ル
グ
系
）
と
な
っ
た
。
シ
ン
ハ
ラ
王
国
は
タ
ミ
ル
人
を
頂
点
と
す
る
王
国
に
変
容
し
た
。

外
部
性
は
階
層
性
と
重
な
り
あ
っ
て
王
権
の
権
威
の
維
持
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

③

反
論
理
性

王
権
の
樹
立
に
あ
た
っ
て
は
反
倫
理
性
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
表
出
し
、禁
忌
違
反
や
逸
脱
が
生
じ
る
。
過
剰
な
性
欲
を
持
つ
王
女
、

ラ
イ
オ
ン
と
い
う
異
類
と
の
同
棲
、
シ
ー
ハ
バ
ー
フ
の
多
産
、
男
女
の
双
子
の
連
続
出
生
が
あ
る
。
兄
妹
相
姦
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
長 図８ 王権神話の構造
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子
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
暴
力
や
異
常
行
動
も
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
現
実
世
界
で
は
忌
避
さ
れ
る
兄
妹
相
姦
が
神
話
で
は
繰
り
返
し
起
こ
っ
た

と
語
ら
れ
る
。
双
子
の
兄
妹
と
い
う
存
在
は
胎
内
で
の
近
親
相
姦
を
連
想
さ
れ
て
忌
避
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
双
子
が
十
六
回
生
ま

れ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
子
供
を
も
う
け
て
三
十
二
人
の
子
供
が
生
ま
れ
た
と
い
う
異
常
出
産
は
、
倫
理
規
範
を
犯
す
行
為
と
言
え
る
。
非
日
常

性
・
反
倫
理
性
だ
け
で
な
く
、
婚
姻
・
出
生
・
行
動
に
関
し
て
、
兄
妹
相
姦
や
双
子
出
生
の
連
続
、
十
六
や
三
十
二
の
聖
数
の
多
用
な
ど

現
実
離
れ
し
た
非
日
常
性
を
帯
び
る
。
異
類
婚
に
続
く
兄
妹
相
姦
が
結
果
的
に
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
の
樹
立
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
追
放

さ
れ
た
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
と
の
間
に
で
き
た
兄
妹
は
山
中
に
逃
亡
す
る
が
、
や
は
り
結
ば
れ
て
地
元
の
プ
リ
ン
ダ
ー
族
の
始
祖
に
な
る
。
物

事
の
起
源
や
原
初
を
作
り
出
す
こ
と
は
兄
妹
相
姦
の
神
話
的
な
語
り
が
出
発
点
で
あ
る
。
出
自
の
浄
性
や
純
粋
性
の
強
調
は
兄
妹
相
姦
の

大
き
な
特
徴
で
、
事
実
、
イ
ン
カ
や
ハ
ワ
イ
の
王
族
、
あ
る
い
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
行
わ
れ
て
い
た
。
仏
教
文
献
で
も
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』

（
法
句
経
）
の
注
釈
書
で
本
生
譚
の
『
ダ
サ
ラ
タ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
で
は
シ
ャ
ー
キ
ヤ
族
（
釈
迦
族
）
の
記
述
に
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
物
語
に

類
似
し
た
兄
妹
相
姦
の
話
が
載
っ
て
い
る
﹇M

endis 1965:264,Gunaw
ardana 1984:11

﹈。
原
初
の
話
は
兄
妹
相
姦
に
結
び
つ
く
。

④

野
生
の
力
の
介
在

王
権
神
話
の
大
き
な
転
換
に
は
野
生
の
力
が
介
在
す
る
。
イ
ン
ド
で
は
、
ラ
イ
オ
ン
と
の
異
類
婚
、
森
林
の
中
に
住
ん
で
の
洞
窟
で
の

暮
ら
し
、
ラ
イ
オ
ン
殺
害
の
後
に
森
を
切
り
開
い
て
都
が
建
造
さ
れ
る
。
獣
性
や
森
林
は
野
生
の
力
の
介
在
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は

地
元
の
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
（
女
夜

）
の
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
は
人
間
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
手
先
は
雌
犬
と
し
て
出
現
す
る
と
さ

れ
る
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
と
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
の
婚
姻
は
異
類
婚
に
近
い
。
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
の
居
住
地
は
森
の
中
で
あ
り
、
後
に
そ
の
子
供
た
ち

が
山
に
逃
れ
て
地
元
の
民
の
始
祖
に
な
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
獣
類
と
の
交
渉
、
森
・
海
・
山
・
洞
窟
な
ど
の
自
然
が
物
語
の
要
所
に
登

場
す
る
時
、
野
生
の
力
に
よ
っ
て
状
況
が
大
き
く
転
換
し
、
新
た
な
秩
序
を
形
成
し
て
い
く
。
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九
、
王
権
論
の
視
座

ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
神
話
を
よ
り
一
般
化
す
る
時
に
示
唆
的
な
の
は
山
口
昌
男
の
議
論
で
あ
る
。
か
つ
て
山
口
は
王
権
に
は
次
の
四
つ

の
特
性
が
あ
る
と
説
い
た
﹇
山
口

一
九
八
九
（
一
九
六
九
）：
三
〇
〜
三
一
﹈。
そ
れ
は
①
王
権
は
非
日
常
的
意
識
の
媒
介
と
し
て
働
く
。

②
「
文
化
」
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
は
「
自
然
」
な
る
状
態
に
身
を
置
き
換
え
、
力
を
自
分
の
も
の
に
す
る
、
③
日
常
的
な
意
識
に

対
す
る
脅
威
を
構
成
す
る
た
め
に
、
王
権
は
常
に
そ
の
規
定
に
反
倫
理
性
を
持
つ
、
④
日
常
生
活
に
お
け
る
災
厄
を
王
権
の
罪
の
状
況
と

結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
災
厄
を
祓
う
役
割
を
王
権
に
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
主
題
は
、
非
日
常
性
、
野
生
の
力
、

反
倫
理
性
、
周
縁
性
で
あ
る
。

ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
神
話
は
山
口
昌
男
の
四
つ
の
主
題
を
含
ん
で
お
り
、王
権
の
一
般
論
に
接
合
す
る
。
た
だ
し
、ス
リ
ラ
ン
カ
の
「
王

権
神
話
」
を
考
え
る
場
合
、
イ
ン
ド
と
ス
リ
ラ
ン
カ
で
繰
り
返
し
現
れ
る
「
外
部
性
」
の
重
要
性
を
無
視
で
き
な
い
。「
外
部
」
の
捉
え

方
に
つ
い
て
は
既
に
、
上
野
千
鶴
子
の
山
口
昌
男
に
対
す
る
批
判
が
あ
り
﹇
上
野

一
九
八
五
（
一
九
八
四
）﹈、「
中
心
」
が
中
心
以
外

の
部
分
を
「
周
縁
化
」
す
る
こ
と
は
、中
心
以
外
の
他
の
一
切
の
部
分
に
お
け
る
「
外
部
性
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
い
う
。「
周

縁
」
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
「
周
縁
」
で
あ
り
、「
外
部
」
で
は
な
い
。「
中
心
」
以
外
の
全
て
を
「
周
縁
化
」
し
て
「
外
部
」
を
否
認
し
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
取
り
込
む
こ
と
が
「
中
心
」
の
役
割
で
あ
り
、「
中
心
」
こ
そ
が
「
外
部
」
と
直
接
に
繋
が
る
唯
一
の
回
路
に
な
る
。

そ
の
結
果
、「
中
心
」
に
位
置
す
る
王
権
は
、「
外
部
」
と
繋
が
る
媒
介
者
と
し
て
、
権
力
の
「
外
部
起
源
」
に
よ
り
特
別
の
権
威
を
獲
得

す
る
。
時
に
は
司
祭
者
と
し
て
神
と
人
の
媒
介
者
と
も
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
内
部
」
に
対
し
て
、「
外
部
」
を
独
占
的
に
体
現
し
た
「
神

聖
王
権
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
神
話
で
は
、
王
権
の
樹
立
と
継
承
に
は
「
外
部
」
が
大
き
な
役
割
を

は
た
し
、
王
権
の
正
統
性
は
神
話
に
基
づ
く
「
外
部
」
と
の
関
連
付
け
で
形
成
さ
れ
る
。

ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
神
話
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
、
歴
史
的
・
地
理
的
背
景
が
大
き
い
と
み
ら
れ
る
。
島
と
し
て
の
性
格
か
ら
「
現
実
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的
外
部
」
と
し
て
社
会
・
文
化
、
あ
る
い
は
生
活
技
術
に
関
し
て
は
ス
リ
ラ
ン
カ
よ
り
も
蓄
積
と
創
造
に
富
む
イ
ン
ド
か
ら
の
文
物
の
流

入
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
神
話
が
移
動
と
移
住
を
語
り
の
主
体
と
し
、
そ
の
中
で
多
く
の
職
人
が
イ
ン
ド
か
ら
移
住
し
た
と
伝
え
る
の
は

歴
史
的
経
緯
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
イ
ン
ド
か
ら
見
た
ス
リ
ラ
ン
カ
は
野
蛮
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
、
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
、

ラ
ー
ク
シ
ャ
サ
、ナ
ー
ガ
な
ど
、夜

と
羅
刹
と
龍
で
象
徴
さ
れ
る
未
開
の
地
、不
吉
な
場
所
で
あ
っ
た
。『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
で
ラ
ン
カ
ー

島
が
魔
王
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
住
居
で
あ
り
、
ラ
ー
マ
の
妻
の
シ
ー
タ
ー
が
捉
え
ら
れ
て
島
に
幽
閉
さ
れ
た
と
語
ら
れ
る
の
も
、
イ
ン
ド
か
ら

み
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ラ
ン
カ
ー
は
南
イ
ン
ド
の
一
地
方
を
指
す
と
い
う
説
も
あ
る

﹇Guruge 1960:66-70

﹈。
イ
ン
ド
住
む
者
に
と
っ
て
は
南
方
は
不
吉
で
冥
途
の
神
の
ヤ
マ
神
も
住
ま
い
す
る
と
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
の
ヤ

マ
神
は
当
初
は
天
界
の
神
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
負
の
要
素
を
付
与
さ
れ
て
閻
魔
と
な
っ
た
。
そ
の
居
場
所
が
南
方
に
な
っ
た
の
は
イ
ン

ド
の
南
方
へ
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

一
〇
、
王
権
の
性
格

ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
の
特
徴
は
デ
ー
ヴ
ァ
ラ
ー
ジ
ャ
と
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
ャ
の
二
重
性
で
あ
る
。
パ
ラ
ナ
ウ
ィ
タ
ナ
に
よ
れ
ば
、
古
代
で

は
王
を
地
上
に
お
け
る
神
の
現
わ
れ
と
み
な
す
デ
ー
ヴ
ァ
ラ
ー
ジ
ャ
と
、
王
は
民
衆
に
よ
っ
て
仏
法
に
帰
依
し
庇
護
す
る
者
と
し
て
選
ば

れ
た
者
と
み
な
す
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
ャ
と
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
あ
っ
た
と
い
う
﹇Praranavitana 1956:71

﹈。
前
者
は
「
外
部
」、
後
者

は
「
内
部
」
を
強
調
す
る
。
こ
の
王
権
の
二
重
の
性
格
は
前
者
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
後
者
は
仏
教
と
結
び
つ
い
て
王
権
の
正
統
性
の
根
拠

と
な
る
。た
だ
し
、史
料
に
よ
る
限
り
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
時
代
に
デ
ー
ヴ
ァ
ラ
ー
ジ
ャ
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、曖
昧
な
ワ
ッ
タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
・

ア
バ
ヤ
（V

attagãm
anî A

bhaya,

紀
元
前
八
九
〜
紀
元
前
七
七
）
と
、
明
確
な
カ
ッ
サ
パ
一
世
（K

assapa 

四
七
三
〜
四
九
一
）
の
二

人
だ
け
で
あ
ろ
う
と
い
う
﹇O

beyesekere 1984:340

﹈。
こ
の
時
代
は
、
上
座
部
仏
教
の
牙
城
で
あ
っ
た
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
の
影
響
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が
大
き
く
、
王
は
仏
教
の
庇
護
者
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
一
部
に
は
大
乗
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
王
を
菩
薩
と
す
る

事
例
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
王
国
末
期
の
一
〇
世
紀
に
な
っ
て
普
及
し
た
﹇Gunaw
ardana 1979:172-173

﹈。
九
九
三
年
の
チ
ョ
ー
ラ

朝
の
侵
入
以
後
、
大
乗
仏
教
が
広
が
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
王
権
思
想
も
テ
ク
ス
ト
や
人
間
の
交
流
を
通
し
て
入
っ
て
来
た
。
ポ
ロ
ン
ナ
ル

ワ
時
代
（
一
〇
一
七
〜
一
二
五
五
）
に
は
神
聖
王
権
の
考
え
が
明
確
に
な
り
十
二
世
紀
に
は
根
付
い
た
と
い
う
。
自
ら
が
転
輪
聖
王
（
正

義
を
も
っ
て
治
め
る
王
）、
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ァ
ル
テ
ィ
ン
（cakravartin

）
と
称
し
た
の
は
ジ
ャ
ヤ
バ
ー
フ
一
世
（Jayabāhu I,

一
一
一
〇

〜
一
一
一
一
）が
最
初
で
、そ
れ
以
後
は
一
般
的
慣
行
に
な
っ
た﹇O

beyesekere 1984:340

﹈。
ま
た
、ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
バ
ー
フ（V

ijayabāhu,

一
〇
五
五
〜
一
一
一
〇
）
以
後
の
王
は
、
南
イ
ン
ド
の
王
女
を
娶
る
慣
行
が
定
着
し
、
そ
の
結
果
「
太
陽
と
月
の
子
孫
」
と
名
乗
る
よ
う

に
な
り
、
南
イ
ン
ド
か
ら
の
影
響
が
強
ま
っ
た
。
仏
歯
が
王
権
の
正
統
性
の
証
し
に
な
っ
た
よ
う
に
、「
外
部
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
聖

遺
物
の
所
有
が
王
権
の
権
威
の
証
し
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
血
筋
と
階
層
が
王
権
の
連
続
性
と
権
威
を
保
証
し
た
。
ポ
ロ
ン
ナ
ル
ワ
時

代
以
後
、
王
朝
の
王
都
は
南
部
へ
移
っ
て
、
転
々
と
し
た
後
に
、
内
陸
の
高
地
に
ウ
ダ
ラ
タ
王
国
（
一
四
七
四
〜
一
八
一
五
）
が
建
国
さ

れ
、
仏
歯
も
王
都
の
キ
ャ
ン
デ
ィ
に
保
管
さ
れ
た
。
一
方
、
低
地
（
パ
ハ
タ
・
ラ
タ
）
で
は
西
欧
勢
力
の
植
民
地
化
が
始
ま
り
、
コ
ー
ッ

テ
王
国
（
一
三
七
一
〜
一
五
九
七
）
で
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
王
（D

harm
apãla 

一
五
五
一
〜
一
五
九
七
）
が
一
五
五
七
年
に
洗
礼
を
受
け

て
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
と
名
乗
り
、
死
後
は
遺
言
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
王
位
が
継
承
さ
れ
る
王
国
が
消
滅
す
よ
う
な
事
態
も
生
じ
た
。
植
民
地

化
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
一
五
〇
五
〜
一
六
五
八
）、
オ
ラ
ン
ダ
（
一
六
五
八
〜
一
七
九
六
）、
イ
ギ
リ
ス
（
一
七
九
六
〜
一
九
四
八
）
と
続

い
た
。
ウ
ダ
ラ
タ
王
国
で
は
西
欧
と
の
対
抗
上
、独
自
の
王
権
思
想
が
展
開
し
、「
神
聖
王
権
」
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、王
に
は
転
輪
聖
王
、

菩
薩
、
太
陽
と
月
の
子
孫
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
の
化
身
な
ど
様
々
な
思
想
が
混
淆
し
た
﹇O

beyesekere 1984:342

﹈。
王
は
神
の
王
で

あ
る
サ
ッ
ク
ラ
（
サ
ッ
カ
、
イ
ン
ド
ラ
）
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
王
都
も
神
の
都
に
似
せ
て
、
天
上
界
の
写
し
と
し
て
造
ら
れ
た
﹇D

uncan 

1990:25-41

﹈。
王
国
を
守
る
四
大
守
護
神
が
デ
ー
ワ
ー
レ
（
神
殿
）
に
祀
ら
れ
、
各
々
の
神
は
キ
ャ
ン
デ
ィ
で
は
、
ナ
ー
タ
、
ヴ
ィ
シ
ュ
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ヌ
、
カ
タ
ラ
ガ
マ
、
パ
ッ
テ
ィ
ニ
で
、
エ
サ
ラ
月
の
ペ
ラ
ヘ
ラ
の
祭
り
で
は
ご
神
体
が
象
に
乗
せ
ら
れ
て
行
列
し
、
王
国
の
浄
化
と
秩
序

の
再
画
定
を
演
出
し
た
。
イ
ン
ド
か
ら
王
妃
を
娶
る
慣
行
は
定
着
し
、
南
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ヤ
ッ
カ
ー
ル
（nāyakkār

）
の
王
族
か
ら
の

婚
姻
が
定
着
し
た
。
シ
ン
ハ
ラ
人
の
間
に
は
ヴ
ァ
ル
ナ（varna

理
念
上
の
カ
ー
ス
ト
）で
い
う
と
、ブ
ラ
ー
マ
ン（
祭
司
階
層
）と
ク
シ
ャ

ト
リ
ヤ
（
王
族
階
層
）
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
、
シ
ン
ハ
ラ
人
の
最
上
位
は
農
耕
カ
ー
ス
ト
（
シ
ン
ハ
ラ
語
はkulaya

ク
ラ
ヤ
）
の
ゴ

イ
ガ
マ
（goyigam

a
）
で
あ
っ
た
。
宮
中
で
は
王
妃
を
取
り
巻
く
人
々
を
通
じ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
化
が
生
じ
た
。
ブ
ラ
ー
マ
ン
も
南
イ
ン

ド
か
ら
迎
え
入
れ
ら
れ
て
、神
々
を
祀
る
デ
ー
ワ
ー
レ
の
祭
司
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
八
三
九
年
に
は
シ
ン
ハ
ラ
王
の
血
筋
が
絶
え
、ナ
ー

ヤ
ッ
カ
ー
ル
家
の
タ
ミ
ル
系
の
人
間
が
王
位
に
つ
き
、
以
後
一
八
一
五
年
の
キ
ャ
ン
デ
ィ
崩
壊
に
至
る
ま
で
シ
ン
ハ
ラ
王
権
の
中
核
は
タ

ミ
ル
系
が
担
い
手
と
な
り
、
こ
の
間
を
ナ
ー
ヤ
ッ
カ
ー
ル
朝
と
呼
ぶ
。
タ
ミ
ル
系
と
い
っ
て
も
広
義
で
、
実
質
的
に
は
ア
ー
ン
ド
ラ
・
プ

ラ
デ
ー
シ
ュ
出
身
の
貴
族
で
母
語
は
テ
ル
グ
語
で
あ
っ
た
。
王
は
自
ら
少
数
者
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
仏
教
に
改
宗
し
、
仏
教
寺
院
の

復
興
を
援
助
す
る
な
ど
王
権
を
仏
教
化
し
た
。
仏
教
の
普
及
に
努
め
た
王
の
代
表
は
、
キ
ー
ル
テ
ィ
・
ス
リ
ー
・
ラ
ー
ジ
ャ
シ
ン
ハ
で
、

当
時
崩
壊
し
て
い
た
上
座
部
仏
教
の
立
て
直
し
に
尽
力
し
た
。
タ
イ
か
ら
僧
侶
を
招
い
て
上
座
部
仏
教
の
再
建
を
試
み
て
、
ウ
パ
サ
ン
パ

ダ
ー
（
具
足
戒
）
を
復
活
さ
せ
て
、
宗
派
を
創
出
し
（
シ
ャ
ム
ニ
カ
ー
ヤ
）、
キ
ャ
ン
デ
ィ
の
大
祭
の
ペ
ラ
ヘ
ラ
の
先
頭
に
仏
歯
を
乗
せ

た
象
を
先
頭
に
配
置
し
、
仏
跡
一
六
ヶ
所
の
整
備
な
ど
を
行
っ
た
。
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
時
代
の
王
を
栄
光
に
満
ち
た
も
の
と
し
、
ダ
ル
マ

ラ
ー
ジ
ャ
を
頂
点
と
す
る
仏
教
王
権
の
構
築
に
よ
っ
て
秩
序
の
再
構
築
を
試
み
て
、
仏
教
の
復
興
に
尽
力
し
た
。
一
八
一
五
年
の
キ
ャ
ン

デ
ィ
陥
落
後
も
シ
ン
ハ
ラ
人
の
反
乱
は
続
い
た
が
、
仏
歯
が
イ
ギ
リ
ス
の
手
に
わ
た
る
と
終
息
し
た
。
シ
ン
ハ
ラ
人
の
正
統
性
を
維
持
す

る
象
徴
効
果
は
重
要
で
あ
る
。
王
権
の
歴
史
の
根
底
に
あ
る
の
は
常
に
「
外
部
」
の
力
と
言
え
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
全
土
が
一
つ
の
政
治
支

配
の
下
に
置
か
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
一
八
一
五
年
の
キ
ャ
ン
デ
ィ
王
国
の
崩
壊
後
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
島
全
体
を
視
野
に
入

れ
た
国
家
の
形
成
の
始
ま
り
で
あ
る
。
神
話
は
全
島
を
視
野
に
入
れ
た
言
説
と
し
て

る
こ
と
に
な
る
。
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現
在
の
国
旗
の
デ
ザ
イ
ン）
96
（

に
は
シ
ン
ハ
（
ラ
イ
オ
ン
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（
図
９
）。

か
つ
て
の
王
室
の
旗
も
「
ラ
イ
オ
ン
の
旗
」
で
あ
っ
た
。
シ
ン
ハ
ラ
の
名
称
に
は
「
外
部
」

の
刻
印
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、王
権
神
話
に
由
来
し
、「
ラ
イ
オ
ン
の
子
孫
」「
ラ

イ
オ
ン
を
殺
し
た
者
」の
二
つ
が
あ
る
。『
デ
ィ
ー
パ
ヴ
ァ
ン
サ
』は「
ラ
イ
オ
ン
の
子
孫
」

の
意
味
で
説
明
す
る
。
ラ
イ
オ
ン
を
祖
先
と
す
る
と
い
う
伝
承
は
、
古
代
の
南
イ
ン
ド
の

王
朝
で
祖
先
を
動
物
と
す
る
事
例
と
の
共
通
性
が
あ
る
。
例
え
ば
チ
ョ
ー
ラ
朝
と
シ
ィ
ン

ダ
朝
は
虎
、
チ
ャ
ー
ル
キ
ヤ
朝
は
猪
、
パ
ー
ン
デ
ィ
ヤ
朝
は
魚
で
、
一
部
の
王
族
は
ラ
イ

オ
ン
を
紋
章
や
標
章
に
使
用
し
た
﹇Gunaw

ardana 1984:12

﹈。
ラ
イ
オ
ン
を
先
祖
と

す
る
と
い
う
思
考
は
、
百
獣
の
王
の
ラ
イ
オ
ン
と
人
間
の
王
と
を
類
似
的
に
考
え
て
王
権

の
隠
喩
と
す
る
発
想
で
、
類
例
は
幾
つ
か
み
ら
れ
る
。
動
物
を
指
標
と
す
る
分
類
体
系
と

し
て
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
王
権
神
話
と
結
び
つ
き
、
外
部
性
を
体
現
す
る
神
話
と
し
て
王

族
の
権
威
を
示
す
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』（
第
七

章
四
二
節
）
は
シ
ン
ハ
ラ
の
説
明
に
ア
デ
ィ
ン
ナ
ワ
ー
（adinnavā

）
を
使
う
。
こ
の

語
の
原
義
は
ア
デ
ィ
ヤ
テ
ィ
、「
捕
ま
え
る
」
と
い
う
意
味
で
「
ラ
イ
オ
ン
を
殺
し
た
者
」

に
近
づ
く
。『
大
唐
西
域
記
』﹇
水
谷
（
訳
）
三
三
九
〜
三
四
〇
﹈
も
「
ラ
イ
オ
ン
を
捕

ま
え
た
者
」
と
い
う
意
味
と
、
功
績
の
あ
っ
た
個
人
の
名
前
に
因
ん
だ
と
い
う
二
種
の
説

を
記
す
。
グ
ナ
ワ
ル
ダ
ナ
は
、歴
史
を
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
「
ラ
イ
オ
ン
を
殺
し
た
者
」

の
意
味
に
変
わ
っ
た
と
す
る
。
高
貴
な
血
筋
の
者
は
動
物
と
人
間
の
異
類
婚
で
生
ま
れ
た

図９ スリランカ国旗
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と
い
う
神
話
的
思
考
が
、
次
第
に
拒
否
さ
れ
、
仏
教
者
の
手
が
加
わ
っ
て
獣
性
や
野
生
な
ど
自
然
と
の
繋
が
り
を
希
薄
に
し
て
き
た
と
み

ら
れ
る
。

し
か
し
、
古
代
の
神
話
は
一
八
六
〇
年
代
以
降
の
シ
ン
ハ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
に
伴
い
、
新
た
な
意
味
を
付
与
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
北
イ
ン
ド
で
の
王
権
の
発
生
を
語
る
神
話
で
あ
り
、
シ
ン
ハ
ラ
語
は
言
語
学
に
基
づ
け
ば
イ
ン
ド
・

ア
ー
リ
ヤ
語
族
の
流
れ
に
属
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
自
ら
を
シ
ン
ハ
ラ
、
つ
ま
り
「
ラ
イ
オ
ン
の
子
孫
」
と
名
乗
っ
た
人
々
は
、
遡
っ
て

考
え
れ
ば
ア
ー
リ
ヤ
人
の
子
孫
と
な
る
。
民
族
の
起
源
を
ア
ー
リ
ヤ
人
と
す
る
根
拠
と
し
て
古
代
の
神
話
を
読
み
変
え
た
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
言
語
学
・
歴
史
学
・
自
然
人
類
学
、
そ
し
て
民
族
学
（
文
化
人
類
学
）
の
研
究
に
よ
る
学
説
が
人
々
の

一
般
言
語
の
中
に
浸
透
し
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

一
一
、
神
話
の
復
権
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

シ
ン
ハ
ラ
仏
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
十
九
世
紀
半
ば
以
降
の
植
民
地
下
で
興
隆
し
た
。
特
に
西
海
岸
の
カ
ラ
ー
ワ
（karāva

漁
民
）、

ド
ゥ
ラ
ー
ワ
（durāva

椰
子
酒
作
り
）、サ
ラ
ー
ガ
マ
（salāgam

a

シ
ナ
モ
ン
と
り
）
な
ど
十
三
世
紀
以
降
に
ラ
ン
カ
ー
島
に
移
住
し
て
、

カ
ー
ス
ト
に
組
み
込
ま
れ
た
人
々
が
担
い
手
と
な
っ
た
。
植
民
地
下
で
自
ら
の
出
自
や
王
権
の
由
来
を
尋
ね
当
て
よ
う
と
す
る
気
運
が
高

ま
っ
て
、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
神
話
の
復
権
と
再
発
見
が
起
こ
っ
た
。
中
心
と
な
っ
た
人
物
は
、
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ

（A
nagārika D

harm
apāla.

一
八
六
四
〜
一
九
三
三
）
で
あ
る
、
俗
名
は
ド
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ヘ
ー
ワ
ー
ウ
ィ
タ
ラ
ナ
と
い
う
。

彼
は
南
部
の
マ
ー
タ
ラ
の
家
具
商
人
の
家
で
育
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
で
英
語
教
育
を
う
け
た
。
僧
侶
と
キ
リ
ス
ト
教
神
父
と
の
論
争
な

ど
を
通
じ
て
仏
教
の
精
神
に
傾
倒
し
、
一
八
八
五
年
に
改
名
し
て
俗
名
を
捨
て
る
。
こ
う
し
た
動
き
に
は
一
八
八
〇
年
に
ゴ
ー
ル
に
来
た

神
智
協
会
の
オ
ー
ル
コ
ッ
ト
大
佐
が
、
仏
教
に
帰
依
し
て
仏
教
神
智
協
会
を
設
立
し
て
、
積
極
的
に
仏
教
復
興
運
動
を
展
開
し
始
め
た
こ
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と
の
影
響
も
あ
る
。
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
一
八
九
一
年
に
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
（
大
菩
提
協
会
）
を
設
立
し
て
、
仏
教
の
民
衆

化
に
努
め
、
仏
教
を
シ
ン
ハ
ラ
人
の
ア
ー
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の
中
核
に
据
え
て
、
シ
ン
ハ
ラ
人
の
民
族
意
識
を
高
め
、
植
民
地
支
配
に
対
抗

し
よ
う
と
試
み
た）
97
（

。
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
と
は
、
パ
ー
リ
語
で
は
出
家
者
の
意
味
だ
が
、
こ
れ
を
在
家
と
出
家
の
中
間
身
分
を
指
す
言
葉
と
し

て
読
み
替
え
、
有
髪
で
黄
衣
を
纏
う
姿
で
、
禁
欲
主
義
に
徹
し
て
在
家
で
の
日
常
生
活
を
律
し
て
仏
教
改
革
に
乗
り
出
し
た

﹇O
beyesekere 1979

﹈。
シ
ン
ハ
ラ
語
で
『
在
家
の
規
律
』
と
い
う
日
常
生
活
の
規
則
を
述
べ
た
本
を
一
八
九
八
年
に
出
版
し
て
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
出
版
と
い
う
メ
デ
イ
ア
を
利
用
し
た
新
た
な
在
家
仏
教
へ
の
展
開
で
、
彼
自
身
が
持
つ
カ
リ
ス
マ
性
と
相
俟
っ
て
、

文
字
の
読
め
る
エ
リ
ー
ト
層
に
運
動
は
広
ま
っ
た
。
運
動
は
広
が
り
を
見
せ
て
、
徐
々
に
学
校
教
育
を
通
じ
て
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は

民
衆
の
間
に
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
独
立
後
の
シ
ン
ハ
ラ
中
心
の
エ
ス
ノ
セ
ン
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
繋
が
る
素
地
を
生

成
し
た
。
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
は
こ
の
動
き
を
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
仏
教
」
と
名
付
け
た
﹇O

beyesekere 1972:62,Gom
brich and 

O
beyesekere 1988:202-204

﹈。
こ
の
運
動
は
、
第
一
に
は
仏
教
を
イ
ギ
リ
ス
を
初
め
と
す
る
西
欧
勢
力
へ
の
抵
抗
の
基
軸
と
す
る
民

族
主
義
的
色
彩
を
も
つ
こ
と
、
第
二
は
仏
教
内
部
の
改
革
、
つ
ま
り
仏
陀
の
一
元
的
崇
拝
を
強
め
、
神
信
仰
・
民
間
信
仰
・
呪
術
な
ど
を

排
除
し
た
現
世
内
的
禁
欲
主
義
の
主
張
で
あ
る
。
後
者
に
は
西
欧
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
積
極
的
に
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
を
利
用
し
て
、
過
去
の
歴
史
を
人
々
に
共
有
さ
せ
る
手
法
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
歴

史
解
釈
と
い
う
よ
り
も
、「
生
き
て
い
る
神
話
」
と
し
て
時
間
の
連
続
性
を
想
起
さ
せ
る
運
動
で
広
範
な
支
持
を
得
た
。
そ
の
検
討
は
渋

谷
利
雄
の
記
述
に
詳
し
い
﹇
渋
谷

一
九
八
五
：
一
二
〇
〜
一
二
二
﹈。
整
理
す
る
と
、
主
張
の
第
一
は
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
記
述

に
基
づ
い
て
、
シ
ン
ハ
ラ
人
の
先
祖
は
北
イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
き
た
「
ア
ー
リ
ヤ
人
種
」
で
あ
り
、
古
代
イ
ン
ド
以
来
の
文
明
の
担
い
手

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
と
い
う
過
去
の
栄
光
の
連
続
性
を
強
調
し
た
。
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
関
す
る
比
較
言

語
学
の
成
果
に
基
づ
き
、
シ
ン
ハ
ラ
語
の
祖
語
は
ア
ー
リ
ヤ
語
で
、
ア
ー
リ
ヤ
人
種
が
先
祖
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
十
八
〜
十
九
世
紀
の
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
人
種
の
議
論
を
援
用
し
て
、
本
来
は
生
物
的
な
特
徴
の
差
異
に
基
づ
く
人
種
の
差
異
を
文
化
の
優
劣
に
読
み
変
え
た
。

シ
ン
ハ
ラ
人
は
、
南
イ
ン
ド
の
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
語
族
の
言
語
を
話
す
タ
ミ
ル
人
と
は
生
物
学
的
に
も
文
化
的
に
も
異
な
り
、
彼
ら
よ
り
も
優

れ
た
能
力
を
持
ち
、
由
緒
あ
る
民
族
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
は
ラ
ン
カ
ー
島
の
シ
ン
ハ
ラ
人
に
よ
る
支
配
の
歴
史
的
連
続
性
の
強

調
で
、「
シ
ー
ハ
・
デ
ィ
ー
パ
」（Sīhadīpa

）、
つ
ま
り
ラ
イ
オ
ン
の
島
と
し
て
、
ラ
イ
オ
ン
の
末
裔
た
る
シ
ン
ハ
ラ
人
が
島
の
ま
つ
ろ

わ
ぬ
者
を
退
治
し
て
国
家
を
建
設
し
、こ
の
国
の
歴
史
を
担
っ
て
き
た
と
強
く
主
張
し
た
。ド
ゥ
ッ
タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
に
よ
る
南
部
の
エ
ラ
ー

ラ
に
対
す
る
戦
さ
は
聖
戦
の
よ
う
に
美
化
さ
れ
、
タ
ミ
ル
人
と
の
戦
い
に
打
ち
勝
っ
た
と
解
釈
さ
れ
、
古
代
以
来
、
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ

ル
人
の
対
立
が
続
い
て
い
た
資
料
と
解
釈
さ
れ
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
使
わ
れ
る
素
地
を
作
っ
た
。
第
三
は
仏
陀
は
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
に

よ
れ
ば
、
生
前
に
三
度
来
島
し
て
夜

・
羅
刹
・
龍
と
い
う
抵
抗
す
る
も
の
を
平
ら
げ
て
平
和
と
秩
序
を
も
た
ら
し
た
が
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ

の
来
島
時
に
入
滅
し
た
。
涅
槃
入
滅
に
際
し
て
仏
陀
は
サ
ッ
ク
ラ
神
に
こ
の
島
の
守
護
を
命
じ
た
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
ラ
ン
カ
ー
島
は

仏
教
の
栄
え
る
「
ダ
ン
マ
・
デ
ィ
ー
パ
」（D

ham
m
adīpa

）、
つ
ま
り
法
の
島
で
あ
る
こ
と
が
既
に
約
束
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
仏
教
が

栄
え
る
べ
き
地
に
住
む
人
々
は
、
選
ば
れ
た
民
で
あ
る
と
い
う
「
選
民
」
思
想
が
登
場
し
た
。
い
ず
れ
も
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
記
述

に
即
し
て
の
主
張
で
あ
り
、
説
得
力
を
持
っ
て
人
々
の
間
に
広
が
っ
た
。
か
く
し
て
シ
ン
ハ
ラ
仏
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
強
固
な
言
説
と

な
り
、
宗
教
と
民
族
と
領
土
を
一
体
化
し
て
、
西
欧
で
流
行
し
た
優
生
思
想
、
特
に
人
種
の
優
越
性
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
な
っ
た
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
は
植
民
地
下
で
の
抵
抗
運
動
の
根
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
た
が
、当
時
は
エ
リ
ー
ト
主
体
の
運
動
で
あ
っ

た
。
民
衆
へ
の
普
及
は
次
世
代
で
、
学
校
教
育
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
な
ど
多
様
な
媒
体
を
通
じ
て
定
着
し
、
大
衆
音
楽
や
映
画
な

ど
別
の
形
態
に
加
工
さ
れ
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
一
九
四
八
年
の
独
立
以
後
で
あ
る
。
人
種
・
社
会
・
宗
教
と
い
う
生
物
学
的
次

元
、社
会
的
次
元
、文
化
的
次
元
を
一
体
化
し
た
シ
ン
ハ
ラ
人
と
い
う
民
族
概
念
が
の
祖
型
は
一
九
世
紀
後
半
に
作
ら
れ
て
、ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
の
働
き
か
け
で
強
固
な
形
で
生
成
さ
れ
、徐
々
に
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
後
、一
九
四
八
年
の
独
立
を
へ
て
、一
九
五
六
年
の
ブ
ッ
ダ
ジ
ャ
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ヤ
ン
テ
ィ
、
仏
陀
生
誕
二
千
五
百
年
祭
の
年
に
、「
シ
ン
ハ
ラ
・
パ
ル
マ
イ
」
と
い
う
シ
ン
ハ
ラ
語
の
使
用
を
優
先
さ
せ
る
政
策
を
出
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ
ル
人
、
あ
る
い
は
シ
ン
ハ
ラ
人
対
マ
ー
ラ
ッ
カ
ラ
（
タ
ミ
ル
語
を
話
す
ム
ス
リ
ム
）
へ
と
対
立

は
激
化
し
て
い
っ
た
。
一
九
八
三
年
に
始
ま
っ
た
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ
ル
人
の
抗
争
は
長
期
に
わ
た
り
二
〇
〇
九
年
ま
で
内
乱
に
近
い
状

態
で
継
続
し
た
。
そ
し
て
、
秩
序
の
回
復
以
後
は
、
シ
ン
ハ
ラ
人
の
独
裁
政
権
、
ラ
ー
ジ
ャ
パ
ク
サ
大
統
領
の
圧
政
が
続
い
た
。
急
速
な

高
度
経
済
成
長
は
人
々
の
不
満
を
抑
え
込
む
手
段
と
し
て
絶
好
の
妙
薬
と
し
て
効
い
て
お
り
少
数
派
は
声
を
潜
め
た
。
過
去
か
ら
学
ぶ
こ

と
は
政
治
家
に
は
無
縁
の
事
柄
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
五
年
一
月
八
日
の
総
選
挙
で
、
シ
リ
セ
ー
ナ
が
大
統
領
と
な
り
、
今

後
の
変
化
が
予
想
さ
れ
る
。

シ
ン
ハ
ラ
仏
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』と
い
う
古
代
の
史
書
の
記
述
か
ら
要
素
を
様
々
に
取
り
出
し
て
読
み
変
え
、

近
代
の
中
に
「
再
埋
め
込
み
」
し
て
要
素
を
組
み
合
わ
せ
、
今
ま
で
に
存
在
し
な
か
っ
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
（nation

）
を
創
造
す
る
試
み
へ

と
展
開
し
た
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
民
族
と
も
国
家
と
も
訳
せ
る
し
、
国
民
に
も
展
開
す
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
心
に
描
か
れ
た
想
像
の
政
治
共
同
体
」﹇A

nderson 1983

﹈ 

と
定
義
し
、
主
権
を
持
ち
限
定
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
近
代
に

登
場
し
た
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
実
体
と
観
念
の
間
を
状
況
に
応
じ
て
揺
れ
動
く
現
象
的
流
動
体
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
実
体
に
も
観
念
に
な
り
う
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
・
経
済
・

文
化
・
社
会
の
歴
史
的
変
動
が
あ
り
、「
宗
教
共
同
体
」
と
「
王
国
」
と
い
う
二
つ
の
文
化
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
、
メ
シ
ア
的
時
間
か
ら

直
線
的
時
間
へ
と
い
う
時
間
認
識
の
転
換
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
は
出
版
資
本
主
義
で
あ
り
新
聞
や
小
説
を
通
じ
て
人
々
の
時

間
認
識
を
変
え
、
複
製
化
に
よ
る
「
国
語
」
の
普
及
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
と
考
え
た
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
モ
デ
ル
は
ス

リ
ラ
ン
カ
に
あ
て
は
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ン
ハ
ラ
人
や
タ
ミ
ル
人
の
時
間
認
識
の
底
流
は
現
在
も
「
輪
廻
」、
つ
ま
り
循
環
す
る
時
間

で
あ
る
。「
王
国
」
も
宇
宙
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
し
、
教
会
の
よ
う
な
権
威
を
も
っ
た
「
宗
教
共
同
体
」
も
な
い
。
前
近
代
と
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連
続
性
を
維
持
し
つ
つ
、
西
欧
由
来
の
「
国
民
国
家
」（nation state

）
に
強
引
に
接
合
さ
れ
た
形
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ス
リ
ラ
ン
カ

で
は
展
開
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
西
欧
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
「
植
民
地
化
」
を
経
て
来
た
。
南
ア
ジ
ア
の
王
権
は
表
面
上
は
「
国
民

国
家
」
へ
姿
を
変
え
た
が
、
内
部
は
異
質
で
あ
り
、
極
め
て
流
動
的
で
あ
る
。
大
統
領
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
の
政
治
家
は
新
た
な
王
国

を
形
成
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
神
話
と
繋
が
る
王
権
と
国
家
の
思
考
は
依
然
と
し
て
継
続
し
て
い
る
。

一
二
、
王
権
と
呪
術

王
権
神
話
は
全
く
異
な
る
文
脈
で
現
代
と
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
呪
術
の
起
源
を

説
く
語
り
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
西
海
岸
の
シ
ー
ニ
ガ
マ
に
、
デ
ウ
ォ
ル
と
い
う
名
前

の
神
を
祀
る
デ
ー
ワ
ー
レ
、
神
殿
が
あ
る
。
陸
側
と
海
側
の
二
か
所
に
祭
場
が
あ
り
、

陸
で
は
身
体
健
全
や
健
康
祈
願
を
祈
る
の
だ
が
、海
側
の
島
の
神
殿
は
の
ろ
い
、コ
デ
ィ

ウ
ィ
ナ（kodivina

）を
か
け
る
場
所
と
し
て
名
高
い）
98
（

。
こ
の
神
の
霊
験
は
近
年
に
な
っ

て
益
々
高
ま
っ
た
。
そ
れ
は
二
〇
〇
四
年
十
二
月
二
十
六
日
に
発
生
し
た
ス
マ
ト
ラ
島

沖
地
震
に
よ
る
大
津
波
が
海
岸
を
襲
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
傷
で
残
っ
た
か
ら
で
あ

る
﹇
鈴
木

二
〇
一
五
﹈。

こ
こ
で
は
プ
ー
ナ
ー
・
ゲ
シ
ー
マ
と
い
う
壺
を
壊
す
独
自
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。プ
ー

ナ
ー
ワ
（pūnāva

）
と
は
粘
土
製
の
壷
で
、
七
つ
の
コ
ブ
ラ
の
頭
冠
が
つ
け
ら
れ
、

十
二
の
突
起
に
ト
ー
チ
と
線
香
を
挿
す
（
写
真
10
）。
ト
ー
チ
は
土
地
神
の
十
二
神

（dolaha deviyo

）
に
捧
げ
る
意
味
を
持
つ
。

の
顔
が
側
面
に
造
形
さ
れ
雄
牛
の
上

写真10 プーナーワ
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に
乗
る
形
を
と
る
。
儀
礼
は
二
種
類
で
、
第
一
は
セ
ッ
ト
・
プ
ー
ナ
ー
ワ
（set pūnāva

）
で
病
気
直
し
な
ど
健
康
の
維
持
や
平
安
を
祈

り
、
悪
や
障
り
、
ウ
ァ
ス
と
ド
ス
（
ド
ー
サ
の
複
数
形）
99
（

）
を
追
い
祓
う
。
第
二
は
ア
ワ
ラ
ー
ダ
・
プ
ー
ナ
ー
ワ
（avalada pūnāva

）
で
、

敵
を
調
伏
す
る
儀
礼
で
意
図
的
に
悪
意
を
も
っ
て
相
手
を
滅
ぼ
す
。
安
全
祈
願
の
プ
ー
ナ
ー
ワ
は
陸
地
の
神
殿
内
に
、
調
伏
に
使
う
プ
ー

ナ
ー
ワ
は
、
強
大
な
力
を
持
つ
の
で
海
上
の
島
の
神
殿
内
に
保
管
し
て
い
る
﹇
鈴
木

一
九
九
六
：
四
七
四
〜
四
七
七
﹈。

プ
ー
ナ
ー
ワ
の
由
来
に
つ
い
て
土
地
の
人
は
王
権
神
話
に
関
連
付
け
て
語
る
。
伝
承
で
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
を
最
初
に
治
め
た
シ
ン
ハ
ラ

人
の
王
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
北
イ
ン
ド
の
カ
リ
ン
ガ
か
ら
従
者
を
連
れ
て
ス
リ
ラ
ン
カ
に
や
っ
て
き
た
。
そ
の
時
、
島
は
悪
霊
に
満
ち
満
ち

て
お
り
、
こ
れ
を
退
治
す
る
た
め
に
、
悪
霊
の
王
女
で
あ
る
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
（K

uveni

）
と
仲
良
く
な
っ
て
協
力
を
得
て
や
っ
つ
け
た
。

ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
は
雌
馬
に
変
身
し
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
そ
の
上
に
乗
っ
て
悪
霊
を
剣
で
退
治
し
た
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
悪
霊
を
退
治

し
た
後
に
、
雌
馬
を
洞
窟
に
押
し
込
め
て
入
口
を
閉
じ
た
の
で
、
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
は
出
ら
れ
な
く
な
り
、
裂
け
目
を
通
し
て
ク
リ
ス
タ
ル

の
舌
を
伸
ば
す
以
外
は
何
も
出
来
な
く
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
、
そ
れ
を
見
て
舌
を
引
き
抜
い
て
剣
で
切
り
落
と
し
た
。
舌
は
箱
の
中

に
収
め
ら
れ

を
か
け
て
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
後
を
継
い
だ
、孫
の
パ
ン
ド
ゥ
ヴ
ァ
ー
ス
デ
ー
ヴ
ァ
王（Panduvāsdeva

）

が
こ
の
箱
を
見
つ
け
て
中
に
何
が
入
っ
て
入
る
か
を
知
り
た
く
な
り
、
そ
れ
を
開
け
て
み
た
。
す
る
と
、
雌
の

が
王
の
顔
め
が
け
て
飛

び
か
か
っ
て
き
て
、デ
ィ
ヴ
ィ
・
ド
ー
サ
（divi dosa

）、つ
ま
り

の
怒
り
に
よ
る
「
障
り
」
で
失
神
し
た
。
マ
ラ
・
ラ
ー
ジ
ャ
王
（M

ala 

Rāja

）
が
、
プ
ー
ナ
ー
ワ
を
作
っ
て
ド
ー
サ
を
除
去
す
る
儀
礼
を
行
っ
た
の
で
元
気
を
回
復
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
プ
ー
ナ
ー
・
マ
ド
ゥ

ワ
の
祭
り
の
始
ま
り
で
、
プ
ー
ナ
ー
ワ
に
描
か
れ
た

は
こ
の
故
事
に
由
来
し
、
プ
ー
ナ
ー
ワ
を
壊
す
時
に
、

の
悪
霊
の
夫
婦
、
デ
ィ

ヴ
ィ
・
ヤ
カ
ー
と
デ
ィ
ヴ
ィ
・
ヤ
ッ
キ
ニ
に
祈
願
す
る
の
も
こ
の
故
事
に
基
づ
く
と
い
う
。
こ
の
伝
説
は
時
代
は
下
る
が
、
シ
ン
ハ
ラ
語

の
史
書
『
ラ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
リ
ヤ
』（
十
七
世
紀
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
﹇Rājavaliya

1996

﹈。

プ
ー
ナ
ー
・
ゲ
シ
ー
マ
の
由
来
譚
に
つ
い
て
は
別
の
報
告
も
あ
る
﹇W

irz1954:158-159

﹈。
そ
れ
に
よ
る
と
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
は
恐
る
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べ
き
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
（yakkini

）
で
古
く
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
に
住
ん
で
い
た
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
来
た
と
き
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
が
彼
に
糸
を

与
え
て
お
守
り
と
し
、
そ
れ
を
腕
の
周
囲
に
巻
い
て
恐
る
べ
き
ヤ
カ
ー
（
夜

、
悪
霊
）
や
ヤ
ッ
キ
ニ
ー
（
女
夜

）
か
ら
守
る
よ
う
に

し
た
。
七
百
人
の
従
者
が
い
て
幾
人
か
に
水
を
求
め
さ
せ
る
旅
に
向
か
わ
せ
、
大
き
な
湖
に
到
達
し
た
が
、
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
の
領
域
な
の

で
そ
の
手
下
に
や
っ
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
従
者
が
戻
っ
て
来
な
い
の
で
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
行
っ
て
み
る
と
、
大
き
な
イ
チ
ジ
ク
の
木
の

下
に
美
し
い
女
が
坐
っ
て
い
た
。
彼
女
が
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
だ
と
判
っ
た
の
で
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
そ
の
髪
の
毛
を
つ
か
ん
で
、
従
者
を
返
さ

な
い
と
殺
す
と
言
っ
て
脅
す
。
降
参
し
た
彼
女
は
自
分
と
結
婚
す
る
と
い
う
条
件
で
彼
の
願
い
を
満
た
す
約
束
を
す
る
。
結
局
、
二
人
は

一
緒
に
な
る
こ
と
で
合
意
し
、
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
は
三
つ
も
っ
て
い
た
乳
房
の
一
つ
を
切
っ
て
結
婚
し
た
。
彼
ら
は
、
木
の
近
く
に
住
み
、

二
人
の
男
女
（
兄
妹
）
の
子
供
に
恵
ま
れ
た）
100
（

。
こ
れ
が
ウ
ェ
ッ
ダ
ー
族
（V

edda

）
の
先
祖
だ
と
さ
れ）
101
（

、
一
説
で
は
男
の
名
は
カ
ル
・
ヤ

カ
ー
（kalu yakā

）、
本
名
は
ゴ
ガ
・
バ
フ
ー
（Goga Bahu

）
と
い
う
。
し
ば
ら
く
し
て
彼
の
も
と
に
故
郷
の
父
が
死
の
床
に
い
る
と

い
う
報
せ
が
届
い
た
。
合
わ
せ
て
パ
ン
デ
ィ
（Pandi

）
国
の
ス
リ
ー
・
ラ
ッ
ジ
ュ
ル
ウ
ォ
（Suli-rajjuruvo

）
の
娘
と
の
結
婚
を
整
え

た
と
の
通
知
を
受
け
と
り
、
秘
密
の
う
ち
に
イ
ン
ド
へ
戻
っ
て
結
婚
し
た
。
ク
ウ
ェ
ー
ニ
ー
は
こ
れ
を
聞
い
て
復
讐
を
誓
い
、
自
分
の
息

子
の
ヤ
カ
ー
を
野
生
の
雄
豚
の
姿
に
し
て
送
り
こ
ん
だ
。
こ
の
ヤ
カ
ー
は
王
の
庭
を
破
壊
し
、
全
土
を
荒
廃
さ
せ
た
。
病
い
（roga

）
を

ま
き
散
ら
し
た
の
で
、
人
々
は
ヤ
カ
ー
に
出
会
っ
て
病
気
に
な
っ
て
死
ん
だ
。
全
て
を
破
壊
し
尽
く
す
と
野
豚
は
ラ
ン
カ
ー
へ
戻
り
再
び

海
へ
飛
び
込
ん
で
、
島
の
南
端
カ
ダ
ワ
タ
（kadavata

ゴ
ー
ル
の
南
、
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
上
陸
す
る
。
こ
こ
で
同
じ
く
イ
ン
ド

か
ら
き
た
ガ
ラ
ー
・
ヤ
カ
ー
、
別
名
ダ
ラ
・
ク
マ
ー
ラ
（dala kum

āra
）
に
会
っ
た
。
豚
を
み
る
と
ガ
ラ
ー
は
そ
の
背
に
乗
っ
た
。
豚

は

（divi

）
に
変
わ
り
、
そ
れ
以
来
、
彼
ら
二
人
は
全
土
を
歩
い
て
、
病
い
を
人
間
に
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
﹇
鈴
木

一
九
八
六）
102
（

﹈。

い
ず
れ
の
由
来
譚
も
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
王
権
神
話
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
外
来
者
と
土
着
者
の
出
会
い
、
支
配
と
被
支
配
、
妨
げ
ら
れ
た
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も
の
に
よ
る
復
讐
と
し
て
の
病
い
や
障
り
の
発
生
を
語
っ
て
い
る）
103
（

。
悪
霊
の
障
り
が
引

き
起
こ
す
病
い
の
除
去
が
、
儀
礼
の
主
題
で
、
原
初
の
始
ま
り
に
遡
っ
て
意
味
付
け
て

い
る
。
根
底
に
あ
る
の
は
土
地
の
神
霊
へ
の
祭
祀
で
、
プ
ー
ナ
ー
ワ
が
持
ち
出
さ
れ
る

時
に
は
、
悪
霊
と
さ
れ
る
ク
ル
ン
バ
ー
ラ
や
マ
ハ
・
ソ
ホ
ン
に
供
物
が
捧
げ
ら
れ
、
ダ

デ
ィ
ム
ン
ダ
や
カ
タ
ラ
ガ
マ
へ
の
祈
願
も
な
さ
れ
る
。
カ
タ
ラ
ガ
マ
は
一
九
七
〇
年
代

以
降
、
急
速
に
霊
験
が
高
ま
っ
た
南
部
の
聖
地
の
神
で
﹇O
beyesekere 1981

﹈
南

イ
ン
ド
の
タ
ミ
ル
起
源
の
ム
ル
ガ
ン
で
あ
り
、
外
来
神
の
代
表
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
土
地
神
の
十
二
神
に
も
ト
ー
チ
の
明
か
り
で
敬
意
が
示
さ
れ
る
。
外
来
者
が

齎
し
た
観
念
や
実
践
、
特
に
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
影
響
が
組
み
込
ま
れ
、
巧
み
に

換
骨
奪
胎
し
て
土
着
化
さ
せ
て
い
る
。

グ
ナ
セ
ー
ケ
ラ
は
プ
ー
ナ
ー
ワ
の
儀
礼
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
い
、
①
ウ
ェ
ッ

ダ
ー
族
の
祭
祀
と
の
関
連
、
②
仏
教
儀
礼
、
特
に
ピ
リ
ッ
ト
で
使
用
さ
れ
る
壷
と
糸
と

の
類
似
、
③
南
イ
ン
ド
の
村
神
の
儀
礼
と
の
関
わ
り
、
特
に

や
豚
、
蛇
の
紋
様
、
雄

牛
な
ど
動
物
崇
拝
の
要
素
を
指
摘
し
て
い
る
﹇Gunasekera 1953:72-73

﹈。
南
イ
ン
ド
と
の
関
連
を
強
調
し
、
村
か
ら
離
れ
た
場
所
で

壺
を
破
壊
し
て
お
祓
い
を
す
る
な
ど
、悪
を
な
す
も
の
へ
の
強
い
恐
れ
が
ス
リ
ラ
ン
カ
と
イ
ン
ド
の
双
方
に
共
通
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

デ
ウ
ォ
ル
の
従
者
の
悪
霊
は
ク
ル
ン
バ
ー
ラ
と
い
う
。
南
イ
ン
ド
に
は
部
族
民
の
ク
ル
ン
バ
イ
（kurum

bai

）
が
居
住
し
、
ス
リ
ラ
ン

カ
に
来
住
し
た
可
能
性
も
あ
り
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
先
住
民
の
ウ
ェ
ッ
ダ
ー
と
も
関
連
性
を
持
つ
﹇
鈴
木

二
〇
〇
八
﹈。
儀
礼
の
原
型
が

南
イ
ン
ド
起
源
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
影
響
関
係
は
あ
る
。
南
イ
ン
ド
と
共
通
す
る
在
地
の
文
化
の
基
盤
の
上
に
、
王
権
と
呪
術
の
発 図11 祭場に現われたデウォル
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生
が
語
ら
れ
る
。

シ
ー
ニ
ガ
マ
の
デ
ウ
ォ
ル
は
商
人
や
、
有
能
な
船
の
船
長
と
い
う
伝
承
が
残
り
、
常
に
よ
そ
者
と
し
て
語
ら
れ
る
（
図
11
）。
上
陸
地

の
シ
ー
ニ
ガ
マ
の
意
味
は
、
デ
ウ
ォ
ル
が
呪
術
を
駆
使
し
て
砂
を
手
に
握
っ
て
砂
糖
（
シ
ー
ニ
）
に
変
え
た
村
（
ガ
マ
）
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
外
来
者
は
在
地
の
村
の
娘
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
基
本
主
題
は
「
外
来
王
」
の
神
話
で
あ
り
、
典
型
的
な
異
人

（stranger

）
と
し
て
把
握
で
き
る
。
デ
ウ
ォ
ル
の
来
訪
の
物
話
は
ヴ
ジ
ャ
ヤ
の
建
国
神
話
と
よ
く
似
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
南
イ
ン

ド
と
ス
リ
ラ
ン
カ
の
交
易
や
移
住
の
歴
史
、
あ
る
い
は
ア
ラ
ビ
ア
海
や
イ
ン
ド
洋
を
越
え
て
や
っ
て
き
た
人
々
と
の
交
流
の
記
憶
が
あ
る

の
だ
ろ
う
。
デ
ウ
ォ
ル
は
外
来
人
が
神
格
化
さ
れ
て
両
義
性
を
も
つ
神
霊
に
読
み
変
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
原
理
は
「
外
部
」
起
源

で
、
王
権
神
話
の
地
方
版
に
な
っ
て
い
る
。

王
権
神
話
は
政
治
の
表
舞
台
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
権
力
（pow

er

）
の
正
統
性
（legitim

acy

）
を
支
え
る
原
理
と
な
る
。
権
力
を
維

持
す
る
た
め
の
権
威
（authority

）
の
確
立
に
大
き
な
働
き
を
す
る
。
他
方
で
は
人
間
の
心
の
闇
に
関
わ
り
、
正
義
や
法
の
世
界
を
破

壊
す
る
よ
う
な
力
を
発
揮
し
て
き
た
。
王
権
神
話
は
そ
の
意
味
で
は
政
治
と
呪
術
の
双
方
に
関
与
す
る
。
王
権
の
特
徴
で
あ
る
非
日
常
性
、

野
生
の
力
、
反
倫
理
性
、
周
縁
性
の
い
ず
れ
も
が
、
呪
術
の
性
格
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
呪
術
の
発
生
は
王
権
と
共
に
あ
り
、
権
力
が
強

け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、呪
術
の
発
揮
す
る
力
も
増
大
す
る
の
で
は
な
い
か
。
近
代
と
い
う
時
代
は
呪
術
の
効
力
を
無
化
し
て
き
た
。
し
か
し
、

現
代
の
王
権
で
あ
る
政
治
の
権
力
の
中
枢
に
は
依
然
と
し
て
、
闇
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
て
神
話
的
思
考
が
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
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＜

参
考
文
献＞

（
第
一
部
、
第
二
部
）

﹇
日
文
﹈

岡
田
宏
二

一
九
九
三
『
中
国
華
南
民
族
社
会
史
研
究
』
東
京
：
汲
古
書
院
。

川
野
明
正

二
〇
〇
五
『
中
国
の＜

憑
き
も
の＞

―
華
南
地
方
の
蠱
毒
と
呪
術
的
伝
承
―
』
東
京
：
風
響
社
。

菊
池
一
雅

一
九
八
九
『
イ
ン
ド
シ
ナ
の
少
数
民
族
社
会
誌
』
東
京
：
大
明
堂
。

饒

宗
頤

一
九
八
七
「
タ
イ
の
『
瑤
人
文
書
』
読
後
記
」『
東
方
學
』
第
七
三
輯
（
百
田
弥
栄
子
訳
）
東
京
：
東
方
學
會
、
一
五
六
〜
一
六
五
頁
。

白
鳥
芳
郎
（
編
）
一
九
七
五
『
瑤
人
文
書
』
東
京
：
講
談
社
。

白
鳥
芳
郎
（
編
）
一
九
七
八
『
東
南
ア
ジ
ア
山
地
民
族
誌
―
ヤ
オ
と
そ
の
隣
接
種
族
―
』
東
京
：
講
談
社
。

鈴
木
正
崇

一
九
八
五
『
中
国
南
部
少
数
民
族
誌
―
海
南
島
・
雲
南
・
貴
州
―
』
東
京
：
三
和
書
房
。

鈴
木
正
崇

一
九
八
八
「
山
住
み
の
民
―
広
西
壮
族
自
治
区
の
瑤
族
―
」『
季
刊

民
族
学
』
大
阪
：
千
里
文
化
財
団
、
四
五
号
、
一
〇
四
〜

一
一
一
頁
。

鈴
木
正
崇

一
九
九
二
「
苗
族
の
神
話
と
祭
祀
―
鼓
社
節
を
中
心
と
し
て
―
」『
日
中
文
化
研
究
』
三
号
（
特
集
：
神
話
と
祭
祀
）
東
京
：
勉
誠
社
、

一
一
一
〜
一
一
八
頁
。

鈴
木
正
崇

一
九
九
三
「
創
ら
れ
た
民
族
―
中
国
の
少
数
民
族
と
国
家
形
成
―
」
飯
島
茂
（
編
）『
せ
め
ぎ
あ
う
「
民
族
」
と
国
家
』
京
都
：
ア

カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、
二
一
一
〜
二
三
八
頁
。

鈴
木
正
崇

一
九
九
九
「
祖
先
祭
祀
の
変
容
―
中
国
貴
州
省
苗
族
の
鼓
社
節
の
場
合
―
」
宮
家
準
（
編
）『
民
俗
宗
教
の
地
平
』
東
京
：
春
秋
社
（「
祖

先
祭
祀
的
変
移
」
貴
州
黔
南
文
学
藝
術
研
究
所
（
編
）『
採
風
論
壇
』
九
号
、
北
京
：
中
国
文
聯
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
、
二
九
二

〜
三
〇
五
頁
、
再
録
）。

鈴
木
正
崇

一
九
九
四
「
モ
ウ
コ
ウ
と
マ
ン
ガ
オ
―
苗
族
の
正
月
の
来
訪
者
―
」『
季
刊

民
族
学
』
大
阪
：
千
里
文
化
財
団
、
六
七
号
、
九
四

〜
一
〇
四
頁
。

鈴
木
正
崇

二
〇
〇
二
ａ
「
死
者
と
生
者
―
中
国
貴
州
省
苗
族
の
祖
先
祭
祀
―
」『
日
吉
紀
要

言
語
・
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
二
九
号
、

東
京
：
慶
應
義
塾
大
学
、
五
五
〜
一
〇
二
頁
。
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鈴
木
正
崇

二
〇
〇
二
ｂ
「
漢
族
と
瑤
族
の
交
流
に
よ
る
文
化
表
象
―
湖
南
省
の
女
文
字
『
女
書
』
を
中
心
と
し
て
―
」
吉
原
和
男
・
鈴
木
正

崇
編
（
編
）『
拡
大
す
る
中
国
世
界
と
文
化
創
造
―
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
底
流
―
』
東
京
、
弘
文
堂
、
五
五
〜
八
七
頁
。 

鈴
木
正
崇

二
〇
〇
八
「
苗
族
の
正
月
風
景
」『
口
承
文
芸
研
究
』
第
三
一
号
、
東
京
：
日
本
口
承
文
芸
学
会
、
一
六
二
〜
一
六
六
頁
。

鈴
木
正
崇

二
〇
一
二
『
ミ
ャ
オ
族
の
歴
史
と
文
化
の
動
態
―
中
国
南
部
山
地
民
の
想
像
力
の
変
容
―
』
東
京
：
風
響
社
。

瀬
川
昌
久

一
九
九
六
『
族
譜
―
華
南
漢
族
の
宗
族
・
風
水
・
移
住
―
』
東
京
：
風
響
社
。

曽

士
才

二
〇
〇
七
「
華
南
に
お
け
る
ミ
ャ
オ
族
の
ケ
ガ
レ
観
念
―
婚
姻
忌
避
の
深
層
―
」
阿
部
年
晴
・
綾
部
真
雄
・
新
屋
重
彦
（
編
）『
辺

縁
の
ア
ジ
ア
―＜
ケ
ガ
レ＞

が
問
い
か
け
る
も
の
―
』
東
京
：
明
石
書
店
、
二
一
二
〜
二
四
一
頁
。

竹
村
卓
二

一
九
八
一
『
ヤ
オ
族
の
歴
史
と
文
化
―
華
南
・
東
南
ア
ジ
ア
山
地
民
族
の
社
会
人
類
学
的
研
究
―
』
東
京
：
弘
文
堂
。

田
畑
久
夫
・
金
丸
良
子

一
九
九
五
『
雲
貴
高
原
の
ヤ
オ
族
―
中
国
少
数
民
族
誌
―
』
東
京
：
ゆ
ま
に
書
房
。

鳥
居
龍
蔵

一
九
〇
七
『
苗
族
調
査
報
告
』（
東
京
帝
國
大
學
理
科
大
學
人
類
學
教
室
編
）
東
京
：
東
京
帝
國
大
學
（
後
に
『
鳥
居
龍
蔵
全
集
』

第
一
一
巻
、
東
京
：
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
、
再
録
）。

牧
野

巽

一
九
八
五
『
牧
野
巽
著
作
集
』
第
五
巻
（
中
国
の
移
住
伝
説
・
広
東
原
住
民
考
）
東
京
：
御
茶
の
水
書
房
。

松
本
信
廣

一
九
四
一
「
盤
瓠
伝
説
の
一
資
料
」『
加
藤
博
士
還
暦
記
念

東
洋
史
集
説
』
東
京
：
冨
山
房
、
七
六
九
〜
七
八
四
頁
。

松
本
信
廣

一
九
四
三
「
河
内
仏
国
極
東
学
院
所
蔵
安
南
本
書
目
」『
史
学
』
一
三
巻
四
号
、
三
田
史
学
会
（
慶
應
義
塾
大
学
）、
一
一
七
〜

二
〇
四
頁
。

松
本
信
廣

一
九
四
八
「
中
国
洪
水
伝
説
の
諸
相
」『
史
学
』
第
二
三
巻
二
号
、
七
二
〜
九
二
頁
、
三
田
史
学
会
（
慶
應
義
塾
大
学
）（『
日
本
民

族
文
化
の
起
源
』
三＜

東
南
ア
ジ
ア
文
化
と
日
本＞
東
京
：
講
談
社
、
一
九
七
八
、三
七
一
〜
四
〇
四
頁
、
再
録
）。

松
本
信
廣

一
九
五
一
「
竹
中
誕
生
譚
の
源
流
」『
史
学
』
二
五
巻
二
号
、
一
〜
四
六
頁
、
三
田
史
学
会
（
慶
應
義
塾
大
学
）（『
日
本
民
族
文
化

の
起
源
』
三
（
東
南
ア
ジ
ア
文
化
と
日
本
）
東
京
：
講
談
社
、
一
九
七
八
、三
一
三
〜
三
六
四
頁
、
再
録
）。

三
品
彰
英

一
九
四
三
『
日
鮮
神
話
伝
説
の
研
究
』
東
京
：
柳
原
書
店
。

村
松
一
弥
（
編
訳
）
一
九
七
四
『
苗
族
民
話
集
―
中
国
の
口
承
文
芸
二
―
』
東
京
：
平
凡
社
（
原
書
：
中
国
民
間
文
藝
研
究
会
（
主
編
）、
貴
州

省
民
間
文
学
工
作
組
（
編
）『
苗
族
民
間
故
事
選
』
北
京
：
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
六
二
）

毛
里
和
子

一
九
九
八
『
周
縁
か
ら
の
中
国
―
民
族
問
題
と
国
家
―
』
東
京
：
東
京
大
学
出
版
会
。

百
田
弥
栄
子

一
九
九
九
『
中
国
の
伝
承
曼
荼
羅
』
東
京
：
三
弥
井
書
店
。
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百
田
弥
栄
子

二
〇
〇
〇
「
千
家
峒
と
『
女
書
』
の
里
―
湖
南
省
江
永
県
上
江
墟
郷
の
民
俗
―
」『
歴
史
と
民
族
に
お
け
る
結
婚
と
家
族
』（
江
守

五
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）
東
京
：
第
一
書
房
。

百
田
弥
栄
子

二
〇
〇
四
『
中
国
神
話
の
構
造
』
東
京
：
三
弥
井
書
店
。

山
本
達
郎

一
九
五
五
「
マ
ン
族
の
山
関
簿
―
特
に
古
伝
説
と
移
住
経
路
に
つ
い
て
―
」『
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、

一
九
一
〜
二
七
〇
頁
。

楊

志
強

二
〇
〇
七
「『
炎
黄
子
孫
』
と
『
中
華
民
族
』
―
近
代
中
国
に
お
け
る
国
民
統
合
を
め
ぐ
る
二
つ
の
言
説
―
」『
慶
應
義
塾
大
学
大
学

院
社
会
学
研
究
科
紀
要

人
間
と
社
会
の
探
究
』
第
六
四
号
、
東
京
：
慶
應
義
塾
大
学
（
三
田
）、
一
二
一
〜
一
三
七
頁
。

吉
野

晃

二
〇
〇
五
「
中
国
に
お
け
る
ユ
ー
ミ
エ
ン
の
民
族
間
関
係
に
関
す
る
調
査
報
告
―
広
東
省
北
江
瑤
山
と
広
西
壮
族
自
治
区
金
秀
大
瑤

山
に
お
け
る
ユ
ー
ミ
エ
ン
の
事
例
―
」
山
路
勝
彦
（
編
）『
中
国
少
数
民
族
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
人
類
学
的
研
究
』（
平

成
一
四
年
度
〜
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
）
関
西
学
院
大
学
、
三
八
〜
五
五
頁
。

吉
開
将
人

二
〇
一
〇
「
苗
族
史
の
近
代
（
六
）」『
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』
一
三
二
号
、
札
幌
：
北
海
道
大
学
、
四
九
〜
一
三
八
頁
。

﹇
中
文
﹈（
ピ
ン
イ
ン
順
）

安
順
地
区
民
族
事
務
委
員
会
古
籍
整
理
辦
公
室
（
編
）
一
九
八
九 

『
蚩
尤
的
伝
説
』（
潘
定
衡
・
楊
朝
文
主
編
）
貴
陽
、
貴
州
民
族
出
版
社
（
田

玉
隆
（
編
）『
蚩
尤
研
究
資
料
選
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
、
一
九
九
六
、
再
録
）。

陳

一
石
・
曽

文
瓊

一
九
八
二
「
苗
族
原
始
宗
教
試
探
」『
貴
州
民
族
研
究
』
一
九
八
二
年
第
二
期
、
貴
陽
：
貴
州
民
族
学
院
。

岑
慶
奎
・
唐
千
武
（
編
）
二
〇
〇
五
『
蚩
尤
魂
系
的
家
園
―
走
進
中
国
苗
族
文
化
中
心
雷
山
―
』
貴
陽
：
貴
州
人
民
出
版
社
。

費

孝
通
（
編
）
一
九
八
九
『
中
華
民
族
多
元
一
体
格
局
』
北
京
：
中
央
民
族
学
院
出
版
社
。

干

寶

一
九
七
九
『
捜
神
記
』（
汪
紹
楹
校
注
）
北
京
：
中
華
書
局
、（『
捜
神
記
』（
竹
田
晃 

訳
）
東
京
：
平
凡
社
、
一
九
六
四
）。

宮

哲
兵

一
九
八
六
『
婦
女
文
字
和
瑤
族
千
家
峒
』
北
京
：
中
国
展
望
出
版
社
。

宮

哲
兵

二
〇
〇
一
『
千
家
峒
運
動
与
瑤
族
発
祥
地
』
武
漢
：
武
漢
出
版
社
。

貴
州
省
畢
節
地
区
社
会
科
学
聯
合
会
（
編
）
二
〇
〇
三
『
可
楽
考
古
与
夜
郎
文
化
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

貴
州
省
編
輯
組
（
編
）
一
九
八
六
「
台
江
県
巫
脚
郷
苗
族
的
吃
鼓
蔵
」（
呉
学
高
﹇
調
査
﹈、
呉
澤
霖
・
羅
時
済
﹇
整
理
﹈、
一
九
五
六
年
）『
苗

族
社
会
歴
史
調
査
』（
一
）
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。
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広
西
壮
族
自
治
区
編
輯
組

一
九
八
六
『
湖
南
瑤
族
社
会
歴
史
調
査
』
南
寧
：
広
西
民
族
出
版
社
。

《
過
山
榜
》
編
輯
組
（
編
）
一
九
八
四
『
瑤
族
《
過
山
榜
》
選
編
』
長
沙
：
湖
南
人
民
出
版
社
。

過

竹

一
九
八
八
『
苗
族
神
話
研
究
』
南
寧
：
広
西
人
民
出
版
社
。

侯
紹
庄
・
史
継
忠
・
翁
家
烈
一
九
九
一
『
貴
州
古
代
民
族
関
係
史
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

侯
紹
庄
・
鐘
莉

二
〇
〇
三
『
夜
郎
研
究
述
評
』
貴
陽
：
貴
州
人
民
出
版
社
。

胡

起
望
・
范

宏
貴

一
九
八
三
『
盤
村
瑤
族
』
北
京
：
民
族
出
版
社
。

胡

耐
安

一
九
六
八
『
説
瑤
』
張
其
的
（
主
編
）『
辺
彊
論
文
集
』
第
一
冊
、
北
京
：
国
際
研
究
院
・
中
華
大
辞
編
印
会
、
五
六
八
〜
五
八
七
頁
。

黄

鈺

一
九
八
八
「
瑤
族
評
皇
券

初
探
」
喬
健
・
謝
剣
・
胡
起
望
（
編
）『
瑤
族
研
究
論
文
集
』
北
京
：
民
族
出
版
社
、
四
六
〜
六
二
頁
。

湖
南
少
数
民
族
古
籍
辨
公
室
（
主
編
）
一
九
八
八
『
盤
王
大
歌
』
上
・
下
（
鄭
徳
宏
・
李
本
高

整
理
訳
釈
）
長
沙
：
岳
麓
書
社
。

李
建
国
・
蒋
南
華

一
九
九
六
『
苗
楚
文
化
研
究
』
貴
陽
：
貴
州
人
民
出
版
社
。

李

国
章

二
〇
〇
六
『
雷
公
山
苗
族
傳
統
文
化
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

李
廷
貴

一
九
九
一
『
雷
山
山
上
的
苗
家
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

李
廷
貴
・
張
山
・
周
光
大
（
主
編
）
一
九
九
六
『
苗
族
歴
史
与
文
化
』
北
京
：
中
央
民
族
大
学
出
版
社
。

劉

錫
蕃

一
九
三
四
『
嶺
表
紀
蛮
』
上
海
：
商
務
印
書
館
。

梁

啓
超

一
九
〇
一
「
中
国
史
叙
論
」『
清
議
報
』
九
〇
号
（『
飲
冰
室
合
集
・
飲
冰
室
専
集
』
上
海
：
上
海
中
華
書
局
、
一
九
五
八
、
再
録
）。

梁

啓
超

一
九
〇
五
「
歴
史
上
中
国
民
族
之
観
察
」『
新
民
叢
報
』
六
五
・
六
六
号
（『
飲
冰
室
合
集
・
飲
冰
室
専
集
』
上
海
：
上
海
中
華
書
局
、

一
九
五
八
、
再
録
）。

林

河

一
九
九
〇
『≪

九
歌≫

与
沅
湘
江
民
俗
』
上
海
：
三
聯
書
店
上
海
分
店
。

林

河

一
九
九
七
「
古
夜
郎
国
的
竹
王
祭
」『
古
儺
尋
踪
』
長
沙
：
湖
南
美
術
出
版
社
、
四
八
七
〜
五
〇
五
頁
。

凌
純
声
・
芮
逸
夫

一
九
四
七
『
湘
西
苗
族
調
査
報
告
』
中
央
研
究
院
・
歴
史
語
言
研
究
所
単
刊
（
甲
種
之
十
八
）
上
海
：
商
務
印
書
館
（
復
刊
、

北
京
：
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）。

馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三
『
苗
族
史
詩 H

X
A
K
 H
M
U
B

』
北
京
：
中
国
民
間
文
藝
出
版
社
。

≪

苗
族
簡
史≫

編
写
組

一
九
八
五
『
苗
族
簡
史
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

譚
子
美
・
李
宜
仁

一
九
九
一
「〝
漫
水
龍
歌
〞
与
〝
盤
瓠
崇
拝
〞」『
貴
州
民
族
研
究
』
一
九
九
一
年
第
四
期
、
貴
陽
：
貴
州
民
族
学
院
、
五
三
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〜
五
六
頁
。

潘

光
華

一
九
八
一
「
苗
族
鼓
社
祭
」『
貴
州
民
族
研
究
』
一
九
八
一
年
第
四
期
、
貴
陽
：
貴
州
民
族
学
院
、
四
七
〜
五
七
頁
（
改
題
。「
龐
大

的
〝
鼓
蔵
節
〞」
潘
光
華
（
編
）『
中
国
苗
族
風
情
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
、
一
九
九
〇
、
再
録
）。

黔
東
南
苗
族
侗
族
自
治
州
文
化
局
（
編
）
二
〇
〇
七
『
黔
東
南
非
物
質
文
化
遺
産
集
錦
』（
楊
正
権
主
編
）
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

黔
東
南
苗
族
侗
族
自
治
州
文
化
局
（
編
）
二
〇
〇
八
『
黔
東
南
非
物
質
文
化
遺
産
集
錦
』﹇
二
﹈（
王
平
主
編
）
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

唐

兆
民

一
九
四
八
『
傜
山
散
記
』
上
海
：
文
化
供
応
社
。

田

玉
隆
（
編
）
一
九
九
六
『
蚩
尤
研
究
資
料
選
』
貴
陽
、
貴
州
民
族
出
版
社
。

田

兵
（
編
）
一
九
七
九
『
苗
族
古
歌
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
（
潘
定
智
・
楊
培
徳
・
張
寒
梅
（
編
）『
貴
州
民
間
文
学
選
粋
叢
書
』
貴
陽
：

貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
九
七
、
再
録
）。

≪

畬
族
簡
史≫

編
写
組

一
九
八
〇
『
畬
族
簡
史
』
福
州
：
福
建
人
民
出
版
社
。

蘇

勝
興

一
九
九
〇
「
歓
楽
的
盤
王
節
」
胡
徳
才
・
蘇
勝
興
（
編
）『
大
瑤
山
風
情
』
南
寧
：
広
西
民
族
出
版
社
、
二
二
五
〜
二
二
九
頁
。

廷
貴
・
酒
素
一
九
八
〇
「
苗
族
〝
鼓
社
〞
調
査
報
告
」『
貴
州
民
族
研
究
』
一
九
八
〇
年
三
期
、
貴
陽
：
貴
州
民
族
学
院
、
八
五
〜
九
三
頁
。

威
寧
彝
族
回
族
苗
族
自
治
県
民
族
事
務
委
員
会
（
編
）
一
九
九
七
『
威
寧
彝
族
回
族
苗
族
自
治
県
民
族
志
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

伍

新
福

一
九
九
二
『
苗
族
歴
史
探
考
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

伍

新
福

一
九
九
九
『
中
国
苗
族
通
史
』
上
巻
、
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

燕

宝

一
九
八
〇
「
祭
鼓
節
的
由
来
」（
唐
徳
海
・
江
開
林
、
講
述
）『
南
風
』
創
刊
号
、
貴
陽
、
一
四
―
一
六
頁
。

燕

宝

一
九
八
八
「
従
苗
族
神
話
、
史
詩
探
苗
族
族
源
」
潘
定
智
・
朱
吉
成
・
韋
興
儒
（
編
）『
貴
州
神
話
史
詩
論
文
集
』
貴
陽
：
貴
州
民

族
出
版
社
、
二
三
四
〜
二
五
六
頁
。

燕

宝

一
九
八
九
「
苗
族
信
仰
民
俗
中
的
醸
鬼
和
蠱
問
題
」
潘
光
華
（
編
）『
貴
州
民
俗
論
文
集
』
北
京
：
中
国
民
間
文
藝
出
版
社
。

燕

宝
（
編
・
訳
注
）
一
九
九
三
『
苗
族
古
歌H

X
A
K
 LU
LH
X
A
K
 GH
O
T

』（
貴
州
省
少
数
民
族
古
籍
整
理
出
版
規
画
小
組
辨
公
室
）
貴
陽
：

貴
州
民
族
出
版
社
。

王

同
恵

一
九
三
六
『
花
藍

社
会
組
織
―
廣
西
省
象
県
東
南
郷
―
』
南
寧
：
廣
西
省
政
府
特
約
研
究
專
刊
。

呉

澤
霖

一
九
八
七
「
清
水
江
流
域
部
分
地
区
苗
族
的
婚
姻
」（
一
九
五
六
年
調
査
）
貴
州
省
編
輯
組
『
苗
族
社
会
歴
史
調
査
』（
三
）
貴
陽
：

貴
州
民
族
出
版
社
（
呉
澤
霖
『
民
族
研
究
文
集
』
北
京
：
民
族
出
版
社
、
一
九
九
一
、
再
録
）。
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呉

世
華

一
九
九
八
「〝
三
祖
堂
〞
落
成
是
中
華
民
族
発
展
史
上
光
輝
的
一
章
―
在
河
北
涿
鹿
〝
三
祖
堂
〞
落
成
掲
幕
式
上
的
講
話
―
」『
苗
学

研
究
通
迅
』
第
九
期
、
貴
陽
：
貴
州
苗
学
研
究
会
、
一
四
三
〜
一
四
四
頁
。

楊

正
光

二
〇
〇
三
「
橋
兌
苗
族
祭
祖
文
化
」
雷
山
県
苗
学
研
究
会
（
編
）『
雷
山
苗
学
研
究
文
集
』
第
一
集
、
雷
山
県
。

楊

春
義

二
〇
〇
四
『
苗
族
吃
鼓
蔵
之
謎
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

楊

培
徳

二
〇
〇
二
『
鼓
魂
―
西
江
苗
族
鼓
蔵
文
化
田
野
筆
記
―
』
北
京
：
中
国
文
聨
出
版
社
。

楊

漢
先

一
九
四
二
「
大
花
苗
歌
謡
種
類
」『
貴
州
苗
夷
社
会
研
究
』
貴
陽
：
交
通
書
局
（
呉
澤
霖
・
陳
国
鈞
（
編
）『
貴
州
苗
夷
社
会
研
究
』

北
京
：
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
四
、
と
し
て
再
刊
）。

楊

漢
先

一
九
八
〇
「
貴
州
省
威
寧
県
苗
族
古
史
伝
説
」『
貴
州
民
族
研
究
』
一
九
八
〇
年
一
期
（
胡
起
望
・
李
廷
貴
（
編
）『
苗
族
研
究
論
叢
』

貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
、
一
九
八
八
、
再
録
）。

楊

思
機

二
〇
〇
九
「
国
民
革
命
与
少
数
民
族
問
題
」『
学
術
研
究
』
二
〇
〇
九
年
第
一
二
期
、
一
一
五
〜
一
六
〇
頁
。

姚

舜
安

一
九
九
一
『
瑤
族
民
俗
』
長
春
：
吉
林
教
育
出
版
社
。

弋 

良
俊

二
〇
〇
一
『
夜
郎
探
秘
―
古
夜
郎
・
今
貴
陽
―
』
貴
陽
：
貴
州
民
族
出
版
社
。

尤

中

一
九
八
三
「
夜
郎
民
族
源
流
考
」『
夜
郎
考
』
貴
陽
：
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
三
二
〜
一
八
七
頁
。

張

有
雋

一
九
八
六
『
瑤
族
宗
教
論
集
』
南
寧
：
広
西
瑤
族
研
究
学
会
。

中
国
科
学
院
貴
州
分
院
民
族
研
究
所
（
編
）
一
九
六
三
「
貴
州
省
威
寧
県
龍
街
地
区
解
放
前
社
会
経
済
調
査
資
料
』（
張
永
國
・
呉
在
敏
﹇
整
理
﹈、

一
九
五
九
）
貴
陽
：
中
国
科
学
院
貴
州
分
院
民
族
研
究
所
（
内
部
発
行
）（
貴
州
省
編
輯
組
（
編
）『
黔
西
北
苗
族
彝
族
社
会
歴
史
総
合
調
査
』

貴
州
民
族
出
版
社
、
一
九
八
六
、
再
録
）。

﹇
外
文
﹈

Bender,M
ark., 2006. Butterfly M

other: M
iao(H

m
ong) Creation E

pics from
 G
uizhou,China, translated by M

ark Bender, 
Indianapolis:H

ackett Publishing Com
pany.

D
iam
ond,N

orm
an., 1988 

”The M
iao and Poison: Interactions on China’s Southw

est Frontier.

”Ethnology” 27,no.1.pp.1-25.
Lem
oine,Jaque., 1982 Y

ao Cerem
onial Paintings,Bangkok: W

hite Lotus Co. Ltd.
Schein,Louisa., 2000.M

inority R
ules;T

he M
iao and the Fem

inine in China’s Cultural Politics.D
urham

,N
.C: D

uke U
niversity 
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Press.

＜
参
考
文
献＞

（
第
三
部
）

﹇
日
文
﹈

渋
谷
利
雄

一
九
八
五
「
ス
リ
ラ
ン
カ
民
族
問
題
の
歴
史
的
背
景
」『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
、
第
三
〇
号
、
一
〇
九
〜
一
二
八
頁
。

山
崎
元
一

一
九
八
二
『
ア
シ
ョ
ー
カ
王
と
そ
の
時
代
―
イ
ン
ド
古
代
史
の
展
開
と
ア
シ
ョ
ー
カ
王
―
』
東
京
：
春
秋
社
。

玄

奘
『
大
唐
西
域
記
』（
水
谷
真
成
訳
）
中
国
古
典
文
学
大
系
二
二
、
東
京
：
平
凡
社
、
一
九
八
三
。

中
村

元

一
九
六
三
『
イ
ン
ド
古
代
史
』
上
（
中
村
元
選
集

第
五
巻
）
東
京
：
春
秋
社
。

上
野
千
鶴
子

一
九
八
五
「
異
人
・
ま
れ
び
と
・
外
来
王
―
ま
た
は
『
野
生
の
権
力
理
論
』
―
」『
構
造
主
義
の
冒
険
』
東
京
：
勁
草
書
房
、

六
六
〜
一
〇
二
頁
（
初
出
：『
現
代
思
想
』
一
九
八
四
年
四
月
号
、
一
九
八
四
）。

杉
本
良
男

二
〇
一
二
「
四
海
同
胞
か
ら
民
族
主
義
へ
―
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
流
転
の
生
涯
―
」『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』

第
三
六
巻
三
号
、
二
八
五
〜
三
五
一
頁
。

鈴
木
正
崇

一
九
八
六
「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
悪
霊
ガ
ラ
ーGarā
に
つ
い
て
の
考
察
」『
民
族
学
研
究
』
日
本
民
族
学
会
、
第
五
一
巻
一
号
、
七
三
―

八
〇
頁
（
鈴
木
一
九
九
六
、
再
録
）。

鈴
木
正
崇

一
九
九
六
『
ス
リ
ラ
ン
カ
の
宗
教
と
社
会
―
文
化
人
類
学
的
考
察
―
』
春
秋
社
。

鈴
木
正
崇

二
〇
〇
八
「
ウ
ェ
ッ
ダ
ー
―
ス
リ
ラ
ン
カ
の
先
住
民
の
実
態
と
伝
承
―
」
金
基
淑
（
編
）『
南
ア
ジ
ア
』﹇
講
座

世
界
の
先
住
民

族

フ
ァ
ー
ス
ト
・
ピ
ー
プ
ル
ズ
の
現
在

第
三
巻
﹈
明
石
書
店
、
一
九
二
〜
二
一
二
頁
。

鈴
木
正
崇

二
〇
一
一
「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
女
神
信
仰
―
パ
ッ
テ
ィ
ニ
を
中
心
と
し
て
―
」
吉
田
敦
彦
・
松
村
一
男
（
編
）『
ア
ジ
ア
女
神
大
全
』

青
土
社
、
三
二
七
〜
三
四
四
頁
。

鈴
木
正
崇

二
〇
一
五
「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
呪
術
と
そ
の
解
釈
―
シ
ー
ニ
ガ
マ
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註

（
1
）
中
国
の
民
族
の
構
成
は
、
一
九
五
二
年
以
降
に
本
格
化
し
た
民
族
識
別
で
確
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
民
族
政
策
立
案
の
た
め
の
確
定
と
い
う

政
治
的
意
図
が
あ
り
、
本
格
的
な
調
査
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
、
結
果
的
に
は
「
創
ら
れ
た
民
族
」
と
な
っ
た
﹇
鈴
木

一
九
九
三
﹈。「
少
数

民
族
」
と
い
う
用
語
も
政
治
的
意
図
が
強
い
新
し
い
言
葉
で
あ
る
。
中
国
で
の
文
献
上
の
初
出
は
一
九
二
四
年
前
後
で
あ
り
﹇
楊
思
機

二
〇
〇
九
﹈、
戦
後
に
な
っ
て
広
が
り
、
現
在
で
は
完
全
に
定
着
し
た
。
あ
く
ま
で
も
巨
大
な
人
口
を
持
つ
多
数
民
族
に
対
す
る
相
対
的
な

少
数
で
あ
る
。

（
2
）
記
録
の
収
集
と
執
筆
は
馬
学
良
と
、
三
名
の
ミ
ャ
オ
族
、

昌
厚
、
潘
昌
栄
、
今
旦
の
各
氏
が
担
当
し
た
が
、

と
潘
の
二
人
は
病
没
し
、

今
旦
の
保
存
資
料
以
外
は
散
逸
し
た
。
本
書
は
今
旦
が
新
た
に
補
充
し
て
刊
行
し
た
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三
：
一
二
﹈。
馬
学

良
は
一
九
五
二
年
九
月
に
北
京
の
中
央
民
族
学
院
に
よ
る
共
同
調
査
隊
の
言
語
の
実
態
調
査
に
参
加
し
、
一
九
五
六
年
五
月
に
は
馬
が
隊
長

と
な
っ
て
苗
文
字
作
成
の
た
め
の
言
語
調
査
を
行
い
、
今
旦
は
後
者
の
小
分
隊
長
（
苗
瑶
語
担
当
）
を
務
め
た
。

（
3
）
別
の
神
話
の
伝
承
﹇
燕
宝
（
編
）
一
九
九
三
﹈
の
異
伝
を
紹
介
し
て
お
く
。
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
木
の
枝
は
郭
公
、
木
の
根
は
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黄
鸝
、
枝
先
は
鶺
宇
鳥
、
木
の
葉
は
燕
、
木
の
傷
は
蝉
、
木
片
は
魚
、
樹
皮
が
虱
、
木
の
芯
は
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
（
妹
榜
妹
留
、
母
の

蝶
々
）、
木
の
杭
は
銅
鼓
な
ど
に
変
化
し
た
（
共
通
す
る
も
の
は
蝶
々
と
魚
）。
天
上
の
男
女
が
「
游
方
」
し
た
時
に
、
楓
香
樹
の
下
に
残
っ

た
花
模
様
の
扇
子
と
絹
の
傘
を
使
っ
て
衣
装
を
作
っ
た
。
蝶
々
は
魚
や
蝦
や
花
蜜
で
育
ち
、
川
水
や
太
陽
と
「
游
方
」
し
た
が
、
結
局
は
水

泡
と
十
二
日
間
を
「
游
方
」
し
て
十
二
個
の
卵
を
産
み
、
中
か
ら
、
チ
ャ
ン
ヤ
ン
（
姜
央
）、
雷
公
、
虎
、
竜
、
水
牛
、
象
、
蜈
蜙
、
蛇
が

生
ま
れ
て
兄
弟
と
な
っ
た
。
兄
弟
の
間
で
誰
が
兄
貴
か
を
巡
っ
て
争
い
、
チ
ャ
ン
ヤ
ン
が
火
を
使
っ
て
勝
っ
た
。
雷
公
（Ghet H

ob

）
は

不
満
を
持
ち
洪
水
を
起
こ
し
、
チ
ャ
ン
ヤ
ン
と
ニ
チ
デ
ィ
（N
il Jit D

ei

姫
妲
）
の
兄
妹
は
瓢
箪
（khangb

葫
蘆
）
に
乗
っ
て
生
き
残
っ

た
。
竹
な
ど
の
植
物
の
勧
め
で
占
い
を
し
て
相
性
が
あ
う
と
出
た
の
で
結
婚
し
た
。
そ
の
後
、
二
人
の
間
に
は
肉
塊
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
九

つ
の
俎
板
で
切
り
、
九
つ
の
山
に
散
ら
し
た
ら
、
九
人
の
男
女
の
子
が
生
ま
れ
た
。
後
に
五
組
の
父
と
娘
が
出
来
て
養
育
し
、
六
組
の
父
と

母
が
山
を
越
え
て
西
方
に
移
っ
て
よ
い
暮
ら
し
を
し
た
と
い
う
。
な
お
、
瓢
箪
（K

hangb

）
は
、
岩
洞
（khangd

）
と
音
が
類
似
し
、
祖

先
祭
祀
で
も
洞
窟
が
重
要
な
働
き
を
す
る
。

（
4
）
始
祖
伝
承
は
多
様
で
、
一
説
で
は
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
は
ウ
ー
ポ
（
鳥
博
）
と
い
う
半
神
半
人
と
恋
愛
し
て
卵
を
産
ん
だ
と
か
、
楓
香

樹
か
ら
パ
ン
シ
ィ
ア
ン
と
リ
ュ
ウ
シ
ィ
ア
ン
と
い
う
二
人
の
女
性
が
生
ま
れ
、
卵
を
十
六
個
産
ん
だ
と
も
い
う
﹇
陳
一
石
・
曽
文
瓊

一
九
八
二
﹈。
卵
の
形
容
も
様
々
で
、
黄
卵
か
ら
姜
央
、
白
卵
か
ら
雷
神
、
黒
卵
か
ら
水
牛
、
灰
卵
か
ら
象
、
紅
卵
か
ら
ム
カ
デ
、
藍
卵
か

ら
蛇
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
重
要
な
点
は
人
類
と
雷
神
と
水
牛
の
関
係
が
深
い
こ
と
で
あ
る
。
全
く
別
の
伝
承
も
あ
る
。
台
江
県
巫
脚
郷

反
排
の
ゴ
ゥ
ク
ェ
ニ
ー
（
勾

尼
）
と
呼
ば
れ
る
祭
師
（
宙
牛
師
）
の
伝
承
で
は
大
雁
が
十
二
の
卵
を
産
み
、三
年
間
暖
め
た
が
孵
化
せ
ず
、

音
が
し
た
の
で
さ
ら
に
三
日
温
め
る
と
、第
一
に
兄
の
グ
ー
ア
ン
（
固
昂
）、第
二
に
弟
の
グ
ー
ナ
ー
（
固
那
）、別
の
卵
か
ら
妹
の
マ
イ
（
賣
）、

最
後
の
二
つ
か
ら
虎
と
蛇
が
生
ま
れ
た
。
グ
ー
ア
ン
が
竹
占
い
で
妹
を
娶
る
こ
と
に
な
る
が
、
手
足
の
な
い
子
が
生
ま
れ
、
切
り
刻
ん
で
蒔

く
と
沢
山
の
人
間
に
な
っ
た
。
供
犠
を
要
求
さ
れ
て
水
牛
を
殺
し
て
祀
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
鼓
社
節
の
起
源
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の

伝
承
で
は
始
祖
は
鳥
で
あ
る
﹇
貴
州
省
編
輯
組
（
編
）
一
九
八
六
：
二
四
七
﹈。
た
だ
し
、
巫
脚
交
で
は
楓
香
樹
か
ら
啄
木
鳥
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
が
、
棉
竹
が
グ
ー
ア
ン
に
構
皮
樹
を
妻
と
せ
よ
と
要
求
し
た
が
妹
な
の
で
拒
否
し
て
、
棉
竹
を
七
十
二
に
切

り
刻
ん
だ
﹇
同
上
：
二
四
八
﹈。
こ
の
よ
う
に
始
祖
神
話
は
多
様
に
語
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）
最
初
に
は
朶
哈
（Gha H

va

）
神
が
生
ま
れ
た
と
伝
え
る
。
こ
れ
は
守
護
神
で
白
鶏
を
供
犠
し
て
祀
る
が
、
と
て
も
貧
し
く
み
す
ぼ
ら
し

い
衣
服
を
着
て
い
る
の
で
日
の
光
の
下
で
供
犠
せ
ず
、
夜
明
け
前
に
行
う
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三
：
二
九
八
﹈。
別
の
伝
承
﹇
田

兵
（
編
）
一
九
七
九
：
二
〇
八
〜
二
〇
九
﹈
で
は
、
雷
公
、
姜
央
、
水
龍
、
象
、
水
牛
、
虎
、
蛇
、
百
足
（bad w

uf

蜈
蜙
）
な
ど
、﹇
燕
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宝
（
編
）
一
九
九
三
：
四
九
七
〜
四
九
九
﹈
で
は
、
姜
央
、
雷
公
、
蛇
、
老
虎
、
水
龍
な
ど
、
で
あ
る
。
十
六
の
卵
か
ら
生
ま
れ
た
神
話

で
は
﹇
陳
一
石
・
曽
文
瓊

一
九
八
二
﹈、
六
個
か
ら
人
間
、
五
個
か
ら
龍
、
蛇
、
虎
、
赤
牛
、
水
牛
、
四
個
か
ら
四
種
の
雷
神
、
孵
化
し

な
い
一
個
の
卵
に
は
鬼
が
い
た
と
い
う
。「
短
裙
苗
」（
ガ
ノ
ォ
ウ
）
の
場
合
は
、
龍
、
雷
公
、
虎
、
蜈
蜙
、
花
、
草
、
姜
央
な
ど
で
﹇
楊
正

光

二
〇
〇
三
：
一
七
二
﹈、
陶
冶
の
調
査
で
は
、
雷
山
県
桃
江
郷
桃
江
村
の
岩
寨
で
は
十
二
の
卵
か
ら
の
出
現
物
の
全
て
に
名
称
が
あ
り
、

神
霊
、
龍
、
雷
公
な
ど
十
一
種
は
人
間
の
不
運
や
災
い
や
病
い
の
原
因
と
さ
れ
て
儀
礼
の
対
象
で
、
他
の
一
種
は
植
物
の
種
で
対
象
に
は
な

ら
な
い
﹇
陶
冶

二
〇
〇
八
：
二
七
﹈。

（
6
）
醸ニ

ャ
ン
ク
イ鬼
は
亮リ
ャ
ン

鬼ク
イ

と
も
表
記
さ
れ
、
日
本
の
憑つ
き
も
の物
に
類
似
し
、
意
図
せ
ず
に
相
手
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
人
類
学
の
妖
術
（w

itchcraft

）
に

あ
た
る
。
富
者
に
憑
依
す
る
と
さ
れ
、
子
孫
に
伝
え
ら
れ
友
人
に
も
う
つ
っ
て
不
幸
に
陥
れ
る
の
で
、
通
婚
忌
避
な
ど
社
会
的
排
除
の
対
象

に
な
る
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三:

二
九
八
﹈。
た
だ
し
、
分
布
は
台
江
県
、
施
兼
県
、
凱
里
市
な
ど
に
限
定
さ
れ
、
剣
河
県
、

雷
山
県
に
は
少
な
く
、
漢
族
と
の
交
渉
地
帯
で
の
外
来
者
と
の
葛
藤
が
反
映
し
て
い
る
﹇
曽
士
才

二
〇
〇
七
：
二
一
六
、二
三
七
﹈。
馬
学

良
・
今
旦
編
集
の
『
苗
族
史
詩
』
は
台
江
県
で
の
収
集
資
料
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
憑
物
の
伝
承
は
、
台
江
の
地
域
性
を
反
映
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。

（
7
）
蠱
は
女
性
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
毒
物
で
、
意
図
的
に
相
手
に
の
ろ
い
を
か
け
る
の
で
邪
術
（sorcery

）
に
あ
た
る
。
蛇
、
毛
虫
、
蛙
、

蛭
な
ど
を
共
喰
い
さ
せ
て
作
る
と
い
う
。
食
物
か
ら
感
染
し
て
体
内
で
生
育
し
て
害
を
及
ぼ
す
と
さ
れ
、
母
か
ら
娘
に
う
つ
る
﹇
馬
学
良
・

今
旦
（
編
）
一
九
八
三
：
二
九
八
﹈。
ミ
ャ
オ
族
だ
け
で
な
く
他
の
民
族
や
漢
族
に
も
見
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
は
﹇
呉
澤
霖

一
九
八
七
．
燕
宝

一
九
八
九
．D

iam
ond

1988
﹈
が
あ
る
。
蠱
の
考
察
に
は
民
族
間
関
係
や
歴
史
的
観
点
が
必
要
で
、
川
野
明
生
の
憑

霊
研
究
﹇
川
野

二
〇
〇
五
﹈
の
多
角
的
検
討
が
参
考
に
な
る
。
漢
語
は
グ
（guk

）
で
あ
る
。

（
8
）
グ
ー
ワ
ン
（Gu V

ang

顧
養
）
と
い
い
、
復
讐
で
の
ろ
い
を
か
け
て
人
を
害
す
る
た
め
に
送
ら
れ
る
。
蝦
や
百
足
を
赤
い
紐
で
縛
り
、
相

手
の
家
に
置
く
と
悪
霊
に
取
り
憑
か
れ
て
破
滅
す
る
と
さ
れ
る
。

（
9
）
牛
を
殺
し
た
時
に
祖
先
を
祀
っ
て
、
肉
を
食
べ
血
を
飲
ん
だ
と
さ
れ
、
こ
れ
が
十
三
年
に
一
度
行
わ
れ
る
「
鼓
社
節
」
の
は
じ
ま
り
を
語

る
起
源
神
話
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）
ミ
ャ
オ
族
の
間
に
は
人
類
の
始
祖
が
雷
神
（
雷
公
）
と
喧
嘩
や
争
い
事
を
起
こ
し
、
雷
神
が
怒
っ
て
大
洪
水
を
引
き
起
こ
し
、
一
組
の
兄

妹
だ
け
が
生
き
残
っ
て
夫
婦
に
な
る
と
い
う
話
が
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
異
伝
も
多
く
、チ
ャ
ン
ヤ
ン
に
二
人
の
子
供
が
い
て
、兄
を
シ
ャ

ン
リ
ャ
ン
（
相
両
）、妹
を
シ
ャ
ン
マ
ン
（
相

）
と
い
い
、三
人
が
瓢
箪
に
乗
っ
て
洪
水
を
生
き
残
っ
て
天
上
に
行
っ
て
雷
公
を
懲
ら
し
め
、
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兄
妹
は
地
上
に
下
り
て
結
婚
す
る
と
い
う
話
も
あ
る
﹇
田
兵
（
編
） 

一
九
七
九
：
二
五
三
〜
二
八
〇
﹈。
湘
西
の
ミ
ャ
オ
族
（
コ
ー
・
シ
ョ
ン
）

の
伝
承
は
、
ア
ペ
・
コ
ペ
ン
（
阿
陪
・
果
本
）
が
雷
と
兄
弟
分
で
あ
っ
た
が
、
騒
動
を
起
こ
し
て
大
洪
水
と
な
り
、
娘
の
ダ
ロ
ン
（
徳
龍
）

と
息
子
の
バ
ロ
ン
（
爸
們
）
が
生
き
残
っ
て
一
緒
に
な
る
。
ア
ペ
は
「
祖
父
」、
コ
ペ
ン
は
「
始
」
で
、
始
祖
を
意
味
し
て
い
る
。
ダ
ロ
ン

と
バ
ロ
ン
は
儺
母
と
儺
父
と
も
い
い
、
夫
婦
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
き
た
と
い
う
﹇
村
松
（
編
訳
）
一
九
七
四
：
三
〜
一
五
﹈。

（
11
）
原
初
に
母
系
制
（m

atrilineal kinship

）
や
母
権
制
（m

other right

）
を
原
初
に
想
定
す
る
解
釈
が
中
国
の
文
献
に
散
見
す
る
が
﹇
過

竹

一
九
八
八
：
一
〇
四
﹈、
こ
う
し
た
見
解
は
モ
ー
ガ
ン
以
来
の
進
化
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
、
現
代
の
人
類
学
で
は
完
全
に
否
定
さ
れ

て
い
る
。

（
12
）
こ
の
樹
木
は
樹
液
が
よ
い
香
り
が
す
る
の
で
、
漢
語
で
は
特
に
「
香
」
の
文
字
を
入
れ
て
表
現
す
る
の
だ
と
い
い
、
元
の
苗
語
で
は
「
母

な
る
樹
」
の
意
味
し
か
な
い
。

（
13
）
マ
ン
サ
ク
科
の
落
葉
樹
で
、
日
本
で
い
う
楓
と
は
異
な
る
。
ミ
ャ
オ
族
の
三
つ
の
方
言
集
団
は
楓
香
樹
を
「
母
な
る
樹
」
と
呼
ぶ
こ
と
で

共
通
す
る
。
黔
東
南
の
巴
拉
河
流
域
で
は
楓
香
樹
を
母
親
の
尊
称
の
ギ
メ
（gid m

ais

句

）
と
呼
ぶ
﹇
李
国
章

二
〇
〇
六
：
三
五
﹈。

メ
は
母
親
を
意
味
す
る
。
但
し
、
長
裙
苗
は
ト
ゥ
マ
ン
（det m

angx

）、
短
裙
苗
は
タ
オ
マ
ン
（dao m

angx

）
と
呼
ぶ
。

（
14
）
雷
公
は
雷
神
で
あ
り
、
オ
ン
ド
リ
の
姿
で
現
れ
る
と
い
う
伝
承
は
、
中
国
西
南
部
の
諸
民
族
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
原
初
の
洪
水
と
兄
妹
婚

を
導
き
出
す
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、﹇
百
田

一
九
九
九
：
九
二
〜
一
一
六
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。
射
日
神
話
で
は
、
太
陽
が

射
落
と
さ
れ
た
話
の
後
に
、
オ
ン
ド
リ
が
太
陽
を
呼
び
戻
す
話
が
語
ら
れ
る
な
ど
太
陽
・
鳥
・
東
方
が
結
び
つ
く
。
な
お
、
村
松
一
弥
に
よ

る
優
れ
た
ミ
ャ
オ
族
の
口
頭
伝
承
の
翻
訳
は
、
現
場
の
雰
囲
気
を
再
現
し
て
い
る
﹇
村
松
（
編
訳
）
一
九
七
四
﹈。

（
15
）
ノ
ン
ニ
ウ
の
起
源
に
つ
い
て
は
様
々
な
伝
承
が
あ
る
が
、
燕
宝
の
報
告
﹇
燕
宝

一
九
八
〇
﹈
で
は
、
人
類
始
祖
の
チ
ャ
ン
ヤ
ン
が
、
土

地
を
耕
し
て
子
孫
を
繁
栄
さ
せ
て
い
た
が
、あ
る
年
に
突
然
に
疫
病
が
は
や
っ
て
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
り
、別
の
年
に
は
大
旱
魃
が
起
こ
っ

て
、
収
穫
が
な
く
な
っ
た
。
チ
ャ
ン
ヤ
ン
は
祖
先
を
祀
ら
な
か
っ
た
の
で
、
怒
っ
て
災
害
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
て
、
牛
を
殺
し
て
メ
イ
パ

ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
を
祀
り
、
安
寧
と
幸
福
を
願
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

（
16
）
貴
州
省
黔
南
の
小
脳
村
で
は
ノ
ン
ニ
ウ
の
時
に
、
祖
先
が
水
牛
の
角
を
つ
け
た
傘
の
形
の
被
り
物
を
つ
け
て
現
れ
る
。
祖
先
が
移
動
に
用

い
た
傘
を
再
現
す
る
の
で
あ
る
。
広
西
壮
族
自
治
区
融
水
自
治
県
の
村
々
で
は
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
祖
先
の
モ
ウ
コ
ウ
や
マ
ン
ガ
オ
が
村
を
訪

問
す
る
。
古
い
生
活
を
再
現
し
て
見
せ
る
場
合
も
あ
る
﹇
鈴
木

一
九
九
四
﹈。

（
17
）
漢
族
の
祖
先
祭
祀
で
は
、
祖
先
へ
の
供
物
は
祭
壇
の
上
位
に
置
く
の
で
、
ミ
ャ
オ
族
の
地
面
に
置
く
方
式
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
こ
れ
が
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「
野
蛮
」「
未
開
」
と
見
な
さ
れ
、
差
別
へ
と
繋
が
る
遠
因
と
な
る
。

（
18
）
ノ
ン
ニ
ャ
ン（
苗
年
）を
巨
大
化
し
た
の
が
十
三
年
目
ご
と
の
祖
先
祭
祀
の
ノ
ン
ニ
ウ
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
祖
先
祭
祀
に
も
餅
、糯
米
飯
、

糯
米
酒
が
捧
げ
ら
れ
、
祖
先
伝
来
の
飲
食
物
で
あ
る
こ
と
を
髣
髴
さ
せ
る
。
苗
年
で
は
旧
十
月
の
丑
日
は
豚
を
殺
す
日
、
寅
日
は
糯
米
の
餅

を
搗
い
て
供
え
る
日
、
卯
日
が
年
越
し
で
夜
の
十
二
時
過
ぎ
に
祖
先
を
迎
え
、
辰
日
は
年
初
で
豚
と
餅
を
供
え
て
祖
先
を
祀
る
。
銅
鼓
を
叩

い
て
祖
先
を
招
く
。
卯
日
を
年
越
し
に
選
ぶ
理
由
は
日
の
出
の
方
位
で
東
方
に
あ
た
る
こ
と
と
、
東
方
は
祖
先
の
来
た
故
地
が
あ
る
こ
と
、

兎
（
卯
）
が
子
ど
も
を
孕
み
や
す
い
の
で
豊
穣
多
産
を
願
う
意
味
が
籠
め
ら
れ
る
。
他
方
、
寅
日
に
豚
と
鶏
を
殺
し
、
卯
日
は
餅
搗
き
、
辰

日
を
初
日
に
す
る
村
も
あ
る
。
そ
の
理
由
は
龍
を
村
の
守
護
神
と
す
る
意
識
が
強
い
か
ら
だ
と
い
う
。
龍（vongx

）は
大
地
に
潜
む
地
霊
で
、

水
脈
を
支
配
す
る
と
さ
れ
、
漢
族
の
風
水
に
よ
る
龍
脈
の
思
想
の
影
響
も
あ
る
が
ミ
ャ
オ
族
の
独
自
色
が
強
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
祭
り
の

中
核
は
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
苗
年
の
時
期
に
は
結
婚
式
が
多
い
が
、
そ
の
際
に
も
花
婿
の
家
、
花
嫁
の
家
で
祖
先
を
祀
る
。
か
つ
て
東
方
の

海
辺
や
河
辺
に
住
ん
で
い
た
時
の
常
食
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
魚
（nail

）
を
供
物
と
し
て
捧
げ
る
。
ノ
ン
ニ
ャ
ン
と
並
ぶ
重
要
な
農
耕
儀
礼

は
稲
の
田
植
え
後
の
成
長
期
に
行
わ
れ
る
旧
六
月
頃
の
吃
新
節
（nongx m

ol

）
で
祖
先
を
祀
る
の
は
重
要
な
行
事
で
あ
る
。

（
19
）
日
常
的
に
村
落
で
頻
繁
に
行
わ
れ
る
儀
礼
も
神
話
に
由
来
す
る
。
人
間
の
邪
魔
を
す
る
精
霊
で
あ
る
ガ
ォ
シ
ン
（kho hxen

告
辛
）
に

供
物
を
捧
げ
て
不
幸
や
問
題
の
解
決
を
願
う
ガ
ニ
ュ
ナ
ォ
で
、
神
話
に
根
拠
が
あ
る
。
ガ
ニ
ュ
ナ
ォ
は
「
く
ち
ば
し
」
を
意
味
し
、
儀
礼
の

目
的
は
「
饒
舌
な
精
霊
」
を
家
や
村
か
ら
駆
除
す
る
こ
と
で
、
漢
語
は
「
打
口
嘴
」
と
い
う
﹇
陶
冶

二
〇
〇
八
：
二
八
﹈。
ガ
ォ
シ
ン
は

古
歌
で
歌
わ
れ
る
神
霊
の
シ
ャ
ン
リ
ャ
ン
（xang liang

香
両
）
が
土
地
を
耕
作
し
た
時
に
使
っ
た
水
牛
を
殺
し
て
食
べ
た
後
に
捨
て
た
牛

の
骨
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三
：
一
三
五
﹈
が
化
け
た
精
霊
の
ル
ミ
ン
（Lu M

en

饒
舌
鬼
）
で
あ
る
と
い
う
。
陶
冶
の
調
査

で
は
、
雷
山
県
の
「
短
裙
苗
」
で
は
、
ガ
ォ
シ
ン
は
祖
先
た
ち
の
移
動
と
一
緒
に
つ
い
て
き
て
い
つ
も
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
邪
魔
を
す
る
の

で
祀
り
鎮
め
た
﹇
陶
冶

二
〇
〇
八
：
一
一
八
〜
一
二
三
﹈。
そ
の
由
来
を
語
る
古
歌
も
伝
え
ら
れ
て
い
る

（
20
）
貴
州
省
擺
榜
郷
の
報
告
で
は
、
天
と
同
じ
に
な
る
高
さ
の
竹
林
が
あ
り
、
竹
の
上
で
天
人
の
楽
し
げ
な
祭
り
を
見
物
し
た
人
々
が
、
蘆
笙

の
吹
き
方
と
蘆
笙
舞
の
舞
い
方
を
学
ん
で
天
に
昇
ろ
う
と
し
た
ら
、
竹
を
天
人
が
低
く
し
た
。
し
か
し
、
結
局
は
天
上
の
祭
り
を
地
上
に
移

し
た
と
い
う
（「
蘆
笙
和
蘆
笙
舞
的
来
歴
」『
南
風
』
一
九
八
七
年
第
六
期
）。

（
21
）
布プ

イ依
族
で
も
銅
鼓
の
管
理
は
厳
重
で
、
葬
儀
や
祭
祀
、
正
月
と
い
う
特
定
の
時
期
で
な
け
れ
ば
管
理
場
所
か
ら
出
し
て
見
せ
な
い
と
い
う

処
も
多
い
。

（
22
）
黔
東
南
の
大
規
模
な
祖
先
祭
祀
の
ノ
ン
ニ
ウ
に
つ
い
て
は
、
長
裙
苗
の
場
合
は
施
洞
﹇
廷
貴
・
酒
素

一
九
八
〇
﹈
と
丹
寨
﹇
潘
光
華
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一
九
八
一
﹈
の
事
例
が
詳
し
い
。
各
地
の
報
告
が
あ
っ
て
内
容
も
異
な
る
﹇
楊
春
義

二
〇
〇
四
。
楊
培
徳

二
〇
〇
二
﹈。
一
九
八
〇
年

代
に
復
活
し
た
所
も
多
い
。 

（
23
）
非
物
質
文
化
に
関
す
る
資
料
集
も
出
版
さ
れ
た
﹇
黔
東
南
苗
族
侗
族
自
治
州
文
化
局
（
編
）
二
〇
〇
七
、二
〇
〇
八
﹈。

（
24
）
世
界
遺
産
の
制
度
は
ユ
ネ
ス
コ
が
一
九
七
二
年
に
開
始
し
、
中
国
は
一
九
八
五
年
に
世
界
遺
産
条
約
に
加
盟
し
た
。
貴
州
省
の
世
界
遺
産

は
、
茘
波
が
二
〇
〇
七
年
に
「
中
国
南
方
カ
ル
ス
ト
」
と
し
て
、
雲
南
省
石
林
、
四
川
省
武
隆
と
共
に
登
録
さ
れ
た
。

（
25
）
清
末
の
章
炳
麟
は
苗
族
は
古
代
の
三
苗
の
末
裔
で
は
な
い
と
主
張
す
る
「
非
三
苗
説
」
を
と
り
、
文
献
上
現
れ
る
「
髦マ

ウ

」
あ
る
い
は

「
マ
ウ

」（
同
音
異
字
）
に
源
流
を
求
め
た
﹇
凌
純
声
・
芮
逸
夫
一
九
四
七
：
四
﹈
が
引
く
、章
炳
麟
『
太
炎
文
録
』﹇
初
編
別
録
一
﹈（
一
九
一
四
）

の
主
張
で
あ
る
。
一
九
三
三
年
に
湘
西
苗
族
を
調
査
し
た
凌
純
声
・
芮
逸
夫
も
同
じ
見
解
で
﹇
凌
純
声
・
芮
逸
夫
一
九
四
七:

二
〜

一
〇
﹈、
三
苗
は
炎
帝
末
裔
の
姜
姓
の
統
治
す
る
国
名
で
種
族
名
で
は
な
い
と
い
う
。
主
要
な
民
は
九
黎
で
、
九
黎
の
君
主
は
少
昊
の
時
は

蚩
尤
、
堯
の
時
は
苗
民
で
、
蚩
尤
と
苗
民
は
異
な
る
時
代
の
統
治
者
だ
と
い
う
。
三
苗
の
君
主
と
民
は
同
族
で
は
な
い
。
現
在
の
苗
族
は
、

西
周
初
年
に
武
王
が
討
っ
た
髦
人
（

人
）
の
後
裔
だ
と
す
る
。
髦
は
山
西
・
河
南
か
ら
巴
・
蜀
（
四
川
）
に
移
り
、
越

（
四
川
南
部
）

か
ら
貴
州
に
入
っ
て
、
ム
ン
（m

un
）
の
苗
族
に
な
っ
た
と
す
る
。
蚩
尤
と
苗
族
は
無
関
係
と
な
る
。

（
26
）
『
書
経
』「
呂
刑
」
に
「
三
苗
、
九
黎
之
後
。
蓋
黎
与
苗
、
南
蛮
之
名
、
今
日
猶
然
」
と
あ
る
。

（
27
）
『
禮
記
』「
衣
疏
」
が
引
く
鄭
注
『
甫
刑
』
に
「
苗
民
、
謂
九
黎
之
君
也
。
九
黎
之
君
于
少
昊
氏
衰
、
而
棄
善
道
、
上
効
蚩
尤
重
刑
。
必
変

九
黎
言
苗
民
者
。
有
苗
、
九
黎
之
後
。
顓
頊
代
少
昊
、
誅
九
黎
、
分
流
其
子
孫
、
為
居
干
西
裔
者
三
苗
」
と
あ
る
。

（
28
）
苗
族
と
古
代
の
楚
と
の
類
縁
関
係
の
考
察
は
﹇
李
建
国
・
蒋
南
華

一
九
九
六
﹈
を
は
じ
め
数
多
い
。
屈
原
の
『
楚
辞
』「
九
歌
」
を
苗

族
や
侗
族
の
歌
謡
か
ら
読
解
す
る
試
み
も
あ
る
﹇
林
河

一
九
九
〇
﹈。

（
29
）
『
史
記
』「
五
帝
本
紀
」
で
は
「
三
苗
在
江
淮
荊
州
、
数
為
乱
」、「
呉
起
傳
」
で
は
「
三
苗
氏
左
洞
庭
右
彭
盞
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
時
代

は
下
が
る
が
、
明
代
の
田
汝
成
『
炎
徼
記
聞
』
巻
四
に
「
苗
人
、
古
三
苗
之
裔
也
」、『
貴
州
名
勝
志
』
引
く
楊
滇
『
滇
程
記
』
に
「
苗
者
、

三
苗
之
裔
」
な
ど
三
苗
と
関
連
付
け
る
説
は
、
明
代
に
始
ま
り
清
代
の
考
証
家
の
説
と
し
て
流
布
す
る
。
蚩
尤
ま
で
遡
る
説
は
さ
ほ
ど
顕
著

で
は
な
か
っ
た
。

（
30
）
沅
江
付
近
の
居
住
民
、
五
渓
蛮
に
関
す
る
宋
代
の
朱
輔
『
渓
蛮
叢
笑
』（
十
二
世
紀
末
）
の
記
載
を
根
拠
と
す
る
。

（
31
）
原
文
「
頃
在
湖
南
、
見
説
渓
峒
蠻

。
略
有
四
種
、
曰

、
曰
犵
、
曰
狑
、
而
其
最
輕
捷
者
曰

。
近
年
數
出
剽
劫
、
爲
邊
患
者
、
多
此
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種
也
。
岂
三
苗
氏
之
遺
民
乎
。
古
字
少
而
多
通
用
、
然
則
所
謂
三
苗
者
亦
當
正
作

字
耳
。」
で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』
巻
七
八
「
尚
書
」
に

は
「
三
苗
、
想
只
是
如
今
之
渓
峒
相
似
、
渓
峒
有
數
種
、
一
種
謂
之
猫
、
未
必
非
三
苗
之
後
也
。
史
中
說
三
苗
之
國
、
左
洞
庭
、
右
彭
蠡
、

在
今
湖
北
江
西
之
界
、
其
地
亦
甚
闊
矣
」
と
あ
る
。

（
32
）
『
元
史
』
で
は
表
記
に
つ
い
て
は
、「

」「
猫
」
か
ら
徐
々
に
「
苗
」
へ
と
移
行
し
て
い
る
が
、「
猫
蠻
」「
苗
蠻
」
と
も
記
さ
れ
、
差
別

意
識
は
残
り
続
け
る
。

（
33
）
一
九
九
四
年
八
月
二
十
三
日
に
発
表
さ
れ
た
「
愛
国
主
義
教
育
実
施
綱
領
」
で
あ
り
、「
中
華
民
族
は
豊
か
な
る
愛
国
主
義
の
栄
光
あ
る

伝
統
を
持
っ
た
偉
大
な
民
族
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
愛
国
主
義
教
育
施
設
の
設
定
が
始
ま
っ
た
。

（
34
）
正
確
に
は
愛
国
主
義
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
。
一
九
九
四
年
以
後
、
大
き
く
性
格
を
変
え
た
。
清
朝
時
代
の
中
国
で
は
西
欧
列

強
へ
の
反
抗
、
中
華
民
国
で
は
植
民
地
勢
力
へ
の
抵
抗
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
中
華
人
民
共
和
国
で
は
革
命
の
実
践
へ
と
変
容
し
、
改
革
開

放
以
後
は
徐
々
に
民
族
統
合
へ
と
意
味
を
変
え
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
は
、「
中
華
民
族
」
の
強
調
、多
元
一
体
論
、民
族
団
結
の
実
現
な
ど
、

漢
族
中
心
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
様
相
を
濃
く
す
る
。
近
年
は
一
九
八
八
年
に
人
類
学
者
の
費
孝
通
が
提
示
し
た
「
中
華
民
族
多
元
一
体
格

局
」
の
影
響
が
大
き
い
﹇
費
孝
通
（
編
）
一
九
八
九
﹈。

（
35
）
『
史
記
』「
五
帝
本
紀
」
は
黄
帝
を
歴
史
の
初
め
に
据
え
、
炎
帝
と
阪
泉
の
野
で
戦
っ
て
勝
利
し
、
そ
の
後
に
炎
帝
の
子
孫
の
蚩
尤
と
戦
っ

て
勝
利
し
て
、
神
農
氏
に
代
わ
っ
て
天
下
を
取
っ
た
と
さ
れ
る
。
神
農
氏
と
炎
帝
は
同
系
、
あ
る
い
は
別
系
だ
と
異
説
が
あ
り
、
神
話
は
錯

綜
し
て
い
る
。

（
36
）
蚩
尤
が
ミ
ャ
オ
族
の
始
祖
で
あ
る
と
い
う
説
を
初
め
て
明
確
に
の
べ
た
の
は
、清
朝
末
期
の
政
治
家
、梁
啓
超
で
あ
る
が
、根
拠
に
乏
し
く
、

さ
ほ
ど
普
及
は
し
な
か
っ
た
﹇
梁
啓
超

一
九
〇
一
、一
九
〇
五
﹈。

（
37
）
蚩
尤
と
炎
黄
二
帝
に
関
す
る
考
察
は
﹇
楊
志
強

二
〇
〇
七
﹈
に
詳
し
い
。

（
38
）
『
苗
楚
文
化
研
究
』﹇
李
建
国
・
蒋
南
華

一
九
九
六
﹈
は
、
蚩
尤
を
苗
族
の
祖
先
と
す
る
主
張
は
繰
り
広
げ
て
い
な
い
。『
貴
州
古
代
民

族
関
係
史
』﹇
侯
紹
庄
・
史
継
忠
・
翁
家
烈

一
九
九
一
﹈
や
『
苗
族
歴
史
探
考
』﹇
伍
新
福

一
九
九
二
﹈
は
蚩
尤
に
触
れ
な
い
。
従
っ
て
、

「
蚩
尤
始
祖
」
の
言
説
は
、
李
廷
貴
を
中
心
と
す
る
人
々
の
主
張
が
反
映
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。『
中
国
苗
族
通
史
』﹇
伍
新
福

一
九
九
九
﹈
で
「
蚩
尤
始
祖
」
は
定
説
化
し
て
い
る
。

（
39
）
「
格
蚩

老
」
と
も
い
う
。
出
典
は
﹇
楊
漢
先

一
九
八
〇
﹈
で
、
こ
れ
以
後
に
こ
の
文
献
を
引
用
す
る
。
た
ま
た
ま
現
地
語
の
人
名
の

一
部
を
「
蚩
」
と
音
写
し
た
こ
と
で
、
蚩
尤
と
の
繋
が
り
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
楊
漢
先
は
一
九
四
〇
年
代
の
「
大
花
苗
」
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の
調
査
で
、「
蚩
尤
元
老
が
力
沐
平
原
で
戦
い
、
泊
水
を
渡
っ
て
南
下
し
た
」
と
い
う
『
戦
時
歌
』
を
紹
介
し
て
い
る
﹇
楊
漢
先

一
九
四
二
﹈。
当
時
の
石
門
坎
付
近
で
こ
の
よ
う
な
蚩
尤
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
楊
漢
先
に
よ
る
意
訳
・
音
通
訳
な
の

か
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
。﹇
楊
漢
先

一
九
八
〇
﹈
の
報
告
は
、そ
の
後
に
拡
大
解
釈
さ
れ
、燕
宝
は
黔
西
北
の
英
雄
「
赤
炎
」
が
史
詩
『
涿

鹿
之
戦
』
中
で
「
格
蚩

老
」（
格
赤
炎
老
）
と
し
て
敬
愛
さ
れ
て
い
て
蚩
尤
と
同
じ
だ
と
い
う
説
を
提
示
し
﹇
燕
宝

一
九
八
八
：

二
三
八
﹈、
過
竹
は
「
格
」
は
敬
称
で
「
尊
敬
す
る
」、
蚩

は
赤
炎
（
炎
帝
）
と
同
じ
で
、「
老
」
は
首
領
で
あ
る
と
展
開
し
た
﹇
過
竹

一
九
八
八
：
一
六
二
〜
一
六
三
﹈。
ま
た
、
黔
西
北
の
威
寧
と
雲
南
の
滇
東
北
の
楊
姓
の
苗
族
は
蚩
尤
を
祖
先
と
し
て
祀
り
、
苗
の
自
称
名

は
「
明
」
で
、
父
子
連
名
で
「
蚩
」
の
名
を
組
み
込
み
蚩
尤
と
の
繋
が
り
を
表
す
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
李
廷
貴
ら
は
『
川
南
黔
西
北
苗

族
社
会
歴
史
調
査
資
料
』（
貴
州
省
民
族
研
究
所
）
を
引
き
、黔
西
北
や
川
南
に
蚩
尤
廟
が
あ
っ
て
崇
拝
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
が
﹇
李

廷
貴
・
張
山
・
周
光
大
（
主
編
）
一
九
九
六
：
一
九
﹈、
確
認
は
出
来
な
い
。
格
蚩

老
に
関
す
る
話
は
、
中
国
民
間
文
芸
研
究
会
貴
州
分

会
（
編
）『
民
間
文
学
資
料
』
第
一
六
集
に
収
録
さ
れ
、
後
に
﹇
安
順
地
区
民
族
事
務
委
員
会
古
籍
整
理
辦
公
室
（
編
）
一
九
八
九
﹈
と
し

て
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
原
資
料
の
吟
味
が
不
可
欠
で
あ
る
。
多
く
の
記
述
は
原
資
料
で
は
な
く
孫
引
き
で
あ
り
、『
苗
族
簡
史
』﹇≪

苗
族

簡
史≫

編
写
組

一
九
八
五
：
三
﹈
を
根
拠
と
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
40
）
伍
新
福
は
一
九
八
七
年
十
月
に
威
寧
県
で
苗
族
の
集
住
地
区
の
龍
街
の
老
人
を
訪
ね
て
以
下
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
と
報
告
し
て
い
る
。

祖
先
の
格
蚩

老
の
時
代
に
は
黄
河
流
域
に
住
ん
で
い
た
が
、
戦
い
に
敗
れ
て
「
大
江
」（
長
江
か
）
の
畔
に
移
り
、
三
つ
の
集
団
に
分
か

れ
て
城
を
築
い
て
勢
い
が
強
か
っ
た
。
そ
の
後
、
長
期
の
戦
争
で
「
大
江
」
を
渡
り
、
桃
の
花
の
多
い
地
方
（
湖
南
省
桃
源
。
武
陵
地
区
か
）

に
来
て
少
し
住
ん
で
貴
州
に
入
り
、
水
西
へ
来
て
、
黔
西
北
（
赫
章
、
威
寧
）
と
滇
東
北
（
彝
良
）
に
二
分
し
た
と
い
う
﹇
伍
新
福

一
九
九
九
：
九
五
﹈。
こ
の
話
は
、
現
在
で
は
蚩
尤
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
﹇
威
寧
彝
族
回
族
苗
族
自
治
県
民
族
事
務
委
員

会
（
編
）
一
九
九
七
：
一
九
四
〜
一
九
五
﹈。
龍
街
は
彝
族
の
勢
力
が
強
く
、
回
族
、
漢
族
、
プ
イ
族
な
ど
が
雑
居
し
、
苗
族
の
勢
力
は
弱

く
、
基
督
教
徒
の
数
も
多
い
。
一
九
五
九
年
の
調
査
で
は
格
蚩

老
の
記
述
は
な
い
﹇
中
国
科
学
院
貴
州
分
院
民
族
研
究
所
（
編
）

一
九
六
三
﹈。

（
41
）
本
書
の
原
型
は
一
九
六
三
年
に
内
部
出
版
さ
れ
た
『
苗
族
簡
史
簡
志
合
編
』
で
、
公
開
ま
で
二
十
年
以
上
の
歳
月
を
要
し
た
。

（
42
）
清
代
の
苗
族
の
蜂
起
の
首
領
と
し
て
名
高
い
。
台
江
県
南
省
郷
翁
崗
下
寨
に
道
光
三
年
（
一
八
二
三
）
に
生
ま
れ
、
本
姓
は
李
、
名
は
オ

ン
ボ
（X

ongt Bod

兄
波
）、
父
の
名
は
李
波
良
で
、
秀
眉
は
苗
語
の
オ
ン
ミ
（X

ongt M
il

）
の
音
訳
、
咸
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
に
蜂
起

し
同
治
十
一
年
（
一
八
七
二
）
に
捕
虜
と
な
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
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（
43
）
政
府
が
主
催
で
一
九
九
五
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
「
全
国
首
届
涿
鹿
炎
黄
蚩
三
祖
文
化
学
術
研
討
会
」
で
蚩
尤
が
炎
帝
や
黄
帝
と
共
に
「
中

華
始
祖
」
の
地
位
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
、三
祖
堂
の
建
設
が
決
定
さ
れ
た
。
一
九
九
七
年
十
月
四
日
に
三
祖
堂
は
竣
工
し
、中
央
に
黄
帝
（
軒

轅
）、
左
に
炎
帝
（
炎
姜
）、
右
に
蚩
尤
の
三
尊
像
を
安
置
し
て
い
る
。

（
44
）
同
時
開
催
さ
れ
た
学
術
討
論
会
で
挨
拶
し
た
の
は
貴
州
省
苗
学
会
常
務
副
会
長
の
李
廷
貴
、
落
成
記
念
の
祝
辞
は
「
貴
州
省
苗
学
会
」
会

長
の
王
朝
文
（
元
貴
州
省
長
。
全
国
人
民
代
表
大
会
委
員
）
で
あ
っ
た
。

（
45
）H

P
に
よ
る
。http://w

w
w
.he.xinhuanet.com

/new
s/2009-08/09/content_17403128.htm

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
〇
年
五
月

十
三
日
）。

（
46
）
苗
族
を
漢
族
と
対
等
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
古
い
先
住
民
説
と
す
る
説
も
登
場
し
て
い
る
。

（
47
）
『
苗
族
史
詩
』「
犂
耙
大
地
」
に
苗
族
は
な
ぜ
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
楓
香
樹
の
種
を
植
え
る
時
に
使
っ
た
鋤
が
牡
牛
に
、

そ
し
て
岩
に
変
じ
て
、
紙
と
本
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
歌
わ
れ
て
い
る
が
﹇
馬
学
良
・
今
旦
（
編
）
一
九
八
三:

一
五
〇
﹈、

口
頭
伝
承
は
権
威
付
け
に
は
使
わ
れ
な
い
。ま
た
、李
廷
貴
は
一
九
五
六
年
に
収
集
し
た
資
料
で
漢
族
と
苗
族
は
兄
弟
で
共
に
南
方
に
向
か
っ

た
時
に
河
を
渡
る
こ
と
に
な
り
、
漢
族
は
漢
字
の
本
を
頭
に
載
せ
て
い
た
が
、
苗
族
は
口
に
く
わ
え
て
い
て
深
み
に
差
し
掛
か
っ
た
と
き
に

あ
わ
て
て
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
来
苗
族
は
歴
史
を
頭
の
中
に
記
憶
し
て
説
明
す
る
よ
う
に
な
り
、
漢
族
は
書
か
れ
た
も
の
を
使

う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
苗
族
が
な
ぜ
文
字
を
持
た
な
い
の
か
を
正
当
化
す
る
言
説
で
﹇Schein 2000:42-43

﹈、
漢
族
へ
の
対
抗
言
説

で
あ
る
と
も
言
え
る
。
文
字
の
喪
失
伝
承
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
威
寧
県
石
門
坎
の
「
花
苗
」
で
も
語
ら
れ
﹇
吉
開

二
〇
一
〇
：

一
一
六
﹈、
同
系
統
の
モ
ン
の
難
民
の
間
で
も
同
様
の
伝
承
が
あ
る
。

（
48
）
国
民
国
家
の
周
縁
の
位
置
付
け
に
関
す
る
政
治
学
か
ら
の
考
察
は
、﹇
毛
里

一
九
九
八
﹈
に
詳
し
い
。

（
49
）
こ
の
三
種
の
他
に
も
始
祖
神
話
「
巴
氏
廩
君
の
妖
女
退
治
譚
」
や
「
板
楯
蛮
の
白
虎
退
治
譚
」
が
あ
る
。

（
50
）
竹
中
生
誕
譚
と
し
て
知
ら
れ
、
東
南
ア
ジ
ア
の
少
数
民
族
と
の
比
較
﹇
松
本

一
九
五
一
﹈、
台
湾
原
住
民
の
類
似
﹇
三
品

一
九
四
三
﹈

が
論
じ
ら
れ
た
。
当
時
は
、
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
ジ
ア
語
族
の
共
通
文
化
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

（
51
）
九
隆
伝
説
は
雲
南
の
西
部
の
保
山
や
永
勝
県
合
慶
村
で
口
頭
伝
承
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
﹇
百
田

二
〇
〇
四
：
一
〇
二
〜
一
一
一
﹈、

時
間
の
隔
た
り
が
大
き
く
、
古
代
か
ら
の
歴
史
的
連
続
性
は
確
証
で
き
な
い
。

（
52
）
枸
の
実
で
つ
く
っ
た
味
噌
、
あ
る
い
は
酢
醤
、
酒
も
造
る
。

（
53
）
貴
州
省
西
部
の
北
盘
江
一
帯
の
古
称
と
さ
れ
る
。
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（
54
）
夜
郎
の
論
考
は
数
多
い
。
概
要
と
し
て
は
﹇
侯
紹
庄
・
鐘
莉

二
〇
〇
三
﹈
が
あ
る
。

（
55
）
伝
説
上
の
皇
帝
で
帝

、
名
は
高
辛
と
い
う
。 

『
史
記
』
五
帝
本
紀 

に
よ
れ
ば
黄
帝
の
長
子
・
玄
囂
（
少
昊
氏
）
の
孫
で
、
黄
帝
の
曽
孫

に
当
た
る
。

（
56
）
古
代
中
国
の
西
戎
の
一
つ
で
、
殷
・
周
・ 

春
秋
の
時
代
に
陝
西
省
方
面
で
勢
力
を
誇
っ
た
。
秦
に
圧
迫
さ
れ
て
衰
え
た
と
さ
れ
る
。

（
57
）
梅
山
の
史
料
は
『
宋
史
』
巻
一
六
「
神
宗
紀
」
に
「
熙
寧
五
年
十
一
月
、
…
章
惇
開
梅
山
、
置
安
化
縣
」、
巻
四
九
四
「
梅
山
峒
蠻
」、
巻

四
七
一
「
章
惇
傳
」
に
記
さ
れ
、
開
梅
山
は
、
北
宋
が
熙
寧
五
年
（
一
〇
七
二
）
が
徭
蠻
に
対
処
し
た
歴
史
的
な
史
実
で
あ
る
﹇
饒
宗
頤

一
九
八
七
：
一
六
〇
〜
一
六
二
﹈。

（
58
）
名
称
は
多
様
で
、
評
皇
券
牒
や
過
山
榜
の
他
に
も
盤
古
皇
聖
牒
、
過
山
牒
、
白
録
敕
帖
、
瑤
人
榜
文
、
祖
途
来
歴
な
ど
二
十
種
の
名
称
が

あ
る
と
い
う
﹇
黄
鈺

一
九
八
八
：
四
六
﹈。
こ
の
文
書
は
秘
蔵
さ
れ
て
い
て
外
部
の
者
に
見
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
調
査
は
難
し
い
。

（
59
）
貴
州
省
従
江
県
斗
里
郷
台
里
村
高
留
組
の
盤
家
に
伝
わ
る
『
過
山
榜
』
は
詳
細
な
移
動
経
路
を
記
し
て
い
る
。
原
文
は
﹇
田
畑
・
金
丸

一
九
九
五
：
二
一
五
〜
二
一
六
﹈
に
翻
刻
さ
れ
た
。
拝
見
に
あ
た
っ
て
は
鄭
重
な
拝
礼
が
行
わ
れ
、
保
管
場
所
は
秘
密
と
さ
れ
た
。
内
容
は
、

盤
古
聖
皇
の
天
地
開
闢
に
始
ま
り
、
そ
の
六
男
六
女
が
平
王
に
よ
っ
て
山
林
で
の
居
住
を
許
可
さ
れ
、
十
二
姓
を
形
成
し
て
、
洪
水
を
乗
り

越
え
て
各
地
を
移
動
し
た
。
焼
畑
（
刀
耕
火
種
）
に
よ
っ
て
山
を
切
り
開
く
許
可
と
租
税
の
免
除
が
券
牒
の
榜
文
と
し
て
記
さ
れ
、
景
定
元

年
四
月
八
日
の
日
付
が
あ
る
。
記
載
は
洪
武
五
年
（
一
三
七
二
）
と
あ
る
が
、
明
代
の
記
録
で
は
な
い
。
盤
瓠
の
名
称
や
犬
祖
神
話
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。

（
60
）
ベ
ト
ナ
ム
で
ヤ
オ
族
と
同
系
統
の
人
々
は
マ
ン
（
蠻
族
）
と
呼
ば
れ
、
慶
應
義
塾
大
学
の
松
本
信
廣
は
、
一
九
三
三
年
に
ハ
ノ
イ
の
フ
ラ

ン
ス
極
東
学
院
を
訪
問
し
、
書
籍
集
成
「
安
南
本
」
の
中
に
ト
ン
キ
ン
（T

onking

）
の
山
地
に
居
住
し
て
い
た
蠻
族
の
所
有
の
『
諒
山
省

平
州
蠻
書
』
所
収
の
小
冊
子
「
世
代
源
流
刀
耕
火
種
、
評
皇
巻
牒
」
に
盤
瓠
伝
説
の
記
録
を
発
見
し
て
報
告
し
﹇
松
本

一
九
四
一
﹈、
後

に
文
書
の
目
録
を
作
成
し
た
﹇
松
本

一
九
四
三
﹈。
洪
水
伝
説
に
注
目
し
て
ミ
ャ
オ
族
と
の
類
縁
性
を
示
唆
し
て
い
る
﹇
松
本

一
九
四
八
﹈。
山
本
達
郎
も
パ
リ
の
ア
ジ
ア
協
会
（Societé A

siatique

）
の
マ
ス
ペ
ロ
（M

aspero,H

）
教
授
の
収
集
本
を
「
山
関
簿
」

と
し
て
紹
介
し
て
、
盤
瓠
伝
説
と
洪
水
伝
説
を
分
析
し
た
﹇
山
本

一
九
五
五
﹈。
蠻
族
は
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
ダ
オ
族
（dao,

以
前
は
ザ
オ

zao

）
に
あ
た
る
﹇
菊
池

一
九
八
九
：
五
五
〜
五
九
﹈。

（
61
）
『
瑤
人
文
書
』
は
一
九
七
〇
年
十
二
月
に
上
智
大
学
教
授
白
鳥
芳
郎
が
調
査
し
た
時
に
発
見
し
た
。
こ
の
時
の
収
集
文
書
は
、
評
皇
券
牒
、

家
先
単
、
超
度
書
、
大
堂
魂
像
（
十
八
神
像
）
な
ど
多
数
に
上
る
。
白
鳥
芳
郎
、
竹
村
卓
二
の
研
究
は
、
吉
野
晃
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
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い
る
。

（
62
）
タ
イ
の
文
書
で
は
、
巻
頭
に
「
景
定

」
と
あ
り
、「
元
年
」
と
い
う
表
記
で
は
な
い
。
中
国
で
は
「
景
定
元
年
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の

が
多
い
。

（
63
）
中
国
国
内
で
発
見
さ
れ
た
一
〇
〇
以
上
の
『
過
山
榜
』
は
湖
南
、
広
西
、
広
東
の
所
在
で
、
雲
南
は
一
件
の
み
で
あ
る
『
瑤
族
《
過
山
榜
》

選
編
』﹇《
過
山
榜
》
編
輯
組
（
編
）
一
九
八
四
﹈。

（
64
）
実
際
に
大
海
を
渡
っ
た
の
で
は
な
く
、
故
地
に
近
い
洞
庭
湖
を
渡
っ
て
移
住
し
た
記
憶
が
伝
え
ら
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
65
）
藍

と
は
木
綿
に
藍
染
す
る
技
法
に
優
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
呼
称
で
あ
る
。

（
66
）
一
九
七
五
年
以
降
、
ラ
オ
ス
か
ら
脱
出
し
て
政
治
難
民
と
な
っ
た
ヤ
オ
族
の
支
系
の
ユ
ー
ミ
エ
ン
が
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
な

ど
に
定
住
し
て
、
相
互
に
国
を
超
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
つ
つ
あ
る
。

（
67
）
貴
州
省
黔
東
南
施
洞
の
龍
船
祭
で
は
山
の
龍
は
山
神
、
川
の
龍
は
水
神
で
、
双
方
の
合
体
が
意
図
さ
れ
る
。

（
68
）
金
秀
の
状
況
、
特
に
盤
瑤
に
つ
い
て
は
、﹇
胡
起
望
・
范
宏
貴

一
九
八
三
﹈
が
詳
し
い
。
筆
者
の
報
告
﹇
鈴
木

一
九
八
八
﹈
も
参
照

さ
れ
た
い
。

（
69
）
ミ
エ
ン
の
呼
称
の
起
源
は
、
漢
族
か
ら
の
他
称
で
あ
る
「
蛮
」
に
由
来
し
て
い
た
可
能
が
あ
る
。

（
70
）
ケ
ム
は
山
、
テ
ィ
は
下
、
ム
ン
は
人
の
意
味
で
あ
る
。

（
71
）
ベ
ト
ナ
ム
や
ラ
オ
ス
で
ラ
ン
テ
ン
・
ダ
オ
（
藍

瑤
、LantienD

ao

）
と
呼
ば
れ
る
人
々
と
共
通
す
る
﹇
菊
池

一
九
八
九
：
五
八
〜

六
〇
﹈。
自
称
は
ム
ン
で
あ
る
。

（
72
）
茶
山
瑤
は
髪
の
毛
の
前
方
で
結
び
、
花
藍
瑤
は
後
方
で
結
ぶ
。
拗
瑤
は
頭
の
頂
点
で
結
ぶ
と
い
う
。

（
73
）
最
終
的
に
毎
年
陰
暦
十
月
十
六
日
に
盤
王
節
を
行
う
と
い
う
決
定
は
一
九
八
四
年
八
月
十
七
日
か
ら
八
月
二
十
日
ま
で
南
寧
で
開
催
さ
れ

た
「
全
国
瑤
族
幹
部
代
表
座
談
会
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
新
し
い
第
一
回
盤
王
節
は
一
九
八
五
年
一
一
月
二
十
七
日
（
旧
暦
一
〇
月
一
六

日
）
に
金
秀
で
行
わ
れ
た
。
百
四
十
人
ほ
ど
の
参
加
者
で
、
招
待
客
に
は
全
国
政
治
協
商
会
議
副
主
席
で
一
九
三
〇
年
代
に
ヤ
オ
族
の
調
査

を
行
っ
た
人
類
学
者
の
費
孝
通
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
功
徳
橋
を
か
け
盤
王
の
大
き
な
画
像
が
掲
げ
ら
れ
た
﹇
蘇
勝
興

一
九
九
〇
：
二
二
五

〜
二
二
九
﹈。
行
事
の
内
容
は
黄
泥
鼓
舞
、
狩
猟
舞
、
耕
山
舞
、
白
馬
舞
、
出
兵
収
兵
舞
、
釣
魚
舞
、
捉
亀
舞
、
花
王
舞
、
双
刀
舞
、
招
兵
舞
、

女
游
舞
、
三
元
舞
な
ど
三
十
演
目
で
あ
っ
た
が
、「
盤
王
歌
」
を
歌
う
こ
と
は
不
可
と
さ
れ
た
。
恐
ら
く
ま
だ
迷
信
活
動
と
し
て
制
限
が
加

え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
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（
74
）
八
排
瑤
と
い
い
盤
瑤
と
並
ぶ
典
型
的
な
ユ
ー
ミ
エ
ン
で
あ
る
。
広
東
省
西
北
部
の
珠
江
流
域
に
住
み
、「
深
山
瑤
」
に
属
す
る
と
さ
れ
、

海
抜
高
度
の
高
い
急
峻
な
尾
根
筋
や
山
頂
に
居
住
し
て
定
着
し
て
い
る
。「
排
」
と
は
集
落
の
こ
と
で
住
み
着
い
た
時
に
八
ケ
所
の
集
落
を

形
成
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
自
ら
が
ヤ
オ
族
の
正
統
だ
と
い
う
強
い
自
負
を
持
つ
﹇
胡
耐
安

一
九
九
六
：
一
八
六
﹈。

（
75
）
千
家
峒
の
調
査
に
つ
い
て
は
、﹇
鈴
木

二
〇
〇
二
ｂ
﹈
に
報
告
を
載
せ
た
。
同
行
し
た
百
田
弥
栄
子
の
記
録
も
あ
る
﹇
百
田

二
〇
〇
〇
﹈。

（
76
）
パ
ー
リ
語
は
デ
ィ
ー
プ
（dīp

）、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
ド
ヴ
ィ
ー
パ
（dvīpa

）
で
、
島
を
意
味
す
る
。
当
時
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
ラ
ン
カ
ー
ド
ヴ
ィ
ー
パ
（Lankādvīpa

） 

と
呼
ば
れ
て
い
た
。 

（
77
）
日
本
語
訳
は
大
正
新
脩
大
蔵
経
の
う
ち
、『
南
伝
大
蔵
経
』 

第
六
〇
巻
「
島
王
統
史
・
大
王
統
史
」
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
（
高
楠
博

士
功
績
記
念
会 

訳
編
、
一
九
四
〇
．
再
版
、
大
蔵
出
版
、
一
九
七
四
）。

（
78
）
現
在
は
散
逸
し
、
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
・
テ
ィ
カ
ー
（M

ahāvam
sa T

ikā

）
な
ど
を
介
し
て
類
推
し
て
い
る
。

（
79
）
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
や
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
と
比
べ
て
史
実
と
の
照
合
が
容
易
で
あ
る
。
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
の
遺
跡
の
年
代
確
定
が
本
書
で
可
能

に
な
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
王
の
後
継
の
王
国
で
、西
方
の
シ
リ
ヤ
に
あ
っ
た
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
（
紀
元
前
三
一
二
年
〜
紀
元
前
六
三
年
）

と
の
交
渉
も
推
定
で
き
る
。
元
の
史
料
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
死
の
際
に
収
集
さ
れ
た
も
の
を
含
む
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

（
80
）
上
座
部
仏
教
は
紀
元
前
六
二
四
〜
五
四
四
年
説
、
大
乗
仏
教
は
紀
元
前
五
六
六
〜
四
八
六
年
説
（『
衆
聖
点
記
』）
を
と
る
。
中
村
元
は
紀

元
前
四
六
三
か
ら
三
八
三
年
説
を
と
る
。
入
滅
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
即
位
年
の
二
一
八
年
前
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
、
即
位
年
を
確
定
で
き

な
い
﹇
平
川

一
九
七
四
﹈。

（
81
）
北
イ
ン
ド
の
ジ
ェ
ー
タ
ヴ
ァ
ナ
・
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（
祇
園
精
舎
）
に
な
ぞ
ら
え
た
。

（
82
）
現
在
の
サ
バ
ラ
ガ
ム
ワ
州
の
ス
リ
ー
・
パ
ー
ダ
（
聖
な
る
足
跡
）
で
、足
跡
に
因
み
ア
ダ
ム
ズ
ピ
ー
ク
と
も
呼
ば
れ
る
。
足
跡
に
つ
い
て
は
、

ア
ダ
ム
、
聖
ト
ー
マ
ス
、
シ
ヴ
ァ
、
仏
陀
な
ど
諸
説
あ
る
。

（
83
）
僧
侶
が
行
う
仏
教
儀
礼
の
ピ
リ
ッ
ト
（pirit

）
と
類
似
す
る
。
儀
礼
空
間
の
中
央
に
は
水
瓶
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
魔
物
か
ら
の
防
御
を

意
図
す
る
護
呪
経
典
を
唱
え
て
、
僧
侶
の
腕
か
ら
信
者
へ
と
糸
を
結
び
付
け
て
経
文
の
功
力
を
得
て
、
最
後
は
糸
を
切
っ
て
、
経
文
の
力
を

得
た
聖
水
が
ま
か
れ
る
。

（
84
）
ギ
リ
シ
ャ
の
ス
ト
ラ
ボ
ン
（
紀
元
前
六
三
〜
二
五
）
の
『
地
説
』
で
は
タ
ン
バ
パ
ン
ニ
が
訛
っ
た
タ
プ
ロ
ベ
ー
ン
（T

aprobane

）
と
し

て
ラ
ン
カ
ー
島
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
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（
85
）
ガ
マ
は
村
、
プ
ラ
は
都
を
意
味
す
る
。

（
86
）
こ
れ
が
現
在
の
ウ
ェ
ッ
ダ
ー
の
先
祖
だ
と
後
世
の
人
々
は
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
87
）
現
在
の
マ
ン
ナ
ル
に
あ
た
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
88
）
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
後
期
に
な
る
と
、
碑
文
で
は
仏
陀
の
叔
父
の
ア
ミ
ト
ー
ダ
ナ
で
は
な
く
、
仏
陀
の
父
の
ス
ッ
ド
ラ
ー
ナ
と
主
張
し
て
、

仏
陀
と
近
い
系
譜
を
作
ろ
う
と
し
た
﹇
藪
内

二
〇
〇
九
：
五
二
﹈

（
89
）
北
伝
の
大
乗
仏
教
系
の
文
献
や
『
大
唐
西
域
記
』
で
は
弟
と
さ
れ
る
。

（
90
）
現
在
の
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
東
方
十
三
キ
ロ
の
ミ
ヒ
ン
タ
レ
ー
（M

ihintale

）
に
あ
た
る
。
こ
の
地
名
は
マ
ヒ
ン
ダ
の
丘
の
意
味
で
あ
る
。

（
91
）
現
在
で
も
同
じ
で
あ
る
六
月
の
満
月
に
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
に
多
く
の
仏
教
徒
が
集
ま
り
、
仏
跡
で
祈
り
を
捧
げ
る
。

（
92
）
現
在
で
は
陰
暦
五
月
の
満
月
の
日
に
は
、
各
地
で
仏
陀
の
生
涯
や
前
生
譚
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）
の
絵
が
描
か
れ
た
飾
り
物
（
パ
ン
ダ
）
を
展

示
し
、
仏
陀
の
生
誕
・
成
道
・
入
滅
を
記
念
し
て
祈
り
を
捧
げ
る
。

（
93
）
マ
ウ
リ
ヤ
朝
の
支
配
の
下
に
あ
っ
た
小
王
国
で
、
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
（
現
在
の
ビ
ハ
ー
ル
州
の
パ
ト
ナ
ー
）
を
王
都
と
し
て
栄
え
、
仏
教

の
布
教
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
釈
迦
も
こ
の
王
族
の
家
系
で
あ
る
。

（
94
）
パ
ー
リ
は
「
聖
典
」
の
意
味
で
あ
る
。
イ
ン
ド
西
部
の
ギ
ル
ナ
ー
ル
の
言
語
に
最
も
近
い
と
さ
れ
、ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
碑
文
が
根
拠
と
な
っ

て
い
て
、
紀
元
前
三
世
紀
に
遡
る
。

（
95
）
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
イ
ン
ド
＝
ア
ー
リ
ア
語
派
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。

（
96
）
王
室
の
「
ラ
イ
オ
ン
の
旗
」
は
、
白
地
に
赤
の
ラ
イ
オ
ン
が
右
前
足
で
剣
を
持
っ
て
い
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
一
九
五
一
年
に
議
会
に

提
出
さ
れ
て
承
認
さ
れ
た
「
国
民
の
旗
」
は
、
右
か
ら
シ
ン
ハ
ラ
人
、
タ
ミ
ル
人
、
マ
ー
ラ
ッ
カ
ラ
（
ム
ス
リ
ム
）
を
象
徴
す
る
デ
ザ
イ
ン

か
ら
な
る
。
中
央
か
ら
右
に
は
黄
色
の
ラ
イ
オ
ン
が
剣
を
持
ち
、
下
は
赤
地
で
あ
る
。
左
側
は
全
体
の
七
分
の
一
ず
つ
を
鬱
金
色
の
帯
と
緑

色
の
帯
が
つ
い
て
、
タ
ミ
ル
人
と
マ
ー
ラ
ッ
カ
ラ
で
あ
る
。
シ
ン
ハ
ラ
人
優
位
は
変
わ
ら
な
い
。

（
97
）
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
つ
い
て
の
論
考
は
数
多
い
が
、﹇
杉
本

二
〇
一
二
﹈
が
問
題
点
を
整
理
し
て
い
る
。

（
98
）
シ
ー
ニ
ガ
マ
に
つ
い
て
の
報
告
や
研
究
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
最
初
の
研
究
は
﹇O

beyesekere 1975

﹈
で
社
会
変
動
と
儀
礼
の
関
係
を

考
察
し
て
い
る
。そ
の
後
、一
九
八
二
年
と
一
九
八
四
年
に
筆
者
が
調
査
し
て
考
察
を
加
え
た﹇
鈴
木

一
九
九
六
﹈。更
に
一
〇
年
後
、フ
ェ
ッ

デ
マ 

﹇Feddem
a 1997

﹈
が
調
査
し
て
い
る
。
の
ろ
い
を
個
人
的
に
依
頼
す
る
場
合
、
カ
ッ
タ
ン
デ
ィ
ヤ
ー
と
呼
ば
れ
る
悪
霊
祓
師
に
頼

む
こ
と
が
多
い
が
、
シ
ー
ニ
ガ
マ
で
は
神
殿
の
儀
礼
を
務
め
る
カ
プ
ラ
ー
ラ
が
担
当
す
る
。
悪
霊
祓
い
の
ろ
い
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
カ
ッ
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フ
ェ
ラ
ー
﹇K

apferer 1987

﹈
の
記
述
が
詳
し
く
、
比
較
す
る
と
違
い
が
わ
か
る
。

（
99
）
儀
礼
で
は
ウ
ァ
ス
・
ド
ス
と
二
字
熟
語
が
多
用
さ
れ
、
ド
ー
サ
は
複
数
形
の
ド
ス
が
使
わ
れ
る
。

（
100
）
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
』
第
七
章
六
〇
節
に
見
え
る
。

（
101
）
ウ
ェ
ッ
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、﹇
鈴
木

二
〇
〇
八
﹈
に
詳
細
を
記
し
て
あ
る
。

（
102
）
高
地
シ
ン
ハ
ラ
の
コ
ホ
ン
バ
ー
・
カ
ン
カ
ー
リ
ヤ
儀
礼
の
由
来
譚
と
類
似
す
る
。
十
二
神
も
祀
る
。

（
103
）
シ
ー
ニ
ガ
マ
に
や
っ
て
き
た
デ
ウ
ォ
ル
は
、在
地
の
女
神
、パ
ッ
テ
ィ
ニ
に
阻
止
さ
れ
る
が
、防
御
の
火
を
乗
り
越
え
て
上
陸
す
る
。
元
々
、

パ
ッ
テ
ィ
ニ
は
天
然
痘
な
ど
伝
染
病
を
も
た
ら
す
女
神
で
、
デ
ウ
ォ
ル
の
暴
力
的
な
性
格
を
分
有
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
パ
ッ
テ
ィ
ニ
に

つ
い
て
は
﹇
鈴
木

二
〇
一
一
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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論
考
一

 
古
墳
の
儀
礼
と
死
者
・
死
後
観
―
古
墳
と
祖
先
祭
祀
・
黄
泉
国
と
の
関
係
―

笹
生

衛

一
、
は
じ
め
に

人
間
に
は
必
ず
死
が
訪
れ
る
。
そ
し
て
自
ら
の
死
後
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
ス
ト
レ
ス

で
あ
る
。
こ
の
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
る
た
め
、人
間
は
様
々
に
死
後
と
死
者
に
つ
い
て
考
え
た
。
多
様
な
死
後
の
世
界
「
他
界
」
を
イ
メ
ー

ジ
し
、
死
者
・
遺
体
に
対
し
て
特
別
な
感
情
を
い
だ
い
て
き
た
。
古
代
日
本
の
場
合
、
他
界
の
代
表
例
は
『
古
事
記
』
が
語
る
「
黄
泉
の

国
」
で
あ
り
、
死
者
へ
の
特
別
な
感
情
を
し
め
す
の
が
、
膨
大
な
労
力
を
投
入
し
て
つ
く
ら
れ
た
古
墳
だ
ろ
う
。

『
古
事
記
』
は
、
死
者
の
国
「
黄
泉
の
国
」
と
死
者
の
姿
に
つ
い
て
印
象
深
く
詳
細
に
物
語
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
状
況
は

異
な
る
。
伊
奘
諾
尊
（
イ
ザ
ナ
ギ
）・
伊
奘
冉
尊
（
イ
ザ
ナ
ミ
）
に
よ
る
神
生
み
が
行
わ
れ
る
第
五
段
で
は
、「
黄
泉
」
の
説
話
は
本
文
に

は
な
く
、『
古
事
記
』
の
説
話
と
類
似
し
た
内
容
は
第
六
の
一
書
で
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
第
五
段
第
七
の
一
書
で
は
、
死
し
た
イ
ザ

ナ
ミ
に
会
い
に
赴
く
の
は
「
殯
歛
の
處
」
と
す
る
。
こ
の
点
だ
け
を
み
て
も
、『
記
紀
』
が
編
纂
さ
れ
た
八
世
紀
初
頭
の
時
点
で
、「
黄
泉

国
」
は
、
死
者
が
赴
く
と
こ
ろ
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
簡
単
に
判
断
で
き
な
い
。

そ
の
意
味
で
、『
記
紀
』
以
前
、
古
代
の
日
本
列
島
に
暮
ら
し
た
人
々
の
死
後
観
・
死
生
観
を
考
え
る
上
で
考
古
学
的
な
研
究
、
特
に

古
墳
研
究
と
の
比
較
検
討
は
重
要
で
あ
る
。
古
墳
は
『
記
紀
』
が
編
纂
さ
れ
た
直
前
の
時
代
、
人
々
は
人
間
の
遺
体
を
い
か
に
扱
い
、
ど
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う
処
理
し
た
の
か
具
体
的
に
示
し
て
く
れ
る
。
遺
体
の
扱
い
や
処
理
は
、
遺
族
の
死
者
観
・
死
後
観
に
則
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
は
ず
で
あ

る
か
ら
だ
。
こ
の
た
め
、
古
墳
か
ら
当
時
の
死
者
・
死
後
観
を
推
定
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
多
い
。
現
在
で
も
多
様
な
議
論
が
展
開
し
、

議
論
百
出
、
百
家
争
鳴
の
観
を
呈
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
議
論
を
概
観
し
系
統
的
に
整
理
す
る
だ
け
で
も
多
く

の
時
間
と
紙
幅
が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
古
墳
で
の
死
者
（
遺
体
）
の
扱
い
方
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
儀
礼
の
分
析
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
れ
ま
で

の
古
墳
研
究
を
概
観
、
そ
こ
で
の
研
究
の
成
果
と
問
題
点
を
抽
出
す
る
。
そ
の
上
で
、
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
分
析
の
新
た
な
視
点
を
模
索

し
、
当
時
の
人
々
が
古
墳
の
被
葬
者
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、「
黄
泉
の
国
」
な
ど
古
代
の
他
界
観
や
祖
先
祭
祀
と
い
か
に
関
係
し
て
い
た

の
か
考
え
て
み
た
い
。

二
、
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
研
究
の
論
点
と
問
題
点

古
墳
で
行
わ
れ
た
儀
礼
の
形
と
意
味
と
い
う
視
点
に
か
ぎ
っ
て
も
、研
究
の
論
点
は
少
な
く
と
も
次
の
三
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

前
方
後
円
墳
な
ど
の
墳
丘
と
儀
礼
と
の
関
係
、
ま
た
墳
丘
の
意
味
。

②

遺
体
を
安
置
す
る
埋
葬
施
設
の
構
造
と
意
味
。

③

墳
丘
・
造
り
出
し
・
周
提
に
配
置
さ
れ
る
埴
輪
の
解
釈
。

墳
丘
の
意
味

古
墳
の
儀
礼
で
墳
丘
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
上
で
、
や
は
り
三
世
紀
に
成
立
す
る
前
方
後

円
墳
の
解
釈
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。

前
方
後
円
墳
の
形
、
古
墳
墳
丘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
近
代
の
考
古
学
研
究
の
中
だ
け
で
も
、
大
場
磐
雄
氏
が
山
に
祭
壇
を
付
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設
し
た
形
と
考
え
る）

1
（

な
ど
多
く
の
説
が
と
な
え
ら
れ
て
き
た
。

中
で
も
近
藤
義
郎
氏
は
、
弥
生
墳
丘
墓
の
突
出
部
が
前
方
部
へ
発
展
し
て
墳
形
が
作
ら
れ
と
推
定
し
、
特
殊
器
台
か
ら
円
筒
形
埴
輪
へ

の
変
化
、
棺
の
長
大
化
、
鏡
の
多
量
副
葬
な
ど
を
指
標
と
し
て
前
方
後
円
墳
の
成
立
を
考
え
た
。
成
立
の
背
景
に
は
西
日
本
の
各
地
諸
部

族
・
諸
連
合
の
首
長
霊
祭
祀
（
首
長
霊
の
鎮
魂
・
継
承
の
祭
祀
）
の
統
合
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
祭
祀
を
共
有
す
る
こ
と
は
共
通
の
祖

霊
の
世
界
に
入
る
と
「
観
念
」
さ
れ
、
各
祖
霊
の
頂
点
に
は
、
前
方
後
円
墳
を
創
出
し
、
最
大
規
模
の
そ
れ
を
築
い
た
大
和
の
最
高
首
長

の
祖
霊
が
位
置
す
る
。
こ
の
よ
う
な
祖
霊
世
界
「
祖
霊
の
重
層
」
の
成
立
に
、近
藤
氏
は
前
方
後
円
墳
成
立
の
歴
史
的
な
意
味
を
考
え
た
。

ま
た
、
銅
鏡
を
供
給
し
王
権
の
権
威
を
高
め
る
と
い
う
中
国
王
朝
か
ら
の
一
定
の
影
響
は
認
め
な
が
ら
も
、
前
方
後
円
墳
を
構
成
す
る
諸

要
素
は
、
弥
生
墳
丘
墓
の
中
で
成
熟
し
た
と
考
え
て
い
る）

2
（

。

こ
れ
を
受
け
て
、
広
瀬
和
雄
氏
は
、
前
方
後
円
墳
の
形
成
と
意
味
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
前
方
後
円
墳
は
、
三
世
紀
、
列
島
内
の
各
地

域
の
葬
制
を
統
合
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
後
円
部
の
墳
頂
に
作
ら
れ
た
「
内
方
外
円
」
の
埴
輪
列
は
、
中
国
の
「
天
円
地
方
」
の
思
想

を
具
現
化
し
た
も
の
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
葬
ら
れ
た
亡
き
首
長
は
、
共
同
体
の
安
寧
と
繁
栄
の
た
め
に
働
く
「
カ
ミ
」
と
し
て

再
生
す
る
と
い
う
共
同
観
念
が
存
在
し
た
と
す
る
。
前
方
後
円
墳
の
被
葬
者
は
、「
カ
ミ
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
の
考
え
を
提
示
し
た
。

さ
ら
に
、「
死
し
た
首
長
＝
カ
ミ
」
を
祀
る
「
前
方
後
円
墳
祭
祀
」
は
、
日
本
列
島
の
首
長
層
の
利
益
共
同
体
「
前
方
後
円
墳
国
家
」
の

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
表
す
と
位
置
付
け
た）

3
（

。

異
な
る
視
点
を
提
示
し
た
の
が
、
前
方
後
円
墳
の
形
は
壷
を
横
か
ら
見
た
形
と
す
る
辰
巳
和
弘
氏
・
車
崎
正
彦
氏
の
見
解
で
あ
る）

4
（

。
辰

巳
氏
は
、
壺
形
埴
輪
や
朝
顔
形
埴
輪
で
墳
丘
を
結
界
す
る
事
実
か
ら
、
前
方
後
円
墳
と
壺
と
の
密
接
な
関
係
を
み
と
め
、
前
方
後
円
墳
は

死
者
の
霊
魂
が
お
も
む
く
壺
形
の
異
界
世
界
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
に
は
、『
抱
朴
子
』
な
ど
の
中
国
の
神
仙
信
仰
か
ら
の
強
い
影
響

を
推
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
車
崎
氏
は
古
墳
に
与
え
た
中
国
の
神
仙
思
想
の
影
響
は
否
定
的
に
考
え
て
い
る
。
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埋
葬
施
設
の
構
造
・
意
味

墳
丘
内
に
遺
体
を
納
め
た
埋
葬
施
設
。
そ
の
分
析
か
ら
他
界
観
・
霊
魂
観
に
言
及
し
た
研
究
で
は
、
五
世
紀

後
半
を
画
期
と
す
る
竪
穴
式
石
室
（
石
槨
）
か
ら
横
穴
式
石
室
へ
の
変
化
、こ
れ
に
伴
う
霊
魂
観
の
変
化
が
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

横
穴
式
石
室
に
つ
い
て
は
、
石
室
内
か
ら
出
土
す
る
土
器
類
と
黄
泉
の
国
説
話
の
「
黄
泉
つ

喰
い
」
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
小
林
行

雄
氏
の
研
究）

5
（

が
あ
り
、
白
石
太
一
郎
氏
は
横
穴
式
石
室
の
閉
塞
儀
礼
を
黄
泉
の
国
説
話
の
「
こ
と
ど
わ
た
し
」
と
結
び
付
け
た）

6
（

。
ま
た
、

土
生
田
純
之
氏
は
、「
黄
泉
の
国
」
の
成
立
と
、
五
世
紀
後
半
以
降
の
横
穴
式
石
室
の
導
入
と
を
関
連
さ
せ
て
い
る）

7
（

。

近
藤
義
郎
氏
は
横
穴
式
石
室
内
に
須
恵
器
・
土
師
器
が
副
葬
さ
れ
る
点
に
着
目
し
、
死
後
も
古
墳
の
石
室
内
で
生
活
す
る
家
族
霊
が
成

立
し
た
と
考
え）

8
（

、
さ
ら
に
広
瀬
和
雄
氏
は
、
竪
穴
式
石
室
か
ら
横
穴
式
石
室
へ
の
変
化
を
、
日
本
列
島
に
お
け
る
霊
魂
観
の
大
き
な
変
化

と
理
解
す
る
。
古
墳
時
代
前
期
の
竪
穴
式
石
室
で
は
遺
体
は
密
閉
さ
れ
鏡
な
ど
で
辟
邪
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
期
の
横
穴
式
石
室
で
は
須

恵
器
等
の
食
器
類
が
持
ち
こ
ま
れ
、
死
者
の
霊
魂
は
肉
体
と
分
離
し
石
室
内
で
生
活
す
る
と
い
う
、
中
国
に
由
来
す
る
東
ア
ジ
ア
的
な
霊

魂
観
が
導
入
さ
れ
た
と
解
釈
し
た）

9
（

。

一
方
で
和
田
晴
吾
氏
は
異
な
る
見
解
を
示
す
。
氏
は
遺
体
を
納
め
安
置
す
る
施
設
・
空
間
で
あ
る
「
棺
」「
槨
」「
室
」
に
つ
い
て
細
か

く
概
念
規
定
を
行
っ
た
上
で
、
古
墳
で
の
儀
礼
と
信
仰
背
景
に
つ
い
て
多
方
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
横
穴
式
石
室
に
つ
い
て

は
、
畿
内
系
の
「
閉
ざ
さ
れ
た
石
室
」
と
、
九
州
系
の
「
開
か
れ
た
石
室
」
に
分
類
す
る
。
畿
内
系
の
閉
ざ
さ
れ
た
石
室
は
遺
体
を
密
封

す
る
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
を
踏
襲
す
る
一
方
で
、
九
州
系
の
「
開
か
れ
た
石
室
」
は
大
陸
か
ら
の
影
響
で
成
立
し
た
と
す
る
。
そ
し

て
、
黄
泉
の
国
説
話
の
舞
台
は
、
畿
内
系
の
石
室
で
は
な
く
、
石
屋
形
の
石
棺
が
と
も
な
う
九
州
系
の
横
穴
式
石
室
で
あ
っ
た
と
推
測
し

て
い
る）
10
（

。

ま
た
、
和
田
氏
は
、
棺
に
つ
い
て
も
、
弥
生
時
代
以
来
の
伝
統
を
も
つ
「
据
え
つ
け
る
棺
」
と
、
中
国
・
朝
鮮
か
ら
の
影
響
を
受
け
た

「
持
ち
は
こ
ぶ
棺
」
に
分
類
、
後
者
は
飛
鳥
時
代
に
導
入
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
横
口
式
石
槨
が
普
及
し
た
と
考
え
る）
11
（

。
古
墳
の
伝
統
性
と
革
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新
性
と
を
考
え
る
視
点
を
示
す
。

副
葬
品
の
変
化

埋
葬
時
の
儀
礼
と
直
結
す
る
副
葬
品
の
解
釈
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
広
瀬
氏
は
、
古
墳
時
代
前
期
、
遺
体
に
副
葬
さ
れ
た

品
々
の
組
成
を
、
Ａ
銅
鏡
、
Ｂ
石
製
等
儀
器
、
Ｃ
鉄
製
武
器
・
武
具
、
Ｄ
鉄
製
農
工
具
、
Ｅ
玉
等
装
身
具
と
し
、
亡
き
首
長
は
「
カ
ミ
」

と
な
り
、
こ
れ
ら
品
々
を
使
い
共
同
体
の
繁
栄
と
維
持
・
運
営
を
行
う
と
、
当
時
の
人
々
は
認
識
し
た
と
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
中
国
の

神
仙
思
想
を
推
定
す
る）
12
（

。
ま
た
、
和
田
氏
は
、
副
葬
品
は
亡
き
首
長
の
社
会
的
機
能
と
権
益
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
鏡
・
玉
は
宗
教
・
政

治
、
武
器
・
武
具
は
戦
争
、
農
工
具
は
生
産
を
、
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
し
、
こ
れ
ら
品
々
は
死
後
も
首
長
で
あ
り
つ
づ
け
る
た
め
副
葬
さ
れ
た

と
推
定
す
る）
13
（

。

そ
し
て
、
四
世
紀
後
半
、
農
工
具
の
石
製
模
造
品
が
加
わ
り
、
古
墳
の
副
葬
品
は
中
期
に
か
け
て
変
化
し
て
い
く
。
河
野
一
隆
氏
は
、

そ
の
起
源
を
、
奈
良
県
の
佐
紀
古
墳
群
（
佐
紀
陵
山
古
墳
）
や
馬
見
古
墳
群
（
新
山
古
墳
）
に
け
る

・
刀
子
の
石
製
模
造
品
化
に
も
と

め
て
い
る）
14
（

。

埴
輪
等
と
儀
礼

墳
丘
や
周
提
に
樹
立
し
た
埴
輪
も
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
と
直
接
関
係
す
る
。
ま
ず
、
古
墳
の
壷
形
埴
輪
・
円
筒
形
埴
輪

（
以
下
、
円
筒
埴
輪
）
の
原
型
に
つ
い
て
は
、
近
藤
義
郎
氏
が
、
弥
生
時
代
後
期
の
弥
生
墳
丘
墓
で
使
わ
れ
た
特
殊
壷
と
特
殊
器
台
に
も

と
め
、
墳
頂
か
ら
出
土
す
る
高
杯
・
椀
・
台
付
坩
な
ど
と
関
連
さ
せ
、
遺
体
埋
葬
時
の
飲
食
物
共
食
儀
礼
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
。
そ
の

儀
礼
は
、
前
方
後
円
墳
（
古
墳
）
に
お
け
る
統
一
的
な
「
首
長
霊
祭
祀
型
式
」
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
た
。
首
長
霊
祭
祀
と
は
「
首
長
霊

継
承
祭
祀
」
で
あ
り
、
壷
形
埴
輪
・
円
筒
埴
輪
は
、
首
長
霊
と
の
共
飲
共
食
を
形
式
化
し
た
も
の
と
す
る）
15
（

。
古
墳
の
祖
霊
を
祀
る
上
で
飲

食
物
の
供
献
・
共
食
が
重
要
な
要
素
と
す
る
視
点
を
提
示
し
た
。

一
方
、
五
世
紀
代
に
出
現
す
る
人
物
埴
輪
群
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
後
藤
守
一
氏
・
大
場
磐
雄
氏
以
来
、
祭
祀
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
中
で
水
野
正
好
氏
は
、
群
馬
県
の
保
戸
田
八
幡
塚
古
墳
の
人
物
埴
輪
群
を
、
王
（
首
長
）
権
継
承
儀
礼
を
示
す
も
の
と
解
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釈
し
た）
16
（

。
こ
こ
に
も
「
族
長
の
霊
」
を
引
き
つ
ぐ
と
の
考
え
方
が
あ
り
、
折
口
信
夫
が
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
で
示
し
た
「
天
皇
霊
の
継

承）
17
（

」
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
解
釈
に
対
し
、
若
狭
徹
氏
は
同
古
墳
の
埴
輪
群
の
再
検
討
か
ら
批
判
を
加
え
、
儀
礼
や
狩
猟
、
財
物

と
い
っ
た
権
威
・
財
力
を
象
徴
す
る
場
面
の
集
合
体
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る）
18
（

。

ま
た
、
高
橋
克
壽
氏
は
、
前
方
後
円
墳
の
墳
頂
や
造
り
出
し
の
家
形
埴
輪
群
、
周
提
上
や
墳
丘
テ
ラ
ス
上
の
形
象
・
人
物
埴
輪
群
に
つ

い
て
、
古
墳
前
期
か
ら
後
期
ま
で
の
変
遷
を
整
理
し
、
家
形
埴
輪
を
古
墳
に
葬
ら
れ
た
死
者
霊
の
「
依
り
代
」、
形
象
・
人
物
埴
輪
群
を
、

造
り
出
し
で
の
飲
食
供
献
儀
礼
、
死
者
へ
の
「
供
養
・
マ
ツ
リ
」
の
姿
を
具
体
的
に
表
現
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
た）
19
（

。
こ
れ
に
近
い
解
釈

が
塚
田
良
道
氏
の
見
解
で
、
人
物
埴
輪
群
全
体
は
、
一
「
盛
装
の
被
葬
者
・
近
侍
者
」、
二
「
女
子
に
よ
る
飲
食
物
供
献
」、
三
「
正
装
・

武
装
男
子
の
近
侍
・
警
護
」、
四
「
馬
と
馬
子
」、
五
「
盾
持
ち
人
に
よ
る
警
護
」
と
い
う
共
通
し
た
五
つ
ゾ
ー
ン
で
構
成
さ
れ
る
点
を
指

摘
す
る）
20
（

。
こ
こ
で
も
被
葬
者
（
死
者
）
へ
の
飲
食
供
献
が
中
心
的
な
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
人
物
埴
輪
群
に
つ
い
て
は
殯
儀
礼
を
示
す
と
の
考
え
が
あ
る
。
森
田
克
行
氏
は
、
大
阪
府
今
城
塚
古
墳
の
形
象
埴
輪
群
を
、

喪
屋
を
そ
な
え
鎮
魂
・
招
魂
を
行
う
殯
宮
儀
礼
の
再
現
と
推
定
、
言
挙
げ
・
匍
匐
・
歌
舞
飲
酒
な
ど
の
儀
礼
内
容
を
人
物
埴
輪
か
ら
具
体

的
に
復
元
し
て
い
る）
21
（

。

船
・
木
製
品

古
墳
に
お
け
る
儀
礼
、
死
後
観
を
考
え
る
に
は
、
船
と
の
関
係
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
た
。
辰
巳
和
弘
氏
は
、
船

形
埴
輪
や
古
墳
壁
画
の
船
、
遺
体
を
船
に
お
さ
め
た
船
葬
、
さ
ら
に
船
形
棺
か
ら
、
死
者
の
霊
魂
が
船
で
他
界
（
古
墳
墳
丘
）
に
運
ば
れ

る
と
い
う
霊
魂
観
を
推
定
す
る）
22
（

。
一
方
で
、
白
石
太
一
郎
氏
は
、
九
州
の
装
飾
古
墳
の
船
の
モ
チ
ー
フ
を
も
と
に
、
死
者
の
霊
が
赴
く
常

世
な
ど
海
上
他
界
観
の
存
在
を
考
え
た）
23
（

。
船
と
死
者
の
霊
と
の
密
接
な
関
係
を
推
定
す
る
が
、
死
者
の
赴
く
他
界
に
つ
い
て
は
異
な
っ
た

結
論
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
土
生
田
純
之
氏
は
、
埴
輪
の
他
、
墳
丘
に
立
て
ら
れ
た
木
柱
や
鳥
形
木
製
品
に
注
目
し
古
墳
の
儀
礼
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。
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氏
は
、
死
霊
は
天
空
を
飛
翔
す
る
と
い
う
、
弥
生
時
代
以
来
の
霊
魂
観
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
墳
丘
の
木
柱
は
天
空
を
飛
翔
す

る
祖
霊
の
「
依
り
代
」
で
あ
り
、
古
墳
の
儀
礼
で
は
不
可
欠
な
も
の
と
考
え
た）
24
（

。

古
墳
の
儀
礼
復
元

こ
れ
ら
墳
丘
・
埋
葬
施
設
・
埴
輪
な
ど
を
総
合
し
て
、
和
田
晴
吾
氏
は
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
の
内
容
と
死
者
・
他
界

観
に
つ
い
て
復
元
を
試
み
、そ
の
中
で
古
墳
と
は
「
他
界
の
擬
え
も
の
」
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る）
25
（

。
古
墳
時
代
に
は
中
国
の
「
魂
魄
」

思
想
を
受
容
し
た
こ
と
を
前
提
に
、
古
墳
時
代
前
期
後
半
か
ら
中
期
前
葉
（
四
世
紀
後
半
〜
五
世
紀
初
頭
）
の
古
墳
の
他
界
観
を
次
の
よ

う
に
推
定
し
た
。「
死
者
の
魂
は
、
船
に
乗
り
他
界
（
古
墳
）
に
至
り
、
前
方
後
円
墳
の
括
れ
部
（
造
り
出
し
付
近
）
で
船
を
降
り
て
禊

を
し
（
導
水
施
設
の
囲
形
埴
輪
に
対
応
）、
岩
山
（
墳
丘
）
を
登
る
。
墳
頂
に
は
周
囲
を
区
画
さ
れ
、
飲
食
物
に
み
ち
山
海
の
食
物
が
供

え
ら
れ
る
居
館
（
家
形
埴
輪
）
が
あ
り
、
死
者
は
そ
こ
に
住
む
と
観
念
さ
れ
た
」
と
。
そ
し
て
、
五
世
紀
中
頃
に
成
立
す
る
人
物
埴
輪
群

の
性
格
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
儀
礼
の
創
出
で
は
な
く
、
古
墳
時
代
前
期
以
来
の
古
墳
祭
祀
の
延
長
上
に
あ
る
、
首
長
霊
に
対
す
る
飲
食

物
供
献
を
と
も
な
う
最
終
的
な
儀
礼
の
表
現
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

た
だ
し
、
和
田
氏
は
家
形
埴
輪
を
、
あ
く
ま
で
も
死
者
の
魂
が
他
界
で
住
む
居
館
の
模
造
「
他
界
の
擬
え
も
の
」
と
考
え
、
死
者
の
魂

が
そ
こ
に
依
り
つ
く
と
の
観
念
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
の
首
長
霊
継
承
と
い
う
性
格
も
否
定
し
て
い
る）
26
（

。

先
行
研
究
の
問
題
点

以
上
、
古
墳
の
儀
礼
に
関
連
す
る
研
究
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。

◎ 

三
世
紀
中
頃
の
前
方
後
円
墳
成
立
後
の
画
期
＝
四
世
紀
後
半
〜
五
世
紀
初
頭
頃
（
家
形
埴
輪
を
置
い
た
儀
礼
の
場
の
成
立
、
石
製
模
造

品
の
副
葬
）、
五
世
紀
中
頃
〜
後
半
（
人
物
埴
輪
群
の
成
立
、
横
穴
式
石
室
の
本
格
的
な
導
入
開
始
）、
七
世
紀
前
半
（
前
方
後
円
墳
・

埴
輪
の
終
焉
、
横
口
式
石
槨
の
成
立
）。

◎
古
墳
と
飲
食
物
供
献
儀
礼
と
の
深
い
関
係
性
。
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◎
中
国
の
神
仙
思
想
や
「
魂
魄
」
思
想
か
ら
の
影
響
。

し
か
し
、
古
墳
の
儀
礼
の
具
体
的
な
復
元
・
解
釈
は
論
者
に
よ
り
区
々
で
、
混
乱
し
た
状
況
と
な
っ
て
お
り
、
問
題
点
は
多
い
。
横
穴

式
石
室
の
導
入
だ
け
で
も
見
解
は
異
な
る
。
広
瀬
氏
は
列
島
内
の
霊
魂
観
の
画
期
と
し
て
大
き
く
評
価
す
る
の
に
対
し
、
和
田
氏
は
畿
内

系
横
穴
式
石
室
に
つ
い
て
死
者
を
密
閉
す
る
古
い
形
を
継
承
す
る
と
対
照
的
な
考
え
を
示
す
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
が
混
乱
す
る
大
き
な
原
因
は
、「
祭
祀
」「
祖
霊
」「
首
長
霊
」「
カ
ミ
」「
依
り
代
」「
魂
魄
」
な
ど
の
言
葉
を
、
各
論

者
が
充
分
な
吟
味
・
定
義
を
経
な
い
ま
ま
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
「
首
長
霊
」「
依
り
代
」
が
、
折

口
信
夫
の
民
俗
学
的
な
概
念
と
関
係
す
る
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

首
長
霊
を
継
承
す
る
と
の
考
え
方
と
大
嘗
祭
を
結
び
つ
け
る
構
図
は
、折
口
が
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
で
示
し
た
代
々
受
け
継
が
れ
る
「
天

皇
霊
」
の
継
承
と
大
嘗
祭
と
の
関
係
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
岡
田
莊
司
氏
は
、
こ
の
「
天
皇
霊
」
の
解
釈
、
そ
れ
を
継
承
す
る
秘
儀
の

存
在
を
否
定
し
、
大
嘗
祭
を
祖
神
へ
の
供
膳
・
共
食
の
儀
礼
と
位
置
づ
け
た）
27
（

。
こ
の
点
か
ら
は
、
古
墳
の
儀
礼
に
首
長
霊
の
継
承
と
い
う

性
格
を
推
定
す
る
の
は
否
定
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
古
墳
に
お
け
る
死
者
霊
・
魂
と
結
び
つ
け
て
使
わ
れ
る
「
依
り
代
」

は
、
折
口
が
「
髯
籠
の
話
」
で
示
し
た
分
析
概
念
で
あ
り）
28
（

、
歴
史
学
・
考
古
学
的
な
検
証
を
経
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

を
前
提
に
古
代
、
ま
し
て
や
古
墳
の
儀
礼
を
解
釈
す
る
の
は
正
し
い
方
法
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
用
語
の
混
乱
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
古
墳
に
葬
ら
れ
た
死
者
（
被
葬
者
）
が
、
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
が
各
論
で

混
乱
し
、
今
一
つ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
死
者
に
は
魂
が
あ
る
の
か
。
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
古
墳
に
留
ま
る
の
か
、
は
た
ま
た
天
や

常
世
な
ど
の
他
界
に
赴
く
の
か
。
中
国
の
神
仙
・
魂
魄
思
想
、『
記
紀
』
の
記
述
、
さ
ら
に
は
折
口
の
民
俗
学
的
な
考
え
方
を
も
と
に
解

釈
を
試
み
る
が
、
い
ず
れ
も
推
測
の
域
を
出
て
い
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し
て
神
野
志
隆
光
氏
は
『
古
事
記
』
全
体
が
一
つ
の
世
界
観
を
示

す
と
の
立
場
か
ら
、
黄
泉
国
の
説
話
と
古
墳
の
横
穴
式
石
室
を
対
応
さ
せ
る
説
を
夙
に
批
判
し
て
い
る
。「
葦
原
中
国
」
と
の
関
係
性
の
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中
で
語
ら
れ
る
「
黄
泉
国
」
を
単
独
で
取
り
あ
げ
横
穴
式
石
室
と
対
比
さ
せ
る
と
い
う
方
法
論
そ
の
も
の
へ
の
本
質
的
な
批
判
で
あ
る）
29
（

。

古
墳
に
埋
葬
さ
れ
た
死
者
は
い
か
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
と
関
係
し
て
、死
者
を
邪
悪
な
も
の
か
ら
ま
も
る
と
い
う
意
味
で
「
辟
邪
」

と
い
う
考
え
方
も
使
わ
れ
る
。
例
え
ば
和
田
氏
は
棺
の
密
閉
性
に
関
し
て
「
遺
体
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぎ
、

邪
悪
な
も
の
が
寄
り
つ
い
て
遺
体
が
暴
れ
出
す
の
を
防
ぐ
」
と
説
明
す
る）
30
（

。
で
は
、
そ
の
邪
悪
な
も
の
と
は
何
か
、
こ
れ
が
な
ぜ
死
者
に

よ
り
つ
き
、
な
ぜ
寄
り
つ
く
こ
と
で
暴
れ
出
す
の
か
。
具
体
的
な
説
明
は
な
い
。
ど
う
し
て
死
者
を
厳
重
に
密
封
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
辟
邪
の
説
明
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
。

古
代
の
文
献
と
の
関
係
で
は
、『
記
紀
』
の
黄
泉
の
国
説
話
や
殯
関
係
の
記
事
が
主
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
他
の
記
事
に
は
殆
ど
言

及
し
な
い
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
中
国
の
神
仙
・
魂
魄
思
想
が
、
そ
の
ま
ま
古
墳
時
代
の
日
本
列
島
内
に
受
容
さ
れ
た
の
か
単
純
に
判
断
は

で
き
な
い
。
た
し
か
に
中
国
思
想
の
影
響
は
小
さ
く
は
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
、
い
つ
の
時
代
も
外
来
文
化
は
全
て
が
受
容
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
。
列
島
内
の
事
情
に
よ
り
取
捨
選
択
さ
れ
て
き
た
。
古
墳
時
代
の
文
化
受
容
も
例
外
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

新
た
な
視
点

以
上
の
問
題
点
の
中
で
、
古
墳
被
葬
者
・
死
者
の
考
え
方
に
関
す
る
視
点
と
し
て
筆
者
は
、『
記
紀
』『
古
風
土
記
』
で
使

用
さ
れ
る
「
祖
」「
上
祖
・
遠
祖
」
と
古
墳
被
葬
者
と
の
関
係
を
指
摘
し
、
古
墳
副
葬
品
と
祭
祀
遺
跡
出
土
遺
物
と
の
類
似
性
か
ら
、
祖

と
神
と
は
貴
重
な
品
々
を
捧
げ
飲
食
物
を
供
え
る
と
い
う
共
通
し
た
祭
式
で
祀
ら
れ
た
と
考
え
た）
31
（

。
こ
れ
と
関
係
し
て
、
近
年
、
土
生
田

純
之
氏
は
、
古
墳
群
の
中
核
と
な
る
古
墳
を
「
始
祖
墓
」
と
す
る
説
を
提
示
し
て
い
る）
32
（

。
祖
先
（
上
祖
な
ど
）
と
の
同
族
・
系
譜
意
識
が

古
墳
群
形
成
の
上
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、古
墳
の
被
葬
者
に
対
す
る
意
識
と
し
て
、穂
積
裕
昌
氏
は
、「
カ

ミ
」
と
同
様
、
古
墳
に
葬
ら
れ
た
死
者
も
「
生
者
に
災
厄
を
も
た
ら
す
畏
怖
す
べ
き
存
在
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る）
33
（

。

古
墳
に
お
け
る
儀
礼
の
意
味
を
考
え
る
に
は
、
古
墳
の
み
の
考
古
資
料
、
黄
泉
の
国
・
殯
に
関
す
る
文
献
史
料
だ
け
で
は
な
く
、
神
観
・

神
へ
の
祭
祀
も
視
野
に
入
れ
た
古
代
信
仰
全
体
の
中
で
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

223

            



古墳の儀礼と死者・死後観

分
析
方
法

そ
こ
で
、
ま
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
古
墳
に
残
さ
れ
た
考
古
学
的
な
情
報
の
正
確
な
把
握
、
特
に
何
が
何
時
い

か
に
変
化
し
、
何
が
継
承
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
し
継
承
さ
れ
た
内
容
を
意
味
づ
け
る

に
は
、
や
は
り
『
記
紀
』『
古
風
土
記
』
な
ど
の
古
代
文
献
と
の
比
較
検
討
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

神
祭
り
に
使
用
す
る
供
献
品
や
祭
具
は
、
五
世
紀
以
来
の
伝
統
を
持
ち
、
八
世
紀
以
降
の
『
神
祇
令
』『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』『
延
喜
式
』

に
記
さ
れ
た
祭
祀
と
神
観
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る）
34
（

。
八
世
紀
以
降
の
六
国
史
や
『
古
風
土
記
』
な
ど
が
記
す
祖
先
観
・

死
者
観
に
も
同
じ
状
況
を
推
測
で
き
、
そ
こ
に
は
古
墳
時
代
以
来
の
考
え
方
が
残
り
、
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
意
味
付
け
に
当
た
っ
て
は
、
タ
イ
ラ
ー
の
宗
教
進
化
論
に
も
と
づ
く
予
見）
35
（

、
民
俗
学
な
ど
が
示
す
霊
魂
観
や
用
語
は
除
き
、

あ
く
ま
で
考
古
資
料
の
整
理
か
ら
得
ら
れ
た
内
容
と
、
古
代
文
献
と
の
整
合
性
を
確
認
す
る
形
で
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

三
、
古
墳
儀
礼
の
変
遷

古
墳
の
儀
礼
は
、
大
和
王
権
の
中
枢
部
で
い
か
な
る
形
が
成
立
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
継
承
さ
れ
た
の
か
。
埋
葬
施
設
の
副

葬
品
の
組
成
と
墳
頂
・
墳
丘
な
ど
の
埴
輪
の
状
況
が
把
握
で
き
る
事
例
を
取
り
上
げ
、
三
世
紀
か
ら
六
世
紀
ま
で
の
変
遷
を
確
認
し
て
お

こ
う
。
時
期
区
分
は
、
広
瀬
和
雄
氏
に
よ
る
前
方
後
円
墳
編
年）

36
（

に
よ
る
。

（
1
）
二
期
―
三
世
紀
末
期
頃

大
和
王
権
中
枢
の
事
例
と
し
て
、
奈
良
県
桜
井
市
の
前
方
後
円
墳
、
桜
井
茶
臼
山
古
墳
を
取
り
あ
げ
る
（
第
1
図
）。
墳
丘
全
長

二
〇
七
メ
ー
ト
ル
、
主
軸
を
南
北
方
向
に
と
る
。
昭
和
二
四
・
二
五
年
の
発
掘
調
査
の
後
、
平
成
二
一
年
の
後
円
部
墳
頂
の
再
調
査
で
新
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た
な
事
実
が
判
明
し
て
い
る）
37
（

。

埋
葬
施
設
と
副
葬
品

埋
葬
施
設
は
、
後
円
部
墳
頂
に
あ
る
竪
穴
式
石
室
で
、
主
軸
は
南
北
方
向
で
あ
る
。
全
長
六
・
七
五
メ
ー
ト
ル
、

内
壁
は
朱
を
全
面
に
塗
り
、
コ
ウ
ヤ
マ
キ
の
木
棺
を
お
さ
め
て
い
た
。

石
室
内
の
主
な
出
土
遺
物
は
、
再
調
査
の
結
果
を
含
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・ 

銅
鏡
―
内
行
化
文
鏡
、
倣
製
内
行
花
文
鏡
、
単

鏡
、
方
格
規
矩
鏡
、
細
線
獣
帯
鏡
、
三
角
縁
神
獣
鏡
、
盤
龍
鏡
、
環
状
乳
神
獣
鏡
、

龍
鏡
、
神
獣
鏡
類
、
半
肉
彫
獣
帯
鏡
。

・ 

石
製
儀
器
、
玉
類
―
碧
玉
製
玉

、
鉄
芯
碧
玉
管
、
玉
葉
、
五
輪
塔
（
琴
柱
）
形
石
製
品
、
緑
色
凝
灰
岩
製
鍬
形
石
、
石
釧
、
車
輪

石
、
異
形
石
製
品
、
鳴
鏑
形
、

形
、
硬
玉
製
勾
玉
、
碧
玉
製
管
玉
。

・ 

金
属
製
武
器
、
儀
器
、
工
具
―
鉄
剣
、
刀
子
、
柳
葉
式
鉄
鏃
、
鉄

、
柳
葉
式
銅
鏃
、
鉄

、
鉇
。

再
調
査
で
確
認
し
た
出
土
遺
物
数
で
は
、
銅
鏡
の
総
数
は
八
一
枚
と
な
り
、
極
め
て
多
量
の
銅
鏡
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し

た
。
な
お
、
平
成
二
一
年
の
調
査
で
は
、
石
室
の
東
と
北
側
に
、
後
述
す
る
メ
ス
リ
山
古
墳
と
同
じ
副
室
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
。

墳
頂
部
の
構
造

竪
穴
式
石
室
は
天
井
石
を
懸
け
渡
し
て
閉
じ
た
後
、
ベ
ン
ガ
ラ
を
混
ぜ
た
赤
色
の
粘
土
で
被
覆
し
密
閉
し
て
い
る
。
石

室
の
周
囲
は
、
地
山
の
岩
盤
層
を
高
さ
七
五
セ
ン
チ
程
度
に
削
り
出
し
て
方
形
の
壇
を
造
っ
て
い
る
。

昭
和
三
六
年
の
報
告
書
で
は
方
形
壇
の
周
囲
に
は
、
二
重
口
縁
の
壷
形
土
器
が
巡
る
と
推
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
平
成
二
一
年
の
再

調
査
に
よ
り
、
壷
が
並
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
部
分
、
方
形
壇
の
周
縁
に
は
丸
太
を
密
に
立
て
並
べ
た
丸
太
垣
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し

た
。
壷
形
土
器
は
方
形
壇
の
縁
辺
か
ら
、
丸
太
垣
の
掘
り
方
に
落
ち
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
丸
太
垣
の
規
模
は
、
丸
太
の
芯
々
で
南
北

一
二
・
七
メ
ー
ト
ル
、
東
西
一
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
、
丸
太
材
は
径
三
〇
セ
ン
チ
前
後
、
掘
り
方
の
深
さ
は
一
・
三
〜
一
・
五
メ
ー
ト
ル
と
深
い
。
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丸
太
材
は
相
互
に
接
し
て
立
て
ら
れ
て
お
り
、
掘
り
方
の

深
さ
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
が
推
定
さ
れ
て
い

る
。
規
模
・
構
造
か
ら
、
埋
葬
施
設
を
中
央
に
設
け
た
方

形
壇
内
を
遮
蔽
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。墳

頂
部
方
形
壇
の
縁
辺
に
並
べ
ら
れ
た
壷
形
土
器
は
、

庄
内
式
4
に
編
年
さ
れ
て
お
り
、
年
代
は
三
世
紀
後
半
か

ら
末
期
を
推
定
で
き
る
。

副
葬
品
の
組
成
と
遮
蔽
施
設

副
葬
品
は
多
量
の
銅
鏡
を

含
む
点
に
特
徴
が
あ
り
、
同
時
に
玉
類
、
鉄
製
の
武
器
、

工
具
、
石
製
儀
器
を
伴
っ
て
い
る
。
銅
鏡
、
玉
類
、
刀
剣
・

弓
矢
の
武
器
、
刀
子
・
鉇
等
の
工
具
類
の
副
葬
は
既
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
の
淵
源
は
弥
生
時
代
後
期
に

さ
か
の
ぼ
り）
38
（

、
後
に
は
六
世
紀
ま
で
継
続
す
る
要
素
と
な

る
。ま

た
、
丸
太
垣
が
墳
頂
部
に
密
に
め
ぐ
ら
さ
れ
、
埋
葬

施
設
を
遮
蔽
区
画
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
竪
穴
式

石
室
に
納
め
ら
れ
た
遺
体
は
、
長
大
な
木
棺
と
朱
塗
り
の
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竪
穴
式
石
室
に
密
閉
さ
れ
た
う
え
に
、
丸
太
垣
で
区
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
古
墳
の
被
葬
者
の
遺
体
は
、
外
界
か
ら
厳
重
に
区
画
、

遮
蔽
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
2
）
三
期
―
四
世
紀
前
半

桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
系
譜
を
ひ
く
同
規
格
の
前
方
後
円
墳
、
奈
良
県
桜
井
市
メ
ス
リ
山
古
墳
を
取
り
あ
げ
る
（
第
2
図
）。
墳
丘
全
長

の
推
定
復
元
値
は
二
二
四
メ
ー
ト
ル
、
主
軸
は
東
西
方
向
で
あ
る
。
昭
和
三
四
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
の
発
掘
調
査
で
は
、
後
円
部
の

墳
頂
で
木
棺
を
安
置
し
た
主
室
、
副
葬
品
を
お
さ
め
た
副
室
、
そ
れ
を
区
画
す
る
円
筒
埴
輪
列
を
確
認
し
て
い
る）
39
（

。

主
室
と
副
葬
品

主
室
は
全
長
八
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
竪
穴
式
石
室
で
、
主
軸
は
墳
丘
主
軸
に
直
行
す
る
南
北
方
向
で
あ
る
。
主
室
の
副

葬
品
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
銅
鏡
―
内
行
花
文
鏡
、
神
獣
鏡
。

・ 

石
製
儀
器
、
玉
類
―
滑
石
製
椅
子
形
石
製
品
、
緑
色
凝
灰
岩
製
櫛
形
石
製
品
、
碧
玉
・
緑
色
凝
灰
岩
製
石
釧
、
車
輪
石
、
鍬
形
石
、

碧
玉
・
滑
石
製
合
子
、
翡
翠
製
勾
玉
、
碧
玉
製
管
玉
。

・
金
属
製
武
器
―
鉄
製
刀
・
剣
。

遺
物
の
多
く
は
、
盗
掘
に
よ
り
原
位
置
を
留
め
て
い
な
い
が
、
鉄
刀
は
東
西
の
壁
に
沿
っ
て
出
土
し
、
石
製
品
の
破
片
は
、
中
央
部
か

ら
南
に
か
け
て
多
く
出
土
し
て
い
る
。

副
室
と
副
葬
品

主
室
の
東
に
位
置
す
る
副
室
（
全
長
六
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
は
盗
掘
を
受
け
ず
に
良
好
な
状
態
で
遺
物
が
出
土
し
た
。
そ

の
内
容
と
数
量
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・ 

石
製
儀
器
、
玉
類
―
碧
玉
製
玉

四
点
、
紡
錘
車
形
石
製
品
二
点
（
鉄
芯
付
き
一
点
）、
大
形
管
玉
状
石
製
品
三
点
、
管
玉
状
石
製
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品
一
六
点
、
石
製
鏃
五
〇
点
。

・ 

金
属
製
武
器
、
儀
器
、
工
具
―
鉄
刀
一
点
、
鉄
剣
一
点
、
鉄
製

弓
一
点
、
鉄
製
矢
五
点
、
銅
製

一
点
、
銅
鏃
二
三
六
点
、
鉄

製
ヤ
リ
先
二
一
二
点
以
上
、
鉄
製

頭
一
四
点
、
手
鎌
一
九
点
、

の
み
三
点
以
上
、鉇
五
一
点
以
上
、刀
子
四
五
点
以
上
、鋸
二
点
、

用
途
不
明
鉄
製
品
一
九
点
。

こ
の
他
、
副
室
の
底
面
に
漆
の
膜
面
が
残
っ
て
い
た
た
め
、
漆
塗

り
の
盾
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
ヤ
リ
を
、
穂
先
を
南

北
交
互
に
向
け
て
重
ね
、
そ
の
上
に
弓
や
矢
筒
を
置
い
て
い
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
副
室
の
北
端
に
は
玉

な
ど
石
製
儀
器
、
鉄
製
工

具
類
が
ま
と
め
て
置
か
れ
て
い
た
。

墳
頂
部
の
構
造

後
円
部
墳
頂
の
周
縁
に
は
円
形
に
円
筒
埴
輪
が
め

ぐ
り
、
墳
頂
の
中
央
、
主
室
を
囲
ん
で
二
重
に
円
筒
埴
輪
の
方
格
列

（
方
形
区
画
列
）
が
め
ぐ
る
。
主
室
天
井
石
の
上
を
粘
土
で
被
覆
し

て
礫
を
盛
り
上
げ
、
そ
の
周
囲
を
内
側
の
埴
輪
列
が
め
ぐ
る
。
規
模

は
東
西
六
・
七
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
三
・
三
メ
ー
ト
ル
。
さ
ら
に
、
そ

の
外
側
に
副
室
ま
で
入
れ
る
形
で
埴
輪
列
が
配
置
さ
れ
る
。
規
模
は

東
西
一
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
五
・
二
メ
ー
ト
ル
。
円
筒
埴
輪
は
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高
さ
一
・
一
九
メ
ー
ト
ル
と
大
き
い
が
、
内
側
埴
輪
列
の
東
西
辺
中
央
に
は
高
さ
二
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
円
筒
埴
輪
が
置
か
れ
、
高

杯
を
の
せ
た
円
筒
埴
輪
が
内
外
区
画
の
間
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
方
形
埴
輪
区
画
列
の
外
側
か
ら
は
土
師
器
台
付
坩
が
出
土
し
た
。
布
留
1
式
に
並
行
す
る
も
の
で
、
年
代
は
四
世
紀
前
半
、
高
杯

形
埴
輪
と
と
も
に
飲
食
供
献
と
の
関
係
が
う
か
が
え
る
。

埴
輪
方
形
区
画
列
の
性
格

こ
の
段
階
で
、
前
方
後
円
墳
の
後
円
部
墳
頂
、
埋
葬
施
設
の
周
囲
に
埴
輪
の
方
形
区
画
列
が
成
立
す
る
。
そ

れ
は
、
桜
井
茶
臼
山
古
墳
と
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
茶
臼
山
古
墳
の
丸
太
垣
に
相
当
す
る
位
置
に
あ
り
、
基
本
的
に
そ
の
機
能
を

継
承
し
た
と
判
断
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
側
に
は
、
桜
井
茶
臼
山
古
墳
で
は
壷
形
土
器
、
メ
ス
リ
山
古
墳
で
は
高
杯
を
の
せ
た
円
筒

埴
輪
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
メ
ス
リ
山
古
墳
で
成
立
す
る
後
円
部
墳
頂
の
方
形
の
埴
輪
列
は
、
遺
体
と
埋
葬
施
設
を
、

外
界
か
ら
区
画
・
遮
蔽
す
る
丸
太
垣
の
機
能
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
一
メ
ー
ト
ル
を
超
す
巨
大
な
円
筒
埴
輪

が

間
な
く
並
べ
ら
れ
て
い
た
状
態
と
も
整
合
す
る
。

（
3
）
四
期
―
四
世
紀
後
半
〜
末
期

メ
ス
リ
山
古
墳
の
後
、
四
期
の
例
と
し
て
三
重
県
上
野
市
の
前
方
後
円
墳
、
石
山
古
墳
を
と
り
あ
げ
る
（
第
3
図
）。
墳
丘
全
長
は

一
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
主
軸
は
北
東
方
向
に
と
る
。
昭
和
二
三
年
か
ら
二
六
年
の
発
掘
調
査
で
埋
葬
施
設
の
内
容
と
埴
輪
の
配
列
状
況
が
判

明
し
て
い
る）
40
（

。

粘
土
槨
と
副
葬
品

埋
葬
施
設
は
後
円
部
墳
頂
の
三
基
の
粘
土
槨
で
あ
る
。
後
円
部
墳
頂
の
墓
坑
内
に
、
古
墳
の
主
軸
に
長
軸
を
合
わ
せ

た
東
槨
・
中
央
槨
・
西
槨
が
並
ぶ
。
各
粘
土
槨
の
主
要
な
副
葬
品
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

東
槨
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・
銅
鏡
、
玉
類
、
装
身
具
等
―
内
行
花
文
鏡
、
管
玉
、
勾
玉
、
櫛
。

・
武
器
、
武
具
―
盾
、
巴
形
銅
器
、
鉄
鏃
、
銅
鏃
、
靫
、
鉄
剣
・
刀
、
短
剣
、
革
綴
短
甲
・
草
摺
。

・
鉄
製
農
工
具
等
―
鉇
、
錐
、

、
鍬
先
、
鎌
、
刀
子
、
や
す
、
銛
、
針
。

・
石
製
模
造
品
、
儀
器
―
琴
柱
形
石
製
品
、
石
製
刀
子
・

・
鑿
・
鉇
・
臼
玉
。

中
央
槨

・
武
器
、
武
具
―
小
札
革
綴
冑
、
盾
、
巴
形
銅
器
、
鉄
鏃
。

・
鉄
製
農
工
具
―
鎌
、
鑿
、
鉇
、

、
刀
子
。

・
石
製
模
造
品
―
石
製
刀
子
・

。

西
槨

・
銅
鏡
、
玉
類
―
仿
製
神
獣
鏡
、
勾
玉
、
管
玉
、
ガ
ラ
ス
小
玉
。

・
鉄
製
武
器
―
剣
、
素
環
頭
大
刀
。

・
鉄
製
農
工
具
―
鎌
、
手
鎌
、
鍬
先
、

、
鉇
、
鑿
、
刀
子
（
蕨
手
刀
子
含
む
）、
針
。

・ 

石
製
模
造
品
、
儀
器
―
石
製
刀
子
、

、
鑿
、
鎌
、
臼
玉
、
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
、
紡
錘
車
形
石
製
品
、
琴
柱
形
石
製
品
、
玉

形
石
製
品
。

出
土
状
況
の
特
徴
と
し
て
は
、
東
・
中
央
の
粘
土
槨
内
に
は
武
器
・
武
具
類
が
多
く
、
西
槨
に
は
石
製
模
造
品
、
儀
器
の
出
土
が
顕
著

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
西
槨
で
は
小
口
に
あ
た
る
両
端
部
に
石
製
模
造
品
と
鉄
製
農
工
具
が
集
中
し
て
置
か
れ
て
い
た
。
前
段
階
の
メ
ス
リ

山
古
墳
の
主
室
・
副
室
で
見
ら
れ
た
遺
物
出
土
状
況
と
類
似
す
る
。

粘
土
槨
外
の
副
葬
品

各
粘
土
槨
の
外
側
に
は
三
ヶ
所
に
分
け
て
、
主
に
盾
、
刀
、
鏃
、
槍
を
中
心
と
し
た
品
々
が
置
か
れ
て
い
た
。
桜
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井
茶
臼
山
古
墳
や
メ
ス
リ
山
古
墳
で
確
認
さ
れ
て
い
る
、
副
葬
品
の
み
を
収
納
し
た
副
室
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

東
槨
東
側

・
武
器
、
武
具
―
盾
、
銅
鏃
、
鉄
槍
。

・
石
製
模
造
品
―
鏃
形
石
製
品
。

東
槨-

中
央
槨
間

・
武
器
、
武
具
―
盾
、
鉄
製
素
環
頭
大
刀
、
刀
、
鉄
鏃
、
槍
、
銅
鏃
。

・
石
製
模
造
品
、
儀
器
―
鏃
形
石
製
品
、
筒
形
石
製
品
。
棺
外
か
：
鉄
鉇
、
錐
。

中
央
槨-

西
槨
間

・
武
器
、
武
具
―
盾
、
鉄
槍

組
成
の
特
徴

粘
土
槨
及
び
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
副
葬
品
の
組
成
、
つ
ま
り
鏡
、
武
器
、
工
具
、
石
製
儀
器
の
組
み
合
わ
せ
は
、
二
期
以

来
の
伝
統
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
銅
鏡
は
各
種
が
一
枚
ず
つ
と
、
二
期
の
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
鏡
の
数
と
比
べ
る
と
極
端

に
減
少
す
る
。
そ
の
一
方
で
鉄
製
武
器
、
農
工
具
は
多
数
出
土
し
、
鉄
製
の
甲
冑
と
農
具
が
明
確
に
加
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
西
槨
か

ら
は
鎌
一
〇
点
と
短
甲
、
東
槨
―
中
央
槨
間
東
群
で
は
刀
一
九
点
と
冑
、
同
西
群
で
は
槍
三
〇
点
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
段
階

に
は
豊
富
な
石
製
模
造
品
が
伴
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
例
が
石
製
刀
子
で
、
東
槨
か
ら
は
合
計
一
〇
〇
点
以
上
、
西
槨
か
ら
四
四
点
が
出

土
し
て
い
る
。

墳
頂
部
の
埴
輪
配
列

石
山
古
墳
の
後
円
部
の
外
周
に
は
円
筒
埴
輪
と
蓋
形
埴
輪
が
め
ぐ
り
、
墳
頂
部
の
中
央
、
三
基
の
粘
土
槨
上
の
方

形
壇
を
囲
み
二
重
の
方
形
埴
輪
列
が
め
ぐ
る
。
内
側
の
方
形
区
画
は
四
隅
に
蓋
形
埴
輪
を
置
き
、
各
辺
に
は
盾
形
埴
輪
（
一
部
、
甲
冑
形
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埴
輪
を
含
む
）
を
配
置
す
る
。
外
側
の
区
画
は
鰭
付
き
円
筒
埴

輪
の
上
に
蓋
形
埴
輪
を
の
せ
た
も
の
が
め
ぐ
り
、
前
方
部
に
面

す
る
辺
は
中
央
部
に
埴
輪
は
な
く
開
い
た
状
態
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
前
方
部
と
は
反
対
側
に
は
靫
形
埴
輪
を
並
べ
て
い

た
。墳

頂
部
か
ら
は
原
位
置
を
失
っ
て
は
い
る
が
、
切
妻
造
家
形

埴
輪
や
、
屋
根
の
斗
束
を
表
現
し
た
家
形
埴
輪
片
、
囲
形
埴
輪

片
が
出
土
し
て
い
る
。
埴
輪
の
方
形
区
画
内
に
は
六
〜
七
棟
程

度
の
家
形
埴
輪
の
存
在
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。

東
方
外
区

石
山
古
墳
の
東
側
括
れ
部
に
は
地
山
を
方
形
に
削

り
出
し
、
円
筒
埴
輪
を
め
ぐ
ら
し
た
東
方
外
区
と
呼
ば
れ
る
部

分
が
あ
る
。
こ
の
区
画
を
挟
み
二
群
か
ら
な
る
家
形
埴
輪
列
が

配
置
さ
れ
て
い
た
。
区
画
内
側
の
家
形
埴
輪
は
大
形
の
も
の
を

中
心
に
置
き
、
囲
形
埴
輪
も
確
認
で
き
る
。
前
面
（
墳
丘
の
反

対
側
）
に
は
儀
礼
用
の
空
間
地
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

区
画
の
外
側
に
は
墳
丘
を
背
に
す
る
形
で
高
床
建
物
と
片
流
れ

屋
根
の
建
物
が
置
か
れ
て
い
た）
41
（

。

四
世
紀
後
半
の
画
期

石
山
古
墳
の
後
円
部
墳
頂
の
埴
輪
方
形
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第３図 石山古墳（『紫金山古墳と石山古墳』より）

            



古墳の儀礼と死者・死後観

区
画
列
は
、
前
段
階
の
メ
ス
リ
山
古
墳
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
は
方
形
区
画
内
へ
の
家
形
埴
輪
の
設
置
、
区

画
列
へ
の
蓋
・
盾
形
埴
輪
の
配
置
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
形
は
、
す
で
に
奈
良
県
奈
良
市
の
佐
紀
陵
山
古
墳
（
日
葉
酢
媛
命

御
陵
）
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る）
42
（

。
石
山
古
墳
の
西
槨
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
工
具
類
の
石
製
模
造
品
も
佐
紀
陵
山
古
墳
で
出
現
し

て
お
り
、
こ
の
古
墳
は
四
世
紀
代
に
古
墳
の
儀
礼
が
変
化
す
る
画
期
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
石
山
古
墳
の
東
方
外
区
は
、
こ
の
段
階
か
ら
確
認
で
き
、
次
の
段
階
の
「
造
り
出
し
」
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
世
紀
後
半
、
古
墳
の
儀
礼
は
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
前
半
の
要
素
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
工
具
類
の
石
製
模
造
品
化
を
進
め
る
と

と
も
に
、
家
形
・
盾
形
・
蓋
形
埴
輪
や
墳
麓
の
埴
輪
区
画
を
加
え
五
期
に
移
行
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
四
期
、
四
世
紀
後
半
は
古
墳

の
儀
礼
変
遷
に
お
い
て
一
つ
の
画
期
と
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

（
4
）
五
期
―
五
世
紀
前
半

続
く
五
期
の
状
況
を
具
体
的
に
示
す
の
が
、
兵
庫
県
加
古
川
市
の
行
者
塚
古
墳
で
あ
る
（
第
4
図
）。
墳
丘
全
長
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
前
方
後
円
墳
で
、
主
軸
を
北
東
方
向
に
と
る
。
平
成
七
年
の
確
認
調
査
に
よ
り
、
後
円
部
の
北
東
と
北
西
、
東
西
の
括
れ
部
に
造
ら
れ

た
「
造
り
出
し
」
の
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
た）
43
（

。

埋
葬
施
設
と
副
葬
品

埋
葬
施
設
は
、
後
円
部
墳
頂
と
後
円
部
北
東
の
造
り
出
し
で
粘
土
槨
を
確
認
し
て
い
る
。

後
円
部
墳
頂
部
で
は
墓
坑
内
に
、
長
軸
を
墳
丘
の
主
軸
に
合
わ
せ
た
三
基
の
粘
土
槨
「
東
槨
・
中
央
槨
・
西
槨
」
が
並
ぶ
。
い
ず
れ
も

部
分
的
な
調
査
の
た
め
全
容
は
把
握
で
き
な
い
が
、
東
槨
上
に
盾
が
あ
り
、
槨
内
で
は
鉄
剣
・
鉄
刀
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。

中
央
槨
と
西
槨
の
西
側
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
副
葬
品
の
み
を
納
め
た
副
葬
品
箱
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
二
期
の
桜
井
茶
臼
山
古
墳
、
三

期
の
メ
ス
リ
山
古
墳
に
見
ら
れ
た
副
室
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
。
各
副
葬
品
箱
の
主
な
品
々
は
以
下
の
と
お
り
。
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中
央
副
葬
品
箱

・
装
身
具
―
帯
金
具
（
金
銅
製
龍
文
透
彫
帯
先
金
具
一
点
、
同
鉸
具
一
点
、
金
銅
製

三
点
）。

・
鉄
製
工
具
―
鋳
造
鉄

三
点
。

・
鉄
製
馬
具
（
円
形
鏡
板
付
轡
一
点
、
長
方
形
鏡
板
付
轡
一
点
、

轡
一
点
、
鉸
具
一
点
）。

・
そ
の
他
―
円
環
形
青
銅
製
品
一
点
、
筒
状
銅
製
品
一
〇
点
以
上
、
円
環
形
鉄
製
品
、
素
環
頭
状
鉄
製
品
、
不
明
鉄
製
品
。

西
副
葬
品
箱

・
鉄
製
武
器
―
刀
六
点
、
剣
八
点
、
矛
一
点
、
鏃
九
点
。

・ 

鉄
製
農
工
具
―
鋤
・
鍬
先
六
点
、
鎌
一
五
点
、
穂
摘
具
八
五
点
、

七
点
、
鑿
七
点
、
錐
一
五
点
、
鉇
一
二
点
、
刀
子
五
点
、
鉄
床

一
点
、
鋸
一
点
。

・
鉄
素
材
―
鉄
鋌
四
〇
点
。

・
そ
の
他
―
鉄
製

四
点
、
巴
形
銅
器
四
点
、
頬
当
状
鉄
製
品
二
点
、
棒
状
鉄
製
品
二
点
、
石
突
状
鉄
製
品
四
点
。

副
葬
品
の
性
格

こ
れ
ら
内
容
を
見
る
と
、
鉄
製
の
武
器
類
と
農
工
具
が
あ
り
、
二
期
以
来
の
伝
統
を
継
承
す
る
。
一
方
で
、
こ
の
段
階

か
ら
新
た
な
要
素
が
加
わ
る
。
そ
れ
は
、
金
銅
製
帯
金
具
と
馬
具
、
そ
し
て
鉄
鋌
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
大
陸
や
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
で
も

た
ら
さ
れ
た
当
時
と
し
て
は
最
新
の
品
々
で
あ
る
。
金
銅
製
帯
金
具
は
中
国
晋
代
に
作
り
は
じ
め
ら
れ
、
馬
具
は
日
本
列
島
内
で
は
最
古

段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
。
帯
金
具
の
出
土
は
、
こ
れ
に
伴
う
衣
服
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
。
金
銅
装
の
帯
に
相
応
し
い
、
新
た

な
紡
織
技
術
で
仕
立
て
ら
れ
た
衣
服
が
同
時
に
納
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
多
数
の
鉄
鋌
も
象
徴
的
で
、
鉄
床
と

と
も
に
新
た
な
鍛
冶
技
術
の
導
入
と
対
応
す
る
だ
ろ
う
。

墳
頂
・
造
り
出
し
の
埴
輪
配
置

後
円
部
墳
頂
部
、
三
基
の
粘
土
槨
上
に
は
東
・
西
槨
と
重
な
り
中
央
槨
を
囲
む
よ
う
に
円
筒
埴
輪
の
方
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形
区
画
列
が
作
ら
れ
て
い
た
。
区
画
内
に
家
形
埴
輪
を
配
置
し
て
い

た
か
は
断
定
で
き
な
い
が
、
後
述
す
る
北
東
造
り
出
し
の
粘
土
槨
上

に
は
家
形
埴
輪
を
配
置
し
て
い
る
の
で
、
後
円
部
墳
頂
、
方
形
区
画

内
の
粘
土
槨
上
に
も
家
形
埴
輪
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

四
ヶ
所
の
造
り
出
し
は
、
石
山
古
墳
の
東
方
外
区
が
発
展
し
た
形

と
考
え
ら
れ
る
。
後
円
部
の
北
東
と
北
西
の
造
り
出
し
、
そ
れ
と
括

れ
部
西
側
の
造
り
出
し
で
円
筒
埴
輪
の
方
形
区
画
を
確
認
し
て
い

る
。後

円
部
北
東
の
造
り
出
し
で
は
中
央
に
粘
土
槨
が
あ
り
、
儀
礼
だ

け
の
場
で
は
な
く
埋
葬
の
場
と
し
て
も
機
能
し
て
お
り
、
粘
土
槨
上

に
は
家
形
埴
輪
を
置
く
。
家
形
埴
輪
は
入
母
屋
造
二
点
、
切
妻
造
一

点
、
片
流
れ
造
一
点
、
不
明
一
点
で
あ
る
。
ま
た
、
甲
冑
形
、
盾
形
、

靫
形
埴
輪
が
あ
り
、
家
形
埴
輪
の
周
囲
か
方
形
区
画
に
配
置
さ
れ
た

て
い
た
よ
う
だ
。

括
れ
部
西
側
の
造
り
出
し
は
保
存
状
況
が
良
く
、
全
体
の
様
子
が

判
明
す
る
。
円
筒
埴
輪
の
方
形
区
画
は
、
墳
丘
側
の
長
辺
の
途
中
を

切
り
、
一
方
を
筋
違
い
と
し
て
出
入
口
と
す
る
構
造
で
あ
る
。
中
に

は
複
数
の
家
形
埴
輪
を
配
置
、
そ
の
前
面
（
西
側
）
に
は
魚
・
鳥
な
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ど
食
物
の
土
製
模
造
品
と
土
師
器
高
杯
・
壷
、
笊
形
土
器
を
並
べ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
北
側
の
括
れ
部
に
は
囲
形
埴
輪
が
置
か
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
て
、
方
形
区
画
内
の
家
形
埴
輪
に
飲
食
物
を
供
献
す
る
儀
礼
の
姿
を
具
体
的
に
表
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

飲
食
供
献
儀
礼
の
再
現

四
世
紀
後
半
か
ら
家
形
埴
輪
は
、
被
葬
者
を
納
め
た
埋
葬
施
設
の
上
に
置
か
れ
、
周
囲
を
方
形
の
埴
輪
列
で
区

画
し
た
。
こ
の
状
況
か
ら
家
形
埴
輪
は
、
被
葬
者
の
場
所
を
示
し
、
そ
の
存
在
を
象
徴
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
う

す
る
と
、
造
り
出
し
の
家
形
埴
輪
に
も
、
被
葬
者
の
存
在
を
象
徴
す
る
と
い
う
機
能
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
前
面
に
供
え
た
土
製

模
造
品
の
食
物
や
食
器
類
は
、
被
葬
者
へ
飲
食
を
供
献
す
る
儀
礼
の
場
面
を
固
定
的
に
表
現
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
形
は
、
四

世
紀
後
半
に
変
化
し
た
儀
礼
が
、
副
葬
品
に
新
た
な
要
素
を
加
え
発
展
し
た
姿
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
5
）
八
期
―
五
世
紀
後
半

五
世
紀
中
頃
に
は
人
物
・
動
物
等
の
埴
輪
が
出
現
し
、
古
墳
の
儀
礼
は
大
き
く
変
化
す
る
。
人
物
埴
輪
群
の
組
成
・
配
置
が
判
明
す
る

群
馬
県
高
崎
市
の
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
を
取
り
あ
げ
る
（
第
5
図
）。
た
だ
し
、
同
古
墳
は
、
埋
葬
施
設
の
遺
存
状
況
が
良
好
で
は
な
い

の
で
、
こ
れ
を
補
う
た
め
埼
玉
県
行
田
市
の
稲
荷
山
古
墳
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
。

保
渡
田
八
幡
塚
古
墳

墳
丘
全
長
九
六
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
、
主
軸
を
南
北
方
向
に
と
る
。
二
重
の
盾
形
周
溝
を
も
ち
、
内
側
周

溝
（
内
堀
）
内
に
は
、
後
円
部
の
北
東
と
北
西
、
括
れ
部
の
東
西
の
四
ヶ
所
に
中
島
を
造
る
。
昭
和
四
年
の
発
掘
調
査
の
後
、
平
成
五
年

か
ら
九
年
の
再
調
査
と
整
理
で
、
埴
輪
列
を
含
む
古
墳
の
全
容
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
保
渡
田
古
墳
群
の
中
で
は
、
最
初
の
井
出
二
子
山

古
墳
に
続
く
古
墳
で
、
陶
邑
編
年
で
は
Ｔ
Ｋ
四
七
型
式
に
ほ
ぼ
並
行
す
る
五
世
紀
後
半
か
ら
末
期
に
か
け
て
の
年
代
が
推
定
さ
れ
て
い

る）
44
（

。
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埋
葬
施
設
と
副
葬
品

埋
葬
施
設
は
後
円
部
墳
頂
に
、
墳
丘
主
軸
と
直
交
し
て
二
基
の
竪
穴
式
石
槨
（
第
一
・
二
主
体
部
）
を
並
行
し
て

造
る
。
第
一
主
体
部
が
先
行
し
、
刳
り
抜
き
式
船
形
石
棺
を
納
め
る
。
第
一
・
二
主
体
部
の
副
葬
品
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
玉
類
―
ガ
ラ
ス
製
勾
玉
、
同
丸
玉
、
碧
玉
製
管
玉
。

・
鉄
製
武
器
、
武
具
―
直
刀
、
鏃
、
弓
飾
り
金
具
、
挂
甲
。

・
鉄
製
農
工
具
―
鍬
鋤
先
、
鉄

、
刀
子
、
曲
刃
鎌
、
鉇
、
鑿
。

・
馬
具
―
辻
金
具
等
、
鉸
具
。

副
葬
品
の
多
く
は
、
原
位
置
を
失
っ
て
い
る
が
、
第
一
主
体
部
内
、
船
形
石
棺
の
西
端
と
石
槨
壁
と
の
間
に
空
間
「
副
室
」
が
造
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
鉄
製
鍬
鋤
先
三
点
、
曲
刃
鎌
三
点
、
鉄

二
点
、
馬
具
の
鉸
具
一
点
が
出
土
し
た
。
農
工
具
と
馬
具
を
石
棺
の
外
、
石
槨
の
西

端
部
に
納
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

他
の
副
葬
品
の
出
土
状
況
で
は
、
ガ
ラ
ス
丸
玉
が
第
一
主
体
部
に
集
中
す
る
の
に
対
し
、
鉄
鏃
は
第
二
主
体
部
に
集
中
す
る
。
第
二
主

体
部
か
ら
は
直
刀
、
挂
甲
と
と
も
に
多
量
の
布
片
も
出
土
し
た
。
な
お
、
鉄
鏃
と
鉄
製
農
工
具
は
、
鋤
先
幅
が
最
大
で
五
・
九
セ
ン
チ
、

鎌
の
刃
幅
が
最
大
で
一
〇
セ
ン
チ
と
、
い
ず
れ
も
小
形
で
華
奢
な
作
り
と
な
っ
て
お
り
雛
形
・
儀
器
と
い
う
性
格
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。

埴
輪
列

墳
丘
に
は
円
筒
埴
輪
列
が
三
段
に
巡
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
円
部
墳
頂
の
状
況
は
特
定
で
き
な
い
。
墳
丘
以
外
で
は
内

提
に
二
列
、
外
提
に
一
列
、
中
島
に
二
列
の
円
筒
埴
輪
が
め
ぐ
る
。
外
提
に
は
一
定
の
間
隔
で
盾
持
ち
人
の
埴
輪
を
配
置
し
、
中
島
か
ら

は
家
形
埴
輪
が
出
土
し
て
い
る
。
中
島
は
、
五
期
の
行
者
塚
古
墳
の
造
り
出
し
と
位
置
関
係
も
類
似
し
、
そ
の
機
能
を
継
承
し
て
い
る
と

考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

形
象
・
人
物
埴
輪
配
群
は
内
提
上
に
あ
り
、
前
方
部
前
面
（
南
側
）
の
Ａ
区
、
西
側
の
Ｂ
区
の
二
ヶ
所
が
あ
る
。
Ａ
区
は
、
全
容
が
判

明
し
若
狭
徹
氏
に
よ
り
細
か
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
一
メ
ー
ト
ル
×
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
を
円
筒
埴
輪
で
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方
形
に
区
画
し
、
そ
こ
に
五
〇
体
余
り
の
形
象
埴
輪
を
配
置
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
七
つ
の
場
面
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
45
（

。

Ⅰ
椅
座
人
物
に
よ
る
飲
食
儀
礼
場
面
。
Ⅱ
鳥
の
列
。
Ⅲ
狩
猟
の
場
面
か
。
Ⅳ
鵜
飼
の
場
面
か
。

Ⅴ
人
物
・
器
財
・
馬
の
列
。
Ⅵ
半
身
像
に
よ
る
立
姿
の
儀
礼
場
面
。
Ⅶ
双
脚
像
を
主
体
と
す
る
場
面
。

中
心
部
に
は
椅
子
に
座
る
男
子
の
中
心
人
物
へ
と
杯
を
捧
げ
る
女
子
が
あ
り
、
周
囲
に
弾
琴
の
人
物
、
器
台
に
載
っ
た
壷
、
柄
杓
入
り

の
大
壷
が
配
さ
れ
て
い
る
。
方
形
区
画
内
で
、
中
心
人
物
へ
と
飲
食
を
供
献
す
る
場
面
が
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

稲
荷
山
古
墳

墳
丘
全
長
一
二
二
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
主
軸
を
北
東
方
向
に
と
り
、
長
方
形
の
二
重
周
溝
を
も
つ
。
西
側
の
括
れ

部
と
中
提
の
西
側
に
造
り
出
し
が
つ
く
。
埼
玉
古
墳
群
中
で
は
最
古
の
古
墳
で
あ
る
。
昭
和
四
三
年
の
発
掘
調
査
と
、
平
成
九
年
か
ら

一
一
年
の
史
跡
整
備
に
伴
う
確
認
調
査
に
よ
り
、
墳
丘
と
埋
葬
施
設
、
造
り
出
し
、
周
溝
の
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る）
46
（

。
括
れ
部
付

近
か
ら
一
括
し
て
出
土
し
た
須
恵
器
が
陶
邑
編
年
の
Ｔ
Ｋ
二
三
型
式
か
ら
Ｔ
Ｋ
四
七
型
式
に
該
当
す
る
た
め
、
古
墳
そ
の
も
の
の
築
造
は

五
世
紀
後
半
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

埋
葬
施
設
と
副
葬
品

埋
葬
施
設
は
、
後
円
部
墳
頂
で
舟
形
礫
槨
（
第
一
主
体
部
）
と
粘
土
槨
（
第
二
主
体
部
）
の
二
基
を
確
認
し
て
い

る
。
第
二
主
体
部
は
墳
丘
主
軸
に
ほ
ぼ
直
交
し
、
第
一
主
体
部
は
、
そ
の
西
に
隣
接
し
て
主
軸
を
ほ
ぼ
南
北
方
向
に
と
る
。
た
だ
し
墳
頂

部
に
は
未
調
査
範
囲
が
あ
り
、
こ
の
他
に
埋
葬
施
設
が
存
在
す
る
可
能
性
は
高
い
。

第
一
主
体
部
の
副
葬
品
は
原
位
置
を
留
め
て
お
り
、
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・ 

銅
鏡
、
玉
類
、
装
身
具
―
画
文
帯
環
状
乳
神
獣
鏡
一
点
、
勾
玉
一
点
、
銀
環
二
点
、
帯
金
具
一
揃
え
（
金
銅
製
鉸
具
、

板
、
鉈
尾
、

鈴
）

・ 

鉄
製
武
器
、
武
具
―
剣
二
点
〔
金
象
嵌
（
金
錯
）
銘
鉄
剣
含
む
〕、
直
刀
四
点
、
鉾
二
点
、
鏃
（
長
頸
鏃
）
約
二
〇
〇
点
、
挂
甲
一

揃
え
（
小
札
約
八
〇
〇
枚
）。
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・ 

鉄
製
工
具
―
刀
子
三
点
、

二
点
、
鉇
一
点
、
鑷
子
一
点
、
鉗
一
点
。

・ 
馬
具
―
鞍
橋
金
具
（
覆
輪
、

な
ど
）、
木
芯
鉄
板
張
壷
鐙
、
轡
一
揃
え
（
鉄
地
金
銅
張
Ｆ
字
形
鏡
板
を
伴
う
）、
銅
製
鈴
杏
葉
三
点
、

環
鈴
一
点
、
辻
金
具
・
雲
珠

・
そ
の
他
―
砥
石
一
点

画
文
帯
神
獣
鏡
は
礫
槨
内
の
北
東
寄
り
の
部
分
か
ら
、
銀
環
と
と
も
に
出
土
し
、
遺
体
の
頭
部
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
推
定
に
も
と
づ
く
と
勾
玉
は
胸
、
帯
金
具
、
刀
子
は
腰
の
部
分
に
当
た
り
、
被
葬
者
（
遺
体
）
が
身
に
つ
け
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

遺
体
の
左
右
か
ら
は
刀
剣
、
鏃
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
、
挂
甲
は
足
元
に
あ
た
る
部
分
に
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
礫
槨
の
北
端
部
に
は
工

具
類
と
馬
具
の
一
部
、
南
端
に
は
馬
具
の
鞍
が
置
か
れ
て
い
た
。
遺
体
は
船
形
木
棺
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
工
具
、
馬

具
、
そ
し
て
鉾
と
弓
矢
は
棺
外
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
埋
葬
の
年
代
は
馬
具
の
型
式
か
ら
六
世
紀
前
半
に
降
る
。

第
二
主
体
部
は
撹
乱
を
受
け
遺
物
は
原
位
置
を
留
め
て
い
な
い
が
、
次
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。

・
鉄
製
武
器
―
直
刀
、
鏃
、
挂
甲
小
札
。

・
鉄
製
農
具
―
鎌
。

・
馬
具
―
轡
、
辻
金
具
。

第
一
・
二
主
体
部
を
併
せ
る
と
副
葬
品
の
組
成
は
、
銅
鏡
、
装
身
具
（
玉
、
帯
金
具
）、
鉄
製
の
刀
剣
類
、
弓
矢
、
甲
、
農
工
具
、
馬
具

と
な
る
。

埴
輪
と
造
り
出
し

墳
丘
に
は
円
筒
埴
輪
と
朝
顔
形
埴
輪
が
め
ぐ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、後
円
部
頂
の
状
況
は
明
確
に
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
西
側
の
括
れ
部
と
中
提
の
造
り
出
し
の
状
況
は
、
出
土
土
器
や
形
象
埴
輪
か
ら
、
あ
る
程
度
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。

昭
和
一
三
年
、
前
方
部
が
削
平
さ
れ
た
際
に
括
れ
部
付
近
か
ら
須
恵
器
・
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
。
須
恵
器
の
蓋
杯
一
点
、
高
杯
蓋
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七
点
、
高
杯
一
〇
点
、

一
点
、
土
師
器
壷
一
点
で
あ
る
。
須
恵
器
は
陶
邑
編
年
で
Ｔ
Ｋ
二
三
〜
四
七
型
式
で
あ
る
。
平
成
九
年
か
ら

一
一
年
の
再
調
査
に
よ
り
、
こ
れ
ら
土
器
類
は
、
西
側
括
れ
部
の
造
り
出
し
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

中
提
西
側
の
造
り
出
し
付
近
か
ら
は
、
家
形
埴
輪
、
盾
形
埴
輪
、
人
物
・
動
物
埴
輪
が
出
土
し
た
。
人
物
に
は
女
性
（
巫
女
）、
冠
帽

付
き
の
人
物
、
弾
琴
の
人
物
、
甲
冑
を
着
装
し
た
武
人
、
盾
持
ち
人
、
靫
負
い
人
、
動
物
に
は
猪
が
あ
る
。
ま
た
、
食
物
を
模
し
た
可
能

性
が
あ
る
土
製
品
、
土
師
器
杯
と

、
須
恵
器

も
出
土
し
て
い
る
。

中
提
西
側
の
造
り
出
し
に
は
家
形
埴
輪
や
人
物
埴
輪
、
土
器
類
、
土
製
品
を
並
べ
飲
食
を
供
献
す
る
姿
を
表
現
し
、
周
囲
に
盾
持
ち
人

埴
輪
、
円
筒
埴
輪
、
盾
形
埴
輪
を
配
置
し
区
画
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

副
葬
品
の
組
成
と
形
象
埴
輪
列

保
渡
田
八
幡
山
古
墳
、
稲
荷
山
古
墳
の
事
例
を
併
せ
る
と
副
葬
品
の
組
成
は
、
銅
鏡
、
装
身
具
（
玉
、

帯
金
具
）、
鉄
製
の
刀
剣
類
、
弓
矢
、
挂
甲
、
農
工
具
に
馬
具
が
加
わ
り
、
五
期
の
副
葬
品
を
基
本
的
に
は
継
承
す
る
。
ま
た
、
鏡
、
装

身
具
、
刀
剣
類
は
被
葬
者
と
と
も
に
棺
内
に
お
さ
め
ら
れ
、
農
工
具
、
馬
具
は
棺
外
、
特
に
埋
葬
施
設
（
槨
）
の
端
部
も
し
く
は
副
室
に

配
置
さ
れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
段
階
に
は
造
り
出
し
で
の
飲
食
供
献
儀
礼
を
継
承
す
る
一
方
で
、
周
提
上
に
、
器
財
・
人
物
・
動
物
埴
輪
で
構
成
さ
れ
る
埴
輪
群

が
成
立
す
る
。
中
心
に
は
盛
装
し
た
人
物
へ
と
女
性
が
飲
食
を
供
献
す
る
埴
輪
群
を
置
き
、
周
囲
に
武
人
、
馬
、
盾
持
ち
人
な
ど
を
並
べ

る
配
置
で
、
こ
れ
は
塚
田
良
道
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
列
島
内
の
人
物
埴
輪
群
に
共
通
す
る）
47
（

。
こ
の
人
物
・
動
物
埴
輪
群
を
提
上
に
並
べ

る
形
は
、
六
期
（
五
世
紀
前
半
）
の
大
阪
府
古
市
古
墳
群
の
誉
田
御
廟
山
古
墳
（
応
神
天
皇
陵
古
墳
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
は
高

い）
48
（

。副
葬
品
と
埴
輪
群
の
様
相
を
見
る
と
、
四
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
形
を
継
承
し
な
が
ら
、
儀
礼
の
形
を
、
人
物
埴
輪
を
加
え
具
体
的
に

表
現
し
、
造
り
出
し
だ
け
で
な
く
周
提
上
に
ま
で
拡
大
さ
せ
た
状
況
と
な
る
。
三
世
紀
後
半
以
来
の
古
墳
の
儀
礼
が
五
世
紀
前
半
か
ら
中
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頃
に
か
け
て
最
も
拡
充
し
、
保
渡
田
八
幡
山
・
稲
荷
山
古
墳
の
例
か
ら
、
東
国
で
も
同
じ
形
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
6
）
一
〇
期
―
六
世
紀
後
半

一
〇
期
、
六
世
紀
後
半
は
主
要
な
古
墳
で
は
横
穴
式
石
室
を
導
入
し
、
前
方
後
円
墳
の
最
終
段
階
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
埴
輪
列
の
全

容
と
副
葬
品
の
内
容
が
同
時
に
確
認
で
き
る
群
馬
県
高
崎
市
の
綿
貫
観
音
山
古
墳
と
、
大
和
王
権
中
枢
部
の
事
例
と
し
て
奈
良
県
斑
鳩
町

の
藤
ノ
木
古
墳
の
例
を
取
り
あ
げ
る
。

綿
貫
観
音
山
古
墳

墳
丘
全
長
九
七
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
、
前
方
部
を
北
西
方
向
に
向
け
、
盾
形
の
二
重
周
溝
を
も
つ
。

昭
和
四
三
年
か
ら
四
四
年
の
三
次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
で
、
保
存
状
態
の
良
好
な
横
穴
式
石
室
と
埴
輪
列
の
状
況
を
確
認
し
て
い
る
（
第

６
図
）。
出
土
し
た
須
恵
器
は
、
陶
邑
編
年
で
Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
に
含
ま
れ
、
年
代
は
六
世
紀
後
半
を
推
定
で
き
る）
49
（

。

埋
葬
施
設
と
副
葬
品

埋
葬
施
設
は
後
円
部
の
中
段
で
南
西
方
向
に
開
口
す
る
横
穴
式
石
室
。
主
軸
全
長
は
一
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
奥
壁

幅
約
三
・
九
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
・
七
メ
ー
ト
ル
、
平
面
形
は
両
袖
式
の
構
造
で
あ
る
。
玄
室
内
に
は
、
奥
壁
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に

石
室
主
軸
と
直
交
し
て
河
原
石
を
並
べ
間
仕
切
り
し
、
後
室
を
造
る
。
こ
こ
に
拳
大
か
ら
卵
大
の
石
を
敷
き
、
遺
体
を
安
置
す
る
屍
床
と

す
る
。
石
室
内
か
ら
出
土
し
た
主
要
な
副
葬
品
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・ 

銅
鏡
、
玉
、
装
身
具
―
獣
帯
鏡
一
点
、
神
獣
鏡
一
点
、
銀
地
鍍
金
空
玉
三
〇
点
、
ガ
ラ
ス
玉
類
五
四
点
、
耳
環
一
三
点
、
金
銅
装
鈴

付
太
帯
一
点
、
金
銅
製
半
球
形
服
飾
品
一
一
七
点
以
上
、
櫛
一
点
等
。

・ 

鉄
製
武
器
、
武
具
―
頭
椎
大
刀
一
点
、
捩
り
環
頭
大
刀
一
点
、
三
累
環
頭
大
刀
一
点
、
直
刀
一
点
、
小
刀
三
点
、
鉄
鉾
身
九
点
、
鉄

鏃
四
九
三
点
以
上
、
冑
一
点
、
挂
甲
二
揃
え
、
胸
当
一
点
、
籠
手
一
双
以
上
、
脛
当
一
双
以
上
。

・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
鉄
製
工
具
―
鑿
三
点
、
鉇
一
点
。
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・ 

馬
具
―
轡
四
点
（
鉄
地
金
銅
張
心
葉
形
鏡
板
付
轡
、
金
銅
製
環
状
鏡
板
付
轡
な
ど
）、
鐙
二
点
（
鉄
製
壷
鐙
、
木
胎
漆
塗
壷
鐙
）、
金

銅
製
心
葉
形
杏
葉
三
点
、
金
銅
製
鈴
付
雲
珠
一
点
、
金
銅
製
鞍
橋
表
飾
板
一
点
、
銅
製
環
鈴
三
点
、
鉄
製
辻
金
具
、
金
銅
・
鉄
製
鉸
具
、

金
銅
製
・
鉄
製
留
金
具
等
。

・ 

容
器
―
銅
製
水
瓶
一
点
、
須
恵
器
杯
蓋
二
点
、
杯
身
三
点
、
小
型
高
杯
二
点
、
高
杯
四
点
、

二
点
、
提
瓶
一
点
、
有
蓋
台
付
長
頸

壷
一
点
、
壷
一
点
、
大

二
点
、
土
師
器
坩
一
点
、
高
杯
一
点
。

石
室
内
で
の
副
葬
品
の
配
置
に
は
一
定
の
規
則
性
が
認
め
ら
れ
る
。
石
室
の
奥
の
屍
床
で
は
、
南
（
右
）
側
壁
に
接
す
る
部
分
か
ら
人

骨
片
と
歯
が
出
土
し
、こ
こ
に
遺
体
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
れ
に
接
す
る
南
（
右
）
側
壁
か
ら
奥
壁
に
か
け
て
獣
帯
鏡
、

大
刀
、
刀
子
、
金
銅
装
鈴
付
太
帯
が
出
土
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
被
葬
者
が
身
に
つ
け
て
い
た
か
、
遺
体
に
最
も
近
い
場
所
に
配
置
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
西
（
前
）
側
、
屍
床
の
仕
切
り
と
重
な
る
場
所
に
、
銅
製
水
瓶
、
須
恵
器
高
杯
、

、
土
師
器
坩
、
高
杯

が
ま
と
ま
っ
て
置
か
れ
て
い
た
。
屍
床
か
ら
は
桃
果
核
も
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
須
恵
器
・
土
師
器
の
容
器
に
盛
っ
て
遺
体
に
供
え
て

い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

石
室
の
奥
壁
か
ら
玄
室
の
中
程
ま
で
、
北
（
左
）
側
壁
に
そ
っ
た
場
所
に
は
、
弓
矢
（
鏃
）、
鉾
、
甲
冑
、
馬
具
を
集
中
し
て
置
く
。

ま
た
、
玄
門
に
接
す
る
、
南
（
右
）
側
壁
に
そ
っ
た
部
分
か
ら
須
恵
器
の
高
杯
、
蓋
杯
、

、
有
蓋
台
付
長
頸
壷
、
広
口
壷
、
大

が
ま

と
ま
っ
て
出
土
し
た
。

な
お
、
細
か
な
出
土
位
置
は
特
定
で
き
な
い
が
、
鉄
製
工
具
類
が
石
室
内
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
全
長
が
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の

大
き
さ
で
模
造
品
（
ミ
ニ
チ
ュ
ア
）
と
考
え
ら
れ
る
。

埴
輪
列

墳
丘
頂
部
と
墳
丘
中
位
の
平
坦
面
に
埴
輪
列
が
回
っ
て
い
る
。

後
円
部
の
墳
頂
部
で
は
、
周
囲
を
円
筒
埴
輪
列
で
区
画
し
、
そ
の
中
央
に
家
形
埴
輪
五
棟
と
鶏
形
埴
輪
二
点
を
置
き
、
周
囲
に
盾
形
、
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大
刀
形
、
帽
子
形
の
埴
輪
を
配
置
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
家
形
埴
輪
は
円
柱
高
床
構
造
で
寄
棟
造
り
の
も
の
を
主
屋
と
し
、
入
母
屋

造
り
と
切
妻
造
り
の
も
の
を
付
属
さ
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
帽
子
形
は
裾
が
広
が
る
形
状
か
ら
、
蓋
を
模
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
後
円
部
の
墳
頂
部
は
、
横
穴
式
石
室
の
玄
室
の
奥
壁
上
に
あ
た
り
、
埋
葬
施
設
の
上
を
円
筒
埴
輪
で
区
画
し
、
中
に
家
形
埴
輪
な
ど

を
置
く
形
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
は
前
方
部
墳
頂
に
も
拡
大
し
、
円
筒
埴
輪
列
で
区
画
し
、
前
方
部
の
先
端
に
入
母
屋
造
り
家
形

埴
輪
三
棟
を
置
い
て
い
る
。

墳
丘
中
位
の
平
坦
面
で
は
、
後
円
部
に
円
筒
埴
輪
が
め
ぐ
る
の
に
対
し
、
括
れ
部
か
ら
前
方
部
に
か
け
て
は
人
物
や
動
物
、
器
財
埴
輪

を
配
置
す
る
。

中
心
と
な
る
人
物
埴
輪
列
は
、
西
側
の
括
れ
部
に
あ
る
。
後
円
部
の
南
西
方
向
に
開
口
す
る
横
穴
式
石
室
。
そ
の
開
口
部
の
北
側
か
ら

人
物
埴
輪
列
は
始
ま
る
。
最
も
石
室
に
近
い
場
所
に
靫
負
い
の
男
子
像
三
体
が
な
ら
ぶ
。
こ
の
北
側
に
、
冠
帽
を
か
ぶ
り
盛
装
し
て
台
座

に
胡
坐
す
る
男
子
像
を
置
く
。
こ
の
盛
装
し
た
男
子
は
、そ
の
姿
か
ら
埴
輪
列
の
中
心
的
な
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
面
正
座
し
、

何
か
を
捧
げ
持
つ
女
子
像
が
あ
り
、
女
子
像
の
背
後
に
皮
袋
を
捧
げ
持
つ
も
う
一
体
の
女
子
像
を
置
く
。
そ
の
様
子
を
西
側
か
ら
見
る
よ

う
に
、
一
つ
の
台
座
に
三
人
の
女
子
像
が
座
る
埴
輪
も
配
置
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
中
心
で
盛
装
・
胡
坐
す
る
男
子
像
が
、

鈴
付
き
の
太
帯
を
腰
に
巻
い
て
い
る
点
だ
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
帯
は
石
室
内
の
屍
床
部
か
ら
出
土
し
た
金
銅
装
鈴

付
太
帯
と
類
似
し
、
盛
装
・
胡
坐
す
る
男
子
は
古
墳
の
被
葬
者
を
表
現
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い）
50
（

。

こ
の
北
側
、
前
方
部
西
側
の
平
坦
面
に
は
、
立
位
の
盛
装
男
子
像
、
甲
冑
を
着
装
し
た
武
人
像
、
鍬
を
担
ぐ
男
子
像
が
続
き
、
さ
ら
に

北
側
の
縁
辺
部
に
は
盾
と
盾
持
ち
人
、
馬
を
配
置
す
る
。

ま
た
、
前
方
部
前
面
（
北
側
）
か
ら
東
側
に
か
け
て
馬
子
と
馬
形
埴
輪
が
続
き
、
東
側
括
れ
部
に
も
男
子
像
を
置
く
。

こ
れ
ら
の
中
で
特
に
西
側
の
括
れ
部
か
ら
前
方
部
に
か
け
て
の
埴
輪
列
、
盛
装
男
子
と
女
子
像
を
中
核
と
し
縁
辺
部
に
盾
持
ち
人
と
馬
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を
配
す
る
構
成
は
、
保
渡
田
八
幡
山
古
墳
の
そ
れ
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
綿
貫
観
音
山
古
墳
の
埴
輪
列
の

中
核
部
は
、
盛
装
・
胡
坐
す
る
中
心
人
物
に
女
性
が
飲
食
を
供
献
す
る
状
況
を
示
し
て
い
る
と
推
測
で
き
、
そ
の
中
心
人
物
は
、
鈴
付
太

帯
を
巻
く
こ
と
か
ら
古
墳
被
葬
者
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
期
ま
で
に
成
立
す
る
人
物
埴
輪
群
（
列
）
は
、
古

墳
被
葬
者
へ
飲
食
を
供
献
す
る
姿
を
表
現
し
て
い
る
と
の
解
釈
が
可
能
と
な
る
。

藤
ノ
木
古
墳

東
国
の
綿
貫
観
音
山
古
墳
と
同
時
期
、
大
和
王
権
中
枢
の
古
墳
の
状
況
を
示
す
の
が
、
藤
ノ
木
古
墳
で
あ
る
。
直
径
四
八

メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
あ
る
。
昭
和
六
〇
年
、
六
三
年
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
よ
く
保
存
さ
れ
た
石
室
と
石
棺
内
の
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
出
土
し
た
須
恵
器
は
陶
邑
編
年
の
Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
、
年
代
は
六
世
紀
後
半
で
あ
る）
51
（

。

埋
葬
施
設
と
副
葬
品

埋
葬
施
設
は
全
長
一
三
・
九
五
メ
ー
ト
ル
、
南
東
に
開
口
す
る
両
袖
式
の
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。
玄
室
の
奥
に
石

室
主
軸
に
直
交
し
て
家
形
石
棺
を
置
き
、
二
人
の
成
人
男
子
の
遺
体
を
お
さ
め
る
。
石
室
と
石
棺
内
か
ら
出
土
し
た
主
要
な
副
葬
品
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
銅
鏡
―
獣
帯
鏡
一
点
、
環
状
乳
画
文
帯
神
獣
鏡
一
点
、
倣
製
画
文
帯
仏
獣
鏡
一
点
、
倣
製
神
獣
鏡
一
点
。

・ 

装
身
具
―
金
銅
製
冠
一
点
、
飾
履
二
対
、
大
帯
一
点
、
筒
形
品
一
点
、
半
筒
形
品
一
対
、
銀
製
剣
菱
形
飾
金
具
一
一
点
以
上
、
垂
飾

金
具
一
対
、
飾
金
具
二
五
点
、
銀
芯
金
貼
耳
環
一
対
、
銅
芯
金
貼
耳
環
一
対
、

・ 

玉
類
―
銀
製
鍍
金
梔
子
形
空
玉
五
四
点
、
大
型
空
丸
玉
二
四
点
、
小
型
空
丸
玉
四
七
点
、
有
段
空
玉
四
八
点
、
空
勾
玉
一
二
七
点
、

銀
製
半
球
形
空
玉
五
七
点
、
ガ
ラ
ス
玉
類
一
六
一
二
一
点
以
上
、
滑
石
製
臼
玉
二
〇
四
点
。

・ 

武
器
、
武
具
―
倭
系
飾
大
刀
三
点
、
倭
系
飾
剣
一
点
、
円
頭
大
刀
一
点
、
鉄
刀
一
点
、
鉄
鏃
八
〇
九
点
、
弓
飾
金
具
一
〇
点
、
盛
矢

具
金
具
二
点
、
挂
甲
（
付
属
具
含
む
）
小
札
二
七
二
一
点
。

・
工
具
―
銀
装
刀
子
六
点
。
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・ 

鉄
製
ミ
ニ
チ
ュ
ア
農
工
具
―
鉇
二
〇
点
、

一
九
点
、
刀
子
二
一
点
、
鑿
二
七
点
、
鎌
七
点
、
鋤
二
点
。

・
馬
具
―
金
銅
製
馬
具
一
セ
ッ
ト
、
鉄
地
金
銅
張
馬
具
二
セ
ッ
ト
。

・ 
容
器
―
須
恵
器
無
蓋
高
杯
七
点
、
有
蓋
高
杯
九
点
、
同
蓋
一
四
点
、

二
点
、
有
蓋
台
付
壷
三
点
、
同
蓋
三
点
、
壷
一
点
、
器
台
一

点
、
土
師
器
高
杯
五
点
、
直
口
壷
三
点
、
広
口
壷
一
点
、
短
頸
壷
一
点
、

一
点
。

副
葬
品
の
出
土
状
況
で
は
、
銅
鏡
、
装
身
具
、
滑
石
製
臼
玉
を
除
く
玉
類
、
倭
系
飾
大
刀
・
剣
、
銀
製
刀
子
は
、
内
面
全
面
を
朱
で
赤

く
染
め
た
家
形
石
棺
内
か
ら
出
土
し
た
。
銅
鏡
は
二
体
の
遺
体
の
頭
部
の
下
に
置
か
れ
て
お
り
、装
身
具
の
多
く
は
身
に
つ
け
た
状
態
で
、

刀
剣
類
は
遺
体
に
沿
っ
て
棺
壁
に
接
し
て
納
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
他
の
遺
物
は
、
家
形
石
棺
周
辺
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
石
棺
と
奥
壁
の
間
か
ら
は
挂
甲
、
馬
具
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
農
工
具
、
滑
石
製

臼
玉
、
石
棺
と
石
室
東
壁
の
間
か
ら
は
鉄
鏃
が
出
土
、
石
棺
の
手
前
に
は
弓
飾
金
具
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
弓
が
置
か
れ
て
い
た
と
推
定
で

き
る
。
ま
た
、
須
恵
器
・
土
師
器
の
容
器
は
、
玄
室
の
手
前
部
分
、
玄
室
の
南
西
隅
に
集
中
し
て
置
か
れ
て
い
た
。

埴
輪

墳
丘
の
確
認
調
査
で
円
筒
埴
輪
片
が
約
五
〇
片
、
盾
形
埴
輪
片
一
片
が
出
土
し
た
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
墳
丘
に
は
円
筒
埴
輪

列
が
め
ぐ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
器
財
埴
輪
の
盾
形
埴
輪
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。

伝
統
の
継
承

横
穴
式
石
室
が
普
及
す
る
一
〇
期
の
六
世
紀
後
半
、
副
葬
品
の
組
成
や
配
置
に
東
国
と
畿
内
で
共
通
点
を
確
認
で
き
、
八

期
の
五
世
紀
後
半
以
来
の
内
容
を
継
承
し
て
い
る
。
遺
体
の
頭
部
の
下
に
入
れ
た
鏡
、
遺
体
に
沿
っ
て
置
か
れ
た
刀
剣
類
、
棺
外
も
し
く

は
遺
体
か
ら
一
定
の
距
離
を
隔
て
て
置
か
れ
た
甲
冑
、
馬
具
、
弓
矢
、
農
工
具
で
あ
る
。
特
に
農
工
具
は
、
五
世
紀
後
半
に
は
模
造
品
（
ミ

ニ
チ
ュ
ア
）
と
し
て
の
特
徴
が
現
れ
は
じ
め
、
六
世
紀
後
半
ま
で
そ
の
性
格
を
維
持
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
副
葬
品
の
組
成
と
配
置
の

起
源
は
、
古
く
二
期
の
三
世
紀
末
期
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ
は
六
世
紀
に
横
穴
式
石
室
が
導
入
さ
れ
て
も
変
化
し
て
い
な
い
。

横
穴
式
石
室
に
持
ち
込
ま
れ
た
須
恵
器
、
土
師
器
の
組
成
と
出
土
状
況
も
畿
内
と
東
国
で
は
類
似
す
る
。
杯
、
高
杯
、
壷
、

、

を
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含
み
、
石
室
の
手
前
に
配
置
さ
れ
る
。
そ
の
器
種
は
、
五
世
紀
代
、
造
り
出
し
で
飲
食
を
供
献
し
た
食
器
と
多
く
が
重
な
る
。
一
方
で
、

綿
貫
観
音
山
古
墳
、
藤
ノ
木
古
墳
と
も
に
造
り
出
し
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
う
見
る
と
、
横
穴
式
石
室
の
土
器
類
は
、
飲
食
を
供
献
す
る

造
り
出
し
の
土
器
類
を
、
石
室
内
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

埴
輪
は
、
六
世
紀
代
に
盛
行
す
る
東
国
と
畿
内
地
域
で
は
様
相
が
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
、
東
国
の
形
象
埴
輪
の
種
類
、
配
置
は
基

本
的
に
は
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
代
の
要
素
を
受
け
つ
い
で
い
る
。
綿
貫
観
音
山
古
墳
の
後
円
部
墳
頂
に
置
か
れ
た
家
形
埴
輪
、
盾
形

埴
輪
は
四
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
形
を
継
承
す
る
。
そ
し
て
、
六
世
紀
後
半
、
墳
丘
中
位
の
平
坦
面
上
、
横
穴
式
石
室
の
開
口
部
に
連
続

し
て
展
開
す
る
人
物
埴
輪
列
は
、
五
世
紀
後
半
、
保
渡
田
八
幡
山
古
墳
の
中
提
に
並
べ
ら
れ
た
人
物
埴
輪
群
を
、
中
心
人
物
（
古
墳
被
葬

者
）
に
飲
食
を
供
献
す
る
場
面
と
と
も
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
畿
内
の
人
物
埴
輪
群
は
、
六
世
紀
前
半
、
大
阪
府
高
槻
市
の
今
城
塚

古
墳）
52
（

の
よ
う
に
中
提
上
で
大
規
模
化
し
た
後
、
急
速
に
形
骸
化
し
た
よ
う
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
東
国
で
は
中
提
上
か
ら
横
穴
式
石
室
に
近

い
墳
丘
中
位
の
平
坦
面
へ
と
移
動
し
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

畿
内
の
藤
ノ
木
古
墳
の
家
形
石
棺
は
内
側
を
朱
で
塗
り
遺
体
を
密
閉
す
る
。
そ
の
形
は
、
や
は
り
三
世
紀
以
来
の
古
い
伝
統
を
強
く
残

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
石
棺
を
残
さ
な
い
東
国
の
例
で
も
、
石
室
内
の
副
葬
品
の
組
成
と
配
置
、
埴
輪
群
の
構
成
に
は
四
・
五
世
紀
以

来
の
極
め
て
伝
統
的
な
要
素
を
受
け
つ
い
で
い
る
。
五
世
紀
、
造
り
出
し
や
中
提
の
上
に
展
開
し
た
儀
礼
の
要
素
は
、
石
室
内
や
墳
丘
上

に
集
約
化
し
変
化
さ
せ
な
が
ら
も
維
持
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
は
、
伝
統
的
な
儀
礼
の
形
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
意

図
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
横
穴
式
石
室
の
導
入
が
列
島
内

の
霊
魂
観
の
大
き
な
転
換
を
意
味
す
る
と
は
即
断
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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四
、
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
の
意
味

前
節
で
は
、
古
墳
の
副
葬
品
と
埴
輪
の
変
遷
に
つ
い
て
三
世
紀
か
ら
六
世
紀
ま
で
概
観
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
時
代
を
こ
え
て
継
承
さ

れ
る
要
素
と
時
代
ご
と
の
変
化
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

◎ 

継
承
さ
れ
た
要
素
―
①
遺
体
（
被
葬
者
）
の
密
閉
・
遮
蔽
・
区
画
、
②
副
葬
品
の
組
成
（
鏡
、
玉
、
武
器
・
武
具
、
農
工
具
）、
③
被

葬
者
へ
の
飲
食
の
供
献
。

◎ 

変
化
の
画
期
と
内
容
―
①
四
世
紀
後
半
＝
副
葬
品
の
再
編
成
（
石
製
模
造
品
等
の
導
入
）・
形
象
埴
輪
配
列
の
成
立
（
家
・
盾
・
蓋
形

埴
輪
等
の
導
入
）。
②
五
世
紀
前
半
〜
中
頃
＝
副
葬
品
の
再
編
成
（
鏡
の
減
少
、
鉄
製
品
の
多
量
化
、
帯
金
具
・
馬
具
等
の
導
入
）、
人

物
埴
輪
群
の
成
立
。
④
七
世
紀
前
半
＝
副
葬
品
・
埴
輪
群
の
消
滅
。
横
口
式
石
槨
の
成
立）
53
（

。

こ
れ
ら
の
継
承
と
変
化
を
ふ
ま
え
た
上
で
古
墳
の
儀
礼
に
つ
い
て
（
1
）
遺
体
の
密
閉
・
遮
蔽
・
区
画
と
被
葬
者
観
の
関
係
、（
2
）

飲
食
供
献
・
副
葬
品
と
儀
礼
構
造
、（
3
）
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
の
歴
史
的
な
意
味
、
の
三
点
に
焦
点
を
し
ぼ
り
考
え
て
み
よ
う
。

（
1
）
区
画
・
遮
蔽
施
設
と
被
葬
者
観

遺
体
の
密
閉
・
区
画
・
遮
蔽

古
墳
の
被
葬
者
の
遺
体
は
、
二
期
（
三
世
紀
末
期
頃
）
の
桜
井
茶
臼
山
古
墳
の
段
階
で
、
コ
ウ
ヤ
槇
の
木

棺
と
朱
を
塗
布
し
た
竪
穴
式
石
室
で
二
重
に
密
閉
さ
れ
、
そ
の
上
部
は
丸
太
垣
で
区
画
・
遮
蔽
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
形
は
、
三
期
（
四
世

紀
前
半
）
の
メ
ス
リ
山
古
墳
に
受
け
つ
が
れ
、丸
太
垣
は
巨
大
な
円
筒
埴
輪
列
へ
変
化
す
る
。
古
墳
被
葬
者
の
遺
体
は
厳
重
に
密
閉
さ
れ
、

埋
葬
施
設
全
体
は
区
画
・
遮
蔽
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
四
期
（
四
世
紀
後
半
）
に
は
前
方
後
円
墳
の
後
円
部

墳
頂
、
家
形
埴
輪
を
中
心
に
据
え
た
埴
輪
の
方
形
区
画
列
へ
と
発
展
す
る
。
後
円
部
墳
頂
の
家
形
埴
輪
と
円
筒
埴
輪
の
区
画
構
造
は
一
〇
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期
（
六
世
紀
後
半
）
の
綿
貫
観
音
山
古
墳
へ
、
朱
塗
り
に
し
た
遺
体
の
密
閉
施
設
は
、
同
じ
く
六
世
紀
後
半
の
藤
ノ
木
古
墳
の
家
形
石
棺

へ
と
受
け
継
が
れ
た
。

区
画
・
遮
蔽
施
設
の
意
味

で
は
、
被
葬
者
の
遺
体
を
お
さ
め
た
埋
葬
施
設
を
区
画
し
遮
蔽
す
る
意
味
は
那
辺
に
あ
る
の
か
。
四
期
の
、

家
形
埴
輪
を
盾
・
蓋
・
靫
な
ど
の
埴
輪
と
円
筒
埴
輪
で
区
画
す
る
構
造
は
、
奈
良
県
御
所
市
秋
津
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
、
四
世
紀
前
半
の

建
物
群
を
板
垣
で
方
形
に
区
画
・
遮
蔽
す
る
遺
構
と
の
類
似
性
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
遺
構
は
、
五
世
紀
後
半
の
祭
祀
関
連
遺
構
、
兵
庫

県
神
戸
市
松
野
遺
跡
の
建
物
を
区
画
す
る
柵
列
遺
構
と
共
通
す
る
構
造
を
も
つ
。
さ
ら
に
そ
の
構
造
は
、
五
期
（
五
世
紀
前
半
）、
行
者

塚
古
墳
の
西
側
造
り
出
し
の
家
形
埴
輪
を
区
画
す
る
円
筒
埴
輪
列
と
一
致
す
る
。
秋
津
遺
跡
の
方
形
区
画
施
設
に
つ
い
て
は
、
調
査
者
の

一
人
、
米
川
仁
一
氏
が
国
家
的
な
祭
祀
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
お
り）
54
（

、
家
形
埴
輪
を
方
形
に
区
画
す
る
埴
輪
列
の
モ
デ
ル
は
、
四
世
紀
前

半
代
の
秋
津
遺
跡
の
よ
う
な
板
垣
遺
構
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
祭
祀
と
も
関
連
す
る
遮
蔽
・
区
画
施
設
の
意
味
を
考
え
る
に
は
、『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
六
年
の
「
神
籬
」
の
記
載
が
参
考
と

な
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
大
殿
の
中
で
祀
っ
て
い
た
天
照
大
神
（
御
鏡
）
の
勢
い
を
畏
れ
、
宮
の
外
で
祀
る
た
め
に
立
て
た
施
設
で
あ

る）
55
（

。
神
籬
は
「
神
の
籬
（
ま
が
き
）」
の
意
味
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
秋
津
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
な
祭
祀
と
関
連
す
る
区
画
・
遮
蔽

施
設
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
施
設
に
は
、
区
画
遮
蔽
さ
れ
た
「
勢
い
」
＝
霊
威
を
も
つ
御
鏡
に
外
か
ら
悪
い
影
響
が
及
ば
な

い
よ
う
遮
断
す
る
と
と
も
に
、
御
鏡
の
強
い
霊
威
が
外
へ
予
想
外
の
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か）
56
（

。
霊
威
の
強
い
存
在
は
、
時
と
し
て
祟
り
を
発
生
さ
せ
、
社
会
的
に
悪
影
響
を
与
え
る
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
区
画
・
遮

蔽
施
設
は
必
要
だ
っ
た
。
こ
う
考
え
る
と
、
厳
重
に
埋
葬
施
設
に
密
閉
さ
れ
、
さ
ら
に
区
画
・
遮
蔽
さ
れ
た
古
墳
被
葬
者
の
遺
体
も
霊
威

の
強
い
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

古
墳
被
葬
者
の
認
識

古
墳
被
葬
者
の
霊
威
の
強
さ
と
は
何
か
。
ま
ず
、
古
墳
時
代
の
直
後
、
八
世
紀
の
人
々
が
古
墳
被
葬
者
の
遺
体
を
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い
か
に
見
て
い
た
の
か
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、『
続
日
本
紀
』
の
次
の
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
。

・ 
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
十
月
癸
巳
（
十
一
日
）。
若
し
彼
の
墳
隴
、
発
き
掘
ら
る
る
は
、
随
っ
て
即
ち
埋
み
斂
て
露
は
し
棄
て
し
む

る
こ
と
な
か
れ
。
普
く
祭

を
加
へ
、
以
て
幽
魂
を
慰
め
よ
。

・ 

宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
十
二
月
甲
午
（
四
日
）。
今
聞
く
、
寺
を
造
る
に
悉
く
墳
墓
を
壊
ち
其
の
石
を
採
り
用
ふ
と
。
た
だ
鬼
神

を
侵
し
驚
か
す
の
み
に
あ
ら
ず
、
子
孫
を
憂
へ
傷
ま
し
む
。
今
よ
り
以
後
、
宜
し
く
禁
断
を
加
ふ
べ
し
。

和
銅
二
年
の
記
事
は
、
国
家
的
な
事
業
、
平
城
京
の
建
設
に
伴
う
古
墳
の
破
壊
に
関
す
る
も
の
で
、
や
む
を
得
ず
古
墳
（
墳
隴
）
を
破

壊
し
た
場
合
は
、
遺
体
・
副
葬
品
は
丁
寧
に
埋
め
納
め
祀
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
宝
亀
十
一
年
の
記
事
は
、「
石
を
採
り
」
と

の
表
現
か
ら
、
石
室
を
埋
葬
施
設
に
も
つ
古
墳
の
破
壊
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
古
墳
の
破
壊
は
、
単
に
鬼
神
＝
古
墳
被
葬
者
を
驚
か
せ
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
子
孫
を
憂
慮
さ
せ
る
結
果
を
招
く
と
す
る
。
八
世
紀
の
人
々
に
と
っ
て
、
古
墳
と
は
遺
体
と
と
も
に
祖
先
（
幽
魂
・

鬼
神
）
が
居
る
重
要
な
場
所
で
あ
り
、
そ
の
破
壊
は
子
孫
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
が
大
王
墓
、陵
墓
と
な
る
と
、さ
ら
に
事
態
は
深
刻
と
な
る
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
と
一
〇
年
に
は
度
々
、神
功
皇
后
陵
（
奈

良
県
奈
良
市
佐
紀
盾
列
古
墳
群
の
五
社
神
古
墳
）
に
関
す
る
記
事
が
で
て
く
る
。
承
和
八
年
（
八
四
一
）
五
月
壬
申
（
三
日
）
の
神
功
皇

后
陵
へ
の
宣
命
で
は
、
地
震
・
旱
疫
な
ど
異
変
・
災
害
に
対
す
る
国
へ
の
守
護
を
祈
願
し
て
い
る
。
そ
の
直
後
、
同
月
辛
巳
（
一
二
日
）

に
は
次
の
宣
命
を
記
す
。

 

重
ね
て
神
功
皇
后
御
陵
に
宣
命
を
奉
る
に
の
り
た
ま
は
く
。
天
皇
が
詔
の
旨
と
挂
け
ま
く
も
畏
き
山
陵
に
申
し
賜
へ
と
申
さ
く
。
こ

の
ご
ろ
は
、
旬
に
わ
た
り
て
、
雨
ふ
ら
ざ
る
は
、
も
し
祟
あ
り
て
か
と
、
卜
ひ
求
め
れ
ば
、
山
陵
に
奉
り
遣
し
た
る
例
の
貢
の
物
、

闕
け
怠
れ
る
祟
見
ゆ
。
香
椎
廟
も
同
じ
く
祟
を
な
し
た
ま
へ
り
と
卜
ひ
申
せ
り
。
驚
き
て
尋
ね
検
ふ
る
に
、
所
司
の
申
さ
く
、
去
年

よ
り
以
往
、
両
年
の
間
、
荷
前
を
便
輙
（
た
や
す
）
く
陵
戸
人
に
付
け
奉
り
遣
し
し
よ
り
、
必
ず
し
も
供
へ
致
さ
ざ
る
も
あ
り
け
む

251

            



古墳の儀礼と死者・死後観

か
と
疑
ふ
と
申
す
。
今
、
恐
れ
畏
み
て
将
来
は
然
せ
し
め
ず
し
て
、
貞
し
奉
り
致
さ
し
め
む
。
参
議
従
四
位
上
和
氣
朝
臣
眞
綱
を
差

し
謝
し
申
し
祈
み
申
す
状
を
平
け
く
聞
こ
し
め
し
て
時
も
換
へ
さ
ず
甘
き
雨
零
ら
し
め
賜
へ
と
恐
み
恐
み
も
申
し
賜
へ
と
申
す
。

国
家
的
な
危
機
に
対
し
て
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
以
降
、
神
功
皇
后
を
祀
る
香
椎
廟
と
宇
佐
八
幡
宮
に
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る）
57
（

。
九

世
紀
前
半
の
神
功
皇
后
へ
の
奉
幣
は
、こ
れ
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
が
、同
時
に
神
功
皇
后
は
奉
幣
の
手
違
い
に
よ
り
祟
る
存
在
と
な
っ

て
い
る
。
加
え
て
、
承
和
一
〇
年
（
八
四
三
）
三
月
一
八
日
、
神
功
皇
后
陵
の
木
を
伐
っ
た
た
め
山
陵
が
鳴
る
と
い
う
異
変
が
発
生
、
こ

れ
に
続
き
四
月
二
一
日
は
次
の
記
事
を
の
せ
て
い
る
。

 

参
議
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
助
（
中
略
）
等
を
し
て
楯
列
北
南
二
山
陵
に
謝
し
奉
ら
し
む
。
去
ん
ぬ
る
三
月
十
八
日
奇
異
あ
る
に
よ
り
、

図
録
を
捜
撿
す
る
に
二
楯
列
山
陵
あ
り
。
北
は
則
ち
神
功
皇
后
の
陵
（
倭
名
大
足
姫
命
皇
后
）、
南
は
則
ち
成
務
天
皇
の
陵
（
倭
名

稚
足
彦
天
皇
）
な
り
。
世
人
相
ひ
傳
ふ
。
南
陵
を
以
っ
て
神
功
皇
后
の
陵
と
爲
す
。
偏
に
こ
れ
口
傳
に
よ
る
。
神
功
皇
后
の
祟
あ
る

ご
と
に
空
し
く
成
務
天
皇
陵
に
謝
す
。
先
年
、
神
功
皇
后
の
祟
に
よ
り
作
る
所
の
弓
剣
の
類
、
誤
り
て
成
務
天
皇
陵
に
進
る
。
今
日
、

改
め
て
神
功
皇
后
陵
に
奉
る
。

神
功
皇
后
陵
（
狭
城
盾
列
池
上
陵
）
は
佐
紀
盾
列
古
墳
群
の
前
方
後
円
墳
、五
社
神
古
墳
（
墳
丘
全
長
約
二
六
七
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。

部
分
的
な
調
査
や
採
集
資
料
に
よ
り
、
家
形
・
蓋
形
・
盾
形
・
壷
形
の
各
埴
輪
、
土
師
器
高
杯
・
壷
、
行
者
塚
古
墳
か
ら
も
出
土
し
た
笊

形
土
器
が
確
認
さ
れ
て
い
る）
58
（

。
前
方
後
円
墳
編
年
の
四
期
か
ら
五
期
に
か
け
て
の
様
相
で
、
年
代
は
四
世
紀
末
期
か
ら
五
世
紀
初
期
頃
が

推
定
で
き
る
。

こ
の
古
墳
の
被
葬
者
と
さ
れ
た
神
功
皇
后
（
大
足
姫
命
）
は
、
国
家
を
守
護
す
る
一
方
で
、
不
適
切
な
対
応
が
あ
れ
ば
祟
る
恐
ろ
し
い

面
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
祟
」
と
は
、
承
和
八
年
五
月
一
二
日
の
宣
命
で
は
、「
雨
ふ
ら
ざ
る
」
＝
旱
魃
と
い
う
農
業
に

深
刻
な
影
響
を
与
え
る
災
害
で
あ
っ
た
。
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『
令
集
解
』
巻
四
〇
「
喪
葬
令
」、
遊
部
の
「
古
記
」
註
釈
に
は
「
長
谷
天
皇
の
崩
り
ま
し
し
時
に
及
び
、（
中
略
）
七
日
七
夜
御
食
を

奉
ら
ず
。
此
れ
に
よ
り
あ
ら
び
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
。
飲
食
の
供
献
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
崩
御
し
た
長
谷
（
雄
略
）
天
皇
は
荒
び

給
も
う
た
。
陵
墓
（
古
墳
）
に
葬
ら
れ
る
べ
き
遺
体
は
、
不
適
切
な
対
応
に
よ
り
、
人
々
に
恐
怖
と
脅
威
を
与
え
る
「
荒
ぶ
る
」
状
況
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。「
古
記
」
は
『
大
宝
令
』
の
註
釈
で
あ
る
た
め
、
こ
の
内
容
は
八
世
紀
前
半
の
時
点
で
、
五
世
紀
の
長
谷
（
雄
略
）

天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
飲
食
供
献
は
五
世
紀
の
古
墳
の
儀
礼
と
整
合
す
る
。
こ
の
た
め
、
死
者
が

不
適
切
な
対
応
に
よ
り
「
荒
ぶ
る
」
状
況
と
な
る
と
の
認
識
は
、
五
世
紀
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
延
長
線
上
に
陵
墓
の
神
功
皇
后
の

祟
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

大
規
模
な
前
方
後
円
墳
の
被
葬
者
は
、
神
功
皇
后
陵
（
五
社
神
古
墳
）
の
神
功
皇
后
（
大
足
姫
命
）
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
国
や
地
域

を
守
護
す
る
働
き
を
期
待
さ
れ
る
反
面
、
不
適
切
な
対
応
に
は
祟
る
危
険
性
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

遺
体
と
魂
魄

で
は
、
そ
の
古
墳
被
葬
者
は
、
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
な
『
礼
記
』
の
「
魂
・
魄
」
と
い
っ
た
霊
魂
観
で
理
解
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
き
に
見
た
神
功
皇
后
へ
の
宣
命
は
、
一
貫
し
て
陵
墓
（
古
墳
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
功
皇
后
が
居
ら
れ
る
場
所
は
、
遺
体
を

お
さ
め
た
陵
墓
と
考
え
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
、
承
和
一
〇
年
四
月
二
一
日
の
記
事
か
ら
、
そ
こ
へ
は
副
葬
品
の
品
目
と
一
致
す
る
剣
や

弓
な
ど
の
幣
帛
が
奉
ら
れ
て
い
た
。
神
功
皇
后
へ
の
宣
命
と
幣
帛
は
、
陵
墓
の
遺
体
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
た
。

こ
れ
と
関
連
す
る
古
墳
時
代
の
事
例
に
、
田
中
良
之
氏
が
指
摘
す
る
「
遺
体
毀
損
」
の
行
為
が
あ
る
。
故
意
に
遺
体
や
遺
骨
を
毀
損
す

る
も
の
で
、
田
中
氏
は
黄
泉
国
神
話
に
も
と
づ
く
葬
送
儀
礼
の
一
環
と
考
え）
59
（

、「
死
者
と
そ
の
社
会
的
な
関
係
を
毀
損
し
て
（
死
者
の
）

再
生
を
阻
止
す
る）
60
（

」
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
遺
体
・
遺
骨
を
故
意
に
毀
損
す
る
行
為
自
体
、
当
時
の
人
々
が
遺
体
・
遺
骨
に
一

定
の
意
味
を
認
め
て
い
た
証
左
と
な
る
。
遺
体
と
死
者
の
存
在
と
を
一
体
に
理
解
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
類
似
す
る
内
容
が
、
九
世
紀
初
頭
の
『
日
本
霊
異
記）
61
（

』
に
あ
る
。
上
巻
「
人
・
畜
に
履
ま
る
る
髑
髏
の
救
い
収
め
ら
れ
、
霊
し

き
表
を
示
し
て
現
に
報
ず
る
縁

第
十
二
」
で
あ
る
。
道
登
大
徳
の
従
者
の
万
侶
は
、
道
端
で
踏
ま
れ
て
い
た
頭
蓋
骨
を
木
の
上
に
の
せ

救
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
霊
が
恩
を
返
し
た
と
の
筋
書
き
だ
。
頭
蓋
骨
と
死
者
の
霊
と
を
直
接
結
び
付
け
て
語
る
。
ま
た
、
同
中
巻
「
お
の

が
高
き
徳
を
恃
み
、
賎
し
き
形
の
沙
弥
を
刑
ち
て
、
現
に
悪
死
を
得
る
縁

第
一
」
は
、
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
自
殺
し
た
長
屋
親
王

を
取
り
あ
げ
る
。
親
王
の
遺
体
は
焼
か
れ
、
遺
骨
は
砕
か
れ
て
海
に
捨
て
ら
れ
た
。
彼
の
遺
骨
は
土
佐
の
国
に
流
れ
着
き
、
そ
こ
で
多
く

の
人
々
が
死
亡
す
る
。
原
因
は
親
王
の
「
気
」
に
よ
る
と
あ
り
、
こ
れ
も
遺
体
・
遺
骨
と
死
者
を
一
体
に
考
え
、
そ
れ
が
祟
る
と
い
う
設

定
で
あ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
は
、
仏
教
の
布
教
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
性
格
が
推
定
さ
れ
て
お
り）
62
（

、
そ
の
説
話
は
当
時
の
人
々
に
は
理
解

し
や
す
い
設
定
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
、
遺
体
・
遺
骨
と
死
者
の
霊
と
を
結
び
つ
け
る
理
解
は
、
当
時
は
一
般
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。ま

た
、
千
葉
県
千
葉
市
の
高
沢
遺
跡
と
周
辺
の
古
墳
群
の
景
観
分
析
で
は
、
五
世
紀
後
半
に
成
立
す
る
集
落
と
、
隣
接
す
る
古
墳
群
と

の
位
置
関
係
は
、
五
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
。
東
国
の
集
落
で
は
、
九
世
紀
ま
で
古
墳
群
は
墓
域
と
し
て
維
持
さ

れ
、
そ
れ
は
生
者
の
死
者
に
対
す
る
認
識
が
、
五
世
紀
か
ら
九
世
紀
ま
で
連
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る）
62
（

。
死
者
観
の
古
墳
時
代
か
ら

奈
良
時
代
へ
の
連
続
性
を
推
定
で
き
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
遺
体
・
遺
骨
は
死
者
の
存
在
を
示
す
と
の
考
え
方
が
、
古
墳
時
代
、
少
な
く
と
も
五
世
紀
頃
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
、
八
・

九
世
紀
ま
で
遺
体
を
お
さ
め
た
古
墳
に
死
者
（
祖
先
）
は
居
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
『
続
日

本
紀
』
の
和
銅
二
年
と
宝
亀
一
一
年
の
記
事
が
、
古
墳
の
遺
体
と
「
幽
魂
・
鬼
神
」
を
一
体
に
考
え
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
古
墳
時

代
、『
礼
記
』
が
記
す
「
魂
魄
」
の
観
念
が
、
列
島
内
に
直
接
受
容
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
遺
体
・
遺
骨
と
死
者
の
存
在

を
一
体
と
す
る
考
え
方
が
、
古
墳
時
代
か
ら
少
な
く
と
も
平
安
時
代
の
初
期
、
九
世
紀
代
頃
ま
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ

254

            



古墳の儀礼と死者・死後観

ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
を
守
護
す
る
だ
け
で
な
く
祟
る
危
険
が
あ
る
古
墳
被
葬
者
の
遺
体
は
密
閉
し
区
画
・
遮
蔽
す
る
必
要
が
あ
り
、

遺
体
を
お
さ
め
た
古
墳
を
壊
し
、
遺
体
を
露
わ
に
す
る
こ
と
は
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
飲
食
供
献
・
副
葬
品
と
儀
礼
構
造

飲
食
で
の
饗
応

先
に
見
た
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
の
「
人
・
畜
に
履
ま
る
る
髑
髏
の
救
い
収
め
ら
れ
、
霊
し
き
表
を
示
し
て
現
に
報
ず

る
縁

第
十
二
」
で
は
、
頭
蓋
骨
の
霊
は
、
年
末
に
遺
族
の
も
と
を
訪
れ
、
飲
食
の
饗
応
を
う
け
て
い
る
。「（
髑
髏
の
霊
は
）
お
の
が
分

の
饌
を
も
て
万
呂
に
与
へ
、と
も
に
食
ら
ふ
。（
中
略
）
そ
の
母
と
長
子
と
、諸
の
霊
を
拝
せ
む
が
た
め
に
そ
の
屋
の
内
に
入
る
」
と
あ
り
、

特
定
の
建
物
で
、
遺
族
が
飲
食
を
供
え
、
諸
霊
（
死
者
の
霊
）
を
拝
し
て
い
る
。

こ
れ
と
同
じ
内
容
は
、
約
一
世
紀
を
さ
か
の
ぼ
る
八
世
紀
前
半
、『
常
陸
国
風
土
記
』
筑
波
郡
条
で
確
認
で
き
る
。
筑
波
の
神
は
、「
神

祖
尊
」（
祖
先
の
神
）
に
対
し
「
飲
食
を
設
け
て
、
敬
び
拝
み
祗
み
承
り
き
」
と
あ
り
、
新
嘗
の
夜
に
訪
れ
た
「
神
祖
の
尊
」
を
飲
食
で

丁
重
に
饗
応
し
拝
し
て
い
る）
64
（

。
祖
先
（
死
者
）
に
飲
食
を
供
え
拝
す
る
形
が
一
貫
し
て
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
岡
田
莊
司
氏
が
指
摘
す
る

古
代
の
大
嘗
祭
や
月
次
祭
の
夜
の
神
今
食
の
内
容
、
祖
先
の
神
を
飲
食
で
饗
応
す
る
こ
と
と
一
致
す
る
。『
令
集
解
』
の
月
次
祭
の
註
釈

に
「
庶
人
の
宅
神
祭
の
如
き
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
神
今
食
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
一
般
の
人
々
も
祖
先
を
饗
応
す
る
宅
神
祭
を
行
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
古
代
の
日
本
で
は
、
飲
食
の
饗
応
は
、
祖
（
死
者
）
に
対
す
る
儀
礼
に
お
い
て
不
可
欠
な
要
素
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

考
古
資
料
で
は
死
者
へ
の
飲
食
供
献
は
、
弥
生
後
期
の
壷
形
土
器
、
特
殊
器
台
に
ま
で
遡
り
、
古
墳
時
代
、
三
世
紀
、
古
墳
墳
頂
の
土

器
供
献
や
壷
形
埴
輪
、
五
世
紀
、
造
り
出
し
で
の
土
器
供
献
、
六
世
紀
、
横
穴
式
石
室
内
の
土
器
供
献
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
三
世
紀
頃

か
ら
六
世
紀
ま
で
、
古
墳
で
死
者
（
被
葬
者
）
に
対
し
て
行
わ
れ
た
飲
食
供
献
は
、
七
世
紀
を
境
に
、
大
嘗
祭
や
神
今
食
、
庶
人
の
宅
神

祭
な
ど
の
祖
先
（
死
者
）
に
対
す
る
儀
礼
と
し
て
文
献
史
料
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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副
葬
品
の
組
成

飲
食
の
供
献
と
同
じ
く
弥
生
時
代
後
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
要
素
と
し
て
、
死
者
へ
の
鏡
、
刀
剣
、
工
具
の
副
葬
が
あ
る
。

古
墳
時
代
初
頭
に
副
葬
品
は
石
製
儀
器
を
伴
い
多
量
化
、
四
世
紀
後
半
に
は
銅
鏡
の
数
は
減
少
し
て
石
製
模
造
品
が
加
わ
る
。
五
世
紀
前

半
に
な
る
と
鉄
製
品
の
数
が
増
加
し
、
鏡
、
玉
、
鉄
製
刀
剣
、
鉄
鏃
と
弓
、
鉾
（
槍
）、
盾
、
甲
冑
、
農
工
具
、
そ
し
て
装
身
具
の
帯
金

具
と
馬
具
が
加
わ
る
。
こ
の
時
点
で
、
伝
統
的
な
品
目
に
新
た
な
要
素
が
加
わ
り
、
六
世
紀
に
つ
な
が
る
副
葬
品
の
セ
ッ
ト
が
成
立
す
る
。

こ
の
セ
ッ
ト
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
、
五
世
紀
中
頃
（
陶
邑
Ｔ
Ｋ
二
〇
八
型
式
段
階
）
ま
で
に
成
立
す
る
祭
祀
遺
跡
の
遺
物
組
成
と
、
帯
金

具
と
馬
具
を
除
き
一
致
す
る
。
こ
の
祭
祀
遺
跡
の
遺
物
組
成
は
、
一
緒
に
出
土
す
る
紡
織
具
で
作
ら
れ
た
と
推
定
で
き
る
布
帛
類
を
あ
わ

せ
る
と
、
律
令
期
の
幣
帛
の
品
目
と
重
な
り
、
後
の
幣
帛
の
原
形
と
な
る
供
献
品
の
セ
ッ
ト
と
言
え
る
。
祭
祀
遺
跡
で
は
、
五
世
紀
後
半

か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
馬
具
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
古
墳
副
葬
品
と
一
致
し
た
供
献
品
の
セ
ッ
ト
が
成
立
す
る）
65
（

。
つ
ま
り
、
四
世

紀
後
半
に
再
編
成
が
始
ま
っ
た
古
墳
副
葬
品
は
五
世
紀
前
半
で
後
に
続
く
組
成
が
成
立
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
共
通
し
た
内
容
で
五
世
紀
中
頃
ま

で
に
祭
祀
遺
跡
で
の
供
献
品
の
組
み
合
わ
せ
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
石
製
模
造
品
と
鉄
製
武
器
・
武
具
、
農
工
具

で
構
成
さ
れ
、
列
島
内
の
東
北
南
部
か
ら
九
州
北
部
の
範
囲
で
概
ね
一
致
す
る
。
こ
の
時
期
、
列
島
内
で
は
共
通
し
た
供
献
品
と
儀
礼
の

構
造
「
祭
式
」
で
祭
祀
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

「
上
祖
」
と
古
墳

こ
の
直
後
、
五
世
紀
後
半
に
は
古
墳
と
「
上
祖
」
の
文
字
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
埼
玉
県
埼
玉
古

墳
群
の
稲
荷
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
金
象
嵌
銘
鉄
剣
に
は
、「
辛
亥
年
七
月
中
に
記
す
」
で
は
じ
ま
る
銘
文
が
あ
る
。
続
い
て
、「
上
祖
名

は
意
富
比

（
オ
オ
ヒ
コ
）」
か
ら
「
乎
獲
居
臣
（
ヲ
ワ
ケ
の
臣
）」
ま
で
八
代
に
わ
た
る
系
譜
を
「
上
祖
」
と
「
児
」
の
関
係
で
刻
む
。

辛
亥
年
は
、
出
土
し
た
須
恵
器
の
型
式
（
Ｔ
Ｋ
四
七
型
式
）
か
ら
西
暦
四
七
一
年
に
当
て
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
剣
を
副
葬
し
て
い
た
稲
荷
山
古
墳
は
、
埼
玉
古
墳
群
で
最
古
の
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
長
方
形
の
二
重
周
溝
を
伴
う
特
徴
的
な
形

で
あ
る
。
こ
の
形
は
同
古
墳
群
で
六
世
紀
に
か
け
て
受
け
つ
が
れ
、
古
墳
そ
の
も
の
の
造
営
は
七
世
紀
の
方
墳
、
戸
場
口
山
古
墳
ま
で
つ
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づ
く）
66
（

。
古
墳
群
は
特
徴
的
な
墳
形
を
継
承
し
、
特
定
の
場
所
に
造
り
続
け
ら
れ
て
お
り
、
一
定
の
系
譜
意
識
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
起
点
と
な
る
稲
荷
山
古
墳
の
被
葬
者
は
、「
上
祖
」
の
意
味
と
そ
こ
か
ら
つ
な
が
る
系
譜
を
理
解
し
、
そ
れ
を
記
す

鉄
剣
を
副
葬
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
古
墳
を
起
点
と
す
る
埼
玉
古
墳
群
は
、「
上
祖
」
に
つ
な
が
る
「
児
」
と
い
う
系
譜
意
識
に
よ
り
形

成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
古
事
記
』
で
は
「
祖
（
お
や
）」
の
文
字
を
、『
日
本
書
紀
』『
古
風
土
記
』
で
は
、「
祖
、
上
祖
・
遠
祖
・
始
祖
・
初
祖
（
と
お
つ
お
や
）」

の
文
字
を
、
各
氏
族
の
系
譜
の
起
点
と
な
る
人
物
に
使
用
し
、「
祖
」
は
直
近
の
親
に
ま
で
使
う
。
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
で
は
、
景

行
天
皇
時
代
の
人
物
、
山
直
等
の
「
始
祖
」
息
長
命
と
、
雄
略
天
皇
時
代
の
人
物
、
尾
治
連
等
の
「
上
祖
」
長
日
子
の
墓
を
特
定
し
て
い

る
。
そ
の
時
代
か
ら
彼
ら
の
墓
は
古
墳
と
考
え
る
べ
き
で
、
風
土
記
が
編
纂
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
、「
上
祖
・
始
祖
」
の
遺
体
は
、
古
墳

に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
上
祖
か
ら
続
く
系
譜
に
属
す
る
代
々
の
「
祖
」
の
遺
体
は

古
墳
に
お
さ
め
ら
れ
、
そ
の
系
譜
を
引
き
つ
い
だ
世
代
ご
と
に
古
墳
を
造
営
し
た
結
果
、
古
墳
群
は
成
立
し
た
と
理
解
で
き
る
。

稲
荷
山
古
墳
は
、
五
世
紀
代
の
副
葬
品
の
組
成
を
持
ち
、
造
り
出
し
で
は
土
師
器
・
須
恵
器
に
よ
る
飲
食
の
供
献
が
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
副
葬
品
の
組
成
と
飲
食
供
献
は
「
神
」
を
祀
る
祭
祀
遺
跡
と
共
通
す
る
。
自
然
環
境
の
働
き
に
由
来
す
る
「
神
」
と
、
氏
族
の
系
譜

を
示
す
「
祖
」
と
は
、
幣
帛
の
供
献
＝
貴
重
な
品
々
の
副
葬
、
神
饌
の
供
奉
＝
飲
食
物
の
供
献
と
い
う
共
通
し
た
形
で
祀
る
と
の
認
識
が

五
世
紀
に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
67
（

。

古
墳
の
儀
礼
と
祭
式

恵
み
と
災
害
を
も
た
ら
す
自
然
環
境
の
働
き
を
「
神
」
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
祈
願
な
ど
を
行
う
一
定
の
儀
礼
体

系
を
「
祭
祀
」
と
定
義
す
れ
ば
、
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
は
、
守
護
す
る
と
と
も
に
祟
り
も
す
る
「
死
者
（
祖
）
へ
の
祭
祀
」
と
言
え
る
。

五
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
、そ
の
祭
祀
の
様
子
を
固
定
化
し
て
表
現
す
る
人
物
埴
輪
群
が
成
立
し
、保
渡
田
八
幡
山
古
墳
な
ど
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
。
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祖
と
神
と
は
共
通
し
た
形
で
祀
ら
れ
た
と
考
え
る
と
、
神
へ
の
祭
祀
の
祭
式
は
、
人
物
埴
輪
群
が
示
す
古
墳
の
儀
礼
「
祖
へ
の
祭
祀
」

の
祭
式
を
知
る
上
で
大
き
な
手
か
が
り
と
な
る
。

古
代
祭
祀
の
祭
式
は
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
に
成
立
し
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』（『
内
宮
儀
式
帳
』）
で
確
認
で
き
る
。
そ
の
供
献
品
・

祭
具
の
組
成
と
、
①
祭
祀
の
準
備
（
供
献
品
・
祭
具
製
作
な
ど
）
↓
②
祭
祀
↓
③
祭
祀
後
の
対
応
（
供
献
品
な
ど
の
撤
下
・
収
納
）
と
い

う
祭
式
の
流
れ
は
、
五
世
紀
代
の
祭
祀
遺
構
や
遺
物
の
状
況
と
整
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、『
内
宮
儀
式
帳
』
の
祭
式
の
基
本
的
な
部
分

は
五
世
紀
ま
で
遡
及
す
る
と
考
え
ら
れ
る）
68
（

。
そ
し
て
、
こ
の
祭
式
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
五
世
紀
代
に
成
立
す
る
古
墳
の
儀
礼
、
人
物
埴

輪
等
か
ら
な
る
埴
輪
群
（
列
）
の
意
味
の
推
定
が
可
能
と
な
る
。

人
物
・
動
物
埴
輪
群
に
共
通
す
る
要
素
は
、
盛
装
し
た
中
心
人
物
へ
の
飲
食
供
献
、
そ
の
場
を
守
護
・
区
画
す
る
武
人
・
盾
持
ち
人
で

あ
り
、
さ
ら
に
馬
具
を
着
装
し
た
馬
が
加
わ
る）
69
（

。『
内
宮
儀
式
帳
』
の
祭
式
と
比
較
す
る
と
、
中
心
人
物
へ
の
飲
食
供
献
、
武
人
の
守
護

と
盾
持
ち
人
の
配
置
は
②
祭
祀
に
当
た
り
、
馬
具
を
装
着
し
た
馬
は
、
祭
祀
で
の
供
献
品
（
幣
帛
）
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
弾
琴
す
る
人

物
埴
輪
は
、被
葬
者
の
意
志
を
判
断
し
、猪
な
ど
の
狩
猟
は
食
材
と
な
る
動
物
を
捕
獲
す
る
様
子
を
表
す
と
推
定
で
き
る
。『
内
宮
儀
式
帳
』

で
は
、
①
祭
祀
の
準
備
に
お
い
て
琴
を
弾
い
て
神
意
を
判
断
し
、
神
饌
用
の
食
材
の
一
部
を
、
神
官
が
特
別
に
採
集
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

囲
形
埴
輪
の
性
格

食
材
の
採
集
・
準
備
と
関
係
す
る
の
が
、
五
世
紀
代
に
確
認
で
き
る
井
泉
を
区
画
す
る
囲
形
埴
輪
で
あ
る
。
従
来
、

水
の
祭
祀
や
殯
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が）
70
（

、
な
ぜ
、
古
墳
で
水
の
祭
祀
を
行
い
、
殯
を
改
め
て
行
う
必
要
が
あ
る
の
か
。
や
は
り
、

祭
式
全
体
の
中
で
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

行
者
塚
古
墳
の
西
側
造
り
出
し
で
は
、方
形
区
画
内
の
家
形
埴
輪
の
前
に
土
製
模
造
品
の
食
物
を
並
べ
飲
食
の
供
献
を
表
現
し
て
お
り
、

そ
の
北
側
の
谷
部
か
ら
囲
形
埴
輪
が
出
土
し
て
い
る
。
五
世
紀
初
頭
の
前
方
後
円
墳
、
三
重
県
松
坂
市
の
宝
塚
古
墳
で
は
、
造
り
出
し
と
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括
れ
部
の
間
の
谷
部
か
ら
、
井
戸
と
導
水
施
設
を
区
画
す
る
囲
形
埴
輪
が
出
土
し
た）
71
（

。
出
土
地
点
の
類
似
性
か
ら
行
者
塚
古
墳
の
囲
形
埴

輪
も
井
泉
を
区
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

祭
式
の
中
で
井
泉
や
導
水
施
設
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
の
が
、
祭
祀
と
「
御
膳
つ
水
」（
貴
人
の
食
事
の
水
）
と
の
関
係
で
あ
る
。

祭
祀
と
関
連
す
る
「
御
膳
つ
水
」
は
大
嘗
祭
で
よ
ま
れ
る
「
中
臣
の
寿
詞
」
に
み
え
る
。『
台
記
別
記
』
は
、
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）、

近
衛
天
皇
の
大
嘗
祭
で
大
中
臣
清
親
が
と
な
え
た
「
中
臣
の
寿
詞
」
を
記
録
し
て
お
り
、「
御
膳
つ
水
」
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

 

中
臣
の
遠
つ
祖
天
の
こ
や
ね
の
命
、
皇
御
孫
の
尊
の
御
前
に
仕
へ
ま
つ
り
て
、
天
の
お
し
雲
ね
の
命
を
天
の
二
上
に
上
せ
ま
つ
り
て
、

神
ろ
き
・
神
ろ
み
の
命
の
前
に
受
け
た
ま
は
り
申
し
し
に
、「
皇
御
孫
の
尊
の
御
膳
つ
水
は
、
顕
し
國
の
水
に
天
つ
水
を
加
へ
て
奉

ら
む
と
申
せ
」
と
事
教
り
た
ま
ひ
し
に
よ
り
て
、
天
の
お
し
雲
ね
の
神
、
天
の
浮
雲
に
乗
り
て
、
天
の
二
上
に
上
り
ま
し
て
、
神
ろ

き
・
神
ろ
み
の
命
の
前
に
申
せ
ば
、
天
の
玉
櫛
を
事
依
さ
し
ま
つ
り
て
、「
こ
の
玉
櫛
を
刺
し
立
て
て
、
夕
日
よ
り
朝
日
の
照
る
に

至
る
ま
で
、
天
つ
詔
と
の
太
詔
と
言
を
も
ち
て
告
れ
。
か
く
告
ら
ば
、
ま
ち
は
弱
韮
に
ゆ
つ
五
百
篁
生
ひ
出
で
む
。
そ
の
下
よ
り
天

の
八
井
出
む
。
こ
を
持
ち
て
天
つ
水
と
聞
し
め
せ
」
と
事
依
さ
し
ま
つ
り
き）
72
（

。

天
皇
の
「
御
膳
つ
水
」
は
、
現
世
の
水
に
、
玉
櫛
を
立
て
明
ら
か
に
し
た
天
の
八
井
か
ら
湧
く
天
つ
水
を
加
え
、
特
別
な
水
と
し
て
奉

る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
に
続
き
、
悠
紀
・
主
基
の
郡
か
ら
と
ど
け
ら
れ
た
稲
で
、
天
皇
が
祖
先
神
に
供
え
自
ら
も
召
し
あ
が
る
酒
を
醸

造
す
る
「
酒
造
児
」
等
、飯
を
準
備
す
る
「
稲
の
實
の
公
」
等
に
つ
い
て
述
べ
る
。
天
皇
が
神
に
供
え
召
し
あ
が
る
酒
と
飯
の
準
備
に
は
、

神
聖
で
特
別
な
水
の
確
保
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
水
へ
の
認
識
は
、
す
で
に
八
世
紀
前
半
の
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
見
え
る
。
総
記
で
は
、
倭
武
天
皇
が
新
治
の
縣
に
毘
那

良
珠
命
を
使
わ
し
て
新
し
い
井
を
掘
っ
て
お
り
、
信
太
郡
条
に
は
、
大
足
日
子
の
天
皇
、
浮
島
の
帳
の
宮
に
行
幸
し
た
と
き
、
水
の
供
御

が
な
か
っ
た
の
で
、
卜
者
に
占
わ
せ
て
井
戸
を
掘
ら
せ
た
と
あ
る
。
行
方
郡
条
で
は
、
倭
武
天
皇
へ
御
膳
を
た
て
ま
つ
る
た
め
水
部
に
新
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た
な
清
い
井
を
掘
ら
せ
、
香
島
郡
条
で
は
倭
武
天
皇
へ
御
膳
を
た
て
ま
つ
る
水
が
な
か
っ
た
の
で
、
鹿
の
角
で
地
を
掘
っ
て
い
る
。
一
二

世
紀
前
半
の
「
中
臣
の
寿
詞
」
の
、
神
や
貴
人
の
食
事
と
水
と
の
関
係
は
、
八
世
紀
前
半
ま
で
は
確
実
に
さ
か
の
ぼ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
五
世
紀
、
飲
食
供
献
の
様
子
と
と
も
に
用
意
さ
れ
た
井
泉
・
導
水
施
設
の
囲
形
埴
輪
は
、
古
墳
被
葬
者
（
祖
）
へ

捧
げ
、
祖
の
食
事
の
た
め
の
特
別
な
水
の
存
在
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
周
囲
を
区
画
・
遮
蔽
す
る
形
は
水
の
神
聖
性
を
維
持
す

る
機
能
を
も
つ
と
推
測
で
き
る
。
祖
へ
と
供
え
る
飲
食
物
（
酒
・
飯
）
の
準
備
に
は
特
別
な
水
が
必
要
で
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
井
泉
・

導
水
施
設
の
囲
形
埴
輪
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

布
帛
と
紡
織
具

ま
た
、
布
帛
を
作
製
し
た
紡
織
具
も
、
祭
祀
遺
跡
と
同
様
に
古
墳
か
ら
出
土
す
る
。
す
で
に
、
五
世
紀
の
奈
良
県
橿
原

市
の
四
条
古
墳
群
一
号
墳
な
ど
で
出
土
し
た
木
製
品
に
紡
織
具
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
が）
73
（

、
栃
木
県
下
野
市
の
甲
塚
古
墳
か
ら

は
、
地
機
と
輪
状
式
原
始
機）
74
（

で
布
を
織
る
埴
輪
が
出
土
し
た
。
同
古
墳
の
年
代
は
六
世
紀
後
半
、
男
女
の
人
物
埴
輪
、
馬
と
馬
子
、
盾
持

ち
人
か
ら
な
る
人
物
埴
輪
群
に
、
須
恵
器
の
大

と
高
杯
を
含
む
多
量
の
土
器
集
積
が
伴
い）
75
（

、
飲
食
供
献
の
伝
統
的
な
要
素
を
受
け
つ
い

で
い
る
。

こ
こ
か
ら
出
土
し
た
機
織
り
の
埴
輪
は
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
木
製
の
紡
織
具
に
対
応
し
、
古
墳
の
儀
礼
（
被
葬
者
へ
の
祭
祀
）
の
中

で
機
織
り
に
よ
る
布
帛
類
の
製
作
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
五
世
紀
代
の
保
渡
田
八
幡
山
古
墳
か
ら
出
土
し

た
多
量
の
布
片
、さ
ら
に
行
者
塚
古
墳
や
稲
荷
山
古
墳
の
帯
金
具
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
は
ず
の
衣
服
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。神
々

へ
の
幣
帛
で
布
帛
は
主
要
な
品
目
で
あ
る
が
、
古
墳
に
お
け
る
祖
へ
の
祭
祀
で
も
布
帛
類
は
重
要
な
品
で
、
飲
食
物
と
と
も
に
、
特
別
に

準
備
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
代
、
古
墳
の
儀
礼
「
祖
へ
の
祭
祀
」
は
整
備
さ
れ
大
き
く
変
化
、
最
終
的
に
人
物
埴
輪
群
が
成
立
し
た
。
こ

れ
に
合
わ
せ
て
自
然
の
働
き
に
対
す
る
儀
礼
「
神
へ
の
祭
祀
」
も
整
備
さ
れ
、
列
島
内
各
地
に
展
開
し
た
。
そ
の
痕
跡
が
祭
祀
遺
跡
と
し
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て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
の
歴
史
的
な
意
味

『
礼
記
』
と
の
関
係

五
世
紀
中
頃
ま
で
に
古
墳
の
儀
礼
「
祖
へ
の
祭
祀
」
と
、
祭
祀
遺
跡
で
の
「
神
へ
の
祭
祀
」
が
整
備
さ
れ
た
歴
史

的
な
背
景
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
手
か
が
り
は
、や
は
り
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
金
象
嵌
銘
に
あ
る
。
銘
文
は
「
祖
」（
上
祖
）
と
「
天

下
」（
治
天
下
）の
文
字
を
使
用
す
る
。
こ
れ
ら
漢
字
の
出
典
は
漢
籍
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、候
補
の
一
つ
に
漢
代
に
編
纂
さ
れ
た『
礼

記
』
を
あ
げ
た
い
。『
礼
記
』
祭
法
第
二
三
で
は
「
祖
」
と
「
天
下
」
を
同
時
に
使
い
、
つ
づ
く
「
祭
儀
」
第
二
四
に
は
「
治
天
下
」
が

あ
る
か
ら
だ
。「
祭
法
」
第
二
三
の
該
当
部
分
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

祭
法
。
有
虞
氏
は
黄
帝
を
禘
に
し
て

を
郊
に
し
、顓
頊
を
祖
に
し
て
堯
を
宗
に
す
。
夏
后
氏
は
亦
黄
帝
を
禘
に
し
て
鯀
を
郊
に
し
、

顓
頊
を
祖
に
し
て
禹
を
宗
に
す
。
殷
人
は

を
禘
に
し
て
冥
を
郊
に
し
、
契
を
祖
に
し
て
湯
を
宗
に
す
。
周
人
は

を
禘
に
し
て
稷

を
郊
に
し
、
文
王
を
祖
に
し
て
武
王
を
宗
に
す
。
柴
を
泰
壇
に
燔
き
て
天
を
祭
る
、
泰
折
に
瘞
埋
し
て
地
を
祭
る
。（
中
略
）
王
宮

に
日
を
祭
り
、
夜
明
に
月
を
祭
り
、
幽

に
星
を
祭
り
、
雩

に
水
旱
を
祭
り
、
四
坎
壇
に
四
方
を
祭
る
。
山
林
川
谷
丘
陵
の
能
く

雲
を
出
し
風
雨
を
爲
し
怪
物
を
見
は
す
を
皆
、
神
と
曰
ふ
。
天
下
を
有
つ
者
は
百
神
を
祭
る
。
諸
侯
は
其
の
地
に
在
れ
ば
則
ち
之
を

祭
り
、
其
の
地
を
亡
へ
ば
則
ち
祭
ら
ず）
76
（

。

祖
先
に
対
す
る
祭
祀
の
方
法
と
「
祖
・
宗
」
に
つ
い
て
の
べ
、
つ
づ
い
て
天
・
地
、
日
・
月
な
ど
と
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

特
に
「
神
」
を
自
然
環
境
「
山
林
川
谷
丘
陵
」
の
特
別
な
働
き
と
定
義
し
、「
天
下
」
を
た
も
つ
者
（
王
）
は
百
神
を
、
各
地
の
諸
侯
は
、

そ
の
地
の
神
を
祀
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
銘
は
、
辛
亥
年
（
四
七
一
）
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
祖
」「
天
下
」
の
文
字
は
、
五
世
紀
後
半
段
階
に
は
列
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島
内
で
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
七
年
後
の
四
七
八
年
、
鉄
剣
銘
文
中
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
に
当
た
る
倭
王
武
は
、
南
宋
の

順
帝
に
漢
文
の
修
辞
を
駆
使
し
た
上
表
文
を
送
っ
て
い
る）
77
（

。
五
世
紀
後
半
の
時
点
で
、
大
和
王
権
の
中
枢
部
に
漢
籍
に
通
じ
た
人
物
が
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
鉄
剣
銘
に
あ
る
「
祖
」「
天
下
」
の
出
典
を
『
礼
記
』
に
求
め
る
の
は
無
理
な
推
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

「
祖
」「
天
下
」
の
文
字
を
受
容
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
一
連
の
文
脈
で
使
わ
れ
る
「
神
」「
祭
」
の
文
字
も
、
同
時
に
受
容
し
て
い
た
と
考

え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

五
世
紀
代
に
明
確
と
な
る
祭
祀
遺
跡
の
特
徴
に
は
次
の
三
点
が
あ
る
。
①
河
川
、
泉
、
島
嶼
、
山
、
峠
な
ど
特
徴
的
な
地
形
環
境
に
立

地
し
、
②
列
島
内
で
共
通
し
た
遺
物
組
成
を
確
認
で
き
、
③
供
献
品
・
祭
具
の
一
部
は
同
じ
遺
跡
内
で
作
成
さ
れ
て
お
り
、
祭
祀
は
各
地

域
の
勢
力
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る）
78
（

。
祭
祀
遺
跡
の
①
の
特
徴
は
先
に
引
用
し
た『
礼
記
』の
神
の
定
義
と
、②
・

③
の
特
徴
は
王
・
諸
侯
の
神
祭
り
の
形
と
整
合
す
る
。

稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
の
「
天
下
」
の
文
字
は
、
大
和
王
権
を
中
心
に
一
定
の
国
家
領
域
の
意
識
が
五
世
紀
後
半
に
は
形
成
さ
れ
始
め
て

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
領
域
内
の
特
別
な
自
然
環
境
の
働
き
に
「
神
」
の
文
字
を
、そ
れ
へ
の
儀
礼
に
「
祭
」
の
文
字
を
当
て
、「
天

下
」
と
し
た
領
域
内
で
共
通
し
た
祭
式
で
祀
っ
た
。
そ
れ
が
五
世
紀
に
明
確
化
し
た
祭
祀
遺
跡
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
儀

礼
の
基
本
と
な
っ
た
の
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
古
墳
で
の
死
者
へ
の
儀
礼
の
形
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
古
墳
の
被
葬
者
（
死

者
）
に
も
「
祖
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
世
紀
後
半
ま
で
に
は
、大
和
王
権
は
、「
祖
」「
天
下
」「
神
」「
祭
」
の
文
字
を
受
容
し
、自
ら
に
つ
な
が
る
祖
先
（
死
者
）
を
「
祖
」、

国
家
領
域
「
天
下
」
の
自
然
環
境
の
特
別
な
働
き
を
「
神
」
と
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
共
通
の
儀
礼
構
造
を
「
祭
」
と
す
る
形
を
整
え
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
古
墳
の
儀
礼
変
化
と
祭
祀
遺
跡
の
歴
史
的
な
意
味
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
世
紀
に
受
容
し
た
「
祖
」「
天
下
」
の
典
拠
が
『
礼
記
』
な
ら
、
祭
祀
を
示
す
文
字
「
嘗
」
と
の
関
係
が
で
て
く
る
。『
礼
記
』
祭
統

262

            



古墳の儀礼と死者・死後観

第
二
五
に
は
、「
凡
そ
祭
に
四
時
有
り
、
春
祭
を

と
曰
ひ
、
夏
祭
を
禘
と
曰
ひ
、
秋
祭
を
嘗
と
曰
ひ
、
冬
祭
は
烝
と
曰
ふ
」
と
あ
る
が
、

『
神
祇
令
』
で
は
、
こ
の
う
ち
「
嘗
」
の
み
を
と
り
、「
大
嘗
祭
」
の
規
定
が
あ
る
。
ま
た
、「
大
嘗
祭
」
は
秋
で
は
な
く
十
一
月
仲
冬
の

祭
祀
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
も
『
礼
記
』
と
は
異
な
る
。
た
だ
、「
祖
」
の
文
字
を
受
容
す
る
と
同
時
に
、
弥
生
時
代
以
来
の
死
者
へ
の

飲
食
供
献
儀
礼
に
「
嘗
」
の
文
字
を
当
て
、
大
嘗
祭
に
先
行
す
る
祭
祀
が
整
備
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
可
能
性
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

霊
魂
観
の
受
容

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文
字
を
受
容
し
た
と
し
て
も
『
礼
記
』
の
霊
魂
観
を
、
そ
の
ま

ま
列
島
内
で
受
容
し
た
か
否
か
と
い
う
点
だ
。『
礼
記
』
で
は
、祖
先
に
「
祖
」
と
「
宗
」
を
使
い
、二
つ
の
文
字
は
厳
密
に
使
い
分
け
る
。

こ
れ
に
対
し
、
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
銘
は
、
あ
く
ま
で
も
「
上
祖
」
と
「
児
」
の
関
係
で
系
譜
を
示
し
、『
礼
記
』
の
よ
う
な
「
宗
」
は

使
用
し
な
い
。『
古
事
記
』
で
は
「
祖
」、『
日
本
書
紀
』『
古
風
土
記
』
で
は
「
祖
・
上
祖
・
遠
祖
・
始
祖
」
な
ど
で
、
や
は
り
「
祖
」
を

基
本
と
す
る
。
こ
の
点
は
、『
礼
記
』
の
祖
先
に
対
す
る
表
現
と
は
異
な
る
。

日
本
列
島
に
暮
ら
し
た
人
々
は
、
弥
生
時
代
に
は
死
者
に
対
し
て
飲
食
を
供
献
し
貴
重
な
品
々
を
副
葬
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
。
そ

し
て
、
古
墳
時
代
の
初
期
、
三
世
紀
に
確
認
で
き
る
遺
体
を
遮
蔽
・
区
画
・
密
閉
す
る
特
徴
は
五
世
紀
以
降
に
も
確
認
で
き
、
五
世
紀
以

降
ま
で
古
墳
時
代
前
期
以
来
の
死
者
・
霊
魂
観
が
影
響
を
与
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
古
代
文
献
が
記
す
遺
体
と
一
体
と
な
っ
た
霊
魂
観
や
、

不
適
切
な
対
応
に
祟
る
と
い
う
死
者
の
性
格
と
整
合
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、五
世
紀
の
時
点
で
『
礼
記
』
の
霊
魂
観
、「
魂
・

魄
」
の
考
え
方
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
列
島
内
の
霊
魂
観
が
大
き
く
変
化
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

で
は
「
神
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
列
島
の
自
然
環
境
は
、
四
季
の
変
化
に
富
み
豊
か
な
恵
み
が
あ
る
反
面
、
風
水
害
や
地
震
・
火

山
の
災
害
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
列
島
に
特
有
の
自
然
環
境
の
働
き
に
、
人
々
は
早
く
か
ら
畏
敬
の
念
を
お
ぼ
え
信
仰
の
対
象
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
縄
文
時
代
中
・
後
期
の
特
殊
な
遺
構
・
遺
物
の
存
在
か
ら
充
分
に
推
測
で
き
る
。
特
に
風
水
害
の
影
響
を
う
け
や
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す
い
稲
作
を
受
容
し
た
弥
生
時
代
以
降
、
そ
の
傾
向
は
強
く
な
っ
た
だ
ろ
う
。『
記
紀
』
や
『
延
喜
式
』
祝
詞
に
記
さ
れ
た
神
に
は
、
恵

み
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
祟
る
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
お
り）
79
（

、
恵
み
と
災
害
が
多
い
列
島
の
自
然
環
境
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
五

世
紀
代
、「
祖
」「
天
下
」
と
と
も
に
、「
神
」
の
文
字
を
受
容
し
た
と
し
て
も
、
中
国
の
神
観
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
。

「
祖
」「
神
」
の
漢
字
を
受
容
す
る
一
方
で
、
そ
の
霊
魂
・
神
観
に
は
、
特
徴
的
な
日
本
列
島
の
環
境
の
中
で
形
成
さ
れ
た
伝
統
的
な
要

素
が
多
分
に
残
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

神
の
人
格
化

五
世
紀
、自
然
環
境
の
働
き
に
由
来
す
る
「
神
」
を
、自
ら
に
つ
な
が
る
死
者
「
祖
」
と
同
様
に
飲
食
を
供
え
貴
重
な
品
々

を
捧
げ
て
祀
る
祭
式
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
、
古
代
日
本
の
神
観
を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
は
、「
神
」
が

死
者
「
祖
」
と
同
じ
く
飲
食
し
、
貴
重
な
品
々
を
喜
ぶ
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
五
世
紀
段
階
で
自
然
の
働
き
に
由

来
す
る
「
神
」
は
人
格
的
な
性
格
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
証
左
と
な
る
。

井
上
順
孝
氏
は
、
人
間
の
脳
の
認
知
構
造
と
擬
人
化
の
関
係
を
指
摘
す
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ガ
ス
リ
ー
氏
や
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
バ
レ
ッ

ト
氏
の
研
究
を
紹
介
し
て
い
る）
80
（

。
神
を
人
格
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
脳
の
認
知
構
造
の
特
徴
な
ら
ば
、
そ
れ
が
日
本
列
島
で
早

い
段
階
か
ら
行
わ
れ
て
も
問
題
は
な
い
。「
祖
」
と
「
神
」
へ
の
祭
式
の
共
通
性
か
ら
考
え
て
、『
記
紀
』
や
『
古
風
土
記
』
で
語
ら
れ
る

人
格
化
さ
れ
た
神
の
姿
は
、
す
で
に
五
世
紀
代
に
は
成
立
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

七
世
紀
の
変
化

こ
の
後
、
七
世
紀
を
通
じ
て
古
墳
は
大
き
く
変
化
し
た
。
前
方
後
円
墳
は
造
ら
れ
な
く
な
り
、
主
に
八
角
墳
や
方
墳
へ

と
変
化
す
る
。
埋
葬
施
設
で
は
、
横
口
式
石
槨
が
七
世
紀
中
頃
以
降
に
普
及
し
、
薄
葬
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
81
（

。
横
口
式
石
槨
の

内
部
空
間
は
棺
を
お
さ
め
る
ス
ペ
ー
ス
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
古
墳
時
代
を
通
じ
て
受
け
つ
が
れ
て
き
た
、
遺
体
と
と

も
に
多
様
な
副
葬
品
を
お
さ
め
る
伝
統
は
消
滅
す
る
。
こ
れ
ら
変
化
は
、
和
田
晴
吾
氏
が
指
摘
す
る
「
据
え
る
棺
」
か
ら
「
運
ぶ
棺
」
へ
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の
変
化
に
対
応
す
る
。
そ
の
結
果
、
古
墳
は
死
者
を
祀
る
場
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
、
遺
体
を
安
置
す
る
墓
へ
と
変
化
す
る
。
そ
の
儀

礼
・
祭
祀
の
機
能
は
、
ど
こ
に
継
承
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
候
補
の
一
つ
が
、「
祖
神
」
に
飲
食
（
酒
食
）
を
供
え
祀
る
大
嘗
祭
で
あ
る
。

古
墳
が
大
き
く
変
化
し
た
直
後
、
天
武
天
皇
二
年
（
六
七
三
）
に
初
め
て
確
認
で
き
る）
82
（

。

天
皇
の
即
位
直
後
に
行
わ
れ
た
践
祚
大
嘗
祭
、
そ
の
大
嘗
宮
の
構
造
は
、『
儀
式
』『
延
喜
式
』
で
確
認
で
き
、
そ
れ
は
平
城
宮
朝
堂
院

の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
八
世
紀
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
大
嘗
宮
は
悠
紀
・
主
基
の
二
院
か
ら
な
り
、
と
も
に
周

囲
を
柴
垣
で
区
画
・
遮
蔽
し
、
両
院
が
接
す
る
部
分
に
南
北
の
門
を
開
け
、
中
を
遮
蔽
す
る
屏
籬
を
立
て
る
。
南
北
の
門
に
は
、
各
々
、

神
盾
二
枚
、
鉾
四
本
を
並
べ
る
。
柴
垣
内
に
は
両
院
と
も
祖
神
へ
と
飲
食
を
供
す
る
正
殿
を
建
て
、
北
側
に
供
膳
を
準
備
す
る
臼
屋
と
膳

屋
、
南
に
厠
を
配
置
す
る）
83
（

。

古
墳
と
比
較
す
る
と
、
大
嘗
宮
の
構
造
は
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
前
半
に
成
立
す
る
円
筒
埴
輪
・
盾
形
・
靫
形
埴
輪
な
ど
の
区
画

内
に
複
数
の
家
形
埴
輪
を
置
く
形
と
類
似
し
、
祭
祀
の
内
容
は
、
五
世
紀
中
頃
以
降
に
成
立
す
る
、
中
心
人
物
に
飲
食
を
供
献
し
外
縁
部

に
盾
持
ち
人
を
配
す
る
人
物
埴
輪
群
と
共
通
す
る
。
六
世
紀
以
前
の
古
墳
に
再
現
さ
れ
て
い
た
、
祖
へ
の
祭
祀
と
祭
祀
の
場
の
状
況
は
、

七
世
紀
中
頃
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
「
祖
」
を
祀
る
「
嘗
」
の
祭
祀
と
一
体
化
し
、
新
た
な
大
嘗
祭
と
し
て
七
世
紀
後
半
に
再
編
成
さ
れ
て

継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

祖
に
対
す
る
祭
祀
は
、
大
王
・
天
皇
の
「
大
嘗
祭
」
だ
け
に
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
古
墳
を
造
り
「
祖
」
を
祀
っ
て

き
た
多
く
の
氏
族
で
も
継
承
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
記
憶
と
信
仰
は
、祖
神
（
死
者
）
を
飲
食
で
饗
応
し
祀
る
と
い
う
共
通
点
か
ら
、

『
常
陸
国
風
土
記
』
の
神
祖
尊
の
伝
承
、『
令
集
解
』
月
次
祭
の
註
に
あ
る
「
宅
神
祭
」、
そ
し
て
『
日
本
霊
異
記
』
の
霊
へ
の
饗
応
・
拝

礼
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
古
墳
と
「
祖
」
へ
の
儀
礼
・
祭
祀
が
大
き
く
変
化
し
た
七
世
紀
。
そ
の
他
の
祭
祀
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
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一
つ
は
、
幣
帛
の
最
終
的
な
成
立
で
あ
り
、
一
つ
は
神
籬
か
ら
神
宮
へ
の
変
化
で
あ
る
。
幣
帛
は
、
五
世
紀
以
来
の
遺
物
組
成
を
基
礎
と

し
て
七
世
紀
中
頃
以
降
に
再
編
成
さ
れ
、
律
令
期
の
幣
帛
が
成
立
す
る）
84
（

。
ま
た
、
神
霊
を
象
徴
す
る
鏡
・
刀
剣
な
ど
を
奉
安
し
、
祭
祀
の

場
を
区
画
・
遮
蔽
す
る
「
神
籬
」（
神
の
籬
）
は
、
七
世
紀
中
頃
の
前
期
難
波
宮
の
建
物
配
置
の
影
響
を
受
け
、
七
世
紀
後
半
に
は
「
神
宮
」

（
神
の
宮
）
が
成
立
す
る
。
四
世
紀
前
半
、
秋
津
遺
跡
の
区
画
遮
蔽
施
設
の
伝
統
が
、
新
た
な
宮
殿
建
築
の
形
に
合
わ
せ
て
整
え
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る）
85
（

。
こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
（
六
五
八
）
の
出
雲
の
神
宮
修
造
や
、『
常
陸
国
風
土
記
』

香
島
郡
条
の
天
智
朝
に
お
け
る
神
宮
修
造
記
事
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
伊
勢
の
神
宮
も
、
七
世
紀
中
頃
の
孝
徳
朝
に
神
郡
が
成
立

し
て
以
降
、
神
宮
の
整
備
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う）
86
（

。

七
世
紀
の
中
頃
か
ら
後
半
、
儀
礼
・
祭
祀
の
体
制
は
大
き
く
変
化
し
再
編
成
さ
れ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
古
墳
は
変
化
し
て
い
た
。

古
墳
の
変
化
は
、
単
に
、「
薄
葬
令
」
と
の
関
係
だ
け
に
矮
小
化
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
古
代
国
家
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
、「
祖
」
へ

の
儀
礼
・
祭
祀
を
国
家
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
体
系
化
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
直
結
し
て
い
た
。
そ
れ
に
応
え
る
形
で
、
七
世

紀
末
期
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、『
古
事
記
』
の
「
祖
」、『
日
本
書
紀
』
の
「
上
祖
・
遠
祖
・
始
祖
」
の
記
述
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

黄
泉
の
国
の
位
置
づ
け

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
古
事
記
』
の
「
黄
泉
の
国
」
説
話
は
、い
か
に
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

横
穴
式
石
室
が
盛
行
し
た
六
世
紀
後
半
ま
で
、
古
墳
は
被
葬
者
＝
死
者
（
祖
）
を
お
さ
め
祀
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
の
性
格

は
、
副
葬
品
や
埴
輪
群
の
様
相
か
ら
三
・
四
世
紀
以
来
の
系
譜
と
伝
統
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
横
穴
式
石
室
も
、
古
墳
被
葬
者

＝
「
祖
」
の
居
る
場
所
で
あ
り
、
飲
食
を
供
献
す
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
『
古
事
記
』
の
「
黄
泉
の
国
」
説
話
は
、
古
墳
が
「
祖
」
の
祭
祀
の
場
と
し
て
機
能
を
失
っ
た
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀

初
頭
に
か
け
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、『
古
事
記
』
の
「
黄
泉
の
国
」
説
話
は
、
黄
泉
の
国
と
死
者
を
穢
れ
た
存
在
と
し
て

強
調
し
て
描
く
。
こ
の
内
容
は
、「
被
葬
者
＝
祖
」
が
居
る
場
所
で
あ
り
、
自
ら
に
つ
な
が
る
「
祖
」
を
祀
る
場
所
で
あ
っ
た
古
墳
や
横
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穴
式
石
室
の
性
格
と
は
異
な
り
明
確
な
整
合
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

一
方
で
、
文
献
に
記
さ
れ
た
「
祖
・
死
者
」
へ
の
飲
食
供
献
は
、
古
墳
で
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
た
飲
食
供
献
の
儀
礼
と
極
め
て
整
合
性

が
高
い
。
つ
ま
り
、『
古
事
記
』
の
「
黄
泉
の
国
」
説
話
は
、
古
墳
の
祭
祀
・
儀
礼
的
な
要
素
が
喪
失
す
る
七
世
紀
後
半
、
そ
れ
ま
で
の

古
墳
と
は
別
の
脈
略
の
中
で
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
で
て
く
る
。

『
古
事
記
』
が
語
る
「
黄
泉
の
国
」
の
穢
れ
は
、
つ
づ
く
三
貴
子
の
誕
生
に
つ
な
が
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
天
照
大
神
を
含
む
三
貴

子
が
誕
生
す
る
に
は
、黄
泉
の
国
の
穢
れ
を
取
り
除
く
「
禊
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
古
事
記
』
の
文
脈
の
中
で
こ
そ
、「
黄

泉
の
国
」
は
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。『
古
事
記
』
の
「
黄
泉
の
国
」
の
み
を
抜
き
出
し
、
古
墳
や
横
穴
式
石
室
と
単
純
に
比
較
す
べ
き

で
は
な
い
。
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
・
祭
祀
の
前
後
の
系
譜
的
な
流
れ
と
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
た
死
者
・
祖
先
観
を
正
確
に
把
握
し
、
そ

れ
が
直
後
の
文
献
と
整
合
す
る
か
否
か
を
細
か
く
検
証
す
る
中
で
、
初
め
て
古
代
の
死
生
観
・
死
者
観
は
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
。

最
近
の
考
古
学
研
究
で
も
横
穴
式
石
室
と
黄
泉
の
国
説
話
を
結
び
つ
け
る
解
釈
は
支
配
的
で
あ
る
。和
田
晴
吾
氏
に
よ
る
九
州
系
の「
開

か
れ
た
石
室
」
の
解
釈
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
遺
体
を
石
棺
で
密
閉
せ
ず
石
室
内
に
安
置
す
る
形
と
大
陸
の
死
後
・
霊
魂
観
を
結
び
つ

け
、
そ
こ
を
舞
台
に
「
黄
泉
の
国
」
説
話
が
成
立
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
遺
体
を
石
棺
で
密
閉
し
な
い
の
は
九
州
に
限
ら
ず
、
東
国
、

本
論
で
取
り
あ
げ
た
綿
貫
観
音
山
古
墳
も
同
じ
だ
。
し
か
も
、そ
の
横
穴
式
石
室
で
は
伝
統
的
な
副
葬
品
が
遺
体
と
と
も
に
お
さ
め
ら
れ
、

飲
食
の
供
献
が
行
わ
れ
て
い
た
。
古
く
か
ら
の
系
譜
を
受
け
継
い
だ
死
者
へ
の
儀
礼
＝
「
祖
へ
の
祭
祀
」
で
あ
る
。「
開
か
れ
た
石
室
」

↓
「
大
陸
の
霊
魂
観
の
影
響
」
↓
「
黄
泉
の
国
説
話
の
成
立
」
と
い
う
図
式
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
死
者
・
祖
先
へ
の
考
え
方
は
古
墳
時
代
を
通
じ
て
少
な
か
ら
ず
変
化
し
た
。
五
世
紀
頃
に
は
「
祖
」
の
文
字
を
大
陸
か
ら
受

容
し
、
あ
わ
せ
て
儀
礼
の
形
を
整
備
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
遺
体
と
死
者
の
存
在
を
一
体
に
考
え
丁
重
に
扱
い
、
飲

食
を
供
え
る
儀
礼
・
祭
祀
の
形
は
、
古
墳
時
代
を
通
じ
て
伝
統
的
に
残
さ
れ
、
後
の
日
本
人
の
祖
先
祭
祀
へ
と
連
続
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
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仏
教
説
話
集
の
『
日
本
霊
異
記
』
が
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
人
が
仏
教
を
受
容
し
て
も
容
易
に
変
化
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

こ
れ
ま
で
、
古
墳
の
儀
礼
・
祭
祀
の
変
遷
を
考
古
学
的
に
た
ど
り
な
が
ら
、
古
代
の
死
者
・
死
後
観
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
本
論
の

結
論
は
、
次
の
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

◎ 

古
墳
時
代
を
通
じ
て
、
鏡
、
玉
、
武
器
・
武
具
、
農
・
工
具
か
ら
な
る
副
葬
品
を
遺
体
と
と
も
に
お
さ
め
、
飲
食
を
供
え
る
儀
礼
・
祭

祀
が
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。

◎ 

遺
体
と
死
者
の
存
在
は
一
体
で
理
解
さ
れ
、
不
適
切
な
対
応
に
は
祟
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
遺
体
は
丁
重
に
扱
わ
れ
た
。

◎ 

大
和
王
権
は
、
五
世
紀
代
に
は
「
祖
」「
天
下
」
の
文
字
を
受
容
し
、
あ
わ
せ
て
「
神
」「
祭
」
の
文
字
も
受
容
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
、
祭
祀
遺
跡
の
状
況
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
自
ら
の
系
譜
に
つ
な
が
る
死
者
・
祖
先
「
祖
」
と
、
国
家
領
域
「
天
下
」
に
お
け
る
自

然
環
境
の
特
別
な
働
き
「
神
」
を
「
祭
る
」
形
が
整
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

◎ 

死
者
（
祖
）
へ
と
飲
食
を
供
献
す
る
祭
祀
は
、
古
墳
が
変
質
し
た
七
世
紀
以
降
は
、
大
嘗
祭
や
祖
先
・
死
者
へ
の
儀
礼
・
祭
祀
の
中
に

受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
、
従
来
、
お
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
黄
泉
の
国
」
と
は
異
な
っ
た
、
古
代
の
死
者
観
・
死
後
観
が
見

え
て
く
る
。
黄
泉
の
国
と
古
墳
と
の
不
整
合
な
部
分
に
改
め
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

古
代
の
死
者
観
・
死
後
観
と
「
黄
泉
の
国
」
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
に
は
、
本
居
宣
長
以
来
の
国
学
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
は
否
定
で
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き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
は
、
宣
長
の
時
代
と
は
異
な
り
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
以
前
の
資
料
が
、
考

古
資
料
と
し
て
膨
大
に
蓄
積
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
『
記
紀
』
の
新
た
な
史
料
批
判
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
今
後
、
新
た

な
視
点
で
の
『
記
紀
』
研
究
が
展
開
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
論
が
、
そ
の
試
論
の
一
つ
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註
・
参
考
文
献

（
1
）
大
場
磐
雄
「
考
古
学
上
か
ら
み
た
わ
が
上
代
人
の
他
界
観
念
」『
大
場
磐
雄
著
作
集

第
三
巻

原
史
文
化
論
考
』
雄
山
閣

一
九
八
二

（
一
九
五
〇
年
初
出
）

（
2
）
近
藤
義
郎
『
前
方
後
円
墳
の
時
代
』
岩
波
書
店

一
九
八
三

（
3
）
広
瀬
和
雄
『
前
方
後
円
墳
国
家
』
角
川
書
店

二
〇
〇
三

（
4
）
辰
巳
和
弘
『
他
界
へ
翔
る
船
「
黄
泉
の
国
」
の
考
古
学
』
新
泉
社

二
〇
一
一

車
崎
正
彦
「
古
墳
祭
祀
と
祖
霊
観
念
」『
考
古
学
研
究
』
第
四
七
巻
第
二
号

二
〇
〇
〇

（
5
）
小
林
行
雄
「
黄
泉
戸
喫
」『
考
古
学
集
刊
』
第
2
冊

東
京
考
古
学
会

一
九
四
九

（
6
）
白
石
太
一
郎
「
こ
と
ど
わ
た
し
考
」『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集

創
立
三
十
五
周
年
記
念
』
吉
川
弘
文
館

一
九
七
五

（
7
）
土
生
田
純
之
『
黄
泉
国
の
成
立
』
学
生
社

一
九
九
八

（
8
）
註
2
に
同
じ
。

（
9
）
広
瀬
和
雄
「
装
飾
古
墳
の
変
遷
と
意
義
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
152
集

二
〇
〇
九

（
10
）
和
田
晴
吾
『
古
墳
時
代
の
葬
制
と
他
界
観
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
一
四

（
11
）
註
10
に
同
じ
。

（
12
）
註
3
に
同
じ
。

（
13
）
註
10
に
同
じ
。
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（
14
）
河
野
一
隆
「
石
製
模
造
品
の
編
年
と
儀
礼
の
展
開
」『
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
報
告
』
第
11
集

二
〇
〇
三

（
15
）
註
2
に
同
じ
。

（
16
）
水
野
正
好
「
埴
輪
芸
能
論
」『
古
代
の
日
本

第
2
巻

風
土
と
生
活
』
角
川
書
店

一
九
七
一

（
17
）
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」『
折
口
信
夫
全
集

第
三
巻

古
代
研
究
（
民
俗
學
篇
2
）』
中
央
公
論
社

一
九
七
五

（
18
）
若
狭
徹
「
人
物
埴
輪
再
考
―
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
形
象
埴
輪
の
実
態
と
そ
の
意
義
を
通
じ
て
」『
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳

史
跡
保
渡
田
古

墳
群

八
幡
塚
古
墳

保
存
整
備
事
業
報
告
書
』
群
馬
町
教
育
委
員
会

二
〇
〇
〇

（
19
）
高
橋
克
壽
『
埴
輪
の
世
紀

歴
史
発
掘
9
』
講
談
社

一
九
九
六

（
20
）
塚
田
良
道
『
人
物
埴
輪
の
文
化
史
的
研
究
』
雄
山
閣

二
〇
〇
七

（
21
）
森
田
克
行
『
よ
み
が
え
る
大
王
墓

今
城
塚
古
墳
』
新
泉
社

二
〇
一
一

（
22
）
註
4
、
辰
巳
文
献
。

（
23
）
白
石
太
一
郎
「
墓
と
他
界
観
」『
列
島
の
古
代
史
7

信
仰
と
世
界
観
』
岩
波
書
店

二
〇
〇
六

（
24
）
註
7
に
同
じ
。

（
25
）
註
10
に
同
じ
。

（
26
）
註
10
に
同
じ
。

（
27
）
岡
田
莊
司
『
大
嘗
の
祭
り
』
学
生
社

一
九
九
〇

（
28
）
折
口
信
夫
「
髯
籠
の
話
」『
折
口
信
夫
全
集

第
二
巻

古
代
研
究
（
民
俗
學
篇
1
）』
中
央
公
論
社

一
九
七
五
（
一
九
一
五
・

一
九
一
六
年
初
出
）

（
29
）
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
世
界
観
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
六

（
30
）
註
10
に
同
じ
。

（
31
）
笹
生
衛
『
日
本
古
代
の
祭
祀
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
一
二

（
32
）
土
生
田
純
之
「
始
祖
墓
と
し
て
の
古
墳
」『
古
文
化
談
叢

第
65
集

発
刊
35
周
年
・
小
田
富
士
雄
先
生
喜
寿
記
念
号
（
1
）』
九
州
古
文

化
研
究
会

二
〇
一
〇

（
33
）
穂
積
裕
昌
『
古
墳
時
代
の
喪
祭
と
祭
祀
』
雄
山
閣

二
〇
一
二

穂
積
裕
昌
「
祭
祀
遺
跡
と
古
墳
の
総
合
的
な
理
解
に
向
け
て
」『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
№
657

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
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二
〇
一
四

（
34
）
註
31
に
同
じ
。

（
35
）
井
上
順
孝
氏
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｂ
・
タ
イ
ラ
ー
が
示
し
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
一
神
教
へ
と
段
階
的
に
進
化
す
る
宗
教
進
化
論
に
つ
い
て
、

現
在
、
多
様
な
デ
ー
タ
の
蓄
積
に
よ
り
各
段
階
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
す
ら
難
し
く
な
っ
て
お
り
、「
今
の
段
階
で
は
、
進
化
論
は
、
あ

く
ま
で
一
つ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、
宗
教
展
開
を
理
解
す
る
手
助
け
に
と
ど
め
て
お
く
の
が
無
難
と
思
え
て
く
る
」
と
し
て
い
る
。
古
墳

時
代
の
信
仰
に
対
し
て
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
等
の
概
念
を
使
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
有
効
な
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

井
上
順
孝
「
宗
教
研
究
の
新
し
い
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
」『
21
世
紀
の
宗
教
研
究
』
平
凡
社

二
〇
一
四

（
36
）
広
瀬
和
雄
『
古
墳
時
代
政
治
構
造
の
研
究
』
塙
書
房

二
〇
〇
七

（
37
）
上
田
宏
範
・
中
村
春
寿
「
櫻
井
茶
臼
山
古
墳
」『
桜
井
茶
臼
山
古
墳

附
櫛
山
古
墳
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

一
九
六
一

「
桜
井
茶
臼
山
古
墳

第
7
・
8
次
調
査
概
要
報
告
」『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
初
期
都
宮
お
よ
び
王
墓
の
考
古
学
的
研
究
』
研
究
代
表
者
、

寺
沢
薫
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
）
二
〇
一
一

（
38
）
大
久
保
徹
也
「
古
墳
文
化
（
前
期
）」『
季
刊
考
古
学
第
70
号

特
集

副
葬
を
通
し
て
み
た
社
会
の
変
化
』
雄
山
閣

二
〇
〇
〇

（
39
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
第
35
冊

メ
ス
リ
山
古
墳
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

一
九
七
七

（
40
）
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
編
『
紫
金
山
古
墳
と
石
山
古
墳
』
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館

一
九
九
三

（
41
）
高
橋
克
壽
「
特
論

埴
輪
」『
列
島
の
古
代
史

専
門
技
能
と
技
術
』
岩
波
書
店

二
〇
〇
六

（
42
）
石
田
茂
輔
「
日
葉
酢
媛
命
御
陵
の
資
料
に
つ
い
て
」『
書
陵
部
紀
要
』
第
一
九
号

一
九
六
七

（
43
）
加
古
川
市
教
育
委
員
会
編
『
行
者
塚
古
墳

発
掘
調
査
概
報
』
加
古
川
市
教
育
委
員
会

一
九
九
七

（
44
）
群
馬
町
教
育
委
員
会
編
『
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳

史
跡
保
渡
田
古
墳
群

八
幡
塚
古
墳

保
存
整
備
事
業
報
告
書
』
群
馬
町
教
育
委
員
会

二
〇
〇
〇

（
45
）
註
18
に
同
じ
。

（
46
）
埼
玉
県
教
育
委
員
会
編
『
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
』
埼
玉
県

一
九
八
〇

小
川
良
祐
・
狩
野
久
・
吉
村
武
彦
編
『
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
と
そ
の
時
代

埼
玉
稲
荷
山
古
墳
』
山
川
出
版
社

二
〇
〇
三

稲
荷
山
古
墳
お
よ
び
金
象
嵌
（
金
錯
）
銘
鉄
剣
に
関
す
る
記
述
は
、
右
文
献
に
よ
る
。

271

            



古墳の儀礼と死者・死後観

（
47
）
註
20
に
同
じ
。

（
48
）
高
橋
克
壽
「
王
権
と
埴
輪
生
産
」『
埴
輪
群
像
の
考
古
学
』
青
木
書
店

二
〇
〇
八

（
49
）
㈶
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
編
『
綿
貫
観
音
山
古
墳
Ⅰ
―
墳
丘
・
埴
輪
編
―
』
㈶
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

一
九
九
八

群
馬
県
教
育
委
員
会
・
㈶
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
編
『
綿
貫
観
音
山
古
墳
Ⅱ
―
石
室
・
遺
物
編
―
』
群
馬
県
教
育
委
員
会
・
㈶

群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

一
九
九
九

（
50
）
白
石
太
一
郎
「
人
物
埴
輪
群
は
何
を
語
る
か
」『
埴
輪
群
像
の
考
古
学
』
青
木
書
店

二
〇
〇
八

（
51
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
斑
鳩

藤
ノ
木
古
墳

第
一
次
調
査
報
告
書
』
斑
鳩
町
・
斑
鳩
町
教
育
委
員
会

一
九
九
〇

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
斑
鳩

藤
ノ
木
古
墳

第
二
・
三
次
調
査
報
告
書
』
斑
鳩
町
・
斑
鳩
町
教
育
委
員
会

一
九
九
五

（
52
）
註
21
に
同
じ
。

（
53
）
河
上
邦
彦
「
Ⅱ-

２

横
穴
式
石
室
と
家
形
石
棺
」『
大
和
の
古
墳
Ⅱ
』
近
畿
日
本
株
式
会
社

二
〇
〇
六

（
54
）
米
川
仁
一
「
奈
良
県
御
所
市
秋
津
遺
跡
の
祭
祀
関
連
遺
構
」『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
№
657

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社

二
〇
一
四

（
55
）
『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
六
年
条
「
天
照
大
神
・
倭
大
國
魂
、
二
の
神
を
、
天
皇
の
大
殿
の
内
に
並
祭
る
。
然
し
て
其
の
神
の
勢
を
畏
り
て
、

共
に
住
み
た
ま
ふ
に
安
か
ら
ず
。
故
、
天
照
大
神
を
以
て
は
豊
鍬
入
姫
命
に
託
け
ま
つ
り
て
、
倭
の
笠
縫
邑
に
祭
る
。
仍
り
て
磯
堅
城
の
神

籬
（
此
を
ば
比
莽
呂
岐
と
云
ふ
）
を
立
つ
」 

（
56
）
「
神
籬
」
と
榊
を
結
び
つ
け
る
最
も
早
い
も
の
は
、
一
三
世
紀
、『
釈
日
本
紀
』
の
説
で
、
古
代
の
神
籬
が
榊
を
指
す
と
は
断
定
で
き
な
い
。

む
し
ろ
、
近
年
の
考
古
資
料
か
ら
は
、
古
代
の
祭
祀
と
区
画
・
遮
蔽
施
設
と
の
密
接
な
関
連
性
が
指
摘
で
き
る
。

笹
生
衛
「
総
論

祭
祀
考
古
学
の
現
状
と
課
題
」『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
№
657

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社

二
〇
一
四

（
57
）
岡
田
莊
司
・
笹
生
衛
編
『
事
典

神
社
の
歴
史
と
祭
り
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
一
三

（
58
）
徳
田
誠
志
他
「
神
功
皇
后

狭
紀
盾
列
池
上
陵
墳
塋
裾
護
岸
そ
の
他
整
備
工
事
区
域
の
調
査
お
よ
び
墳
丘
外
形
調
査
」『
書
陵
部
紀
要
』

第
五
六
号

二
〇
〇
五

（
59
）
田
中
良
之
「
第
6
章
、
第
3
節

中
村
1
号
墳
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
」『
中
村
1
号
墳
』
出
雲
市

二
〇
一
二

（
60
）
註
59
に
同
じ
。

（
61
）
小
泉
道
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

日
本
霊
異
記
』
新
潮
社

一
九
八
四

（
62
）
中
村
史
『
日
本
霊
異
記
と
唱
導
』
三
弥
井
書
店

一
九
九
五
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（
63
）
註
31
に
同
じ
。

（
64
）
秋
本
吉
郎
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

風
土
記
』
岩
波
書
店

一
九
五
八

（
65
）
註
31
に
同
じ
。

（
66
）
高
橋
一
夫
『
埼
玉
古
墳
群

鉄
剣
銘
一
一
五
文
字
の
謎
に
迫
る
』
新
泉
社

二
〇
〇
五

（
67
）
註
31
に
同
じ
。

（
68
）
註
31
に
同
じ
。

（
69
）
註
20
に
同
じ
。

（
70
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
付
属
博
物
館
編
『
水
と
祭
祀
の
考
古
学
』
学
生
社

二
〇
〇
五

穂
積
裕
昌
『
古
墳
時
代
の
喪
祭
と
祭
祀
』
雄
山
閣

二
〇
一
二

（
71
）
松
坂
市
教
育
委
員
会
編
『
三
重
県
松
坂
市
宝
塚
町
・
光
町
所
在

史
跡
宝
塚
古
墳

保
存
整
備
事
業
に
伴
う
宝
塚
1
号
墳
・
宝
塚
2
号
墳

調
査
報
告
』
松
坂
市
教
育
委
員
会

二
〇
〇
五

（
72
）
倉
野
憲
司
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

古
事
記

祝
詞
』
岩
波
書
店

一
九
五
八

（
73
）
西
藤
清
秀
「
Ⅲ-

２
木
の
埴
輪
」『
大
和
の
古
墳
Ⅱ
』
近
畿
日
本
株
式
会
社

二
〇
〇
六

（
74
）
東
村
純
子
『
考
古
学
か
ら
み
た
古
代
日
本
の
紡
織
』
六
一
書
房

二
〇
一
一

（
75
）
下
野
市
教
育
委
員
会
編
『
甲
塚
古
墳
―
下
野
国
分
寺
跡
史
跡
整
備
関
連
発
掘
調
査
報
告
書
―
』
下
野
市
教
育
委
員
会

二
〇
一
四

（
76
）
竹
内
照
夫
『
新
釈
漢
文
大
系
28

礼
記

中
』
明
治
書
院

一
九
七
七

（
77
）
「『
宋
書
』
巻
九
七

夷
蛮
伝
・
倭
国
（『
宋
書
』
倭
国
伝
）」
石
原
道
博
編
訳
『
新
訂

魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
宋
書
倭
国
伝
・
隋

書
倭
国
伝
』
岩
波
書
店

一
九
五
一

（
78
）
笹
生
衛
「
古
代
祭
祀
の
形
成
と
系
譜
―
古
墳
時
代
か
ら
律
令
時
代
の
祭
具
と
祭
式
―
」『
古
代
文
化
』
第
六
五
巻
第
三
号

二
〇
一
三

（
79
）
岡
田
莊
司
「
古
代
の
天
皇
祭
祀
と
災
い
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
二
巻
九
号

二
〇
一
一

（
80
）
註
35
、
井
上
文
献
。

（
81
）
註
53
に
同
じ
。

（
82
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
二
年
十
二
月
五
日
条
「
大
嘗
に
侍
奉
れ
る
中
臣
・
忌
部
及
び
神
官
の
人
等
、
并
て
播
磨
・
丹
波
、
二
つ
の
國
の

郡
司
、
亦
以
下
の
人
夫
等
に
、
悉
に
禄
賜
ふ
」
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（
83
）
註
27
、
岡
田
文
献
。

渡
邊
直
彦
校
注
『
神
道
大
系

朝
儀
祭
祀
編
一

儀
式
・
内
裏
式
』
㈶
神
道
大
系
編
纂
会

一
九
八
〇

（
84
）
註
78
に
同
じ
。

（
85
）
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
か
ら
復
元
で
き
る
伊
勢
神
宮
の
建
物
配
置
は
、
御
形
の
御
鏡
を
奉
安
す
る
正
殿
を
、
五
重
の
垣
で
区
画
し
、
建
物

と
垣
は
、
正
殿
を
通
る
南
北
軸
を
中
心
に
左
右
対
照
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
正
殿
の
南
、
第
三
重
に
は
儀
礼
用
の
広
い
空
間
を
設
け
る
。

こ
の
建
物
配
置
は
、
七
世
紀
中
頃
に
成
立
す
る
前
期
難
波
宮
の
内
裏
と
朝
堂
院
の
構
造
と
類
似
す
る
。
神
宮
の
正
殿
を
内
裏
前
殿
に
対
応
さ

せ
る
と
、
第
三
重
は
朝
堂
院
の
朝
庭
に
対
応
す
る
。

福
山
敏
男
『
神
宮
の
建
築
に
関
す
る
史
的
調
査
』
造
神
宮
司
廳

一
九
四
〇

財
団
法
人
大
阪
市
文
化
財
協
会
編
『
難
波
宮
址
の
研
究

第
十
三
―
前
期
・
後
期
朝
堂
院
の
調
査
―
』
財
団
法
人
大
阪
市
文
化
財
協
会

二
〇
〇
五

（
86
）
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』「
神
郡
度
會
・
多
氣
・
飯
野
三
箇
郡
を
初
む
る
本
記
行
事
」
は
、
七
世
紀
中
頃
の
孝
徳
朝
に
神
郡
（
評
）
が
立
て
ら

れ
る
と
と
も
に
、「
大
神
宮
司
」
が
成
立
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
、
神
宮
の
祭
祀
組
織
が
再
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。

胡
麻
鶴
醇
之
・
西
島
一
郎
校
注
『
神
道
大
系

神
宮
編
一

皇
太
神
宮
儀
式
帳
・
止
由
氣
宮
儀
式
帳
・
太
神
宮
諸
雜
事
記
』
神
道
大
系
編

纂
会

一
九
七
九
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論
考
二

前
期
国
学
の
古
事
記
研
究

―
荷
田
春
満
の
古
事
記
注
釈
書
と
書
入
れ
本
に
つ
い
て
―

松
本

久
史

は
じ
め
に

國
學
院
大
學
21
世
紀
研
究
教
育
計
画
委
員
会
研
究
事
業
「『
古
事
記
』
の
学
際
的
・
国
際
的
研
究
」
の
な
か
で
、
研
究
史
に
お
け
る
近

世
期
、
特
に
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
以
前
の
古
事
記
研
究
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
既
に
、
近
世
前

期
の
古
事
記
研
究
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
概
観
さ
れ
て
お
り
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
特
に
「
国
学
の
四
大
人
」

の
鼻
祖
、
荷
田
春
満
の
古
事
記
研
究
に
焦
点
を
当
て
、
近
世
中
期
初
頭
の
前
期
国
学
に
お
け
る
古
事
記
研
究
の
解
明
に
努
め
た
い
。

筆
者
は
平
成
十
四
年
以
来
、『
新
編

荷
田
春
満
全
集
』
の
編
纂
お
よ
び
そ
れ
に
と
も
な
う
資
料
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
本
稿
で
は
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
出
史
料
と
、
従
来
知
ら
れ
て
き
た
も
の
と
の
比
較
分
析
か
ら
、
荷
田
春
満
の
古
事
記
研
究
の
実
態
を

更
に
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

研
究
史
の
概
要

こ
れ
ま
で
、
荷
田
春
満
の
古
事
記
研
究
に
関
し
て
は
、
注
釈
書
で
あ
る
『
古
事
記

記
』
と
、
春
満
の
訓
読
が
書
入
れ
ら
れ
た
古
事
記
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版
本
、
の
二
つ
の
方
面
か
ら
言
及
さ
れ
て
き
た
。

最
初
に
、
荷
田
春
満
の
古
事
記
研
究
の
内
容
が
具
体
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
六
年
に
『
古
事
記

記
』
が
、『
荷

田
全
集
』
第
六
巻
（
官
幣
大
社
稲
荷
神
社
編

吉
川
弘
文
館
）
に
翻
刻
さ
れ
て
以
降
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
享
保
十
四
年
に
春
満
の
甥
、
信

章
の
筆
写
に
な
り
、
春
満
の
生
家
、
東
羽
倉
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
注
釈
の
範
囲
は
古
事
記
全
巻
に
わ
た
る
が
、
部
分
的

で
あ
っ
て
全
文
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
以
降
、
研
究
者
た
ち
は
こ
の
『
古
事
記
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
春
満
の
古
事
記
研
究
を
考
察
し
て

い
っ
た
。

先
ず
、
石
井
庄
司
は
「
荷
田
家
三
代
の
古
事
記
研
究
」（『
古
典
考
究

記
紀
篇
』
第
一
書
房

昭
和
十
九
年
所
収
）
で
、『
荷
田
全
集
』

に
掲
載
さ
れ
た
『
古
事
記

記
』
を
紹
介
し
て
、
春
満
の
古
事
記
注
釈
が
真
淵
に
与
え
た
影
響
を
三
例
、
宣
長
へ
の
間
接
的
な
影
響
を
一

例
、
見
出
し
た
。
戦
後
以
降
、
鴻
巣
隼
雄
は
、「
近
世
の
古
事
記
研
究
」（『
古
事
記
大
成

研
究
史
篇
』
昭
和
三
十
一
年

平
凡
社
所
収
）

に
て
、『
古
事
記

記
』
を
紹
介
し
、

 

春
満
の
古
事
記
研
究
は
、
万
葉
集
の
生
ま
れ
る
原
資
と
し
て
の
、
記
紀
二
典
の
意
義
を
と
り
出
し
、
彼
以
後
に
輩
出
し
た
、
国
学
の

系
譜
に
属
す
る
古
事
記
研
究
を
、
誘
導
し
た
点
で
す
こ
ぶ
る
大
き
な
先
覚
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
（『
古
事
記
大
成

研
究
史
篇
』

九
三
〜
九
四
頁
）。

と
、
春
満
の
古
事
記
研
究
の
先
覚
者
と
し
て
の
意
義
を
挙
げ
、
さ
ら
に
植
松
茂
も
「
近
世
初
期
の
古
事
記
研
究
」（『
古
事
記
年
報
』
四

昭
和
三
十
二
年
六
月
所
収
）、
で
『
古
事
記
箚
記
』
に
お
け
る
春
満
の
注
釈
を
紹
介
し
て
、

 

春
満
は
日
本
紀
神
代
巻
を
主
と
し
て
そ
の
神
道
説
を
組
織
し
た
の
で
、
古
事
記
は
単
に
そ
の
参
考
資
料
と
な
つ
た
程
度
と
察
せ
ら
れ

る
。
日
本
紀
に
関
す
る
著
作
が
若
年
の
こ
ろ
か
ら
存
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
古
事
記
箚
記
が
晩
年
の
著
作
と
し
て
、
し
か
も
古
事

記
に
対
す
る
唯
一
の
著
書
と
し
て
存
在
す
る
の
も
さ
う
い
ふ
所
に
原
因
が
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
こ
の
書
は
中
世
神
道
か
ら
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ぬ
け
出
た
国
学
者
の
古
事
記
全
巻
に
対
す
る
註
釈
書
と
し
て
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
古
事
記
研
究
史
上
に
独
特
な

地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
ら
う
（『
古
事
記
年
報
』
四

二
九
〜
三
〇
頁
）

と
、
後
の
国
学
者
に
続
く
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
。
若
干
見
解
の
異
な
る
も
の
と
し
て
、
三
宅
清
は
、『
荷
田

春
満
の
古
典
学
』
第
二
巻
（
私
家
版

一
九
八
四
年
）
に
お
い
て
、
全
集
に
収
録
さ
れ
た
『
古
事
記

記
』
を
基
に
考
察
を
加
え
、
鼈
頭

古
事
記
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
、
ま
た
歌
謡
の
解
釈
の
一
部
に
つ
い
て
契
沖
の
厚
顔
抄
を
参
看
し
て
い
た
と
も
推
測
つ
つ
、

 

日
本
の
古
書
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
紀
と
共
に
三
指
に
屈
す
る
古
事
記
の
文
言
の
大
意
を
解
明
し
た
と
言
ふ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ

る
。
此
意
味
に
於
い
て
本
書
は
、
賀
茂
真
淵
本
居
宣
長
等
の
古
事
記
観
と
は
根
柢
を
異
に
す
る
も
の
」（『
荷
田
春
満
の
古
典
学
』
第

二
巻
一
二
九
丁
ウ
）

と
、
後
世
に
与
え
た
影
響
は
少
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
国
学
は
真
淵
か
ら
始
ま
り
、
荷
田
春
満
の
影
響
は
小
さ
い
と
す
る
三
宅

の
春
満
に
対
す
る
全
般
的
評
価
と
同
様
の
見
解
で
あ
り
、
少
数
派
の
意
見
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
春
満
訓
の
書
入
れ
本
に
つ
い
て
、
春
満
は
享
保
九
年
十
二
月
か
ら
十
年
正
月
に
か
け
、
幕
府
書
物
奉
行
下
田
師
古
の
求
め
に
応

じ
、
師
古
の
所
蔵
す
る
古
事
記
上
・
中
・
下
巻
に
校
訂
を
加
え
て
進
上
し
た
こ
と
が
、
享
保
十
年
正
月
二
十
八
日
付
の
師
古
宛
書
簡
（
翻

刻
は
佐
伯
有
義
編
『
宝
永
四
年
日
次
記
並
書
翰
集
』
荷
田
春
満
大
人
二
百
年
記
念
会

昭
和
十
二
年

一
三
頁
所
収
）
に
見
え
る
よ
う
に
、

そ
の
存
在
は
既
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
が
、
具
体
的
に
は
、

田
利
彦
に
よ
る
「
荷
田
春
満
の
古
事
記
研
究
―
『
東
丸
秘
点
古
事
記
』
小
考

―
」（『
古
事
記
年
報
』
四
、
所
収
）
に
お
い
て
、
春
満
の
訓
・
頭
注
が
書
入
れ
ら
れ
た
寛
永
版
本
の
古
事
記
上
・
中
・
下
巻
が
存
在
す
る

こ
と
が
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
浜
松
諏
訪
社
大
祝
、
杉
浦
国
頭
嫡
子
の
朋
理）

1
（

の
書
写
に
な
る
書
入
れ
本
が
浜
松
に
も
た
ら
さ
れ
、

享
保
十
七
年
に
遠
江
国
佐
野
郡
垂
木
郷
の
雨
桜
天
王
社
祠
官
、
山
崎
久
章
が
寛
永
版
本
に
書
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

田
は
享
保
九
・
十
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年
に
下
田
師
古
に
進
上
さ
れ
た
古
事
記
の
校
訂
本
を
基
に
、
朋
理
、
次
い
で
山
崎
久
章
へ
と
伝
承
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

中
村
啓
信
は
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
武
田
祐
吉
博
士
旧
蔵
本
（
武
田
文
庫
）
の
書
入
本
寛
永
版
古
事
記
が
春
満
訓
で
あ
る
こ
と
を

発
見
し
、
全
文
を
翻
刻
し
、
さ
ら
に

田
の
紹
介
し
た
山
崎
久
章
旧
蔵
本
と
、
そ
れ
と
は
別
に
、
三
河
国
吉
田
の
神
職
で
、
宣
長
門
人
の

鈴
木
梁
満）

2
（

の
旧
蔵
本
（
阪
本
龍
門
文
庫
蔵
）
の
二
本
の
春
満
訓
書
入
本
と
、
寛
永
版
本
、
鼈
頭
本
、
真
淵
書
入
本
と
の
比
較
対
照
を
一
覧

に
し
て
、『
荷
田
春
満
書
入
古
事
記
と
そ
の
研
究
』（
高
科
書
店

平
成
四
年
）
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
書
入
れ
諸
本
は
寛
永
版
本
本
文

に
朱
・
墨
・
藍
で
傍
訓
を
施
し
、
本
文
の
校
異
を
頭
注
に
施
す
と
い
う
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
朋
理
の
書
入
れ
本
を
山
崎
久
章
と
は

別
に
梁
満
が
書
写
し
、
そ
れ
を
同
人
門
人
の
大
林
吉
賢
が
安
永
三
年
に
書
写
し
た
も
の
が
武
田
文
庫
本
（
吉
賢
本
）
で
あ
り
、
山
崎
本
は

春
満
訓
に
後
年
の
真
淵
等
の
訓
・
注
を
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

中
村
の
詳
細
に
わ
た
る
研
究
に
よ
り
、
春
満
訓
古
事
記
の
全
貌
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
が
真
淵
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
も
実
証

さ
れ
た）

3
（

。
そ
の
結
果
、
宣
長
は
全
く
意
識
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
間
接
的
に
真
淵
を
通
じ
て
春
満
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と

も
明
ら
か
と
な
っ
た）

4
（

。
つ
ま
り
、
国
学
者
の
古
事
記
研
究
は
、
春
満
か
ら
真
淵
、
そ
し
て
宣
長
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
史
料
的
に

証
明
さ
れ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
国
学
研
究
史
上
に
お
い
て
大
き
な
発
見
で
あ
り
、
現
在
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
『
新
編

荷
田
春
満
全
集
』
に
お
け
る
調
査
に
よ
る
新
出
史
料

國
學
院
大
學
創
立
百
二
十
周
年
記
念
事
業
で
あ
る
『
新
編

荷
田
春
満
全
集
』
の
編
纂）

5
（

に
よ
り
、
平
成
十
四
年
以
降
開
始
さ
れ
た
東
丸

神
社
蔵
東
羽
倉
家
文
書
の
調
査
に
よ
っ
て
、
春
満
の
古
事
記
研
究
に
関
す
る
新
た
な
発
見
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

先
ず
は
、
春
満
門
人
で
秦
氏
系
の
稲
荷
社
祠
官
で
あ
る
大
西
親
盛
が
、
寛
永
版
本
に
筆
写
し
た
上
・
中
・
下
巻
書
入
れ
本
三
冊
が
発
見
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さ
れ
た）

6
（

。
形
式
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
三
本
の
書
入
れ
本
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
各
巻
に
は
親
盛
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
、
下
巻
末
尾
に

は

此
本
之
鼈
頭
並
傍
註
訓
点
者
随
東
麻
呂
先
生
之
考
案
以
朱
墨
書
記
者
也
子
孫
猥
勿
許
披
見
焉秦

親
（
花
押
）

と
、
親
盛
の
自
筆
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
春
満
訓
書
入
本
は
山
崎
本
・
梁
満
本
・
吉
賢
本
・
親
盛
本
の
四

本
と
な
っ
た
。

注
釈
書
に
つ
い
て
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
『
古
事
記
箚
記
』
以
外
の
注
釈
書
が
発
見
さ
れ
た
。『
古
事
記
抜
粋
』
と
、『
古
事
記

記

別
本
断
簡
』
と
の
二
本
で
あ
る
。
先
ず
は
、
こ
れ
ら
に
つ
き
、
紹
介
を
兼
ね
、
考
察
を
加
え
た
い
。

・ 「
古
事
記
抜
粋
」
東
丸
神
社
蔵
、文
書
番
号
Ａ
―
1
―
２
―
２（
7
）、
写
本
一
冊
、
仮
綴
、
後
装
の
共
紙
表
紙
に
、「
古
事
記
抜
粋
」
の
外
題
。

本
文
墨
付
二
十
三
丁
。

筆
跡
か
ら
、
作
成
者
は
春
満
の
弟
、
信
名
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
上
巻
か
ら
下
巻
ま
で
、
本
文
を
抄
出
し
て
若
干
の
注
釈
が
加
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、『
古
事
記
箚
記
』
と
比
較
す
る
と
注
釈
も
簡
略
で
あ
り
、
本
文
抄
出
の
み
の
箇
所
が
多
い
。
古
事
記
本
文
の
引
用
に

つ
い
て
は
、
丁
数
が
引
用
文
の
右
に
傍
書
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
存
す
る
全
て
の
春
満
訓
書
入
れ
本
で
あ
る
寛
永
版
本
と
は
一
致

せ
ず
、
鼈
頭
古
事
記
に
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鼈
頭
古
事
記
を
古
事
記
本
文
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
違
い
が
見
ら
れ
る
。
記
述

の
範
囲
と
し
て
は
、
序
文
は
な
く
、
鼈
頭
古
事
記
上
巻
の
第
一
丁
の
「
久
羅
下
那
洲
」
か
ら
始
ま
り
、
下
巻
四
十
一
丁
ウ
、
敏
達
天
皇
記

の
「
小
治
田
王
次
葛
城
王
」
ま
で
の
記
述
で
終
る
。
抽
出
さ
れ
た
本
文
の
箇
所
は
本
来
注
釈
が
あ
る
べ
き
所
で
あ
る
が
、
多
く
は
そ
れ
が

み
ら
れ
ず
、
忠
実
な
聞
書
き
と
い
う
よ
り
、
備
忘
の
た
め
の
メ
モ
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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し
か
し
、
若
干
の
注
釈
の
中
に
、『
古
事
記

記
』
を
補
う
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。

「
豊
雲
上
野
神
」
の
「
上
」
の
字
な
ど
声
調
を
示
す
文
字
に
つ
い
て
、
書
入
れ
本
で
は
す
べ
て
削
除
す
る
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
ず
、『
古
事
記

記
』
に
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
書
で
は
、

 

此
上
文
字
ヲ
記
タ
ル
ハ
後
人
ノ
傍
註
撰
者
ノ
平
上
去
ヲ
弁
註
ニ
テ
ハ
ナ
キ
也
因
茲
悉
不
記
ヲ
以
後
人
ノ
傍
註
ト
可
知
也
（
一
丁
オ
）

と
、
平
・
上
・
去
の
声
調
を
示
す
字
は
後
人
の
傍
註
で
あ
り
、
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
頬
那
藝
神
」

の
訓
に
つ
い
て
、「
頬
」
の
訓
読
と
し
て
鼈
頭
本
の
「
サ
」
で
は
な
く
、
書
入
本
で
は
「
ツ
ラ
」
の
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、『
古
事
記

記
』
に
は
言
及
が
な
い
。
本
書
で
は
、

都
良
那
藝
神
也
サ
ナ
キ
ト
云
点
ア
レ
ト
モ
サ
ノ
訓
難
心
得
音
ハ
ケ
フ
ノ
音
也
若
祁
那
キ
カ
未
一
決
也
（
一
丁
ウ
）

と
、一
定
の
留
保
を
し
つ
つ
も
、「
都
良
」
す
な
わ
ち
「
ツ
ラ
」
の
訓
を
与
え
て
い
る
。
寛
永
版
本
、鼈
頭
本
は
と
も
に
「
頬
」
の
訓
は
「
サ
」

で
あ
り
、
こ
の
「
ツ
ラ
」
の
訓
は
真
淵
に
も
踏
襲
さ
れ
、
宣
長
も
『
古
事
記
伝
』
で
採
用
し
て）

8
（

定
説
化
し
、
現
行
の
諸
本
に
も
採
用
さ
れ

て
い
る
。

本
書
と
『
古
事
記

記
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
判
然
と
は
し
な
い
が
、
例
え
ば
、
寛
永
版
本
上
4305
の）

9
（

「
宇
志
波
祁
流
」
の
解
釈
に
つ

い
て
、

 

此
宇
志
ハ
主
ト
云
意
ナ
ル
ヘ
シ
前
考
悪
神
ヲ
拂
鎮
ノ
義
ト
心
得
タ
レ
ト
モ
古
事
記
ノ
訳
ヲ
考
弁
ス
レ
ハ
其
所
ニ
主
ト
ナ
リ
坐
ノ
義
也

波
祁
流
波
幾
波
久
ノ
義
今
暫
可
待
後
考
也
（
五
丁
オ
）

と
あ
り
、
一
方
、『
古
事
記
箚
記）
10
（

』
で
は
、

 

宇
志
波
祁
流
ト
ハ
コ
ノ
語
未
詳
ト
ナ
リ
然
レ
ト
モ
ウ
シ
ハ
ヌ
シ
ト
云
義
ナ
ル
ヘ
シ
ト
ナ
リ
ソ
ノ
所
ヲ
領
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
主
ト
ナ
リ
テ

ソ
ノ
所
ヲ
領
ス
ル
ト
云
意
ナ
ル
ヘ
シ
サ
レ
ド
ハ
ケ
ル
ト
云
語
不
解
蓋
ハ
ク
ハ
拂
フ
ト
云
方
カ
ト
ナ
リ
主
ト
ナ
リ
テ
ソ
ノ
所
ヲ
ハ
ラ
ヒ
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平
シ
中
国
ト
云
コ
ト
カ
ト
也
（
二
十
一
丁
ウ
）

と
、
両
者
の
解
釈
を
比
較
す
れ
ば
、「
ハ
ク
」
の
解
釈
に
『
古
事
記
箚
記
』
の
ほ
う
が
若
干
の
進
展
あ
る
と
も
み
ら
れ
る
が
、
本
書
は
全

体
的
に
記
述
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
古
事
記
箚
記
』
よ
り
先
に
成
立
し
た
と
ま
で
は
断
定
で
き
な
い
。
ま
た
、上
2817
の
「
水
自
矢
」、

に
つ
い
て
、『
古
事
記
箚
記
』
に
お
い
て
は
、

 

水
自
二
字
モ
一
本
作
氷
目
二
字
コ
レ
ニ
随
フ
ト
キ
ハ
打
二
離
テ
其
氷ヒ

目メ

矢ヤ
ヲ

一
ト
ヨ
ム
ヘ
シ
ヒ
メ
ヤ
ト
云
ハ
矢
別
ニ
ア
リ
ト
ミ
ユ
ル
也
然

レ
ト
モ
コ
ノ
所
難
一
決
ト
ナ
リ
（
十
二
丁
ウ
）

と
、
別
の
矢
（
秘
め
た
矢
と
い
う
意
味
か
）
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
、

 

氷
目
矢
ハ
大
矢
ニ
対
テ
云
語
歟
小
矢
ト
見
エ
タ
リ
万
葉
集
十
六
巻
乞
食
ノ
歌
ニ
比
米
加
夫
良
八
多
婆
左
弥
ト
ア
ル
モ
小
矢
ノ
義
ト
見

エ
タ
リ
高
垣
ヒ
メ
カ
キ
ノ
語
モ
ア
リ
但
シ
鏑
矢
ノ
コ
ト
歟
延
喜
式
大
神
宮
式
ニ
姫
靭

―
箭
四
百
八
十
双
ト
ア
リ
（
三
丁
ウ
）

と
、
大
矢
に
対
す
る
小
矢
で
あ
る
と
、『
古
事
記

記
』
と
異
な
る
説
が
、
典
拠
を
引
き
な
が
ら
詳
細
か
つ
断
定
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
説
の
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
両
書
が
異
な
る
講
義
の
記
録
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

・ 『
古
事
記
箚
記

別
本
断
簡
』（
仮
題
）
東
丸
神
社
蔵
、文
書
番
号
Ａ
―
1
―
２
―
３
、
写
本
一
冊
、
近
代
の
白
ボ
ー
ル
紙
表
紙
で
後
装
。

無
題
、
仮
綴
。
全
六
丁
の
内
、
二
丁
半
分
が
古
事
記
注
釈
書
の
断
簡
で
あ
る
。

筆
跡
か
ら
『
古
事
記

記
』
と
同
じ
荷
田
信
章
筆
と
思
わ
れ
る
。
一
丁
目
に
「
古
事（
マ
マ
）
紀
中
之
巻
」
と
題
さ
れ
、神
武
天
皇
記
の
中
0105
「
豊

國
宇
沙
」
か
ら
中
1012
「
為
忌
人
」、
次
い
で
崇
神
天
皇
記
の
中
1905
「
神
床
」
か
ら
景
行
天
皇
記
の
中
3812
「
片
歌
也
」
の
注
釈
ま
で
を
範
囲
と

す
る
中
巻
の
一
部
分
の
断
簡
で
あ
る
。『
古
事
記
箚
記
』
同
様
に
本
文
を
抄
出
し
、
そ
の
下
に
注
釈
を
二
行
割
書
き
に
し
て
い
る
が
、
抄

出
の
箇
所
の
多
く
は
異
な
る
。
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本
書
と
『
古
事
記

記
』
と
共
通
の
抄
出
箇
所
を
比
較
し
て
み
る
と
、
垂
仁
記
の
中
2308
「
八
塩
折
之
紐
小
刀
」
に
つ
き
、

 
八
塩
折
之
紐
小
刀
ト
ハ
コ
ノ
コ
ト
ニ
一
決
ナ
ラ
ス
古
説
ニ
ヨ
ル
ニ
イ
ク
タ
ヒ
モ
カ
タ
ナ
ノ
キ
タ
ヒ
ヲ
ヨ
ク
シ
タ
ル
ヲ
八
シ
ホ
リ
ト
云

カ
ト
也
当
考
也
（
二
丁
オ
）

と
、
よ
く
鍛
え
た
刀
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、『
古
事
記
箚
記
』
で
は
、

 

八
塩
折
之
紐

―
ト
ハ
ヨ
ク
染
タ
ル
紐
ヲ
ツ
ケ
タ
ル
小
刀
ト
云
コ
ト
也
ヤ
シ
ホ
リ
ハ
ヤ
シ
ホ
リ
ト
云
コ
ト
也
ヒ
タ
モ
ノ
シ
ホ
リ
ソ
ム

ル
義
ニ
テ
ヤ
シ
ホ
リ
ト
ハ
云
ナ
リ
（
三
十
一
丁
オ
〜
ウ
）

と
、
染
色
し
た
紐
を
つ
け
た
小
刀
と
い
う
全
く
別
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
中
2704
の
「
葉
廣
熊
白
檮
」
に
つ
い
て
は
、

カ
シ
ノ
キ
ノ
名
也
柏
ノ
類
也
（
二
丁
ウ
）

と
あ
る
の
に
対
し
、『
古
事
記

記
』
は
、

葉
ノ
ヒ
ロ
キ
ク
マ
カ
シ
ト
云
義
也
カ
シ
ノ
内
ニ
ク
マ
カ
シ
ト
云
一
種
ア
ル
ナ
リ
（
三
十
二
丁
オ
）

と
、
若
干
詳
し
い
。
中
2908
の
「
石
祝
作
」
は
、
本
書
で
は
、

石
祝
作
ト
ハ
石
棺
ノ
コ
ト
ナ
リ
（
二
丁
ウ
）

と
、
あ
る
が
、『
古
事
記
箚
記
』
で
は

定
石
棺
作
ト
ハ
コ
ノ
后
ヲ
葬
ル
ト
キ
ニ
石
棺
ヲ
作
ル
モ
ノ
ヲ
サ
タ
ム
ト
云
ノ
意
ナ
リ
（
三
十
二
丁
ウ
）

と
、
特
に
断
り
も
な
く
本
文
の
「
祝
」
を
「
棺
」
に
改
め
、
説
明
は
『
古
事
記
箚
記
』
の
方
が
詳
細
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
の
印
象
は
『
古
事
記
箚
記
』
が
、
同
一
範
囲
の
中
で
よ
り
多
く
の
箇
所
を
抄
出
し
て
お
り
、
右
に
見
る
よ
う
な
同
一
箇
所

に
注
釈
が
あ
る
場
合
、
内
容
は
『
古
事
記
箚
記
』
の
方
が
詳
細
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
八
塩
折
」
の
解
釈
が
全
く
異
な
る
こ
と
か
ら
も
、

春
満
の
古
事
記
講
義
が
複
数
回
に
わ
た
り
催
さ
れ
、
本
書
は
『
古
事
記
箚
記
』
が
筆
録
さ
れ
た
講
義
よ
り
以
前
の
回
の
聞
書
で
あ
る
可
能
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性
も
あ
る
。

右
二
つ
の
新
出
の
古
事
記
注
釈
本
は
、
分
量
と
し
て
は
さ
し
て
多
い
も
の
で
は
な
く
、
考
察
の
材
料
と
し
て
多
く
を
提
供
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
春
満
の
古
事
記
講
義
が
複
数
回
催
さ
れ
、
説
が
更
新
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
『
古
事
記
箚
記
』
と
書
入
れ
本
と
の
関
係

『
荷
田
全
集
』
翻
刻
本
に
起
因
す
る
若
干
の
問
題

中
村
啓
信
は
、『
古
事
記
箚
記
』
と
吉
賢
本
の
比
較
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
こ
に
若
干
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
、
史
料
調
査
の

過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。『
荷
田
全
集
』
第
六
巻
所
収
の
『
古
事
記
箚
記
』
の
翻
刻
は
、
わ
れ
わ
れ
も
調
査
し
た
東
丸
神
社
所
蔵
の
原

本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
の
原
本
を
ひ
ら
が
な
交
じ
り
に
改
変
し
た
の
み
な
ら
ず
、
古
事
記
本
文
の
引
用
箇
所

に
つ
い
て
は
、
原
本
で
は
全
て
の
文
字
を
掲
出
せ
ず
、
縦
線
を
引
き
省
略
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
省
略
箇
所
を
翻
刻
で
補
入
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
仮
名
書
き
を
漢
字
に
改
め
た
り
、
本
文
の
翻
字
も
必
ず
し
も
原
本
に
忠
実
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
改
変
は
、
お
そ
ら
く
史
料
的
厳
密
さ
よ
り
通
読
の
利
便
性
を
優
先
し
た
当
時
の
編
集
方
針
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

特
に
本
文
の
文
字
の
異
同
を
検
討
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
の
中
村
論
文
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
と
な
る
。
全
集
の
補
入
・
改
変
し
た

文
字
に
依
拠
し
て
、
書
入
れ
本
と
『
古
事
記
箚
記
』
を
比
較
し
て
春
満
説
の
変
化
を
論
じ
て
い
る
箇
所
が
若
干
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
全

集
の
翻
刻
方
針
自
体
の
持
つ
問
題
で
あ
り
、
原
本
を
閲
覧
し
え
な
か
っ
た
状
況
で
は
や
む
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
係
る
全
集
の
性
格
に

起
因
し
た
問
題
点
に
つ
き
、
再
検
討
を
試
み
た
い
。
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・
上
2802

謂
菟
神
也

『
古
事
記

記
』
の
「
謂
菟
神
也
と
は
神
号
に
て
は
非
る
也
」
の
記
述
に
つ
き
、
吉
賢
本
・
梁
満
本
で
は
「
菟
当
作
兎
」
で
あ
る
の
に
、

『
古
事
記
箚
記
』
で
は
「
菟
」
の
文
字
に
戻
し
た
と
さ
れ
た
が
、（
中
村
前
掲
書
三
七
八
〜
三
七
九
頁
）、
原
本
で
は
「
兎
」
の
字
の
簡
略

体
と
思
し
き
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
（
十
二
丁
オ
）。

・
中
2716

以
伊
都
玖
之
祝
大
廷
乎

吉
賢
本
頭
書
に
は
、「
之
祝
」
を
「
祝
之
」
に
入
れ
替
え
る
指
示
が
見
ら
れ
、
廷
を
庭
に
改
め
る
頭
書
が
あ
る
。
し
か
し
、『
古
事
記
箚

記
』
の
表
記
は
版
本
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
語
の
入
れ
替
え
、
お
よ
び
「
廷
」
の
字
に
つ
い
て
の
「
庭
」
説
も
共
に
放
棄
さ
れ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
中
村
三
八
一
頁
）、
原
本
は
「
以
伊
都
玖
」
の
下
は
本
文
の
省
略
を
示
す
縦
線
で
あ
り
（
三
十
二
丁
ウ
）、
全
集
作

成
時
に
編
集
者
が
版
本
の
「
之
祝
大
廷
」
を
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
中
5817

此
者
神
字
礼
豆
玖
之
言
本
者
也

吉
賢
本
の
傍
訓
は
「
コ
ノ
カ
ミ
ハ
ウ
レ
ヅ
ク
」
と
な
る
。
こ
れ
も
『
古
事
記
箚
記
』
で
は
放
棄
さ
れ
た
と
す
る
が
（
中
村
三
八
三
頁
）、

『
古
事
記
箚
記
』
原
本
で
は
「
字
礼
豆
玖
之
言
本
者
也
」
の
箇
所
は
省
略
の
縦
線
が
あ
り
、
表
記
さ
れ
な
い
（
四
十
丁
ウ
）。

・
下
1801

阿
理
登
伊
波
婆
許
曽
爾

「
許
曽
爾
」
三
字
を
削
除
す
べ
き
と
す
る
吉
賢
本
等
の
方
針
が
『
古
事
記
箚
記
』
で
撤
回
さ
れ
た
と
す
る
が
（
中
村
三
八
三
頁
）、「
伊

波
婆
許
曽
爾
」
は
全
集
で
補
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
原
本
で
は
省
略
さ
れ
て
表
記
が
な
く
（
四
十
六
丁
オ
）、
撤
回
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

・
上
3217

曽
陀
多
岐

「
箚
記
で
春
満
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
叩
く
」
と
し
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。」（
中
村
三
九
〇
頁
）
と
あ
る
が
、
原
本
で
は
、「
タ
ヽ
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ク
ト
ハ
合
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
」
と
仮
名
書
で
あ
り
（
十
六
丁
ウ
）、
全
集
で
は
「
叩
く
」
に
改
変
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
叩
く
」
と
解

す
る
意
は
な
く
、
合
わ
せ
る
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
の
検
討
か
ら
、
中
村
啓
信
に
よ
る
、『
古
事
記
箚
記
』
が
書
入
れ
本
の
説
を
変
更
し
た
と
す
る
指
摘
の
多
く
は
、
全
集

の
翻
刻
に
起
因
す
る
も
の
と
判
明
し
た
。
そ
れ
ら
を
除
外
す
る
と
、
書
入
れ
本
と
『
古
事
記
箚
記
』
の
間
に
は
見
解
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど

み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
共
通
点
が
多
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

歌
謡
を
中
心
と
し
た
書
入
れ
本
と
『
古
事
記
箚
記
』
と
の
関
係

  

吉
賢
本
と
親
盛
本
の
比
較
に
関
し
、
中
村
啓
信
は
『
新
編

荷
田
春
満
全
集
』
第
一
巻
の
解
題
に
お
い
て
、
親
盛
本
の
朱
の
頭
書
部
が

吉
賢
本
に
ほ
ぼ
相
当
し
、
墨
書
の
頭
書
は
そ
の
後
に
親
盛
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
吉
賢
本
が
春
満
の
第
一
次
講
義
、
そ
の

後
の
第
二
次
講
義
を
加
え
た
も
の
が
親
盛
本
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る）
12
（

。

両
本
の
決
定
的
な
差
異
は
歌
謡
の
注
釈
に
関
し
み
ら
れ
る
。
親
盛
本
で
は
、
歌
謡
に
傍
訓
と
そ
の
右
に
傍
注
（
多
く
は
訓
に
相
当
す
る

漢
字
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
吉
賢
本
に
は
、
歌
謡
三
九
番）
13
（

以
降
の
傍
訓
が
全
く
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
単
純
な
書
写
の
欠
落

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
吉
賢
本
は
歌
謡
の
傍
訓
の
み
で
傍
注
が
一
切
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
吉
賢
本
で
も
傍
訓
の

欠
落
し
て
い
る
歌
謡
の
前
後
の
本
文
に
は
傍
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
歌
謡
の
解
釈
を
中
心
と
し
た
別
の
講
義
が
催
さ

れ
、
吉
賢
本
の
親
本
の
作
成
者
で
あ
る
杉
浦
朋
理
は
そ
の
回
に
は
参
会
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
歌
謡
の
訓
・
注
を
欠
い
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
吉
賢
本
の
訓
・
注
の
欠
落
か
ら
、
春
満
の
古
事
記
講
義
が
複
数
回
に
わ
た
っ
て
い
た
と
い
う
実
態
が
推

測
さ
れ
る
。
春
満
は
日
本
書
紀
神
代
巻
の
講
義
で
も
、
初
学
者
に
は
本
書
の
み
を
講
義
し
、
そ
の
後
に
一
書
の
講
義
を
行
う
と
い
う
形
式
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を
と
っ
て
お
り）
14
（

、
古
事
記
の
場
合
も
同
様
に
、
歌
謡
の
講
義
は
本
文
と
は
別
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

親
盛
本
に
見
ら
れ
る
歌
謡
の
傍
注
と
『
古
事
記
箚
記
』
の
注
釈
を
比
較
す
る
と
、
両
者
に
は
高
い
相
関
関
係
が
見
ら
れ
、
傍
注
と
『
古

事
記
箚
記
』
の
注
釈
の
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
左
の
一
覧
表
に
『
古
事
記
箚
記
』
で
特
徴
的
な
歌
謡
の
注
釈
が
な
さ

れ
て
い
る
箇
所
を
中
心
に
抽
出
し
、
親
盛
本
の
傍
注
と
一
致
す
る
箇
所
を
示
す
。

歌
謡
番
号
寛
永
版
本
該
当
箇
所

親
盛
本
傍
註

古
事
記
箚
記
注
釈

備
考

2

上3118

那
須
夜
伊
多
斗
遠

閉
戸

ナ
ス
ハ
サ
ス
ト
云
コ
ト
ニ
テ
ト
サ
ス
板
戸
ヲ
ト
云
コ
ト
ヲ
ナ

ス
ヤ
ト
ハ
云
タ
ル
モ
ノ
也

2

上3205

許
世
泥

殺

コ
ロ
セ
ト
云
コ
ト
ナ
リ

吉
賢
本
の
傍
注
「
乞
」

3

上3218

麻
那
賀
理

跨

俗
云
フ
ミ
ハ
タ
カ
リ
ト
云
コ
ト
也

吉
賢
本
左
傍
注
「
コ
マ
ヌ
キ
ノ
略

歟
手
ヲ
コ
マ
ヌ
ク
ト
イ
フ
カ
コ
ト

シ
」

4

上3308

牟
那

ナ
シ

宇
那
美
流
登
岐
婆

―
ト
ハ
ウ
ミ
ヲ
ミ
ル
ト
キ
ハ
ト
云
心
也

コ
レ
旅
行
ノ
コ
ト
ヲ
云
ナ
リ
旅
行
ノ
ト
キ
ハ
海
ナ
ト
ヲ
ミ
レ

ハ
タ
丶
ノ
キ
モ
ノ
モ
不
相
応
ナ
ト
云
ノ
コ
ゝ
ロ
ナ
リ

親
盛
本
傍
訓
「
ウ
ナ
」、頭
書
「
牟

当
作
宇
」

5

上3414

阿
夜
加
岐
能
布
波

文
墻
之
葺

阿
字
ハ
訶
字
ノ
誤
ニ
テ
萱カ

ヤ

カ
キ
ニ
テ
可
有
ト
ナ
リ
カ
ヤ
ニ
テ

作
リ
シ
カ
キ
萱
ニ
テ
葺
シ
屋
ノ
内
ニ
ト
云
意
也

親
盛
本
頭
書
に
「
阿
疑
訶
字
之
誤

乎
」・「
布
波
当
作
布
岐
」

5

上3414

牟
斯
夫
須
麻

ナ
シ

牟
斯
夫
須
麻
ト
ハ
暖
ナ
ル
衾
ト
云
コ
ト
也
ト
云
説
ア
リ
テ
ム

ス
ト
云
義
也
故
ニ
万
葉
ニ
モ
蒸
衾
ト
有
リ
然
レ
ト
モ
師
説
ニ

ハ
若
牟
字
宇
字
ノ
誤
ニ
テ
ウ
シ
フ
ス
マ
ト
云
コ
ト
ニ
ハ
ア
ラ

サ
ル
カ
ト
ナ
リ

親
盛
本
「
牟
」
の
字
の
右
傍
訓

「
ム
」、
左
傍
訓
「
ウ
」、
頭
書
「
牟

疑
宇
字
之
誤
乎
」

17

中0817

阿
米
都
々
知
杼
理

天
地
千
五
百
人

コ
ノ
歌
ノ
意
ハ
天
地
ノ
間
ニ
チ
タ
リ
五
百
タ
リ
ノ
人
有
テ
益

人
ノ
内
ニ
他
人
ハ
メ
サ
キ
モ
セ
ヌ
ニ
何
ト
テ
大
久
米
命
ハ
メ

サ
ケ
ル
ト
ト
ヒ
タ
ル
ウ
タ
ノ
コ
丶
ロ
ナ
リ
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42

中4914

毛
毛
豆
多
布

物
物

扨
モ
丶
ツ
タ
フ
ト
云
ニ
二
義
ア
リ
モ
丶
ツ
タ
フ
イ
ス
丶
ナ
ト

ト
モ
ツ
丶
ケ
モ
丶
ツ
タ
フ
ヌ
デ
ノ
ト
丶
モ
ツ
丶
ク
也
コ
ノ
傍

注
ノ
意
ニ
テ
ハ
物
々
ヲ
伝
フ
津
ト
云
義
ナ
リ

42

中5002

伊
知
比
韋

地
名

伊
知
比
韋
ト
ハ
コ
ノ
地
名

42

中5005

加
夫
都
久

焦
着

色
カ
ハ
リ
テ
外
ノ
イ
ロ
ツ
ク
コ
ト
ヲ
カ
ヒ
ツ
ク
ト
云
故
ニ
コ

ノ
カ
フ
ツ
ク
ト
云
モ
カ
ヒ
ツ
ク
ト
云
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ
コ
ゲ
ツ

キ
タ
ル
ト
キ
ハ
色
カ
ハ
ル
ユ
ヘ
焦
付
ト
云
モ
意
ハ
同
シ
コ
ト

ナ
レ
ト
モ
カ
フ
ツ
ク
ト
云
語
ヲ
コ
ゲ
ツ
ク
ト
云
詞
ニ
ハ
ミ
カ

タ
キ
ナ
リ

42

中5005

麻
用
賀
岐

真
湯
掻

今
俗
ニ
云
ユ
カ
ク
ト
云
ノ
ナ
リ

42

中5006

阿
被
志
斯

遇
兼
饗

阿
波
志
斯

―
ト
ハ
籠
ニ
入
テ
ユ
カ
キ
テ
饗
ス
ト
云
ニ
小
女

ニ
遇
ト
云
コ
ト
ヲ
兼
テ
ノ
タ
マ
ハ
ン
タ
メ
ニ
如
此
ク
云
ツ
丶

ケ
玉
フ
也

頭
注
「
被
当
作
波
」

43

中5105

本
都
毛
理

含

ホ
ツ
マ
リ
ト
云
ト
同
シ
ホ
ハ
発
語
也
ツ
マ
リ
ト
ハ
物
ノ
満
タ

ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
フ
ク
ム
ト
云
ト
同
シ
意
也

44

中5107

韋
具
比
宇
知

堰
杙
内
兼
打
之

杙
ヲ
打
ト
云
ト
井
ク
ヒ
ノ
内
ト
云
ト
ヲ
兼
テ
云
ナ
リ

57

下0414

佐
斯
夫

烏
草
樹

佐
斯
夫
ト
ハ
木
ノ
一
種
也
倭
名
ニ
烏
草
樹
ト
書
テ
サ
シ
フ
ト

訓
ス
然
レ
ト
モ
何
レ
ノ
木
ノ
コ
ト
丶
モ
不
知
ナ
リ
。

『
厚
顔
抄
』「
古
事
記
ニ
ハ
、
於
斐

陀
弖
流
佐
斯
夫
ト
ア
リ
、
所
生
立

烏
草
樹
ナ
リ
、
和
名
集
云
、
楊
氏

漢
語
抄
云
、烏
草
樹
佐
之
夫
乃
紀
」

（
契
沖
全
集
第
七
巻
五
〇
〇
頁
）

73

下0912

那
賀
美
古
夜

長
皇
子

那
賀
美
古
夜

―
ト
ハ
ナ
カ
キ
ト
云
ハ
称
美
ノ
云
也
ミ
コ
ト

ハ
天
皇
ノ
御
子
ノ
コ
ト
也

75

下1101

多
都
基
母

防
壁

多
都
碁
母
ト
ハ
壁
代
ナ
リ
タ
レ
ム
シ
ロ
ト
云
ノ
ナ
リ
倭
名
云

縛
壁
釈
名
云
縛
壁
以
席
縛
著
於
壁
也
漢
語
鈔
云
防
壁

78

下1503

許
在
許
曽
婆

右
に
「
今
夜
」、

左
に
「
今
朝
」

許
存
許
曽
婆
ト
ハ
今
モ
俗
忍
コ
ト
ヲ
コ
ソ

く
ト
云
ナ
リ
故

ニ
忍
フ
コ
ト
ヲ
古
語
ニ
モ
コ
ソ

く
ト
云
タ
ル
カ
ト
也
コ
ソ

ト
云
ヲ
今
夜
ト
釈
シ
タ
ル
ハ
キ
ノ
フ
ノ
コ
ト
ヲ
キ
ソ
ト
モ
云

故
コ
ヨ
ヒ
ノ
コ
ト
ヲ
コ
ソ
ト
モ
可
云
也
然
レ
ト
モ
忍
ヒ
カ
ク

ス
方
ノ
語
ト
ミ
ル
ヘ
キ
ナ
リ

頭
注
「
在
一
本
作
存
為
是
」

287

            



前期国学の古事記研究

87

下1705

夜
麻
多
豆
能

山
鐇
之

夜
麻
多
豆
能
ト
ハ
迎
ト
イ
ハ
ン
タ
メ
ノ
冠
句
也
ヤ
マ
タ
ツ
ト

ハ
杣
人
ノ
持
道
具
ノ
コ
ト
ナ
リ
杣
人
ノ
持
ヒ
ロ
刃
ノ

ヲ
タ

ツ
キ
ト
云
也

90

下2218

許
知
能
夜
麻

右
に
「
山
」、

左
に
「
山
名
一

義
云
此
山
」

許
知
能
夜
麻

―
ト
ハ
コ
チ
ト
云
ニ
二
義
ア
リ
此
山
ト
見
ル

ト
近
チ
ノ
山
ト
ミ
ル
ト
両
義
也

90

下2304
伊
久
美

気

曲
竹

伊
久
美

―
ト
ハ
イ
ク
ミ
タ
ケ
タ
シ
ミ
タ
ケ
ト
ハ
竹
ノ
名
カ

ト
也
又
ハ
イ
ク
ミ
ト
ハ
曲
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
イ
ク
ン
タ
ナ
ト
丶

云
ヘ
ハ
マ
カ
リ
タ
ル
タ
ケ
ト
云
コ
ト
カ

91

下2405

由
々
斯

忌
忌

忌
字
ヲ
ユ
ト
モ
訓
ス
尊
ミ
忌
ム
ノ
コ
丶
ロ
ナ
リ

93

下2411

都
久
夜

齋

都
久
夜

―
ト
ハ
イ
ツ
ク
心
也
イ
ツ
キ
祭
ル
義
也

101

下2902

麻
那
婆
志
良

鶺
鴒

麻
那

―
ト
ハ
鶺
鴒
ハ
ツ
丶
マ
ナ
ハ
シ
ラ
ト
訓
ス
ル
ユ
ヘ
マ

ナ
ハ
シ
ラ
ト
ハ
カ
リ
モ
云
ナ
リ

厚
顔
抄
「
鶺
鴒
ノ
和
名
ヲ
、
ニ
ハ

ク
ナ
フ
リ
・
ト
モ
ト
ツ
キ
ヲ
シ
ヘ

ト
リ
・
ト
モ
・
ト
ツ
キ
ト
リ
・
ト

モ
、
ツ
ツ
ナ
ハ
セ
ト
リ
・
ト
モ
ツ
、

マ
ナ
ハ
シ
ラ
・
ト
モ
云
ヘ
ハ
、
今

ツ
丶
ノ
訓
ハ
ナ
ケ
レ
ト
、
マ
ナ
ハ

シ
ラ
ハ
鶺
鴒
ナ
ル
ヘ
シ
」（
契
沖

全
集
五
八
九
頁
）

108

下3115

夜
布
士
麻
里

彌
柴
迫

夜
布
士
麻
里

―
ト
ハ
柴
ノ
コ
ト
ヲ
フ
シ
ト
云
也
マ
リ
ハ
セ

マ
ル
ナ
リ

こ
れ
ら
の
一
致
は
到
底
偶
然
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
講
義
聞
書
き
と
親
盛
の
歌
謡
の
訓
・
注
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

親
盛
本
と
『
古
事
記
箚
記
』
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
中
村
啓
信
は
解
釈
の
異
な
る
部
分
に
注
目
し
て
、
親
盛
本
の
歌
謡
書
入
れ
の

後
に
『
古
事
記
箚
記
』
が
成
立
し
て
い
る
と
推
測
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
歌
謡
六
十
五
番
「
夜
多
能
比
登
母
登
須
冝
波
」
の
「
須
冝
」
を
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親
盛
本
は
「
ス
キ
」
と
訓
み
、右
傍
に
「
杉
」
と
注
し
、左
傍
に
「
一
義
云
菅
」
と
記
し
て
い
る
が
、『
古
事
記
箚
記
』
で
は
菅
と
解
し
て
、

杉
説
を
採
ら
な
い
。
ま
た
、
歌
謡
百
番
「
伊
知
能
都
加
佐

比
那
閉
夜

」
で
、
親
盛
本
は
「
比
那
閉
夜

」
の
「
夜
」
に
「
屋
」
の
傍

訓
を
付
す
が
、『
古
事
記
箚
記
』
で
は
「
比
那
閉
夜

ト
ハ
ヒ
ナ
ミ
ノ
心
也
毎
日

く
ト
云
ノ
コ
丶
ロ
ナ
リ
ヤ
ニ
ハ
イ
ヤ
也
イ
ヨ
〳
〵
ノ

コ
コ
ロ
ナ
リ
」
と
、
親
盛
本
と
異
な
る
解
釈
が
見
ら
れ
る
（『
新
編

荷
田
春
満
全
集
』
第
一
巻

三
五
七
頁
）。

時
系
列
上
に
整
理
す
る
と
、
中
村
が
一
次
講
義
本
と
す
る
も
の
は
、
享
保
九
・
十
年
の
下
田
師
古
本
へ
の
書
入
れ
と
ほ
ぼ
同
様
と
推
定

さ
れ
、
杉
浦
朋
理
が
浜
松
に
も
た
ら
し
た
本
は
こ
れ
に
相
当
す
る
。
親
盛
本
は
更
に
歌
謡
を
中
心
と
し
た
後
の
講
義
を
反
映
さ
せ
た
も
の

で
あ
り
、
歌
謡
の
訓
・
注
が
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
ま
た
別
の
講
義
が
あ
っ
て
、
そ
の
記
録
が
『
古
事
記
箚
記
』
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か）
15
（

。
成
立
下
限
は
『
古
事
記

記
』
筆
写
の
享
保
十
四
年
八
月
十
四
日
以
前
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
享
保

九
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
、
古
事
記
講
義
が
複
数
回
催
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
述
し
た
新
出
の
古
事
記
注

釈
書
の
存
在
が
、
複
数
回
の
講
義
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

享
保
九
年
か
ら
十
四
年
の
間
は
、
春
満
は
幕
府
の
古
書
捜
索
、
真
偽
判
定
の
御
用
を
蒙
り
、
同
時
に
精
力
的
に
古
典
の
講
義
を
開
催
し

た
時
期
に
当
た
る
。
杉
浦
朋
理
を
は
じ
め
と
し
た
門
人
の
子
弟
が
上
京
、
寄
宿
し
て
、
春
満
の
教
え
を
受
け
て
い
た
。
著
名
な
「
創
学
校

啓
」
の
構
想
が
企
図
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

16
（

。
享
保
十
五
年
正
月
に
春
満
は
中
風
症
で
倒
れ
、
以
降
、

体
調
に
よ
り
講
義
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
時
期
こ
そ
は
春
満
の
学
問
の
集
大
成
期
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
春
満
は
複
数
回
の
古
事
記
講
義
を
開
催
し
た
こ
と
は
、
中
村
啓
信
が
吉
賢
本
と
親
盛
本
の
異
同
に
よ
っ
て
一
次
講
義
、
二
次
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講
義
を
想
定
す
る
こ
と
で
示
唆
し
て
い
る
が
、
新
出
の
信
名
お
よ
び
信
章
に
よ
る
古
事
記
注
釈
本
の
存
在
も
、
ま
た
そ
の
事
実
を
裏
付
け

て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
春
満
に
よ
っ
て
古
事
記
全
巻
に
わ
た
る
数
百
ヶ
所
の
本
文
校
訂
、
お
よ
び
訓
読
が
施
さ
れ
る
と
同
時
に
、
門
人
へ
の
注
釈

の
講
義
も
行
わ
れ
、
説
が
更
新
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
春
満
は
古
事
記
を
等
閑
視
せ
ず
、
研
究
を
進
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
記
紀
二
典
に
つ
き
、
春
満
は
古
事
記
よ
り
日
本
書
紀
神
代
巻
を
重
視
し
た
と
い
う
認
識
の
違
い
が
あ
り
、
た
と
え
古
事
記
理

解
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
い
え
る
価
値
転
換
は
真
淵
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
し
ろ
、
先
行
諸
説
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
真
淵

以
降
の
研
究
の
方
向
性
を
指
し
示
し
た
と
い
う
、春
満
の
古
事
記
研
究
史
上
の
位
置
づ
け
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

註（
1
）
朋
理
は
京
都
で
春
満
に
学
び
、
帰
郷
し
た
が
、
直
後
の
享
保
十
八
年
十
一
月
に
病
で
没
し
て
い
る
。
杉
浦
国
頭
・
朋
理
父
子
の
伝
記
に
つ

い
て
は
、小
山
正
『
賀
茂
真
淵
伝
』（
春
秋
社

昭
和
十
三
年
）、内
田
旭
『
杉
浦
国
頭
の
生
涯
』（
老
松
園

昭
和
十
六
年
）
を
参
照
。
な
お
、

山
崎
久
章
は
享
保
八
年
九
月
十
七
日
に
杉
浦
国
頭
に
入
門
し
て
い
る
。

（
2
）
鈴
木
梁
満
は
三
河
国
東
部
の
吉
田
家
配
下
の
神
職
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
宝
暦
四
年
、
杉
浦
国
頭
の
養
嗣
子
、
国
満
に
入
門
。

天
明
五
年
に
宣
長
に
入
門
す
る
も
、
翌
六
年
、
神
職
間
の
紛
争
に
よ
り
宣
長
か
ら
破
門
さ
れ
た
。
伝
記
に
つ
い
て
は
、
山
田
久
次
『
国
学
者

鈴
木
梁
満
』（
日
本
図
書
刊
行
会

平
成
九
年
）
を
参
照
。

（
3
）
真
淵
が
直
接
春
満
か
ら
古
事
記
の
教
え
を
受
け
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
中
村
は
石
井
庄
司
が
『
古
事
記

記
』
か
ら
春
満
か
ら
真
淵

の
影
響
を
三
例
を
挙
げ
た
の
み
に
対
し
て
、
春
満
の
訓
読
が
数
十
ヶ
所
以
上
も
真
淵
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
）
実
例
を
挙
げ
れ
ば
、序
文
の
、「
化
熊
出
爪
」
の
「
爪
」
を
「
穴
」
と
す
る
こ
と
や
（「
爪
は
字
を
写
し
誤
れ
る
な
り
。
山
か
穴
か
な
る
べ
し
」

『
古
事
記
伝
』
二
之
巻
）、
垂
仁
天
皇
記
の
中
2611
「
和
那
美
之
水
河
」
を
「
和
那
美
之
水
門
」
と
す
る
こ
と
（「
門
ノ
字
諸
本
に
川
と
作
る
は

誤
な
り
今
は
一
本
に
依
れ
り
」『
古
事
記
伝
』
二
十
五
之
巻
）、
仁
徳
天
皇
記
の
下
0812
「
玉
釵
」
を
「
玉
釧
」
に
改
め
る
な
ど
が
あ
る
（「
玉
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釧
は
、
釧
ノ
字
諸
本
に
釵
と
作
、
真
福
寺
本
に
は
釼
と
作
る
、
並
誤
な
り
、
師
の
釧
と
改
め
て
、
久
志
呂
と
訓
れ
た
る
ぞ
正
し
き
」『
古
事

記
伝
』
三
十
七
之
巻
）

（
5
）
全
十
二
巻
、
平
成
十
五
年
〜
二
十
二
年
、
お
う
ふ
う
よ
り
刊
行
。

（
6
）
『
新
編

荷
田
春
満
全
集
』
第
一
巻
（
平
成
十
五
年
刊
）
に
は
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
の
春
満
書
入
れ
の
寛
永
版
本
（
吉
賢
本
）
が

全
巻
カ
ラ
ー
写
真
版
で
収
録
さ
れ
、
同
巻
の
中
村
に
よ
る
解
題
で
は
親
盛
書
入
れ
本
上
巻
は
未
発
見
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
巻
刊
行
後
の
調

査
に
よ
り
、
上
巻
が
発
見
さ
れ
、
全
巻
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
親
盛
本
の
画
像
デ
ー
タ
は
「
近
世
に
お
け
る
前
期
国
学
の
総

合
的
研
究
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
（http://azum

am
aro-kokugakuin.jp/

）。

（
7
）
文
書
番
号
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
近
世
国
学
の
展
開
と
荷
田
春
満
の
史
料
的
研
究
』（
國
學
院
大
學
文
学
部

平

成
十
九
年
）
所
収
の
東
羽
倉
家
文
書
目
録
の
も
の
で
あ
る
。

（
8
）
「
此
字
無
可
訓
佐
、
或
保
々
或
都
良
二
訓
也
、
而
万
葉
訓
都
良
故
今
因
之
」（『
賀
茂
真
淵
書
入
本
古
事
記
』『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
二
十
六

巻

続
群
書
類
従
完
成
会

昭
和
五
十
六
年

一
六
頁
）、「
頬ツ

ラ
ナ那
藝ギ

ノ
神
、
頬ツ
ラ
ナ那
美ミ

ノ
神
。
名
ノ
義
、
頬
は
借
字
に
て
、
訓
は
和
名
抄
に
、

頬
和
名
豆ツ

良
と
あ
る
に
依
べ
し
。
万
葉
に
も
狭サ

丹ニ

頬ツ
ラ
フ相
な
ど
、
多
く
都ツ

良ラ

と
云
に
借
リ
て
書
り
」『
古
事
記
伝
』
五
之
巻
、

（
9
）
以
下
、
古
事
記
本
文
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
略
号
で
示
す
。
上
・
中
・
下
は
寛
永
版
本
の
巻
数
、
四
ケ
タ
の
数
字
は
、
上
二
ケ
タ
は
丁
数
、

三
ケ
タ
目
0
は
表
、
1
は
裏
、
四
ケ
タ
目
は
行
数
を
示
す
。

（
10
）
本
稿
に
お
け
る
『
古
事
記

記
』
の
引
用
は
全
て
東
丸
神
社
蔵
の
原
本
に
よ
っ
た
。

（
11
）
な
お
、
こ
の
説
は
真
淵
説
と
同
一
で
あ
る
。
真
淵
『
古
事
記
頭
書
』
で
は
、「
塩
ハ
借
字
に
て
、
紐
の
色
を
弥
入
染
た
る
也
、」（『
賀
茂
真

淵
全
集
』
第
十
六
巻
、
三
六
頁
）、
し
か
し
、
こ
の
説
を
宣
長
は
否
定
し
て
い
る
（「
師
の
万
葉
考
別
記
に
、
八
塩
の
衣
な
ど
云
と
同
く
て
、

八
塩
折
は
、
紐
の
色
を
云
と
云
れ
た
る
は
、
わ
ろ
し
、
小
刀
の
称
を
、
其
着
た
る
紐
の
色
以
て
云
べ
く
も
あ
ら
ず
」『
古
事
記
伝
』
二
十
四

之
巻
）。

（
12
）
た
だ
し
、
吉
賢
本
に
あ
る
頭
書
を
親
盛
本
が
欠
く
箇
所
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
両
本
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
全
て
の
部
分
に
お
い
て
吉
賢

本
が
先
行
す
る
と
ま
で
は
断
言
で
き
ず
、
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
、
吉
賢
本
と
親
盛
本
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
と
連
携

し
て
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
の
「「
國
學
院
大
學 

国
学
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
拠
点
と
す
る
国
学
の
『
古
事
記
』
解

釈
の
研
究
」
事
業
に
お
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
成
果
は
別
途
公
開
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
13
）
歌
謡
番
号
は
中
村
啓
信
訳
注
『
新
版

古
事
記
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

平
成
二
十
一
年
に
拠
っ
た
。
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（
14
）
春
満
の
講
義
聞
書
き
で
あ
る
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』（『
荷
田
全
集
』
第
六
巻
所
収
）
の
構
成
は
、
本
書
、
一
書
を
別
に
講
義
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
15
）
吉
賢
本
の
親
本
で
あ
る
朋
理
本
が
、
な
ぜ
親
盛
本
の
二
次
講
義
や
『
古
事
記

記
』
の
歌
謡
註
釈
を
反
映
し
て
い
な
い
の
か
に
つ
き
、
朋

理
は
享
保
十
二
年
十
月
か
ら
十
八
年
十
月
ま
で
京
都
に
留
学
し
て
お
り
、
そ
の
間
の
増
補
に
つ
い
て
知
り
う
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
理
由
に

つ
い
て
若
干
の
不
審
が
あ
る
が
、
山
崎
本
が
朋
理
の
帰
郷
以
前
の
享
保
十
七
年
に
書
写
さ
れ
て
お
り
、
浜
松
に
も
た
ら
さ
れ
た
朋
理
本
は
二

次
講
義
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
第
一
次
講
義
の
み
を
記
録
し
た
本
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
な
お
、
山
崎
本
上
巻
表
紙
裏
の
杉
浦
国
頭
識

語
に
は
「
享
保
壬
辰
季
春
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
該
当
す
る
干
支
は
存
在
し
な
い
。
先
行
説
は
「
壬
子
」
つ
ま
り
享
保
十
七
年
の
誤
り
か

と
推
測
し
て
い
る
が
、
辰
年
が
正
し
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
享
保
二
十
一
年
（
丙
辰
）
三
月
（
四
月
二
十
八
日
に
元
文
と
改
元
）
に
当
た
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
決
定
的
な
根
拠
は
欠
け
て
お
り
、
後
考
を
期
し
た
い
。

（
16
）
享
保
十
一
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
、春
満
が
学
校
設
立
を
構
想
し
、幕
府
に
上
申
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
と
い
う
拙
説
に
つ
い
て
は
、『
神

社
新
報
』
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
号
、
八
日
号
、
十
五
・
二
十
二
日
号
の
三
回
に
わ
た
り
連
載
し
た
、「『
創
学
校
啓
』
の
近
現
代
研
究

史
―
偽
造
説
を
め
ぐ
っ
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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註
（１） 平藤喜久子「外国人が見た古事記―130年目の古事記―」『國學院大學研

究開発推進機構紀要』第５号、2014年３月。pp.92（33）-78（47）

今回の翻訳リストの作成にあたっては、一橋大学大学院間永次郎氏にご協
力いただいた。記して御礼申し上げる。
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わかりにくくはないだろうか。日本人の人名は、たしかに漢字の意味も重要
であるが、音を重視して決めている場合もあり、かならずしもどちらかに決
定できるものでもない。
ヘルトの翻訳で注目されるのが神をSpiritと訳している点である。チェン

バレンはDeityと訳した。ほかにはGodと紹介するものもある。Spiritとい
う語は、一般には精霊という意味合いが強く、ギリシャ神話の神々のように
多神教の人格神的な神々はDeityとあらわされることが多い。はたして日本
の神はSpiritだろうか。Deityだろうか。もちろん違う文化の言語に訳する
際に、差異が生じるのは当然である。SpiritでもDeityでも「神」に完全に
対応するわけではない。では、ほかの文化の人々に「神」を理解してもらう
とき、それをどのように伝えるのがいいのだろうか。そもそも日本人の研究
者の間で「神」について共通理解はあるのだろうか。古事記研究者たちのな
かで、「神」概念について、十分な議論はなされているだろうか。ヘルトの
翻訳は、あらためてこの問題を論じる必要性を提示しているように思われる。
このように外国語への翻訳という観点から古事記をみることで、あらためて
日本語の問題が課題として問い返されることがある。

４．おわりに

古事記の翻訳は、海外の古事記研究の展開に資するだけではない。1300年
前に記された古事記は、日本人にとっても異文化であるという側面も持つと
いえるだろう。130年を越える古事記翻訳の積み重ねは、外国人が異文化で
ある日本の古代文化を理解しようとする挑戦の歴史でもあった。現代の日本
人の古代文化理解にも参考になる点は多いと考える。また、神の翻訳の問題
のように、翻訳された古事記をみることによって、日本の研究にどういう点
が足りないのかが明確化されることがある。上代語の音韻の問題も、ローマ
字化することによって日本語での研究以上に大きな意味を持つことになる。
古事記の研究を国際的に展開し、発信していくには、これまでの翻訳をよ

り詳しく検討していく必要があると考える。
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③ 古事記翻訳の課題
2014年にヘルトにより、新しい英訳が刊行された。チェンバレン、フィリッ

パイに続き、日本研究者による学術的な英訳として注目される。チェンバレ
ン、フィリッパイいずれも優れた日本研究者であるが、古事記の翻訳に関し
て言えば問題がないとはいえなかった。
たとえばチェンバレンの古事記は先に述べたように一部にラテン語を含ん

でいる。そして、神名や地名などの固有名詞の多くが漢字の意味を翻訳する
という形になっている。天照大神であれば、チェンバレンはHeaven-
Shining-Great-August-Deityとする。大国主神はThe Deity-Master- of-The-
Great Landである。神名の表記については、必ずしもすべて漢字の意味が
重要な意味を持つとは限らない。また古事記をこれから学ぼうとするものに
とって、「アマテラス」という語になじむ方がHeaven-Shining-Great-
August-Deityで知るよりも有益ではないかと考える。
フィリッパイの翻訳では、天照大神をAMA-TERASU-OPO-MI-KAMÏと

する。大国主神はOPO-KUNI-NUSIである。これは上代語の音韻にこだわっ
た表記である。上代語の音韻を再建しようという問題意識がある場合、ロー
マ字化する際には、その研究成果を反映したいと思うのは当然であろう。し
かし、初学者には現代の日本語の音韻で学ぶほうがよいのではないだろうか。
将来的に学生が日本で学習する可能性を考えてもそうだろう。上代語の音韻
が現代日本語のそれとは異なっているという話は、その次のステップの学習
で十分ではないかと思う。
このようにチェンバレン、フィリッパイの翻訳は優れているものの一長一

短があり、著作権が切れ、アクセスが容易であるという点で、チェンバレン
のほうがより活用されているという状況であった。そこにヘルトの英訳が刊
行されたのである。
ヘルトの翻訳では、神名の表記について、天照大神はHeaven Shining、

須佐之男命はRushing Raging Manとなっている。日本語のアマテラス、ス
サノオに相当する部分を訳したということだろう。チェンバレンよりは読み
やすいといえる。だが、安万侶をCalｍ Fellowとしている点は、かえって
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３．解説

① 古事記翻訳のはじまり
古事記のはじめての翻訳は、19世紀後半にヨーロッパで異文化、比較宗教

への関心が高まるなかで行われた。詳しくは他所で論じたので、ここでは簡
単に概観しておきたい

（1）

。
18世紀から19世紀にかけて、西欧では自文化以外の宗教への関心が高まっ

ていった。そこに登場したのがマックス・ミュラー（Friedrich Max 
Miiller，1823-1900）とタイラー（Edward Burnett Tylor,1832-1917）である。
宗教学の父といわれるマックス・ミュラー、また文化人類学の父といわれる
タイラー。宗教へのアプローチの仕方は違ったが、いずれも本格的に開国し
たばかりの日本の神話へ関心を寄せていたことがわかっている。そしてその
いずれとも親しく交流していたのが、チェンバレンであった。言語学者でも
あったチェンバレンは、本居宣長の『古事記伝』など日本の研究を参照しな
がら古事記に向き合い、英語に翻訳した。その翻訳は、直訳でわかりやすい
ものとなっており、ヨーロッパにおける神話研究、日本理解に貢献したいと
いう思いにもとづくものであった。
同じ時期、古事記のフランス語訳を

試みたのがレオン・ド・ロニ（Leon 
Lucien Prunol de Rosny,1837-1914）
である。日本を一度も訪れたことがな
かった彼は、日本から送られた本をも
とに、神代文字を用いて古事記の書き
下し文を記し、さらに神の文字という
連想からデーヴァナーガリー文字でも
記した。このような工夫がなされた独
創的なもので、独自の創造された古事
記を築き上げたといえよう。
ロニの翻訳は現在ではほとんど顧み
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1979 タイ語

‘Ā tho  n 
Fungthammasā n.; 
Surī  Sansirikun.; 
Mahā witthayā lai 

Thammasā t. Khana 
Sinlapasā t.; 

Mahā witthayā lai 
Thammasā t. 

Naksu’ksā  Wichā  
Phā sā  Yī pun.

Kō  hiki : tamnā n kaokǣ thī sut 
khō ̨ng Yī pun

Khana Sinlapasā t, 
Mahā witthayā lai 

Thammasā t

1979 スロバキア
語 Victor Kurups Kodziki: Japonske Myth Tatran

1982 ハンガリー
語 Kazar Lajos Ko-dzsi-ki : ré gi tö rté netek 

feljegyzé sei
Magyar Tö rté nelmi 

Tá rsulat

1983 シンハラ語 Abaya Aryasinghe Kojiki Gurupura Press

1986 ポーランド
語 Wiesław Kota  ski Kojiki czyli Ksi ga dawnych 

wydarze  .
Pa  st. Instytut 
Wydawniczy

1987 韓国語
Sung Hwan No

（노성환 、魯成煥、
ノ・ソンファン）

고사기・上巻 Yejŏnsa

1990 中国語 周作人
（Zhou Zuoren）

古事記
（Gu shi ji）

国際文化出版公司
（Guo ji wen hua chu 

ban gong si）

1990 韓国語
Sung Hwan No

（노성환 、魯成煥、
ノ・ソンファン）

고사기・中巻 Yejŏnsa

1999 韓国語
Sung Hwan No

（노성환 、魯成煥、
ノ・ソンファン）

고사기・下巻 Yejŏnsa

2005 ノルウェー
語

Marcus Jacobus 
Teeuwen

Shinto: Japans eldste myter, i 
serien Verdens Hellige Skrifter, 

utvalg, oversettelse og 
innledende essay av 

De norske 
Bokklubbene, 

Gyldendal 2005.

2006 イタリア語 Paolo Villani Kojiki : un racconto di antichi 
eventi Marsilio

2008 スペイン語 Carlos Rubio; Rumi 
Tani Moratalla

Kojiki: crónicas de antiguos 
hechos de Japón Trotta

2011 フランス語 Pierre Vinclair Kojiki: Chronique des faits 
anciens le corridor bleu

2012 ドイツ語 Klaus Antoni Kojiki : Aufzeichnung alter 
Begebenheiten

Verlag der 
Weltreligionen

2012 チェコ語 Karel Fiala; Denisa 
Vostrá 

Kodž iki : kronika dá vné ho 
Japonska ExOriente

2014 英語 Gustav Heldt Kojiki Columbia University 
Press
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1928 漢語・英語
Tsugita, Uruu

（次田潤校訂）; 
Basil Hall 

Chamberlain訳

和・漢・英三文對錄古事記 . 
神代卷 : 附通俗古事記神代卷
（Wa-Kan-Ei sanbun tairoku 

Kojiki. Jindai no maki : 
tsuketari Tsū zoku Kojiki Jindai 

no maki）

世界文庫刊行会
（Sekai Bunko 

Kankō kai）

1928 英語 Isobe, Yaichiro
（磯邊彌一郎）

The story of ancient Japan; or, 
Tales from the Kojiki.

Sankakusha
（参画社）

1929 イタリア語 Raffaele Pettazzoni La mitologia giapponese : 
secondo il i libro del Kojiki Nicola Zanichelli

1938 イタリア語 Mario Marega
Ko-gi-ki : vecchie-cose-scritte 
: libro base dello shintoismo 

giapponese
Gius. Laterza & 

Figli

1939 英語 J. W. T. Mason The Spirit of Shinto Mythol-
ogy

Fuzanbo
（冨山房）

1940 独語
Kinoshita, Iwao
（木下祝夫）; 
Kuroita, Katsumi
（黒板勝美監修）

Kozikï  = Aelteste japanische 
Reichsgeschichte

Nichi-Doku Bunka 
Kyō kai

（日獨文化協會）

1952 英語 Post Wheeler The Sacred Scriptures of the 
Japanese H. Schuman

1963 中国語 周 明
（Youhen Zhou） The Kojiki in the Life of Japan

人民文學出版社
（Ren ming wen xue 

chu ban she）

1966 英語 Inoue, Shunji
（井上俊治） Kojiki

Nihon Shuji Kyoiku 
Renmei

（日本習字教育連盟）

1968 英語 Donald L. Philippi Kojiki Princeton University 
Press

1969 仏語 Masumi Shibata; 
Maryse Shibata

Le Kojiki, chronique des 
choses anciennes.

G.P. Maisonneuve et 
Larose

1969 英語 R. W. Robinson The Kojiki in the Life of Japan
The Center for East 

Asian Cultural Dtud-
ies

1974 露語 Николай 
Йосифович Конрад

Японская литература : от 
"Кодзики" до Токутоми

Vostochnai a 

（

literatura

1979 中国語
鄒有恒

（Youheng Zou）, 
呂元明

（Yuanming Lü ）
古事記 / Gu shi ji

人民文學出版社
（Ren min wen xue 

chu ban she）
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多言語化される古事記

平 藤 喜久子

１．はじめに

古事記は1882年にイギリス人のバジル・ホール・チェンバレン（Basil 
Hall Chamberlain1850-1935）によって英語に翻訳されたのを皮切りに、さ
まざまな言語に翻訳されてきた。フランス語、イタリア語、ドイツ語などの
ヨーロッパの言語だけではなく、中国語、韓国語、タイ語、シンハラ語にも
及んでいる。また、英語やイタリア語のように別の訳者によって複数回翻訳
されることもある。
今回、古事記を国際的、学際的に読み解いていくという試みがはじまるに

あたり、あらためてその翻訳をリスト化することとした。出版形態にはさま
ざまあり、日本では入手できないものも多い。そのためすべてを確認するこ
とはできず、情報の漏れや不備もあるだろう。今後もデータを充実させ、ま
た内容についての検討も加えていきたいと考えている。

２．古事記翻訳一覧

年 言語 訳者 タイトル 出版社

1882 フランス語 Léon de Rosny
Koziki: Mémorial de l'antiquité 
Japonaise: fragments relatifs à  

la thé ogé nie du Nippon
不明

1882 英語 Basil Hall
Chamberlain

A Translation of Kojiki or 
Records of Ancient Matters

Transactions of the 
Asiatic Soceity of 
Japan X, LXXV.
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編集後記

編
集
後
記

本
事
業
「『
古
事
記
』
の
学
際
的
・
国
際

的
研
究
」
は
、
巻
頭
の
「
発
刊
の
辞
」
に
も

あ
る
よ
う
に
、
國
學
院
大
學
の
「
二
十
一
世

紀
研
究
教
育
計
画
（
第
三
次
）
で
提
起
さ
れ

た
、「
日
本
文
化
の
国
際
的
理
解
に
向
け
た

研
究
（
国
際
日
本
学
）
の
推
進
」
を
具
現
化

す
る
研
究
事
業
と
し
て
発
足
し
た
。そ
し
て
、

こ
こ
に
『
古
事
記
学
』
第
一
号
と
し
て
、
平

成
二
十
五
年
度
後
期
か
ら
本
年
度
ま
で
の
研

究
成
果
を
ま
と
め
る
運
び
と
な
っ
た
。

本
事
業
は
、Ⅰ
『
古
事
記
』
の
本
文
校
訂
・

訓
読
・
現
代
語
訳
と
Ⅱ
『
古
事
記
』
解
釈
史
・

研
究
史
の
研
究
か
ら
な
る
。Ⅰ
に
つ
い
て
は
、

國
學
院
の
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
研
究

の
蓄
積
を
基
礎
と
し
て
、今
日
の
諸
研
究
を
、

本
文
に
即
し
た
解
釈
の
視
点
か
ら
再
検
討
し

つ
つ
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
新
し
い
解
釈
と

現
代
語
訳
を
提
示
す
る
。
Ⅱ
に
つ
い
て
は
、

国
学
史
、
歴
史
学
、
民
俗
学
、
神
話
学
、
考

古
学
の
人
文
諸
学
の
観
点
か
ら
『
古
事
記
』

の
現
代
的
理
解
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
る

も
の
で
あ
る
。

本
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
も
、
こ
れ
ら
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各
グ
ル
ー
プ

の
研
究
成
果
は
定
例
研
究
会
で
発
表
さ
れ
た

も
の
が
も
と
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
二
十
五

年
度
に
は
三
回
、
平
成
二
十
六
年
度
に
は
五

回
、
研
究
会
を
開
催
し
て
き
た
（
詳
細
に
つ

い
て
は
『
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀

要
』
第
九
号
の
彙
報
を
参
照
）。
研
究
会
は
グ

ル
ー
プ
Ⅰ
に
よ
る
『
古
事
記
』
本
文
の
注
釈

と
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
よ
る
研
究
発
表
で
構
成
さ

れ
る
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
の
研
究
発
表
は
、

神
話
学
や
考
古
学
な
ど
の
知
見
か
ら
考
察
が

行
わ
れ
、
ま
さ
に
多
角
的
に
『
古
事
記
』
を

捉
え
た
学
際
的
研
究
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
研
究
会
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た

問
題
点
や
、
提
示
さ
れ
る
多
く
の
研
究
情
報

は
、
そ
の
都
度
、
共
有
化
が
は
か
ら
れ
注
釈

活
動
に
反
映
さ
せ
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
本
号
に
掲
載
さ
れ
た
講
演
録
は
、
平

成
二
十
六
年
十
月
二
十
五
日
（
土
）
に
、
文

学
部
と
の
共
催
の
も
と
に
開
か
れ
た
「『
古

事
記
』
の
学
際
的
・
国
際
的
研
究
」
講
演
会

の
も
の
で
あ
る
。
会
場
の
國
學
院
大
學
学
術

メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
常
磐
松
ホ
ー
ル
に
は
、

一
六
〇
名
を
越
え
る
聴
講
が
あ
り
、
一
般
の

方
々
の
『
古
事
記
』
に
対
す
る
関
心
の
高
ま

り
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
会
で
も
あ
っ
た
。
講

師
に
は
、
鈴
木
正
崇
氏
（
慶
應
義
塾
大
学
教

授
）
と
毛
利
正
守
氏
（
皇
學
館
大
学
教
授
・

大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
・
古
事
記
学
会
代

表
理
事
）
を
む
か
え
、
長
時
間
に
わ
た
る
講

演
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
講
演
か

ら
は
、
国
書
で
あ
る
『
古
事
記
』
に
多
様
な

観
点
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
頂

き
、
今
後
の
『
古
事
記
』
研
究
に
と
っ
て
一

つ
の
指
標
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
講

演
録
を
本
号
に
掲
載
で
き
た
こ
と
も
、
大
変

有
り
難
く
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

國
學
院
大
學
で
は
皇
典
講
究
所
の
創
立
以

来
、
神
道
・
日
本
文
化
の
根
幹
に
関
わ
る
古

典
に
つ
い
て
の
研
究
が
継
続
し
て
行
わ
れ
て

き
た
。『
古
事
記
』
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的

な
国
学
の
総
合
性
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に
お
い
て
は
人

文
学
の
専
門
分
化
に
伴
っ
て
『
古
事
記
』
研

究
も
精
緻
化
が
進
む
一
方
、
分
野
を
越
え
た

研
究
の
全
体
像
は
や
や
見
え
に
く
く
な
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、

本
事
業
で
は
『
古
事
記
』
を
今
日
の
研
究
状

況
に
即
し
た
、
多
方
面
か
ら
研
究
す
る
こ
と

で
、
新
た
な
時
代
の
「
古
事
記
学
」
が
構
築

さ
れ
て
い
く
こ
と
を
切
に
望
む
も
の
で
あ

る
。 

（
渡
邉
卓
）

            



執
筆
者
一
覧
（
執
筆
順
）

武
田

秀
章
（
た
け
だ
・
ひ
で
あ
き
／
神
道
文
化
学
部
教
授
、
研
究
代
表
）

谷
口

雅
博
（
た
に
ぐ
ち
・
ま
さ
ひ
ろ
／
文
学
部
准
教
授
、
研
究
代
表
）

毛
利

正
守
（ 

も
う
り
・
ま
さ
も
り
／
皇
學
館
大
学
文
学
部
教
授
、
大
阪
市
立
大
学
名
誉

教
授
、
古
事
記
学
会
代
表
理
事
）

鈴
木

正
崇
（
す
ず
き
・
ま
さ
た
か
／
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
）

笹
生

衛
（
さ
そ
う
・
ま
も
る
／
神
道
文
化
学
部
教
授
）

松
本

久
史
（
ま
つ
も
と
・
ひ
さ
し
／
神
道
文
化
学
部
准
教
授
）

平
藤
喜
久
子
（
ひ
ら
ふ
じ
・
き
く
こ
／
研
究
開
発
推
進
機
構
准
教
授
）
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